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（ ）33番 武 田 浩 一 同
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開 会◎

これより令和５年６月定例会○濵砂 守議長

を開会いたします。

本日の会議を開きます。

議席の一部変更◎

ここで、議席の一部を変更い○濵砂 守議長

たします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定をいた

します。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、山内いっ○濵砂 守議長

とく議員、前屋敷恵美議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○濵砂 守議長

題といたします。

本定例会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、野

﨑幸士委員長。

〔登壇〕 おはようございま○野﨑幸士議員

す。御報告いたします。

去る６月２日の議会運営委員会において、本

日招集されました令和５年６月定例会の会期日

程等について協議いたしました。

本定例会に提案されます知事提出議案は合

計28件、その内訳は、補正予算１件、条例８

件、予算・条例以外17件、報告承認２件であり

ます。このほか６件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から６

月28日までの20日間とすることに決定いたしま

した。会議日程は、お手元に配付されておりま

す日程表のとおりであります。

本定例会は、６月14日から５日間の日程で一

般質問を行い、一般質問終了後、人事案件を採

決し、その他の議案・請願については、所管常

任委員会への付託を行います。６月21日から23

日までの３日間で各常任委員会を開催し、６

月28日、最終日の本会議で、付託された議案・

請願の審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○濵砂 守議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○濵砂 守議長

す。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から６月28日までの20

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議長の報告（人口減少・地域活性化対策◎

特別委員会委員の辞任許可）

ここで、御報告を申し上げま○濵砂 守議長

令和５年６月９日(金)
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令和５年６月９日(金)

す。

去る６月１日、井本英雄議員より人口減少・

地域活性化対策特別委員会委員の辞任願が提出

され、委員会条例第13条第１項ただし書きの規

定により、翌２日付で、議長において、これを

許可いたしました。

以上、御報告を申し上げます。

議案第１号から第26号まで及び◎

報告第１号、第２号上程

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、知事から、議案第１号から第26号まで及び報

告第１号、第２号の各号議案の送付を受けましたの

で、これらを一括上程いたします｡〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和５年６月県議会定例会の開会に当

たり、ただいま提案いたしました議案の御説明

に先立ち、３点御報告を申し上げます。

１点目は、新型コロナウイルス感染症の５類

移行についてであります。

新型コロナの感染は、令和２年１月に国内で

初めて確認され、本県でも同年３月に確認され

ました。

それから３年以上に及ぶ長い闘いが続きまし

たが、去る５月８日に５類感染症へ移行し、感

染症法や新型インフルエンザ特別措置法に基づ

く対策は大きな転換点を迎えました。

改めて、ここに至るまでの医療機関や高齢者

施設をはじめとする関係者の皆様の御尽力、そ

して県民の皆様の感染防止対策への御理解、御

協力に深く感謝申し上げます。

しかし、５類移行を境としてウイルスそのも

のが変わるわけでも、ましてやなくなったわけ

でもありません。

県としましては、引き続き、感染動向の把握

と、きめ細かな情報提供に取り組んでまいりま

すので、県民の皆様には、その時々の感染リス

クに応じた適切な対応をお願いいたします。新

型コロナ対策については、今後とも、必要な医

療提供体制の確保に努めながら、感染状況や変

異株の発生動向などを踏まえ、柔軟かつ適切に

対応してまいります。

２点目はＧ７宮崎農業大臣会合についてであ

ります。

Ｇ７農業大臣会合は、関連行事を含め、４

月21日から23日にかけて、シーガイアを中心に

開催されました。本県では23年ぶりのＧ７サ

ミット閣僚会合であります。天候にも恵まれ、

全ての行事を無事に終了し、開催地としての役

割を果たすことができました。

野村農林水産大臣をはじめ、会合関係者やＧ

７宮崎農業大臣会合協力推進協議会の皆様、ま

た、県議会をはじめ、県民の皆様の多大なる御

協力に心から感謝申し上げます。

本会合では、世界的に食料安全保障への関心

が高まる中で、生産性向上と持続可能性の両立

など、今後の農業・食料政策の方向性が議論さ

れました。その成果として、Ｇ７農業大臣声

明、そして今回初めて開催地である本県の名を

冠する行動宣言「宮崎アクション」が採択さ

れ、農業を基幹産業とする本県にとって大変意

義深い会合となりました。

私も機会をいただき、各国大臣等に向けて、

本会合を契機とした民間企業との新たな連携や

持続可能な農業に向けた取組などについて説明

しました。皆様からは、本県の取組に対し、強
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い関心と高い評価をいただいたところでありま

す。

また、歓迎レセプションや現地視察、会場展

示等を通して、本県の豊かな食や農をはじめ、

歴史、自然、伝統文化といった本県の魅力につ

いても、国内のみならず世界に向けて発信する

ことができました。

そして何より、小学生や大学生ボランティア

によるおもてなし、高校生による英語での堂々

とした提言、学生考案の米粉スイーツの提供、

サミット給食など、次世代を担う若者が多くの

場面で活躍し、今回の会合の成功に大きく貢献

するとともに、各国の閣僚から高く評価いただ

きました。若い世代がＧ７各国の閣僚とじかに

接する機会は、何物にも代え難い経験であり、

グローバルな視点を持つ人材育成につながった

ものと考えております。

今回の会合で、本県のＭＩＣＥ環境に自信を

深めつつ、これらの成果を一過性のものとしな

いため、今後も関係者と連携し、農業振興をは

じめ、国際会議の誘致やグローバル人材の育成

などに力を入れてまいります。

３点目は、高速道路の整備についてでありま

す。

東九州自動車道清武南－日南北郷間の17.8キ

ロメートルが３月25日に開通しました。

当日は、小雨にもかかわらず、沿道には開通

を待ちわびた地元の方々の笑顔があふれ、関係

者の皆様の大きな喜びと期待を実感しました。

この開通により、ついに日南市から北九州市

までが一本の高速道路で結ばれることとなりま

した。広域観光ルートの形成や地場産業の振

興、南海トラフ地震などの災害時における人命

救助や救援物資の輸送などに大きく寄与するも

のと考えております。

これまで御支援、御尽力をいただきました県

議会をはじめ、国土交通省や関係者の皆様方

に、心より御礼申し上げます。

今後とも、一日も早い県内高速道路の全線開

通と暫定２車線区間の４車線化を目指し、全力

で取り組んでまいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今年度の一般会計当初予算は、昨年の知事選

挙の関係で骨格予算となりましたが、コロナ禍

や原油価格・物価高騰等を踏まえ、年間を通し

て必要となる経費を計上した「骨太な」骨格予

算としました。

今回提案いたします補正予算案は、私の政策

提案を反映した県総合計画「アクションプラ

ン」を実現するための「肉付け予算」としてお

ります。

本県は今、人口減少が急速に進む中で、コロ

ナ禍や物価高の影響、度重なる自然災害といっ

た百年に一度の危機に直面し、歴史的転換点に

あります。このような中、ＷＢＣ侍ジャパンの

合宿やＧ７農業大臣会合の開催などの追い風が

吹いております。今こそ宮崎再生を全力で進

め、本県が全国に誇る「強み」を最大限に生か

し、新たな宮崎づくりに力強く踏み出すときで

あります。

このような認識の下、今回の補正予算案は当

初予算ベースで過去最大規模とし、その名称を

「宮崎再生・創造予算～いち早く元の成長軌道

へ、その先の未来へ」としました。

具体的には、まず宮崎再生基金をさらに積み

増すとともに、その積極的な活用等により、コ

ロナ禍、物価高騰等からの再生を全速力で進め

てまいります。そして、子育て環境や農林業、
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スポーツ環境といった全国に誇る本県の強みを

伸ばし、「子ども・若者」「グリーン成長」

「スポーツ観光」の３つの分野で日本一に挑戦

してまいります。

今回の補正額は、一般会計279億6,569万8,000

円であります。この結果、一般会計の予算規模

は6,838億2,445万1,000円となります。今回の補

正予算による一般会計の歳入財源は、分担金及

び負担金6,461万3,000円、国庫支出金94億6,872

万6,000円、繰入金91億8,290万9,000円、諸収

入335万円、県債92億4,610万円であります。

なお、前年度の当初予算と比較しますと、6.6

％の増であります。

以下、今回の補正予算案に計上した事業の概

要について説明いたします。

今回の補正予算案は、「宮崎再生へ全速力」

と「未来創造のスタート」を柱に構築しており

ます。

まず、「宮崎再生へ全速力」として、「１、

くらしを守る、地域を守る、２、仕事を守る、

つくる、３、国内外に魅力を発信する」に取り

組んでまいります。

１点目の「くらしを守る、地域を守る」で

は、路線バスの高齢者向け企画乗車券の発行

や、バス・タクシー運転手の二種免許取得を支

援いたします。このほか、中山間地域での医療

のデジタル化を推進するための支援や、省エネ

性能の高い冷蔵庫、エアコンを購入した県民に

対する補助などに取り組んでまいります。さら

に、防災・減災、県土強靱化につながる公共事

業を130億円規模で追加しております。

２点目の「仕事を守る、つくる」では、国の

電気料金激変緩和策の対象となっていない、特

別高圧で受電する中小企業に対する補助や、畜

産農家への国の配合飼料価格安定制度の積立金

相当額の補助など、物価高騰に直面する県内事

業者の経営支援に取り組んでまいります。

３点目の「国内外に魅力を発信する」では、

国際定期便の再開等に向けた航空会社等に対す

る運航経費の支援や、ソーシャルメディアの活

用や海外の指定店等と連携した「おいしさ日本

一宮崎牛」の国内外へのＰＲなどで、観光誘客

や県産品の販路拡大を目指してまいります。特

に、海外に向けた魅力発信の事業には、当初予

算ベースで初めて10億円を超える規模で取り組

みます。

次に、「未来創造のスタート」として、

「１、子ども・若者、２、グリーン成長、３、

スポーツ観光」の３分野を重点的に取り組んで

まいります。

１点目は「子ども・若者の未来を応援する」

取組であります。

まず、出産・子育てについて、妊産婦の健康

診査受診時の通院費用助成や保育所等のおむつ

の定額利用の補助等を行う市町村を支援し、県

民の負担軽減を図ってまいります。このうち、

おむつの定額利用等への支援は、都道府県では

全国初の取組となります。

また、若者を応援する取組として、高校生に

対する海外留学等への補助を県単独として初め

て措置するとともに、一般就労を目指す知的障

がいのある生徒に専門的な職業教育を行う高等

特別支援学校を新設します。

２点目は「グリーン成長で環境を守り、地域

経済を伸ばす」取組であります。

再造林にドローンを活用する事業体への操縦

資格取得費用の補助や、有機農業の農家等に対

する転換期間中の経費補助などに取り組み、ゼ

ロカーボンの推進やＧ７農相会合の成果の継承

につなげてまいります。
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３点目は「スポーツ観光で世界を目指す」取

組であります。

韓国からのサーファー誘客に向けた旅行関係

者向けツアーや、屋外型トレーニングセンター

の利用等を行うスポーツチーム関係者の県内視

察など、国内外からの誘客やスポーツキャンプ

効果の全県波及に取り組んでまいります。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

まず、条例改正についてであります。

議案第２号は、離島振興法に係る課税免除の

適用要件の見直しが行われたこと等に伴い、県

税の課税免除等の特例について改正を行うもの

であります。

議案第３号は、家畜用ワクチン及び接種票の

交付に係る手数料を新設するほか、技能検定試

験手数料に係る減免措置対象者の拡大等を行う

ものであります。

議案第４号は、プレジャーボートの係留施設

を適切に管理するため、港湾施設の定義の改正

を行うものであります。

議案第５号は、道路交通法の改正により、特

定小型原動機付自転車の運転者講習が実施され

ることに伴い、警察関係手数料の改正を行うも

のであります。

議案第６号は、警察職員が警護に従事した場

合等に支給される特殊勤務手当の額を引き上げ

るものであります。

議案第７号及び第８号は、認定こども園及び

幼保連携型認定こども園における保育士の配置

について、１人に限り看護師等で代替できるよ

うにするなど、関係規定の改正を行うものであ

ります。

議案第９号は、遠隔操作型小型車と特定小型

原動機付自転車の従うべき信号機等について、

それぞれ歩行者や自転車と同じ取扱いとなるよ

う改正を行うものであります。

議案第10号から第14号までは、工事請負契約

の締結や変更について、議会の議決に付するも

のであります。

議案第15号から第21号までは、各計画の変更

について議会の議決に付するものであります。

このうち、議案第15号は、今後４年間の実行

計画となるアクションプランを策定するため、

宮崎県総合計画を変更するものであります。

議案第22号は、公安委員会委員、山下恵子氏

が令和５年８月７日をもって任期満了となりま

すので、その後任委員として同氏を任命いたし

たく、議会の同意を求めるものであります。

議案第23号は、人事委員会委員、黒木昭秀氏

が令和５年７月18日をもって任期満了となりま

すので、その後任委員として同氏を選任いたし

たく、議会の同意を求めるものであります。

議案第24号及び第25号は、収用委員会委員、

増田良文氏及び新井貴博氏が令和５年７月18日

をもって任期満了となりますので、その後任委

員として同じく両氏をそれぞれ任命いたした

く、議会の同意を求めるものであります。

議案第26号は、県立日南病院の医療上の事故

に関し、損害賠償額を定めることについて、議

会の議決に付するものであります。

次に、報告第１号は、国による低所得の子育

て世帯に対する生活支援特別給付金に係る令和

５年度宮崎県一般会計補正予算（第１号）の専

決報告であり、可能な限り５月までに支給する

よう求める国の要請に対応するため、専決処分

を行ったものであります。

報告第２号は、地方税法等の一部改正によ

り、自動車税種別割のグリーン化特例の延長等

が４月１日から施行されたことに伴い、所要の
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改正を行うための宮崎県税条例の一部を改正す

る条例の専決報告であり、早急に対応するた

め、専決処分を行ったものであります。

今回提案いたしました議案の概要については

以上であります。

昨年末の知事選挙では、多くの県民の皆様か

らの「将来に向けて希望の持てる県にしてほし

い」という強い願いを肌身で感じました。

そのためには、まず本県の課題の克服を図

り、その上で強みや特性を最大限に生かしてい

くことが肝要であると考えております。

私たちの足元を深く見詰め、そこから将来へ

の展望を切り開いていく。私は、そのような思

いで、今般の補正予算案では、本県の強みを生

かした「３つの日本一挑戦プロジェクト」の先

駆けとなる事業を盛り込みました。県民の皆様

の強い期待にしっかりと応え、県民の皆様とと

もに本県の希望ある未来を創造していく所存で

あります。

議員の皆様におかれましては、よろしく御審

議のほどお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

明日からの日程をお知らせいたします。

明日10日から13日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、14日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時21分散会
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令 和 ５ 年 ６ 月 1 4 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 山 本 将 之

監 査 事 務 局 長 米 良 勝 也

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の一

般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂口博美議員

ざいます。ただいまから一般質問を行います。

来年から新１万円札の顔となる渋沢栄一であ

りますが、江戸末期の幕臣でありました渋沢

は、江戸時代が終わって間もない明治２年に、

新政府より大蔵省出仕の命を受けることとなり

ます。

そのとき、渋沢は、その命を断るつもりで、

実質的なトップとして大蔵省を取り仕切ってい

た大隈重信との面談に出向きました。

しかしながら、大隈は、出仕を断るとする渋

沢の考え方を「そのような発想は消極的だ」と

して、「出資の命を受け、新しい日本国の建設

に従事することの意義は、はるかに大である」

と言って渋沢を説得し、その決断を翻させたこ

とは、広く国民の知るところであります。

歴史に「もしも」を思うべきではないと考え

ますが、あえてここで、「もしもそのときの渋

沢に大隈との出会いがなかったならば」と考え

るとき、その後の渋沢はどのような道をたどっ

ていたのであろうか。そして、その結果、渋沢

は１万円札の顔となり得たのであろうか。この

ような空事に私は今、思いをいたしているとこ

ろであります。

さて、その大隈重信でありますが、大隈とは

どのような人物かと問われたとき、まず返って

くるのは、早稲田大学の創始者でありましょう

か。それとも、総理大臣を２度務めた人であり

ましょうか。さらには、我が国で初めて政党内

閣を組織した政治家との答えでありましょう

か。さにあらず、太陽暦の導入であり、あるい

は鉄道の敷設であり、または郵便制度の整備な

どなど、近代日本の基礎づくりをなした人とな

るのでありましょうか。

このような大隈でありますが、私がこの際、

特に高く評価したいことの一つに、明治14年の

統計院創設があります。そして、その統計院設

置に際しての建議書に、大隈は次のように記し

ております。その一部を読み上げます。

「現在の国勢を詳明せざれば、政府則ち施政

の便を失う。過去施政の結果を鑑照せざれば、

政府其の政策の利弊を知るに由なし。故に、現

在の国勢を詳明し、過去施政の結果を鑑照する

には、是れ政府に在て欠くべからざるの務な

り。而て、今日全国耕地荒地の幅員如何、各地

の土質地味如何、人民所用の舟車牛馬の数如

何、貨物運輸の便否如何、罪犯囚徒の消長如

何、其の他現在の国勢を一目に明瞭ならしむる

者は統計に若くは莫し。又、現在の国勢を以て

之を既往に比較し、過去施政の得失を證明する

者は亦た統計に若くはなし」とあり、その後も

続いております。

つまり、政府は、政策のよしあしを判断する

ためには、現在の国の情勢を明らかにし、過去

の施策の結果と比較してみる必要があるとし

て、統計データの必要性がいかに大なるかを表

現しております。

そしてまた、私自身も、事の評価に際して

は、客観的な判断根拠は不可欠な必要条件との

考え方を常としており、そのようなことから、

令和５年６月14日(水)
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令和５年６月14日(水)

県が今議会に提案なされた各種計画や予算・事

業は、統計データに基づき検討されたものか否

かが大変気になるところでもあります。

ところで知事は、さきの選挙において「宮崎

再生」を御旗に掲げ、東国原氏との激戦を僅差

ながら何とか勝利されました。

３期12年間の実績を持っての選挙でありなが

ら、県民を二分しての勝ち負けに至ってしまっ

たことを知事はどう考えられ、それを踏まえて

４期目のかじをどのような姿勢で取っていかれ

るおつもりかお聞かせください。

そしてこの際、知事の言われるコロナからの

宮崎再生に関し、まずコロナにより宮崎県がど

のような状況へ至ったと判断されているのか、

そしてその宮崎について、これから建設すべき

姿をどう描かれているのか、知事にお尋ねいた

します。

そしてここで、近々本県副知事を辞されるこ

とになった永山副知事に２点伺います。

まず、１点目であります。

永山副知事には、就任されてからこれまで、

本県の発展のため献身的な御尽力を賜りまし

た。感謝に堪えないところであります。

さて、今回本県を去られることとなったわけ

でありますが、約３年にわたる在任期間を経

て、今の宮崎について何を思われるか。そして

また、今後の宮崎に対しては、何を御教示いた

だけるかお尋ねいたします。

２点目であります。

永山副知事には、内田、鎌原両副知事に続い

て、県政全般にわたっての御尽力はもちろんで

ありますが、とりわけ本県の県土づくりについ

て、特段の御苦労を賜り、特筆すべき成果を積

み上げてきてくださいました。

私自身も、公的社会資本の整備につきまして

は、積極的に進めるべきだとの考え方を有して

おり、特に強靱な県土づくりに関しては、私ど

もが責任を持って取り組むべき後世への責務で

あると信ずる一人であります。

さて、近年、我が国における大雨や強風によ

る甚大な被害は、もはや異常というより通常あ

るいは常在と考える頻度で発生しております。

つい先日も、台風第２号の動きに県民の多くが

神経をとがらせたところであります。そしてま

た、本県では、将来的に高い確率で南海トラフ

地震の発生が予測されており、これについて

は、大きな犠牲や甚大な被害予測が専門家から

示されているところでもあります。

そういった理由からして、そのことを知りつ

つ現在を生きている私たちにとって、その対策

を講じておくことは、決して避けてはならない

将来への責任であり、義務であります。

そのような理念に立つとき、将来、発生が予

測される大規模な自然災害による被害に備える

ための事業である、防災・減災、国土強靱化事

業は、今を生きる私どもの利便性向上を目的と

する公共事業とは全く性格の異なるものである

と考えます。

それらの視点から、私は、防災・減災、国土

強靱化事業については、現在の５か年加速化対

策を着実に実施するとともに、終了後も新たな

計画に基づき、中長期的な視点の下、継続的か

つ安定的に強靱な国土づくりに取り組むことが

できるよう、必要な予算・財源を別枠で確保す

べきと考えます。御見解を永山副知事に伺いま

す。

以上で壇上の質問を終わり、あとは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。
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令和５年６月14日(水)

これまでの３期12年の間、ひたすら本県の発

展を目指し、誠心誠意県政運営に取り組んでま

いりました。その結果、県民の皆様から４期目

の負託をいただきましたことは、誠に光栄に受

け止めており、その重責に改めて身の引き締ま

る思いがしております。

多くの方からこれまでの県政に対する一定の

評価をいただく中で、御指摘にありました昨年

末の知事選挙は極めて厳しい戦いとなり、その

結果を真摯に受け止めているところでありま

す。

コロナ禍等に伴う閉塞感がある中で、これま

でと違う新たな取組への期待や、将来に希望の

持てる県にしてほしいといった、こうした投票

行動の背景にある県民のメッセージに、しっか

りと向き合う必要があると受け止めておりま

す。

本県は今、人口減少が急速に進む中で、長引

くコロナ禍により、県民所得、県内総生産も低

迷し、加えて原油・物価高騰、さらには昨年の

台風第14号災害などにより、県民の暮らしや地

域経済は大きな影響を受け、百年に一度とも言

われる難局に直面しております。

何としてもこうした困難な状況を一刻も早く

克服し、本県を再び元の成長軌道へと戻し、さ

らに次のステージに飛躍させるとともに、その

先に誰もが安心して暮らすことができ、楽しさ

や幸せを実感できる、安心と希望あふれる宮崎

県の実現を目指してまいります。

４期目のこれからの４年間、宮崎の未来を方

向づける上で極めて重要な期間になるものと考

えております。世界経済がコロナ禍からの回復

を目指す中で、ウクライナへの軍事侵攻に伴

い、不安定、また不透明さを増しております。

そして、我が国においては、少子化反転のラス

トチャンスとも言われるような、極めて重要な

時期を迎えます。

先行きが不透明な厳しい現在の状況下にあっ

ても、夢や希望、未来を語り、そこへ県民を導

いていくために、明確なビジョンと道筋を示

し、力強く実行していくことが、知事である私

に課せられた使命であると考えております。強

い気概と覚悟を持って、県民の総力を結集しな

がら確実に結果を出してまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（永山寛理君）

す。

まず、宮崎に対する思いであります。

私は、令和２年７月に着任してから約３年

間、国とのパイプ役はもちろん、各種インフラ

の整備や産業振興、防災・減災対策など、私に

課せられた役割を果たすため、これまで培って

きた知識や経験、ネットワークを生かしなが

ら、日隈副知事とともに知事を全力で支えつ

つ、徹底した現場主義の下、宮崎の発展に尽く

す思いで駆け抜けてまいりました。

この間、まさにコロナ禍のただ中ではござい

ましたが、高速道路網の整備促進をはじめ、和

牛能力共進会での４大会連続の内閣総理大臣賞

獲得、屋外型トレーニングセンターに係る国の

交付金獲得など、県議会や市町村、関係団体の

皆様とのこれまでの取組の成果が目に見えて現

れてきたことをとてもうれしく思いますととも

に、私も微力ながらその一端を担うことがで

き、大変光栄に思っております。

仕事以外にも、県議会の皆様をはじめ、県内

各地の多くの方々と親しくお付き合いをさせて

いただくとともに、宮崎ならではの神社巡りや

神楽体験、さらには、沖縄出身者として宮崎と

沖縄の歴史的なつながりを踏まえた交流などに
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令和５年６月14日(水)

取り組み、振り返れば、あっという間のとても

充実した３年間でございました。

本県は、豊かな食やすばらしい自然美、温か

い県民性など、多くの魅力やポテンシャルにあ

ふれております。この全国に誇る強みを最大限

に生かし、さらなる飛躍につなげていくために

は、何より交通基盤など必要なインフラ整備を

着実に進めるとともに、これまで以上に国内外

に向けた積極的な情報発信に取り組んでいく必

要があると考えております。

私は近く宮崎を離れるかもしれませんが、ど

こにいようとも宮崎の熱烈応援団として、これ

までの御恩返しをする気持ちで、宮崎の発展の

ために貢献してまいりたいと考えております。

次に、国土強靱化予算の確保についてであり

ます。

議員御指摘のとおり、国土強靱化は、災害を

防ぐことにとどまらず、南海トラフ地震など遠

くない将来に発生する可能性のある大規模災害

に備えるため、未来の世代への責任を持って取

り組むべきであるという認識の下、様々な機会

を通じて、国土強靱化に必要な予算・財源を通

常予算とは別枠で確保することが必要であると

訴えてまいりました。

また、昨年の台風第14号においても、依然甚

大な被害が発生するなど、国土強靱化対策の継

続的・安定的な推進は、自然災害リスクの高い

本県において大変重要であると、改めて認識し

たところでございます。

このような中、今国会で本日にも可決・成立

予定の国土強靱化基本法改正案では、国土強靱

化に関する施策を計画的かつ着実に推進するた

めに、新たに実施中期計画が位置づけられてお

り、５か年加速化対策後も明確な見通しの下で

対策が進められているものと期待しておりま

す。

私としましては、これまで培ってきた経験や

人脈を最大限生かし、将来にわたって県民の命

と暮らしを守ることとなる国土強靱化予算の確

保に向けて、最後まで自らの職責を果たし、ま

た今後、立場が変わっても、何らかの形で貢献

できればと考えております。以上であります。

〔降壇〕

宮崎を離れられても、応援団○坂口博美議員

というか、自分のふるさとそのものだと、常に

心は宮崎だという気持ちで、ぜひ宮崎を支えて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。

また、これは副知事の先輩にも当たられるん

ですけれども、国交省事務次官でありました谷

口博昭さん、この方が当時会長を務めておられ

た土木学会が、昨年６月に「Ｂｅｙｏｎｄコロ

ナの日本創生と土木のビッグピクチャー～人々

のＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇと持続可能な社会に向

けて～」という提言書を公表しております。

そして、その前文にはこうあります。

大きな変化と国難ともいえる危機に多くの

国民が協調して立ち向かうためには、ビッグ

ピクチャー、いわゆる全体像を示し、共有す

ることが重要なポイントと考えています。そ

して、そのビッグピクチャーでは、現状の

種々の制約に縛られず、未来志向で、従来か

らの価値観の転換を図り、時代の変化に適応

することが求められます。例えば、これまで

の「経済効率性を重視した社会」でなくＷｅ

ｌｌ－ｂｅｉｎｇ社会、つまり「持続可能

で、誰もが、どこでも、安心して、快適に暮

らし続けることができる社会」を目指すこと

といったことが挙げられます。

と続いております。
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ところで県は、今議会に新たなアクションプ

ランを提案されましたが、この土木学会の提言

は、知事の４期目の県政運営、そして今後、県

が取り組むべき施策に対し、まさしく県民が強

く求めていることそのものではないでしょう

か。私は、このことを念頭に、知事の政治姿勢

や県が抱える課題について、ビジョンや方針を

お聞かせいただきたく、今回この席に立ってい

るところであります。

以上を申し上げて、以下質問を続けてまいり

ます。

まず、政治姿勢についてでありますが、今、

知事は、選挙結果を真摯に受け止めると、そし

てまた、常に県民と一緒に心はあるんだと、そ

ういった姿勢で今後取り組んでいくということ

をお答えいただきました。先ほども申し上げま

したように、まさにそのとおりで、今回の選挙

は、半数近くが相手候補に投票するという大接

戦であったわけであります。ぜひこれを真摯に

受け止め、県民の思いにしっかりと寄り添って

いただきたいと思います。

この知事選において元職は、日豊本線を生か

したミニ新幹線構想を打ち出しました。私個人

としては、財源の裏づけや採算性などから全く

の空論と思いましたが、しかしその一方で、あ

の選挙結果を見るとき、元職が本県の未来に閉

塞感を持つ県民に対し、大きな夢と希望を与え

たのは事実であり、指導者の政治姿勢の在り方

として、そこには大きく学ばれるべきだと信じ

ております。

さて、知事が今般、再生が必要であると分析

された本県でありますが、大変厳しい状況に置

かれている県民に対し、新アクションプランに

おいて、将来の宮崎に期待できる夢や希望をど

こに見いださせようとされているのか、知事に

伺います。

私は、さきの選挙で県○知事（河野俊嗣君）

内各地をくまなく回る中で、多くの県民の皆様

からいただいた「将来に向けて希望の持てる県

にしてほしい」という強い期待にしっかりと応

えていくことが知事としての使命であると考え

ております。

長引くコロナ禍や物価高騰をはじめ、自然災

害の頻発化など、先行き不透明な中にあって、

まずは県民の皆様が安心して暮らせる社会づく

りに最優先に取り組んでまいります。

その上で、県民誰もが楽しさや幸せを実感で

き、活力ある社会を実現していくために、本県

の強みをさらに伸ばし、課題の克服につなげて

いく取組とともに、中長期的な視点に立って、

新たな夢や希望につながる種をまいていくこと

も重要であると認識しております。

このため、新たなアクションプランにおきま

しては、安心と希望ある未来へと飛躍するため

の礎づくりに向けて、「希望ある未来への挑

戦」を柱に掲げております。

再生可能エネルギーによる脱炭素の地域づく

りや、デジタル技術を活用したスマートシ

ティーの推進、さらには自動走行車などの次世

代モビリティー等の未来技術の実証など、チャ

レンジ性の高い未来志向の施策にも果敢に挑戦

してまいります。

さらには、宮崎の未来創造への第一歩を踏み

出すため、特命チームを発足させまして、「３

つの日本一挑戦プロジェクト」を立ち上げたと

ころであります。全国に誇る本県の強みを生か

していく、またさらに伸ばしていく観点から、

「子ども・若者」「グリーン成長」「スポーツ

観光」、この３つの分野で新しい価値創造にも

取り組むなど、県民の皆様に夢や希望を与え、
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本県を新たな成長軌道に乗せられるよう、しっ

かりと取り組んでまいります。

ぜひ強みを生かすと同時に、○坂口博美議員

また弱い点もチェックしながら、しっかり底上

げをしていただきたいと思います。

さて、今回の肉付け予算を見てみますと、全

方位型の気配り、目配りが感じ取れる一方で、

総花的な感があります。全体への目配りや不毛

の投資の回避はもちろん大切でありますが、あ

なた自身が、再生が必要とまで判断せざるを得

ないところにまで追い込まれた本県を、県民総

力で立て直していこうとされるとき、そのエネ

ルギーを結集するがための求心力となり得るの

は、県民が夢や希望を持つことができる将来像

であろうと思います。

それがゆえ、今回の肉づけ作業に際しては、

あれもこれもではなく、しっかりとした状況分

析に基づき、その対象を、本県の未来を確かな

ものとしていくために、真に必要な施策に特化

すべきであったと思います。

大変厳しかった選挙結果を顧みるならば、知

事選を経て河野さんは変わったと県民が思える

ような、新しい河野カラーを前面に出した予算

の編成が待たれていたのではないでしょうか。

限られた財源の中での宮崎再生に向けた予算

編成にどう取り組まれたのか、知事に伺いま

す。

この肉付け予算は、直○知事（河野俊嗣君）

面する困難からの再生と本県の未来創造に取り

組むという強い決意の下、「宮崎再生・創造予

算」と名づけまして、宮崎の再生と未来創造に

重点を絞って編成いたしました。

まず、「宮崎再生」について申し上げます

と、物価高騰等の影響を強く受ける生活者をは

じめ、価格転嫁が困難な１次産業や小規模・零

細事業者に寄り添う即効性のある施策を講じる

など、いち早く元の成長軌道に戻すことに全速

力で取り組んでまいります。

次に、「未来創造」につきましては、県民の

皆様からの「将来に希望を持てる県に」という

強い期待を受けて、本県の強みを生かした「３

つの日本一挑戦プロジェクト」を掲げて、「子

ども・若者」「グリーン成長」「スポーツ観

光」の分野で、その先駆けとなる事業に取り組

んだところであります。ここでは、困難を抱え

る方の希望を応援する高等特別支援学校の整備

や不妊治療費の支援を行う事業なども計上して

いるところであります。

この３つのプロジェクトは、できるだけ早い

時期に目指す姿や取組の内容を具体的にお示し

し、今後のさらなる補正予算や来年度の当初予

算に反映させてまいります。

この３つのプロジェクトは、○坂口博美議員

確かにちょっと弱かった点かなと思いますの

で、全力で、しかもスピード感を持って実行し

ていただきたい、それをお願いしておきます。

新型コロナが感染症法上５類に移行されたこ

とで、これまでの国からの手厚い財政措置が今

後は徐々に抑えられることとなります。

しかしながら、今もなお新型コロナが消滅し

たわけではなく、今後は第９波や新たな感染症

出現への備えも必要なわけでありますが、これ

までの知見を踏まえ、財政面、医療面、それぞ

れどのように対応していかれるおつもりなの

か、知事に伺います。

御指摘のとおり、新型○知事（河野俊嗣君）

コロナ第９波も懸念されているところでありま

して、引き続き感染状況を注視しながら、きめ

細かな情報提供、注意喚起を行いますととも

に、特に重症化リスクの高い高齢者等への対応
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として、施設への集中的検査やワクチンの接種

勧奨等を行ってまいります。

また、病原性が大きく異なる変異株が出現し

た場合には、国の方針も踏まえながら対策を強

化するなど、適切に対応してまいります。

さらに、新たな感染症への備えとして、県、

保健所設置市、医師会等で構成します連携協議

会において、平時からの連携を図るとともに、

コロナでの知見を踏まえ、今年度中に予防計画

を変更し、感染症の発生予防、蔓延防止の取組

を進めることとしております。

具体的には、病床確保や発熱外来等に関する

協定を医療機関等と締結し、それぞれの機能に

応じた役割分担、一般医療との両立を図りなが

ら、新たな感染症危機に備えた医療提供体制の

確保に取り組んでまいります。

また、財政面においては、全国知事会を通じ

て、５類移行後も地方への支援を迅速かつ丁寧

に行うこと、そして新たな感染症危機に適切に

対処することにつきまして、地方の意見を十分

に踏まえて対応するよう、国に強く求めてまい

ります。

ぜひよろしくお願いします。○坂口博美議員

次に、デジタル化への取組について伺いま

す。

コロナの感染拡大は国民生活に大きな影響を

もたらし、これらを機にデジタルやオンライン

の利活用が加速的に進むところとなりました。

そういった中で、国はデジタル田園都市国家

構想を掲げ、これを御旗としてデジタル化を強

力に進めるべく、令和３年９月１日にデジタル

庁を発足させました。そしてそれは、誰一人と

して取り残すことのないデジタル社会の構築を

理念としての発足でありました。

さてここで、発足の背景を振り返ってみます

と、例えばコロナが拡大する中、国民への10万

円定額給付事業や支援金事業などを実施するに

当たり、接触確認アプリの不具合などのデジタ

ル基盤の脆弱さが顕在化しました。すなわち、

官と民の双方において、さらには社会全体にお

いて、デジタル実装が不十分であることが判明

し、それを急ぎ整えることの必要性を余儀なく

されるに至ったのであります。

ところで、このデジタル田園都市国家構想に

関してでありますが、昭和54年に、当時の総理

大臣でありました大平正芳氏が主宰していた政

策研究グループが、田園都市国家構想をまと

め、公表いたしております。その理念でありま

すが、明治以来の人口の過度の集中を是正し、

バランスの取れた多極分散型へ移行すること

で、田園に都市の活力を、都市に田園のゆとり

をもたらし、両者の活発で安定した交流を促す

とされております。

そしてまた、本格的な人口減少が進む中、平

成26年11月には、第２次安倍内閣により、まち

・ひと・しごと創生法が制定され、それに基づ

く地方創生のための総合戦略が策定されており

ます。

このように人口減少の取組が国家的課題とし

て位置づけられてから、既に半世紀を迎えよう

としております。しかしながら、過度な人口集

中を抑え、地域の持続可能性を高めることで、

国家の活力を維持していこうとする理念は、今

もってなお功をなし得ていないのであります。

そのような中で、今回、岸田内閣が掲げたの

がデジタル田園都市国家構想でありますが、今

回の構想では、デジタル社会を強く進めていく

ことで、その効果を地域にもたらすとしており

ます。デジタル田園都市国家構想の推進が図ら

れることにより、本県で期待される成果や課題
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について、知事はどのようにお考えかお伺いい

たします。

デジタル田園都市国家○知事（河野俊嗣君）

構想は、デジタルの力を活用して地方創生を加

速化・深化させることで、東京圏への一極集中

を是正し、国全体の成長につなげるものであり

ます。

人口減少が進む中で、本県におきましても

様々な問題が顕在化しておりますが、この構想

の推進により、産業の労働力不足への対応や生

産性の向上、医療や地域交通の維持など、社会

課題の解決に向けた取組が進むとともに、新た

な学びの環境づくり、リモートワークによる移

住の促進などの成果も期待できると考えており

ます。

一方で、デジタル化の推進には、人材の育成

・確保、技術の実装など多くの課題があり、成

果を県全体に波及させるためには、県が先頭に

立って、市町村や各産業を支援していくことが

重要であると考えております。

このため県では、各市町村の実情に応じたき

め細かな支援や、人材の育成・確保、事業者へ

の啓発や実装支援等を行っており、引き続きこ

れらの取組の充実強化を図りながら、この構想

が目指すデジタル社会の実現につなげてまいり

ます。

地方においては、人口減少や○坂口博美議員

過疎化、高齢化、さらには地域コミュニティー

の衰退など、その進行には著しいものがあり、

地域によっては、その存続すら危ぶまれる状況

にあります。私は、国によるデジタル化の推進

に当たっては、このような地方にこそ優先的

に、優遇的に実施されるべきであると考えま

す。知事のお考えをお聞かせください。

御指摘のとおり、国の○知事（河野俊嗣君）

これまでの施策展開にかかわらず、東京圏への

一極集中が進み、地方は人口減少により極めて

厳しい状況に置かれております。

一方で、コロナ禍の影響等で人々の意識や社

会情勢が変化する中、デジタルの活用により新

たな仕事や地域の魅力が創出され、また移住を

はじめとする人の流れが生まれるなど、地方が

活力を取り戻す動きも出ているところでありま

す。

私は、この動きを強く大きくすることで地方

が成長し、その成長が日本全体を底上げするも

のと認識しております。国がデジタル田園都市

国家構想を実現する上で、デジタル化の推進は

地方が優先されるべきものと考えております。

このため、先月、国に対し、本県のデジタル化

の推進に向けて、国の交付金の活用拡大や人材

の育成・確保、また基盤となる光回線や５Ｇの

整備について、直接要望を行ったところであり

ます。

県としましては、デジタル化は地域の未来を

左右するという認識の下で、引き続きデジタル

社会の形成に向けて積極的に取り組んでまいり

ます。

さきの質問ですけど、知事○坂口博美議員

は、本県の課題として、人材不足あるいは財源

不足を挙げられました。

人材については、国では、例えばデジタル活

用が困難な人たちをサポートするデジタル推進

委員を2027年度までに５万人確保するなど、年

次計画的に様々な分野での人材確保を予定して

おります。

また、デジタル田園都市国家構想交付金につ

いては、令和４年度補正分と令和５年度当初分

を合わせて1, 8 0 0億円が計上されておりま

す。2027年度までの国のデジタル実装自治体、
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目標1,500の中に全ての県内市町村が加われるよ

うに、これには全力を尽くしていただきたいと

求めておきます。

さて、コロナ禍におけるデジタル化の進展

は、テレワークなどの普及につながり、人や経

済の分極化への傾向を呈するところとなりまし

た。申すまでもなく、この状況は、これまで長

年にわたり人口減少対策に取り組んできている

本県にとっては、大きなチャンスだと言えま

す。本県の人口減少に関するこれまでの取組に

対しての評価及び今後の方針について、知事に

伺います。

私は就任当初から、本○知事（河野俊嗣君）

格的な人口減少時代の到来への対応が今後の県

政運営の最重要課題となるとの認識の下、長期

計画にこれを位置づけまして、子育て支援や若

者の県内定着などの自然減・社会減対策に真正

面から取り組んでまいりました。

この結果、高校生の県内就職率の改善や移住

世帯の増加、さらには全国でも上位の出生率を

維持するなど、一定の成果が現れているもの

の、これまでの多極分散や地方創生の流れの中

にあっても、本県では、依然として出生数の低

下や若年層の県外流出が続いております。

今後は、福祉の充実はもとより、教育や雇

用、さらには女性活躍などの施策を総動員しな

がら、子供を生み育てやすい環境づくりをさら

に強化し、出生数の回復と人口流出の抑制を図

るとともに、御指摘のとおり、コロナ禍の中で

のテレワークの普及や地方回帰の動きを捉え、

移住、ＵＩＪターンの促進等にも一層力を入れ

ることで、社会減ゼロを目指してまいります。

また、デジタル技術の活用も図りながら、人

口減少下においても、誰もが安心して暮らせる

社会の実現に向けて、引き続きしっかりと取り

組んでまいります。

次に、子ども・子育て政策の○坂口博美議員

強化について伺います。

岸田政権の最重要課題の一つであります、子

ども・子育て政策を強力に推し進めるための司

令塔として、こども家庭庁が発足しました。そ

してまた、昨日には、いわゆる「次元の異なる

少子化対策」の具体策が示されたところであり

ます。

今後はこれに沿って様々な政策の拡充が図ら

れることになりますが、人口減少が急激に進む

本県にとって、少子化対策は待ったなしの課題

であります。本県の少子化の現状と国の少子化

対策を踏まえ、今後、県として重要視すべき施

策を福祉保健部長に伺います。

令和４年の本○福祉保健部長（川北正文君）

県の合計特殊出生率は、1.63の全国２位と、全

国上位を維持する一方で、出生数は7,136人、婚

姻数は3,805件で、いずれも過去最少となるな

ど、少子化の厳しい現状に強い危機感を持って

おります。

国においては、次元の異なる少子化対策とし

て、児童手当の拡充など様々な施策の検討が進

められる中、本県においても、出産や子育て支

援など、ライフステージに応じた切れ目のない

支援を強化するとともに、出会い・結婚を県民

運動として応援する取組にも力を入れてまいり

ます。

さらに、少子化に関する専門的な分析や検証

などを行う研究会の設置等、少子化対策の再構

築に向けた関連予算を今議会にお願いしてお

り、国の動向も注視し、市町村とも連携しなが

ら、地域の実情に応じたきめ細かな施策の展開

を図ってまいります。

先ほど触れましたように、さ○坂口博美議員
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きの知事選挙に際し、東国原氏はミニ新幹線整

備の考え方を打ち出されました。これに関する

議論はまた別の機会に譲ることとしまして、こ

の場では、今待ったなしの地域交通問題につい

て伺います。

地域交通に係る喫緊の課題は、何よりもま

ず、一日として欠かすことの許されない移動手

段であるところのＪＲやバスの路線の維持であ

り、確保であります。

そのような中、県では、運行会社に対し、路

線の維持・確保を繰り返し要請されるなど、周

辺市町村と一体となってのＪＲの利用促進策

や、基金を設けてのバスネットワークの確立に

取り組まれてきております。

人口減少や過疎化が進む中での利用者増には

極めて厳しいものがあるとは思いますが、日常

生活にはこれを必要不可欠とされる方たちもま

た存在されるわけであります。地域交通の路線

の維持・確保に関する県の取組及び中長期的な

方針について知事に伺います。

県におきましては、地○知事（河野俊嗣君）

域交通の路線の維持・確保を図るため、様々な

利用促進策や要望活動に取り組むとともに、地

域間幹線バスの見直しや地域公共交通計画の策

定、路線バスのＡＩデマンド化などの取組を進

めております。

また、ＪＲ日南線油津－志布志間につきまし

ては、被災した際の復旧が難しい場合なども想

定し、車両の運行と線路等の管理を事業者と自

治体が分担をする上下分離方式や、線路を舗装

し、バスを運行させるＢＲＴなど、他県での取

組事例を参考に、様々な選択肢を沿線自治体と

研究しているところであります。

バスや鉄道といった地域交通は、道路などと

同様に重要な社会基盤でありますことから、県

民生活に支障を及ぼすことのないよう、まずは

需要回復や運転士の確保など、コロナ禍からの

再生、活性化に全力で取り組んでまいります。

その上で、持続可能な地域交通の在り方につ

いて、長期的な視点に立って引き続き検討する

とともに、その実現に向け、国に対して必要な

財政支援を求めるなど、財源の確保にも積極的

に取り組み、地域の移動手段を将来にわたって

しっかりと確保してまいります。

次に、水産関係について伺い○坂口博美議員

ます。

４月に本県で開催されたＧ７農相会合におい

て、自国の農業資源の持続可能な活用、技術革

新による農業の持続可能性の向上などを取りま

とめた共同声明が出されるとともに、宮崎アク

ションが採択されました。

大変厳しい中にある本県農畜水産業の成長産

業化を促し、そして将来にわたって持続可能な

産業としていくためにも、Ｇ７農相会合の成果

を農政に、そして水産行政に生かさねばなりま

せん。

その際、試験場が果たすべき役割には、とり

わけ大きいものがあると考えます。まず、農政

水産部が所管される試験場の研究方針や課題に

ついて、農政水産部長に伺います。

将来にわたり○農政水産部長（久保昌広君）

持続可能な魅力ある農畜水産業の実現を図る上

で、生産の基礎となる研究は極めて重要である

と考えております。

このため農政水産部では、高度な革新的技術

で生産現場の期待に応える研究開発を目指し

て、令和３年度に「農畜水産試験研究推進構

想」を策定し、変革が進む時代に対応するため

の技術開発などに取り組んでいるところです。

一方で、世界情勢の不安定化や環境問題、生
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産者の減少などを背景に、試験研究ニーズはこ

れまで以上に高度化・多様化してきていること

から、これらのニーズに的確に対応するため、

研究員の資質向上や、老朽化している研究施設

・設備等の計画的な更新などが課題となってお

ります。

各施設については、老朽化と○坂口博美議員

言われましたけど、見てみると、どの施設もか

なり老朽化が現実に進んでおります。そんな中

で、特に私は水産関係の施設が非常に気になる

わけですけれども、そんな中、青島の水産試験

場において、去る３月30日に火災が発生してお

ります。火災の原因や被害、その対応につい

て、農政水産部長に伺います。

今般の水産試○農政水産部長（久保昌広君）

験場の火災発生により、関係者の方々へ御心配

をおかけしたことをおわびいたします。

火災の原因ですが、放火などの事件性はない

という警察の判断や、施設内は火の気がないこ

と、また消防の調査で漏電の痕跡が確認された

ことから、施設の老朽化によるものと考えてお

ります。

この火災により、研究用の魚を飼育する460平

方メートルの施設が使用できない状況にありま

す。このため、この施設で行っていたアマダイ

類の種苗生産技術開発などを継続する応急的な

措置として、類似施設を有する水産振興協会へ

飼育していた魚を移すなど、その影響を最小限

にとどめる対策を取ったところであります。

事件性はないということだっ○坂口博美議員

たんですけど、３月30日ですよね。Ｇ７の直前

というか20日ぐらい前で、僕はあのとき、誰も

通らない、人もいないところでのあの日の火災

でしょう。ひょっとしたら、これはＧ７の混乱

狙いかなとも思ったんですけど、そうではな

かったということで、その点はほっとしまし

た。

その同じ試験場についてですけれども、２

月21日に、私は延岡市にある水産振興協会の種

苗生産施設を視察いたしました。当施設でも想

像以上に老朽化が進んでおりまして、施設の心

臓部とも言える取水施設については、いつ機能

が停止するやもしれぬ状況だと判断をいたしま

した。

もしそのような事態ともなれば、最悪の場

合、漁協や養殖業者などへの仔魚供給の契約不

履行はもちろん、代替の利かない種魚の全失に

まで及びます。これは言うまでもなく、決して

起こしてはならない事態であります。

知事は、水産試験場及び水産振興協会につい

ては、自分の目でお確かめになっているのか。

確かめておられるなら、それはいつ頃かをお尋

ねし、あわせて、これらの施設の在り方につい

ての御見解を伺います。

水産業を取り巻く状況○知事（河野俊嗣君）

は、海水温の上昇や資源の減少、担い手不足、

さらには燃油や資材の高騰など様々な課題に直

面し、厳しい状況にあるものと認識しておりま

す。このような中、水産試験場や水産振興協会

につきましては、持続可能な水産業の構築や資

源の維持・確保に大きな役割を担っていると認

識しております。

私自身、昨年７月と８月にそれぞれの施設を

視察し、水産業の成長に貢献する試験研究や種

苗生産の取組を改めて確認するとともに、施設

の老朽化がかなり進んでいる状況も把握しまし

た。

こういう厳しい状況の中で、意欲と情熱を

持って取り組んでもらっている現場のスタッフ

を後押しし、さらに水産業の未来を切り開いて
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いくためにも、両施設の在り方について早急に

検討するよう指示したところであります。今年

度の当初予算におきまして、水産試験研究体制

の機能強化に向けた調査・検討を行うこととし

ております。

その矢先の３月に火災が発生してしまいまし

たことから、私としましては、更新はもとより

再整備を含め、スピード感を持ってしっかりと

対応してまいります。

ぜひよろしくお願いします。○坂口博美議員

両施設を見られたのが昨年の７月、８月となり

ますと、火災発生よりかなり前であります。老

朽化が原因の出火ということでありますので、

事はかなり深刻であります。とにかく早めに現

場を一回自分の目で確かめていただきたい。再

度、確かめていただきたいということを求めて

おきます。

先ほどは、壇上において、国土強靱化事業の

重要性につき、将来への責務との観点から質問

しましたが、ここで通常の公共事業に対する評

価と期待について伺います。

バブル経済が崩壊した1990年代初頭からの10

年間については、「失われた10年」との表現す

らありますが、2000年代に入ってからもなお我

が国の経済成長は停滞が続き、今や「失われ

た30年」、このままの状況が続けば「失われ

た40年」に突入しつつあります。

一方、国の統計によると、アメリカ、イギリ

ス、ドイツ、フランスの社会資本整備への投資

は増加傾向にありますが、日本はほぼ横ばいと

なっており、それと比例するように、欧米諸国

の国内総生産（ＧＤＰ）及び１人当たりの国民

所得は増加傾向にあるのに対し、日本は横ばい

となっております。

さて、現在、国では、防衛や子ども政策の強

化が議論されていますが、歳出を増やすことだ

けが先行し、財源が先送りされております。

それぞれ歳出改革や国債発行、社会保険料の

上乗せ等による財源確保論が報道されてはおり

ますが、私は、今の政府の説明では、将来にわ

たっての財政見通しの安心感を国民に持たせる

までには至っておらず、国家を運営するに足り

得るだけの責任を果たし切れていないとの不満

と失望を感じております。

そして同時に、その財源確保の考え方とし

て、社会資本整備とＧＤＰや国民所得間の相関

に大きく注目し、そこに税収増を見込むべきで

あると考えております。つまり、新税の導入や

税率アップなどによることなく、欧米諸国と同

様に公共投資を増やし、経済成長を実現させる

ことで税収の自然増を図り、歳入を安定的に確

保するという考え方であります。

そこでまず、日本及び主要国の政府による社

会資本整備への投資、国内総生産、国民１人当

たりの所得の状況について、総合政策部長に伺

います。

我が国と、○総合政策部長（重黒木 清君）

アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの主要

４か国の状況につきまして、まず、国及び地方

自治体による社会資本整備への投資は、内閣府

等によりますと、平成12年から令和２年まで

の20年間、我が国がほぼ横ばいとなったのに対

し、主要国ではおよそ1.5倍以上となっており、

特にイギリスはおよそ3.7倍となっております。

国内総生産につきましては、我が国はほぼ同

水準で推移したのに対し、主要国では1.5倍から

２倍程度となっております。

また、１人当たりの国民所得につきまして

は、平成22年から令和２年までの10年間の比較

になりますが、独立行政法人労働政策研究・研
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修機構の資料によりますと、我が国はおよそ1.1

倍、主要国では1.1倍から1.4倍程度となってお

ります。

この所得は、ドル換算なのか○坂口博美議員

自国通貨なのかで、なかなか比較しづらいとこ

ろもあるんですけど、大まかに投資があれば、

それだけの見合うものがリターンしているとい

うこと、昔から、景気が悪くなると経済対策と

いって、補正、公共投資をやっていたんですけ

ど、やっぱりそれは生きているというふうに思

います。

そして、そもそも本県は社会資本の整備がほ

かの県に比べ大きく遅れていることから、通常

の公共事業予算の確保もまた、国土強靱化事業

と同様に県の重要課題であります。国土強靱化

対策以外の公共事業予算についても、十分かつ

継続的に確保することにより、県内総生産や県

民所得を引き上げることが、宮崎再生に不可欠

な県内経済の浮揚・活性化にもつながるのでは

ないかと考える次第であります。知事の御所見

をお伺いいたします。

公共事業への投資につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、生産活動、雇用や消費といった直

接的に経済活動が活発になる効果はもとより、

東九州自動車道や都城志布志道路などの交通

ネットワーク基盤や港湾の整備等によりまし

て、人的・物的交流の拡大が図られ、その結

果、県内観光客数の増加や都城インター工業団

地などにおける企業立地の促進、さらには細島

港での林産品の取扱量の増加など、県内各地の

様々な産業に波及していく経済効果も非常に大

きいものがあると、私自身、実感しているとこ

ろであります。

このため、公共事業に積極的に取り組むこと

は、コロナ禍や物価高騰、台風第14号災害から

の地域経済の回復・活性化に寄与し、ひいては

県内総生産や県民所得を引き上げ、宮崎の希望

ある未来を創造していくことにもつながるもの

と考えております。

私としましては、何としても県民の暮らしと

経済を守り抜くという強い意志と覚悟の下、今

後とも、さらなる社会資本の充実に向けて、必

要な予算の確保に全力で取り組んでまいりま

す。

今回は宮崎の再生ということ○坂口博美議員

を軸に質問をいたしておりますが、そのほとん

どが大きな予算を伴うものでありました。この

ほか、国民スポーツ大会に向け、大きな財政需

要も控えております。しかしながら、県の将来

のためには避けられない積極予算であります。

積極的な投資を継続していく必要があると考え

ますが、将来的に財政の健全性に問題はないの

か、知事に伺います。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

の財政需要は、社会保障関係費など今後ますま

す増加するものと見込まれます。一方では、人

口減少等、中長期の課題や経済対策などの当面

の課題に的確に対応していかなくてはなりませ

ん。そのため、予算編成において、将来の社会

保障関係費や公債費等の推移を適切に見込むこ

とや、多額の財政負担を要する経費は計画的に

予算計上することなどが求められているところ

であります。

今回の骨格・肉付け予算におきましても、有

利な地方債や国庫補助金の活用などによる実質

的な負担の軽減や、特定目的基金の活用による

財政支出の平準化などに努めたところでありま

す。その結果、６月補正後におきましても、財

政関係の２基金につきましては、一定水準の残

高を確保するとともに、県債残高も前年度末よ
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り減少する見込みであります。

今後とも、財政の健全性を維持しつつ、本県

の諸課題に適切に対応できるよう、積極的かつ

的確な財政運営を行ってまいります。

ぜひよろしくお願いします。○坂口博美議員

私は質問の冒頭に、大隈重信による統計院創

設の際の建議書に、「政策のよしあしを判断す

るためには、国の現状を明らかにし、過去の施

策の結果と比較する必要がある。そのためには

統計データが必要である」と記されていること

を紹介いたしました。

さて、今議会に新アクションプランが提案さ

れておりますが、改定前のプランで目標として

いた総人口の数値を達成できないことが確実と

なり、それに伴い、様々な計画等の見直しを余

儀なくされております。そして、このような計

画で設定した目標の下方修正はこれまでにも幾

度となくあり、例示するならば、合計特殊出生

率もその一つであります。

平成27年の長期ビジョンにおいて、2030年に

現人口を維持するのに必要な数値として2.07と

いう率を示しておりますが、同年のアクション

プランにおける４年後の目標数値は、当時の実

績値も勘案して1.82、その後、令和元年に

は1.81、そして今回、令和５年には1.8台と、計

画を改定するたびに修正してきております。

なぜそのようなことになるのか。私はその要

因として、そのときそのときの状態が目標値に

向かうべき計画線上をたどっているのか否か

が、必要なタイミングで把握し切れていないと

ころにあるのだと考えております。合理的な時

点での動態をリアルタイムで把握し、もしその

時点で目標を達成するに欠けているところがあ

るならば、それを補完する施策を講じ、確実に

計画線上に乗せていくという作業が欠けていた

ことに起因していると考えております。

ところで今回、知事が約束された宮崎再生に

ついては、下方修正が決して許されない目標で

あります。しかも知事は、それに加えて、さら

なる成長も掲げておられるのであります。

当然ながら知事には、今議会に提案されたア

クションプランをはじめとする各種計画や肉付

け予算に計上されている各事業、そして本日、

私が質問した県政の課題への対応などについ

て、その現状や取組の成果等を適時的確な時期

に統計データに基づくエビデンスとして示して

いかれることが求められます。知事の御見解を

お聞かせ願います。

統計に基づく政策決定○知事（河野俊嗣君）

は極めて重要だと考えております。この重要性

にいち早く気づき、冒頭に御紹介のありました

ように、初代の統計院長となり、近代日本が一

気に発展する礎を築いた大隈公の炯眼には改め

て敬服するところであります。

県政の課題が多様化・複雑化する中で、適切

かつ効果的・効率的な施策を講じていくために

は、データに基づき、ニーズや課題を的確に把

握し、施策の根拠等を明確にしていくことが極

めて重要であると考えております。

県では、アクションプラン等の各種計画や個

別事業等の実施に当たりまして、政策評価や予

算編成等を通じて定期的に現状把握・分析を行

い、適宜公表しているところでありますが、議

員御指摘のとおり、こうした実態把握は不断に

行うべきものであり、期間途中にありまして

も、状況の変化を把握すれば速やかに施策の強

化や修正を図り、目標の達成に万全を期すこと

が肝要であります。

今後とも、様々な統計データの収集・分析に

努め、施策の検証や構築に生かし、その結果を
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県民の皆様にもしっかり説明しながら県政運営

を図ってまいります。

データに何か重きを置いてい○坂口博美議員

ただきたいなと、ぜひお願いしたいと思いま

す。そのデータの重要性というのを大きく認識

いただいて、それが必要なときにそれをしっか

り把握する、これに努めていただきたいと思い

ます。そして、これに基づいて、県民のために

必要だと判断するものがあれば、ぜひとも強力

な力を発揮されて事をなしてほしい、そう思い

ます。

そしてまた、先ほどの大隈ですが、次のよう

な言葉も残しております。「学問は脳、仕事は

腕、身を動かすは足である。しかし、いやしく

も大成を期せんには、先ずこれらすべてを統ぶ

る意志の大なる力がいる、これは勇気であ

る」、こう言っています。その力の源というの

は勇気なんだということを言っています。ここ

一番のときには、ぜひとも本当の意味での勇気

を出してくださることを期待します。

官僚と言われるようなこと、抜け切っていな

いということをよく聞くんですけれども、そう

じゃない、河野は政治家だと、思い切って一歩

足を踏み出していただきたい。その勇気を持っ

て県民・県政をリードしていただきたい。その

ことをお願い申し上げ、質問を終わります。

（拍手）

次は、前屋敷恵美議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。このたびの県議

選挙で再び県民の皆様の負託をいただきまし

た。県民の代弁者として期待に応えられるよう

力を尽くしてまいりたいと思います。

また、知事をはじめ県当局の皆様におかれて

は、地方自治体としての責務を果たす立場で対

応、御尽力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

５月19日から21日まで、被爆地広島で先進国

首脳会議Ｇ７広島サミットが開催されました。

被爆者と国民から、核兵器の禁止・廃絶を最大

の焦点として期待が寄せられました。しかし、

その期待は見事に裏切られました。

Ｇ７広島サミットが発表した「核軍縮に関す

るＧ７首脳広島ビジョン」について、知事はど

のように受け止められたのか、広島御出身の河

野知事ですから、より期待をされたのではない

かと思いますが、その受け止めをお聞かせくだ

さい。

あとの質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

「核軍縮に関するＧ７首脳広島ビジョン」

は、「核兵器のない世界」を究極の目標と位置

づけ、核不拡散体制の維持、強化を通じて、世

界の核兵器数の減少を継続していくことを柱と

したものとなっております。

私としましては、Ｇ７首脳全員が広島を訪

れ、原爆資料館への訪問や被爆者との面会など

で被爆の実相に直接触れた上で、「核兵器のな

い世界」の実現に向けた責任を再確認したこ

と、Ｇ７として初めて核軍縮に焦点を当てた独

立した文書が発出されたことに、歴史的な意義

があったものと評価しているところでありま

す。

我が国は、唯一の戦争被爆国として、核軍縮

の進展に向けて国際社会をリードしていく責任
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があります。今回の成果を踏まえ、国におい

て、現実的かつ実践的な取組が力強く進められ

ることを期待しているところであります。以上

であります。〔降壇〕

この「核軍縮に関するＧ７○前屋敷恵美議員

広島ビジョン」は、ロシアによるウクライナ侵

略に関して、核兵器のいかなる使用も許されな

いと厳しく批判しておりますが、当然のことで

す。

問題は、Ｇ７参加国の核兵器について、「核

兵器が存在する限りにおいて、防衛目的のため

に役割を果たし、侵略を抑止し、戦争と威圧を

防止する」と述べて、核抑止力論を公然と宣言

していることです。そして、いざというときに

は核兵器を使用し、広島、長崎のような非人道

的惨禍を引き起こすことをためらわないという

姿勢です。

さらに、「核兵器のない世界」の実現を究極

の目標に位置づけ、核兵器廃絶を永久に先送り

していることです。こうした立場を被爆地から

発信したことは、被爆者と被爆地を愚弄するも

のと言わなければなりません。

日本被団協の皆さんは、「希望を完全に打ち

砕かれた。核抑止論に立った議論で、戦争をあ

おるような会議になった」と訴えられました。

しかも、広島ビジョンは、核兵器そのものが非

人道的な兵器であるという批判や告発は一言も

ありませんし、ＮＰＴ（核不拡散条約）に基づ

く「自国核兵器の完全廃絶への明確な約束」な

ど核兵器保有国の核廃絶への義務を果たすこと

についても全く触れられておりません。

また、核兵器禁止条約についても、国連で90

を超える国が署名し、国際条約として発効して

いるにもかかわらず言及しないなど、被爆地か

ら核兵器に固執する宣言を行ったことは、私は

恥ずべきことだと思います。

何ゆえに主要７か国首脳会議を被爆地広島で

開催したのか、その意味も、そして政府の責任

も大きく問われるものだと思います。広島ビ

ジョンは米国を中心とした核保有国の意向に

沿ってつくられたのではないかと思われても仕

方がないような内容だと思います。

被爆者をはじめ市民社会、多くの世界各国の

政府が求めているのは、核兵器の禁止・廃絶で

す。日本政府には、今こそ核抑止力論と決別し

て、核兵器禁止条約に参加・批准することを強

く求めたいというふうに思います。

次に、今の終盤国会、次々と重要法案が、十

分な議論も行われないまま、強行採決がなされ

ております。その中で、５月31日、賛成多数で

可決・成立した原発推進等５法案ですが、原

則40年としてきた原発稼働を60年を超す運転も

可能にするというこの原発推進法について、知

事の御所見をお伺いします。

今回の法改正は、不安○知事（河野俊嗣君）

定な国際情勢を背景としました電力需給逼迫へ

の対応に加えまして、脱炭素社会の実現が急が

れる中で、電気の安定供給を図るため、再生可

能エネルギーの最大限の導入と、原子力規制委

員会等によります安全性の確保を大前提として

原子力の活用を図るという政府方針の下に行わ

れたものと受け止めております。

特に安全性の確保に関しては、今回、運転開

始から30年を超える高経年化した原子炉に、10

年以内ごとの原子力規制委員会による審査・認

可を義務づける改正も行われているところであ

ります。

原発の稼働につきましては、最新の科学的・

技術的知見に基づいた安全性の確保を大前提と

して、国が責任を持って判断すべき事項であり
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ますので、県としましては、規制基準やエネル

ギー政策の在り方を含めて、地方自治体や国民

に十分かつ丁寧に説明するよう、全国知事会を

通じて要望しているところであります。

この原発推進法は、12年前○前屋敷恵美議員

の福島第一原発事故の教訓に反して、法律まで

つくって日本を危険な原発依存社会へと引き戻

す、まさに原発回帰そのものです。

政府は、今知事も言われましたけれども、

「安定供給と脱炭素化」を口実にして、原発を

活用することを「国の責務」と、原子力基本法

に位置づけました。国民の立場からは到底受け

入れられないものです。安全な原発などあり得

ないからです。しかも、新たな原発建設まで進

めるとしていますが、なぜそこまでして原発に

しがみつくのか。原発業界の要求を丸のみにし

た原発業界支援策まで盛り込まれているから問

題だというふうに思います。

福島原発事故はいまだに収束・解決にはほど

遠く、多くの人がふるさとに戻ることもでき

ず、家族の人生そのものを狂わせました。増え

続ける汚染水も大問題です。

ドイツは、福島原発事故を契機に、国策とし

て原発からの撤退を決断して、全ての稼働をス

トップさせました。日本こそ、この立場に立た

なくてはならないのではないでしょうか。

稼働し続ければ、使用済み核燃料からできる

ウランやプルトニウムの高レベル放射性廃棄物

は、10万年の隔離が必要ともされています。そ

の最終処分場についても、全国での受入先を探

している状況です。県内にもその受入れに関心

を示す自治体もあるやに聞いておりますが、住

民の不安は尽きません。

安定供給と脱炭素化は、省エネルギーの徹

底、そして再生可能エネルギーの本格的普及こ

そ必要だというふうに思います。原発依存は、

省エネ・再エネを進める上での妨げでしかない

と思います。福島原発事故を経験した日本でこ

そ、原発ゼロの決断が今こそ必要だ、このよう

に思うところです。

もう一点、伺います。現在、参議院で審議中

の軍拡財源法案です。今年度から５年間の軍事

費を国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上

げ、43兆円もの巨額をつぎ込むための法律をつ

くって、それを担保しようというのが軍拡財源

法案です。この軍拡財源法案について、知事の

御所見を伺います。

我が国の防衛力の抜本○知事（河野俊嗣君）

的な強化等のために必要な財源の確保に関する

特別措置法案、いわゆる防衛財源確保法案は、

防衛費増額の財源を防衛力強化資金の設置によ

る税外収入や決算剰余金で賄うといった内容

で、今国会において審議がなされているものと

承知しております。

これは、中国の軍備拡大や北朝鮮による核ミ

サイル開発、ロシアのウクライナ侵攻など、戦

後最も厳しく複雑な我が国の安全保障環境を背

景に、防衛力の抜本的強化を図るために進めら

れているものと理解しております。

外交・防衛に関することは、国の責任におい

て進められるものでありますが、国の根幹や、

将来、国民の暮らしや生活に関わる重要な問題

でありますので、国において国民に分かりやす

く丁寧に説明し、理解を得ていく必要があるも

のと考えております。

私は、そもそも軍拡財源法○前屋敷恵美議員

案は、憲法違反のそしりを免れないというふう

に思います。そして、その財源を、今知事も御

説明されましたけれども、税外収入による防衛

力強化資金の創設、決算剰余金の活用、増税の
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税制措置、そして歳出改革で賄うとしておりま

す。

中心は防衛力強化資金です。税外収入は、国

立病院機構や地域医療機能推進機構の積立金の

一部を財源に充てる計画です。医療施設の改善

や医療従事者の待遇改善にこそ使うべきものを

軍事費へ流用するなどは、本末転倒だと思いま

す。東日本大震災の復興特別所得税まで軍事費

への転用を行うとしています。

さらに、軍拡財源のための国債発行はしない

としながら、活用する決算剰余金の原資は赤字

国債です。しかも、戦後初めて軍事費への建設

国債発行にも踏み切るとしております。

軍事費を特別扱いにして、無期限で予算を

プールし活用する防衛力強化資金は、戦前、侵

略戦争のために国民を犠牲にした臨時軍事費特

別会計をほうふつさせるものです。

今、政府がやるべきは、戦争準備の軍事費拡

大ではなく、憲法９条を生かし、地域の全ての

国を包摂する平和の枠組みを発展させる外交努

力を尽くすことだと思います。この立場が必要

であることを申し上げておきたいと思います。

次に移ります。健康保険証の廃止問題につい

て伺います。

政府は、健康保険証を廃止してマイナンバー

カードに置き換えるなどを定めた、改定マイナ

ンバー法を成立させました。

マイナンバーカードをめぐっては、個人情報

流出につながるトラブルが相次いでいます。マ

イナンバーにひもづけられた公金受取口座に他

人の口座が登録されていた問題、マイナポイン

トの別人付与、コンビニでの住民票の写し交付

に別人の証明書が発行されるなど、中でも、マ

イナカードに別人の医療情報がひもづけられた

事例は、既に分かっているだけでも7,300件を超

して、また新たにも分かったことが昨日も報道

されておりました。こうしたことが明らかに

なっておりますが、これは、私は氷山の一角で

はないかというふうにも思います。

こうしたマイナンバーカードをめぐるトラブ

ルについて、宮崎県内の状況はどうかお伺いし

たいと思います。総合政策部長、お願いしま

す。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードにつきましては、今年の３月下旬以

降、コンビニ交付サービスにおける別人の証明

書発行などのトラブルが相次いで報道されてお

ります。

県内におきまして、現時点で、市町村へ確認

したところ、マイナポイント申請の際、別人の

決済サービスにひもづけられたトラブルが、宮

崎市と美郷町でそれぞれ１件発生していること

を確認しておりますが、いずれも既にポイント

の付与が修正され、解決したと聞いておりま

す。

今、次々に起きております○前屋敷恵美議員

一連の問題は、私は、単なる不具合とかミス、

ヒューマンエラーなどで片づけられないレベル

の問題だと思います。マイナンバーカードを普

及させたいがために見切り発車して、暴走して

きたツケが今現れているのではないかというふ

うに思います。

マイナカードに別人の医療情報がひもづけら

れることで起こり得る問題をどのように考えて

おられるか、福祉保健部長、お願いいたしま

す。

マイナンバー○福祉保健部長（川北正文君）

カードと保険証のひもづけについては、誤登録

により、薬剤情報等の他人に知られたくない個

人情報が漏えいする問題が発生しており、この
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ような事案が重なりますと、制度全体への信頼

を損ないかねないと懸念しているところです。

国も各保険者に、一斉点検とひもづけ時のよ

り厳密な確認を要請したところでありますが、

これらの対策を着実に実施し、こうした事態を

発生させないような仕組みを確立することが必

要であると考えております。

県としましても、関係機関が一体となった

チェック体制や、誤った情報がひもづけされな

いように担保する制度の構築を、全国知事会を

通じて、国に対して要望しているところであり

ます。

信頼性が失墜するだけでは○前屋敷恵美議員

なくて、さらに重要な問題は、別人の医療情報

がひもづけられたカード、保険証ですね。これ

で保険診療を行って、治療や投薬を誤ったりす

れば、命にも関わる取り返しのつかない事故に

つながりかねないということです。今必要なの

は、マイナ保険証の運用を一旦止めて、問題点

の解明を優先すべきだと思います。

政府は、健康保険証とマイナンバーの一体化

で、2024年、来年秋には紙の保険証の廃止を予

定どおり実行すると、昨日も強気に語っておら

れました。これは事実上、マイナンバーカード

取得を強制することになります。

マイナンバーカードの取得はあくまで任意の

はずですが、福祉保健部長の御認識はいかがで

しょうか。

マイナンバー○福祉保健部長（川北正文君）

カードの発行については、法律上、申請に基づ

いて行うとされており、カードの取得は任意で

あると認識しております。

医療情報を有効に活用して、よりよい医療の

提供を目指すため、今回のマイナンバー法等の

一部改正により、マイナンバーカードと保険証

を一体化することが決定されたところでありま

す。

一方で、カードの取得は任意であることか

ら、カードを持たない方に対しては、本人の請

求等により、各医療保険の保険者が資格確認書

を交付することになっております。

医療機関へは、マイナ保険○前屋敷恵美議員

証によるオンライン資格確認システム整備とい

うものが今年４月から義務づけられておりま

す。それに対して、全国保険医団体連合会など

医療機関からは、工事費用やランニングコスト

がかかること、マイナンバーカードでエラーや

無効と表示されると本人確認のしようがなく、

窓口で10割負担を求めることになるなど、様々

な負担が大きいとの意見が出されている、この

ように伺っております。

県は、このシステムの導入状況、そしてトラ

ブルの発生など、こうした状況を把握しておら

れるでしょうか、福祉保健部長、お願いしま

す。

オンライン資○福祉保健部長（川北正文君）

格確認システムにつきまして、県内の医療機関

等における導入率は、令和５年６月４日時点

で88.1％であります。導入に伴うトラブルにつ

きましては、全国的には、医療機関の窓口で、

患者の資格情報が確認できず、患者が一旦全額

を立て替えた事例があることを報道等で承知し

ておりますが、県内における具体的な事例につ

いては把握をしておりません。

ぜひ県内における状況もつ○前屋敷恵美議員

かんでいただきたい、このように思います。

また、改定マイナンバー法には、デジタル化

推進を名目にして、戸籍への氏名の振り仮名を

追加する戸籍法の改定も盛り込まれておりま

す。全国民の戸籍に氏名の振り仮名をつけると
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いう膨大な作業が自治体に押しつけられるとと

もに、誤入力などのミスは避けられず、さらな

るトラブルにもなりかねないと思います。

また、氏名の振り仮名は一般的に認められる

ものでなければならないとしており、これから

生まれてくる子供の名前を、行政が一般的な読

み方であるかどうか審査することになります。

氏名は個人の人格を象徴するもので、行政によ

る審査は命名権の侵害にも当たりかねません。

こうした問題について県はどのように考えてお

られるのか、総務部長、お願いします。

国のデジタル社会○総務部長（渡辺善敬君）

実現に向けた重点計画を踏まえまして、個人氏

名の読み仮名表記を戸籍記載事項とする改正戸

籍法が本年６月２日に成立し、令和７年度中に

施行される見込みとなっております。

今後、市町村において、既に戸籍のある方か

らも一定期間内に読み仮名の申出を受け、記載

していく事務作業が想定されますが、その具体

的な運用方法については、現在、国において検

討が進められております。

このため県においては、国の動向を注視し、

情報の収集や市町村への共有を図るとともに、

過度な事務負担の発生や誤記載などにより混乱

が生じることがないよう、全国知事会などを通

じて国に求めてまいります。

直接県が事務処理をするこ○前屋敷恵美議員

とにはならないと思うんですけれども、しか

し、全ての市町村でこのことが行われることに

今なろうとしておりますので、ぜひしっかりと

把握もしていっていただきたい、このように思

います。

いずれにしましても、改定マイナンバー法は

様々な問題を抱えております。先ほどお話しい

たしましたが、健康上の情報に他人の情報がひ

もづけられた場合にどんなことになるのか、考

えただけでも私は空恐ろしくなるわけです。

とりわけ今、来年秋に予定されている紙の保

険証の廃止は見直すことが求められている、こ

のように思います。県民にも様々な面で不便、

そしてまた、今言った危険性をもたらす健康保

険証の廃止は、中止するように国に要望すべき

と思いますが、知事の答弁を求めたいと思いま

す。

マイナンバーカードの○知事（河野俊嗣君）

保険証利用、いわゆるマイナ保険証につきまし

ては、正確なデータに基づいた、よりよい医療

の提供につながるとともに、就職や退職に伴う

保険証の切り替えが不要になるなど、多くのメ

リットがあります。

県としましては、マイナ保険証の円滑な普及

を進めるとともに、マイナ保険証を持たない方

にも、資格確認書が漏れなく交付され、従来ど

おり必要な医療を受けていただくことが重要だ

と考えております。

資格確認書の交付につきましては、対象とな

る方に確実に交付されるよう、国や県内の医療

保険の保険者と十分に連携を図りながら、しっ

かり取り組んでまいります。

政府はメリットしかほとん○前屋敷恵美議員

ど報道されませんけれども、既に様々なデメ

リットが現れてきているところです。そして命

にも関わるような事態になる。ですから、紙の

保険証も併せて存続していく、こういうことも

考えていく必要があろうかと思いますので、県

民の最大の利益につながるように、県もしっか

り対処していただきたい、このように思うとこ

ろです。

では、次に移ります。子供の健やかな成長の

ために、まず、学校給食費の無償化について伺
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います。

昨年の質問に続いて取り上げさせていただき

ます。教育費の軽減は、子育て世帯の強い要求

です。月々4,000円、5,000円の給食費負担は軽

いものではなく、食材の高騰により給食費値上

げが問題にもなるから、なおさらのことだと思

います。子供さんの多い御家庭の負担は本当に

大変です。

県内では、住民の期待に応えて、市町村独自

の財源で給食費補助を行い、実質無償化となる

全額補助の自治体もございます。また、政府が

臨時交付金の活用での負担軽減を促したことな

どが、ほとんどの自治体で軽減や無償化の支え

ともなりました。しかし、新年度予算でそれが

組まれず、負担軽減は一時的なものに終わった

自治体もあり、子供さんを抱える御家庭のがっ

かり感は否めません。

教育長は前回の御答弁で、「学校給食法で、

給食費は保護者負担が基本」とされました。確

かに、給食費に係る経費は、施設や整備費など

は設置者（自治体）、そして食材等は保護者が

負担することになっています。

しかし、この間の国会論戦の中で、この法律

上の負担区分は、給食費の一部を補助するよう

な場合を禁止する意図ではないこと、そしてま

た、この一部補助についても、全額補助を否定

はされておらず、自治体の判断で無償化を行う

ことは、学校給食法上、何の問題もないことが

明らかになりました。

現在、各自治体は、助成への努力を強めてお

ります。本来、義務教育無償の原則からいって

も、学校給食は直ちに無償でなければなりませ

ん。しかし、今できることは、県と自治体で無

償化を目指すこと、そして国の制度としての給

食無償化を求めていくことです。県の支援が求

められるというふうに思いますが、教育長の御

所見を伺います。

市町村立の小中学○教育長（黒木淳一郎君）

校における給食費の無償化につきましては、学

校給食の実施主体であります市町村において、

学校や地域の実情を踏まえた上で検討がなされ

ていると認識しております。

県教育委員会といたしましては、これまでも

市町村担当者会を開催し、国の臨時交付金に関

する給食費補助の情報提供や、各市町村の取組

について情報交換を行い、保護者の負担軽減が

効果的に行われるよう支援させていただいてお

ります。

給食費につきましては、学校給食法の下、保

護者が負担することが基本となっております

が、現在、国では、学校給食費の無償化の実態

調査と課題の整理が進められておりますので、

今後とも国等の動向を注視してまいります。

県内で給食費の滞納がある○前屋敷恵美議員

とする自治体は、アンケートに回答いたしまし

た自治体の５割に及んでおります。文科省がま

とめた「無償化等の実施状況」によりますと、

無償化による成果として、児童生徒の、給食費

が未納・滞納であることに対する心理的負担の

解消を挙げています。

未納・滞納に子供の責任はないと思います。

子供たちが心の負担をなくし、楽しく学校に通

える、こんなにうれしいことはありません。ぜ

ひ、子供たちの健やかな成長のためには、国や

自治体、社会が責任を持つ、この責務を全うし

ようではありませんか。

県もその役割をぜひ担っていただきたい。当

面は自治体と県とで無償化に向けて努力をして

いただきたい。再度、教育長の見解をお願いい

たします。
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学校給食費の無償○教育長（黒木淳一郎君）

化などの、社会全体で子育てを支援していくと

いう大きな課題につきましては、県教育委員会

といたしましても、大変大事なことであると考

えております。今後、国での検討、国への働き

かけ等、国の動向を注視しながら、しっかりと

取り組んでまいりたいと思っております。

子供たちのための積極的な○前屋敷恵美議員

役割を果たしていただきたいと思います。

では続いて、学校図書館・図書室の環境整備

について伺います。

県内各学校、小・中・高、県立学校における

図書館・図書室の状況を、司書の配置状況も併

せてお聞かせください。教育長、お願いしま

す。

司書教諭につきま○教育長（黒木淳一郎君）

しては、12学級以上の県内の全ての公立学校に

配置されております。

また、学校司書の配置の割合につきまして

は、令和２年度と令和４年度の調査結果を比較

しますと、小学校は57.6％から69.1％に、中学

校は38.1％から64.6％に増加し、令和５年度に

つきましては、暫定値ではありますが、８割近

くの学校で、各市町村や学校の状況に応じた配

置がなされております。

高等学校等の学校司書につきましては、12学

級以上の学校に、学校事務職員を図書館担当と

して国の定数で配置しておりまして、11学級以

下の学校につきましては、会計年度任用職員を

配置しております。また、学校の状況に応じた

追加の配置もしております。

学校図書館・図書室は、と○前屋敷恵美議員

りわけ児童生徒にとって一番身近な図書館の存

在です。そして、そこに配置される学校司書

は、専門職としての重要な役割を担います。全

ての学校に司書の配置が必要と思いますが、教

育長の答弁を求めたいと思います。

読書は、子供たち○教育長（黒木淳一郎君）

が感性を磨いたり表現力を高めたりするなど、

人生を豊かに生きていく上で、大変意義のあ

る、欠くことのできないものであります。その

ため、子供たちが読書に親しむ環境を整備する

学校司書の果たす役割は大変大きいと考えてお

ります。

そこで、県教育委員会では、平成28年度より

読書活動推進事業に取り組み、小中学校におけ

る学校司書の配置を促進してまいりました。

今後も、市町村における学校司書の活用状況

を把握するとともに、貸出し冊数の増加など、

配置の効果等を周知し、引き続き、市町村にお

ける学校司書の配置拡充に取り組んでまいりま

す。

学校司書は、子供たちの興○前屋敷恵美議員

味・関心に即した図書をそろえ、読書活動の支

援や教員と連携するなど、専門職としての役割

を担っております。司書の資格を持つ教員、い

わゆる司書教諭という方もおられますが、それ

は、日常の教育や授業、学習の場で生かされる

もので、専門司書の役割は担えないというふう

に思います。

読書県宮崎を目指すのであればなおさらのこ

と、全ての学校で司書配置が進むよう、県教育

委員会がその役割を発揮して、市町村に対する

正規職員の配置支援と併せて、国も専任の司書

配置に責任を持って措置することが必要だと思

いますが、県としての考えを、教育長、お願い

いたします。

学校司書の配置の○教育長（黒木淳一郎君）

拡充につきましては、先ほどもお答えしました

とおり、私も大変重要なことだと思っておりま
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す。

学校司書の配置の根拠につきましては、学校

図書館法において、努力義務として法的にも位

置づけられておりますし、配置に係る予算につ

きましても、国の学校図書館図書整備等５か年

計画において、地方財政措置として各自治体に

配分されております。

今後とも、安定した配置がなされるよう、国

への財政措置の継続を求めてまいりたいと考え

ております。

ぜひ、子供たちの健やかな○前屋敷恵美議員

成長のためには欠かせないものですので、御努

力をお願いしたいと思います。

では、次に移ります。子供の医療費の無料化

充実について、この課題も度々取り上げてまい

りました。知事も毎回「それは国のやるべき仕

事」と御答弁されておりますが、私もそのとお

りだと思います。

しかし、全国もそうですが、県内自治体は総

じて中学校まで医療費無料化を行っています。

それだけ住民要求は強く、各自治体はそれに応

えているわけです。

現在、県の助成は就学前までで止まっており

ますが、県の助成を増やすことが各自治体の充

実につながってまいります。

そこで、県の助成の対象を小学校まで、また

中学校までと増やすと、どの程度の予算が必要

になるのか、試算をお聞かせいただきたいと思

います。福祉保健部長、お願いします。

令和２年度の○福祉保健部長（川北正文君）

０歳から14歳までの人口１人当たり国民医療費

を基に、乳幼児医療費助成と同様に県の負担を

２分の１として試算しますと、小学校卒業まで

拡充した場合に約12.6億円、中学校卒業まで拡

充した場合はさらに約6.3億円、負担が増えるこ

とになります。

なお、一般的に年齢が上がるにつれて受診の

機会は少なくなることから、実際にはこの試算

額を下回ることが想定されます。

確かに一定の予算を必要と○前屋敷恵美議員

いたします。しかし、子育て支援で、将来の子

供たちへの投資と考える。これを全庁の共通の

認識にして、県の予算全体から見た予算の位置

づけをすることが大事だと思います。こうして

１歳でも２歳でも段階的に助成を増やしてい

く、このことが重要、必要ではないでしょう

か。

例を挙げますが、群馬県は、18歳までの医療

費無料化を10月から実施する方針を決めて、自

己負担なし、所得制限なしの予算化が図られた

と報道されております。ちなみに群馬県は、既

に平成21年から中学校卒業までの無料化実施を

行っている県でございます。

全国では、国の制度としての要求もしつつ、

県の責任も全うしようと努力をされておりま

す。宮崎県もこうした各県の努力に倣おうでは

ありませんか。何より安心できる子育てのため

に、ぜひ実現を図っていきたい。改めて知事の

御見解を伺いたいと思います。

子供の医療費に対する○知事（河野俊嗣君）

助成は、その健やかな成長と子育て家庭の経済

的負担の軽減を図る上で、大変重要な子育て支

援策と認識しております。

このため県では、市町村と連携して取り組ん

できたところでありますが、本来この制度は、

国の責任において全国一律に行われるべきもの

と考えております。全国知事会を通じて要望を

行っておりますほか、本県単独でも「みやざき

の提案・要望」の中で強く要望を続けていると

ころであります。
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このような中、国においては、次元の異なる

少子化対策の中で、子供の医療費助成に係る国

民健康保険の国庫負担の減額調整措置について

廃止が検討されておりまして、全国知事会等を

通じて要望を続けた結果と受け止めているとこ

ろであります。

全国一律の医療費助成の創設につきまして

も、引き続き、あらゆる機会を通じて、国への

働きかけを行ってまいります。

ぜひ併せて県の努力も行っ○前屋敷恵美議員

ていただきたい、このように思います。

次に、放課後児童クラブの充実について伺い

ます。

４年生の児童のお母さんから、放課後児童ク

ラブに申し込んだけれども、定数がいっぱいで

受け入れてもらえなかったというお話を伺いま

した。全ての地域や学校で起きている状況では

ないと思いますが、現在の放課後児童クラブの

状況はどうなっているのか、お聞かせいただき

たいと思います。福祉保健部長、お願いしま

す。

放課後児童ク○福祉保健部長（川北正文君）

ラブは、直近の調査結果である令和４年５月１

日時点において、県内22市町村で実施されてお

り、設置箇所数は285か所で、年々増加しており

ます。

なお、共働き家庭の増加などにより、利用希

望者も増加傾向にありますことから、待機児童

数は都市部を中心に依然として多い状況となっ

ており、令和４年５月１日時点で199人となって

おります。

仕事を持つ親にとっては、○前屋敷恵美議員

放課後の子供のことは本当に心配なことです。

放課後児童クラブを必要とする子供の受入れに

ついて、どう改善を図るのか伺いたいと思いま

す。福祉保健部長、お願いします。

児童が放課後○福祉保健部長（川北正文君）

を安心・安全に過ごせる居場所の確保は大変重

要であると考えております。このため県では、

事業の実施主体となる市町村に対して、施設整

備や運営に係る経費を支援するとともに、必要

となる人材を確保・育成するため、放課後児童

支援員の資格取得や資質向上のための研修を実

施しているところであります。

今後とも、増加する利用ニーズに対応できる

よう市町村と連携し、待機児童解消に向けて放

課後児童クラブの設置を進めてまいります。

ぜひ充実・整備を図ってい○前屋敷恵美議員

ただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

次に移ります。今議会の補正予算で、技能検

定実技試験受検手数料助成事業に914万5,000円

が計上されました。１年前に補助を打ち切った

受検手数料の助成を、今回、補正予算で事業計

上した経緯をお聞かせください。商工観光労働

部長、お願いします。

技能検○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

定は国家検定であり、国において受検手数料の

減免制度が講じられておりますが、雇用保険財

政の悪化を背景に、令和４年度に減免対象が縮

小されました。

県といたしましては、関係団体等の意見を踏

まえ、ものづくり分野の人材確保、技能継承へ

の影響が懸念されるとして、あらゆる機会を捉

えて、減免措置の見直しを国に対して強く要望

してきたところでございます。

こうした中、今年１月、４年度全体の実績の

詳細が判明し、高校生の受検者数が約６割も減

少するなど、看過できない状況が確認されまし

たが、国の対応は依然見通せない状況でありま
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す。

このため、若者の技能離れを防ぎ、技能者の

裾野を広げるため、速やかな対策が必要と考

え、今回、減免対象を見直し前の水準に戻す県

単事業の創設をお願いいたしました。

この事業は令和７年までの○前屋敷恵美議員

３年間となっておりますが、その後はどのよう

に考えておられるのかお伺いしたいと思いま

す。商工観光労働部長、お願いします。

ものづ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

くり分野を担う若年技能者の確保・育成や熟練

技能の継承は、全国共通の課題であり、国の減

免対象を見直し前の水準に戻すよう、今後とも

粘り強く国に要望してまいります。

その上で、本事業については、今後の国の動

向に応じ、必要な対応を検討することになると

考えております。

１年前に国が減免措置の対○前屋敷恵美議員

象を縮小して助成を打ち切ったときに、県は、

国の方針変更だから、他県も国の方針どおり縮

減を行う県が多いなどの理由で、受検者負担を

そのまま受け入れました。

とりわけ高校生など受検料が４倍にも引き上

げられた結果、今お答えがありましたが、昨年

度の受検者数は、コロナ前の令和元年度との比

較で、６割を超す生徒が受検を断念するという

結果となりました。

我が党は、若い世代のものづくりにかける夢

や意欲を摘んでしまうことは許されないと、受

検料の引上げに反対して、県の努力が必要だと

求めました。

今回の補正予算で、元に戻す手だてが取られ

たことは評価いたします。しかし、この１年間

で受検を諦めざるを得なかった人たちのことを

思うと、本当に胸が痛みます。今年の前期試験

にも間に合いませんでした。

なぜ影響を受ける若い世代への配慮、寄り添

うことができなかったのか、県の判断が適切で

はなかったと私は思います。現に九州では、大

分や佐賀、長崎などは、独自支援を決断いたし

ました。宮崎も県として負担軽減のための対応

を行うべきだったと思います。

国が減免措置を元に戻さない限りは、県が制

度化を図って、ものづくりを支える人材支援を

することが必要と思います。知事の答弁を求め

たいと思います。

全国的に熟練技能者の○知事（河野俊嗣君）

減少や若者の技能離れが進んでいる中で、技能

検定は、ものづくり分野を担う人材の確保と技

能の継承など、大変重要な役割を果たしている

ものと考えております。

県の助成事業の創設の経緯につきましては、

先ほど部長が答弁したとおりでありますが、全

国一律の減免制度を実施する国への要望を最優

先としながらも、４年度の実績等の分析を踏ま

え、速やかに県独自の負担軽減策が必要と判断

したところであります。

この件につきましては、昨年度、県議会から

も国への意見書を提出していただいており、県

といたしましても、減免措置の見直しが図られ

るよう、粘り強く国に要望してまいります。

あわせて、国への要求はも○前屋敷恵美議員

ちろんですけれども、その間は県がしっかりと

負担するなどして対策が必要かと思います。よ

ろしくお願いします。

今後もこうした判断が求められることが随所

で多々あるというふうにも思います。常に当事

者、県民の立場に立った県の判断がしっかりな

されることを求めるものでございます。

次に移ります。パートナーシップ宣誓制度導
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入について、改めて伺いたいと思います。

「同性婚認めずは憲法違反」と判断した名古

屋地裁に続いて、福岡地裁も「同性カップルが

婚姻制度による利益を享受できず、法的に家族

と承認されない不利益を被っている」「同性婚

認めぬ法は違憲状態」との判断を示しました。

違憲判断が司法の流れと今なっています。

全国の自治体でも、性的マイノリティーの

パートナー関係を自治体が承認するパートナー

シップ制度が、５月現在で12都府県、18政令市

を含む325自治体で導入され、人口の７割を超す

地域に広がっております。

宮崎県内では、前回質問したときより１自治

体増えて、10の自治体でパートナーシップ制度

が導入され、県の総人口の７割を超えて、大勢

になりつつあります。

私はこれまで、性の多様性を理解するための

県独自のハンドブックの作成・活用を提案して

まいりました。他県では随分前から進められて

いたものです。県は今年３月に作成したとして

見せていただきました。5,000部作成とお聞きし

ておりますが、どのように活用していくのかお

聞かせいただきたいと思います。総合政策部

長、お願いします。

「性の多様○総合政策部長（重黒木 清君）

性の理解にむけたハンドブック」につきまして

は、5,000部を作成し、市町村、企業・団体、学

校等に送付したほか、県立図書館や県の総合庁

舎の窓口などで、一般の県民向けに配布してお

ります。また、県の人権ホームページやインス

タグラムでも、その内容を広く紹介しておりま

す。

今後は、各種研修会やパネル展などのイベン

トにおきましても、啓発資料として大いに活用

したいと考えております。

このハンドブックにより、県民一人一人が多

様な性についての理解を深め、性的マイノリ

ティーの方々の悩みに寄り添い、応援するきっ

かけにしていただきたいと考えております。

ぜひその内容も、いろんな○前屋敷恵美議員

方の御意見も取り入れながら、さらに充実を

図って、活用を図っていただきたい、このよう

に思います。

県では、昨年３月、「宮崎県人権尊重の社会

づくり条例」が施行されましたが、どのように

具体化し実践しているのか、また今後どのよう

に進めていくのかお聞かせいただきたいと思い

ます。総合政策部長、お願いします。

県では、○総合政策部長（重黒木 清君）

県、市町村、県民等が力を合わせて、お互いの

人権を尊重し合い、あらゆる差別を解消し、誰

もが自分らしく生きていける平和で豊かな社会

を実現していくことを目的に、令和４年３月、

「宮崎県人権尊重の社会づくり条例」を制定し

ております。

この条例では、人権施策を総合的に推進する

ため、人権意識の高揚や相談体制の整備、人権

問題の分野ごとの施策に関すること等につい

て、基本方針を定めることとしております。

県では、この基本方針を今年度中に策定し、

性的マイノリティーを含む人権問題について、

必要な啓発や教育等を着実に実施してまいりた

いと考えております。

知事はこれまで、「条例で○前屋敷恵美議員

性的マイノリティーの方々の人権問題を含め、

誰もが自分らしく生きていける平和で豊かな社

会の実現を目指すことを明記した」と、このよ

うに述べられております。この条例の趣旨・目

的に照らしても、今や全国的な流れになってい

るパートナーシップ宣誓制度導入は、重要な役
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割を果たすと思います。

知事は、このパートナーシップ宣誓制度をど

のように受け止め、理解し、導入に向けてどの

ように考えておられるか伺いたいと思います。

パートナーシップ宣誓○知事（河野俊嗣君）

制度は、性的マイノリティーのカップルの生き

づらさの解消等を図ることを目的としまして、

宣誓を行ったことを自治体が証明することによ

りまして、地域において、婚姻に準じた行政や

民間のサービス等を受けられることが期待され

るというものであります。

この制度の導入につきましては、県民の皆様

が性的マイノリティーの方々の悩みや困り事を

知り、制度の必要性などを理解していただくこ

と、そしてサービスを提供する市町村の協力が

不可欠であります。まずは、このような基盤づ

くりに取り組むことが大変重要であると考えて

おります。

このため県といたしましては、引き続き、こ

の制度を含めた性的マイノリティーに関する人

権問題の県民への周知・啓発を行うとともに、

当事者の方や市町村との意見交換を行ってまい

ります。

多様性を認め合う社会への○前屋敷恵美議員

認識が広がりつつある中で、やはり不理解や差

別、それを阻もうとする人たちも確かにおられ

ます。だからこそ受け入れ難いと思っている

方々も含めて、マイノリティーの方々の生きづ

らさを解消するための手だて、共に生きていく

環境を不断の努力で実現することが必要なので

あって、パートナーシップ宣誓制度導入は、そ

の役割を果たすと私は思います。

確かに自治体との協力関係は必要です。しか

し、ほかの自治体もそうですけれども、県がこ

の制度を導入して、マイノリティーの方々の相

談窓口も含めて、自分を表現できる、こういう

ものを率先して示していくことが、これからの

広がりにつながると思います。ぜひ導入を図

り、積極的に県の役割を担っていただきたい、

このように思います。よろしくお願いいたしま

す。

最後になりましたが、県庁外来駐車場の受付

場所の整備についてですが、雨の日などはぬれ

ながら手続をしなくてはならない状態で、利用

される県民の方から改善の要求もいただいてお

ります。状況を調査の上、ぜひ改善に向けた検

討をしていただきたいのですが、総務部長、い

かがでしょうか。

来庁者が外来者駐○総務部長（渡辺善敬君）

車場を利用する際は、庁舎管理上、必要であり

ますので、受付にて利用簿に所要事項の記入を

お願いしております。

御指摘のありました点につきましては、県と

しても把握しているところであり、風雨が激し

い日などは、警備員が来庁者から行き先を聞き

取り、記入するなどの対応を行っております。

さらに、来庁者に御不便をおかけしないよう

にするための工夫を検討してまいりたいと考え

ております。

私も以前から気になってい○前屋敷恵美議員

たことではあったんですけれども、そういうお

声を直接いただきまして、やはり県民サービス

としても、しっかり改善、整備を図っていただ

きたい、このように思います。よろしくお願い

いたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。
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午前11時49分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○日高博之副議長

きます。

次は、安田厚生議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○安田厚生議員

は。今朝、県北では大変な大雨が降りました。

激しい雨音で目を覚ましたところであります。

災害が起きるんじゃないかなと心配したところ

であります。

昨年、台風第14号で大きな被害を受けた諸塚

村の村長から、退任の日にお手紙を頂きまし

た。一部抜粋して御紹介をさせていただきま

す。

諸塚村では、平成17年の台風第14号以降、

土地を最大６メーターかさ上げするなどの対

策が行われてきましたが、昨年の台風でも耳

川があふれ、再び中心部の商店街などを濁流

が襲いました。

さらに商店街下流の店舗（居酒屋、ガソリ

ンスタンド、自動車整備工場など）の事業者

は対策対象区域外にありまして、平成17年の

台風第14号に続いて壊滅的な被害を受けまし

た。災害に屈することなく再開に取り組んで

いるガソリンスタンドと自動車整備工場であ

りますが、今後このような被災があった場合

は、再開はあり得ないと断言しています。

なお、浸水被災者においても、今後このよ

うなことがあれば住むのを断念するしかない

と悲痛な声を漏らしております。このことは

村存続や創生に死活問題であると思います。

現地を再確認及び被災者の声をしっかりと聞

いていただき、防災対策を取っていただくよ

うお願いします。

とありました。

デスクマットに挟んで、この手紙を読むたび

に、防災対策の重要性を感じているところであ

ります。大変気の引き締まる思いであります。

今年の台風などにおける災害を心配する中、

気象庁は６月、エルニーニョ現象が発生したと

見られると発表いたしました。西日本豪雨や台

風で大きな被害が出た2018年とよく似た状況に

なると見られています。

異常気象が起こる可能性が高いと予測されて

いますが、不安を抱えたまま今夏を迎える方々

がいます。耳川の諸塚村中心部における台風

第14号浸水被害に対して、復旧・復興への知事

の思いをお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とし、以下の質問は質

問席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。諸塚村中心部の復旧・復興についてであり

ます。

この諸塚村中心部は、平成17年の台風第14号

で壊滅的な被害を受けております。私も当時、

防災担当の総務部長として、被災直後、坂副知

事とともに現場を視察し、あの泥だらけの道

路、まだ生々しい様子を現場で実際に拝見いた

しました。

その後、堤防整備や宅地のかさ上げなどを

行ってまいりましたが、昨年９月の台風では、

平成17年に匹敵する豪雨となり、整備による一

定の効果はあったものの、護岸に打ち上げられ

た河川の水が堤防の一部を超えたほか、ガソリ

ンスタンドなどが再度、浸水被害を受け、大い

に私も胸を痛めたところであります。

私自身、被災地に足を運ぶ中で、住民の方々

が地域の将来のため、復興に向けて懸命に前へ

進もうとされている姿を目の当たりにし、また
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様々な御意見も伺い、先月は泊まりがけで諸塚

に行ってまいりまして、様々な御意見もいただ

きました。「がんばろう諸塚！」というあのの

ぼり旗、これも非常に印象的なものがありま

す。改めて、地域を守らなければならない、防

災・減災対策に力を入れていかなくてはならな

い、その思いを強くしたところであります。

まずは、河川の水が超えた部分の堤防かさ上

げや、浸水被害のあった区間の河川掘削を急ぐ

とともに、引き続き、耳川流域における復旧・

復興につきまして、国や市町村と連携し、地域

の方々に寄り添いながら、しっかりと取り組ん

でまいります。以上であります。〔降壇〕

昨年の台風災害を教訓に対策○安田厚生議員

をお願いしたいと思います。また、対象になら

ない地域に当たっては、河川の掘削等を急いで

いただきたいと思います。ガソリンスタンド等

は屋根の近くまで水が上がり、今度は、その

泥、土砂を出す作業に大変苦労したような感じ

で、私もそれを見ていましたので、ぜひ掘削作

業をお願いいたします。

美郷町和田地区においては、台風第14号の接

近時に、西郷ダムにおいてダム通砂運用を実施

しました。土砂が堆積し、その後、河川掘削が

行われましたが、防災・減災、国土強靱化緊急

対策事業を積極的に活用し、自然災害から県民

の生命と財産を守るために、防災・減災対策を

講じるべきだと思います。美郷町和田地区にお

ける今後の河川掘削工事の予定について、県土

整備部長にお伺いします。

美郷町和田地○県土整備部長（原口耕治君）

区におきましては、これまでに河川の掘削を実

施してまいりましたが、昨年の台風第14号に伴

う豪雨により、耳川の水位が上昇し、家屋等の

浸水被害が発生したところであります。

このため、直後に浸水状況調査や地区周辺の

測量を行うとともに、台風で堆積した土砂の除

去に着手し、本年５月までに約２万立方メート

ルの掘削を完了したところです。

今後も、本格的な台風シーズンを前に、地元

の皆様の御意見を踏まえ、さらなる掘削工事を

実施してまいります。

また、掘削工事に合わせて、抜本的な浸水対

策についても、引き続き地元との意見交換を行

い、国と協議しながら、しっかり取り組んでま

いります。

３月の末に行われた和田地区○安田厚生議員

の被災者の会に出席させていただきました。ま

だ方向性が決まっていないようでございます。

また、県のほうからも浸水対策を推進してほし

いと思っております。

諸塚村七ツ山の国道327号で、仮橋を架ける工

事が完了し、交互通行ができるようになりまし

た。県内初の権限代行により、県に代わり国が

仮橋を架ける応急復旧工事を行いました。

地域の住民からは、道路が通れなかったため

本当に苦労したと、待ちに待った開通だと話し

ておりました。この開通により、諸塚村と椎葉

村との往来は、被災前と同じ程度の時間ででき

るようになりましたが、残る椎葉村の松尾地区

における災害復旧状況について、県土整備部長

にお伺いいたします。

国道327号の松○県土整備部長（原口耕治君）

尾地区につきましては、昨年９月の台風第14号

により、道路が大きく崩壊し、通行止めとなっ

ているため、地域の皆様は、村道へ迂回するこ

とを余儀なくされております。

当該箇所については、被災直後から調査・設

計などを行い、年内の通行再開を目指して、３

月までに工事契約を終え、工事用道路などの仮
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設工事や鋼管ぐいなどの材料調達に着手し、現

在は、崩壊箇所の路側構造物などの本体工事を

鋭意進めているところであります。

国道327号は、地域住民の生活や経済を支える

大変重要な道路でありますので、引き続き、一

日も早い復旧に向けて、しっかり取り組んでま

いります。

ありがとうございます。年内○安田厚生議員

の開通に向けて頑張っていただきたいと思って

おります。

椎葉村の中心部へ向かうには、まだ一部村道

を通る迂回路になっています。１日でも早い通

行ができるようにお願いいたします。

美郷町南郷区又江の原地区で盛土が崩壊し、

その土砂が治山ダムを破壊しました。４つの農

家では、田んぼ約50アールで収穫前の稲に被害

が出ました。早期復旧されたおかげで、今年も

無事に田植えができたそうです。感謝いたしま

す。

一方で、復旧工事が遅れている地域が見られ

ます。甚大な被害が発生した台風第14号による

農地・農業用施設の災害復旧事業について、県

全体と東臼杵地域の着手状況及び今後の見通し

について、農政水産部長にお伺いいたします。

昨年の台風○農政水産部長（久保昌広君）

第14号災害では、河川の増水などによる農地の

埋没や、斜面の崩落による用水路の寸断など、

大きな被害が発生しました。

このうち、災害復旧事業により市町村が事業

主体となって工事を行うものは、県全体で

約1,000件となっており、営農に影響があるなど

緊急性が高いものから順次復旧工事を進めてお

ります。現在のところ、県全体では約４割、東

臼杵地域では約６割に着手しているところで

す。

県としましては、来年度の営農に影響がない

よう、本年度中の工事完了に向け、市町村と協

力して復旧・復興に取り組んでまいります。

水田の中に河川の石や流木が○安田厚生議員

流れ込み、今年の田植えを見送るところもある

ようです。来年には田植えができるよう、復旧

をお願いいたします。

次に、ヤマメの不漁対策についてお伺いいた

します。

渓流ヤマメ釣りが椎葉村の河川で解禁となり

ました。例年、週末になると県外から多くの釣

り客が訪れ、この時期にはヤマメ釣りを楽しむ

姿が多く見られる椎葉村でありますが、今年は

ヤマメが釣れず、客も少ないといいます。

椎葉村では、昨年９月の台風の影響で記録的

な不漁となっていますが、土砂崩れによって大

量の土砂が流れ出し、川の状況が変わったこと

で、少しの雨量でも川が濁るという影響が出て

います。椎葉村における昨年９月の台風第14号

に伴うヤマメ不漁対策について、農政水産部長

にお伺いいたします。

椎葉村は、全○農政水産部長（久保昌広君）

国でも有数のヤマメ釣りの名所であり、毎年、

県内外から多くの釣り愛好家が訪れ、地域経済

への貢献も大きいことから、昨年の台風による

影響は大きな問題と認識しております。

椎葉村漁協の話によると、河川に土砂が流入

し、ヤマメの隠れ場や餌となる昆虫が激減して

おり、元の河川環境に戻るまではしばらくかか

るとのことであります。

このため県では、内水面の漁業団体と連携

し、これまで実施してきたヤマメの稚魚の放流

について、その一部を環境変化に強い成魚の放

流に変更することとしております。

今後とも、関係団体と連携し、放流や増殖活

- 43 -



令和５年６月14日(水)

動などを通じて、ヤマメ資源の回復に取り組ん

でまいります。

ヤマメだけでなく、今月から○安田厚生議員

解禁になったアユ釣りも、川の濁りがひどく、

不漁のようでございます。ヤマメの成魚を放流

していますが、隠れる場所がなく、鳥に食べら

れてしまうことも多いようでございます。椎葉

の川が元の姿を取り戻すには、もう少し時間が

かかるんじゃないかなと考えているところであ

ります。観光への影響も心配されますので、河

川環境整備と継続して成魚の放流をお願いいた

します。

次に、森林づくりについてお伺いいたしま

す。

昨年９月の台風第14号が県内で大きな被害を

もたらしました。山間地域の方々からは、「災

害に強い森林づくりが必要で、このままでは山

が壊れてしまう」と提言がございました。ま

た、山腹崩壊や大量の流木が発生し、各地域に

被害を引き起こす要因にもなります。山間部を

抱える地域にとっては心配です。

台風や線状降水帯は、これから頻繁に発生す

る可能性があります。流木災害の発生する要因

の一つは、森林整備の遅れなどが問題でありま

す。災害の緩和など公益的機能を持つ森林整備

が必要と思われますが、災害に強い森林づくり

について、県の取組状況を環境森林部長にお伺

いいたします。

災害に強い森○環境森林部長（殿所大明君）

林づくりに向けては、適切な再造林や森林整備

の実施により、樹木の根の発達を促し、森林を

健全な状態に保つことが重要であります。

このため県では、森林所有者に対し、伐採後

の再造林や除間伐を支援するとともに、特に水

源涵養や山地災害防止機能の高い森林において

は、県の森林環境税を活用し、伐採後の速やか

な再造林や広葉樹の植栽等を支援しておりま

す。

さらに、今年度から、これまでの取組に加

え、「再造林の意識醸成」「造林作業を担う人

材の確保・育成」「造林に取り組む事業体の育

成」の３つの視点で、再造林対策を強化するこ

ととしております。

今後とも、市町村や森林組合等と連携して、

災害に強い森林づくりに積極的に取り組んでま

いります。

ぜひ再造林対策を強化してい○安田厚生議員

ただきたいと思います。森林が荒れると、洪水

や土砂災害などの要因になります。森林を育て

ることは、土砂災害を防止することだけでな

く、地球温暖化防止にも効果がありますので、

災害に強い森林づくりを推進してください。お

願いいたします。

次に、３次元点群データについてお伺いいた

します。

静岡県熱海市で土石流災害が発生いたしまし

た。こうした災害の場合は、まず地質調査会社

がヘリコプターなどを飛ばして現地を調査いた

します。その後、調査を集約、分析するため

に、これまで、かなりの時間がたってから現場

の状況が明らかになっていました。ところが、

今回の土石流災害は、災害現場があっという間

に３Ｄモデル化され、救助作業や災害の原因究

明などに役立てられました。その速やかさが話

題になりました。

昨年、デジタル化推進対策特別委員会で、静

岡県の３次元点群データ整備、オープンデータ

化の取組について調査いたしました。静岡県庁

では、３次元点群データをオープンにし、第三

者に無償提供することで、新しい価値・サービ
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スが生まれています。

静岡県の３次元点群データの活用は、被災時

の原因究明に役立てられ、被災後データとの比

較で、被災程度の把握や災害復旧の効率化が図

られております。また、土木分野での業務負担

軽減や誤伐・盗伐の問題解決、スマート農業・

林業への利用など、様々な価値を生み出してい

ます。本県においても、道路の決壊や土砂崩れ

などの大きな災害が起きた場合に、この３次元

点群データを活用すれば、早く情報収集ができ

ると思いました。

そこで、災害時の被害状況の把握などにも活

用できる３次元点群データ整備について、どの

ように考えているのか、総合政策部長にお伺い

いたします。

３次元点群○総合政策部長（重黒木 清君）

データは、複雑な地形や建物などを正確な位置

情報を持つ点の集合体として、立体的に表示す

ることができるデジタルデータであります。

このデータは、例えば、土砂災害発生後の現

場の概況を素早く把握でき、復旧作業の計画を

立てるための基礎資料として活用できるなど、

デジタル社会推進の基盤として、今後、利活用

が注目されている技術であると認識していると

ころであります。

しかしながら、どのような分野で活用ができ

るのか見極める必要があることに加え、県内全

域のデータを整備するためには、大量なデータ

の解析と整理に、一定の時間と多大なコストが

かかると伺っておりますことから、先行する自

治体の取組を参考にしつつ、今後、関係する各

部局と連携して、研究・調査を進めてまいりま

す。

映像や地図だけでは分かりづ○安田厚生議員

らい立体的な被害状況の把握に効果があり、災

害原因の分析や対策などに利用されるようにな

ればと思いますので、大変コストがかかると思

いますが、御検討のほうをよろしくお願い申し

上げます。

次に、相続未登記農地についてお伺いいたし

ます。

所有者が不明の農地が増えており、今後、県

においても、大きな課題になることが予想され

ます。所有者不明の土地は国土の約２割を占め

ており、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコス

トを要することにより、農地では担い手への集

積・集約化が進まないなど、問題となっていま

す。

県における相続未登記農地及び相続未登記の

おそれがある農地面積、特に中山間地域では、

資産価値が低く、未登記のままにされているこ

とが多いと聞いております。こうした所有者不

明の農地等の拡大は、災害復旧をはじめ、担い

手への集積・集約化のための圃場整備の妨げに

なるのではないかと思われていますが、相続未

登記農地等の県内状況について、農政水産部長

にお伺いいたします。

本県の相続未○農政水産部長（久保昌広君）

登記農地等につきましては、令和３年度に農林

水産省が実施した全国実態調査結果によります

と、２万2,380ヘクタールであり、本県の農地台

帳上の農地面積の約３割となっております。

現在、相続で農地の権利を取得した場合に

は、農地法に基づき、農業委員会への届出が義

務づけられているところでありますが、令和３

年の不動産登記法の改正により、令和６年４月

からは、相続登記の申請が義務化されることに

なります。

このため、県としましては、県農業会議をは

じめ、市町村や農業委員会とともに、農地の適
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切な相続手続について、さらなる周知を図って

まいります。

担い手への農地の集積・集約○安田厚生議員

化を進める上でも大切になると思いますので、

対策と義務化されるということも周知を図って

いただきたいと思います。

次に、ヤマビルについてお伺いいたします。

知事もヤマビルの話を美郷町の議員さんから

聞いたと思いますが、美郷町ではヤマビルなど

いなかったのに、この頃はヤマビルが繁殖し、

仕事にならないと相談を受けました。このまま

では生息域を拡大するのではと心配されていま

す。

ヤマビルが里山まで生息域を広げてきた背景

には、森林の荒廃、ヤマビルの運搬役となる野

生の動物、鹿やイノシシなどの増加及び生息域

の拡大が要因と考えられます。

また、放置された森林等が増えており、伐採

や草刈りなど手入れが行き届いていない場所で

は、光が当たらず、湿度が高い状態となり、ヤ

マビルにとって定着・繁殖しやすい環境となっ

ています。

ヤマビルも生息域を拡大させ、人への吸血被

害の拡大につながっています。自然公園の施設

利用者に対するヤマビル対策について、環境森

林部長にお伺いいたします。

ヤマビルは、○環境森林部長（殿所大明君）

本県も含めて東北地方以南の全国各地に生息し

ており、毒性や媒介される病原体などはないと

されています。

しかしながら、かまれると出血を伴い、傷口

からの細菌感染の危険もあることから、県内の

自然公園では、施設管理者が看板を設置するな

ど、利用者への注意喚起を行っている事例もあ

ります。

県としましては、自然公園のホームページに

おいて、肌を露出しないなど服装に気をつける

ことや、スプレーなどの忌避剤の使用等を周知

してまいります。

地元では、ヤマビルの生息域○安田厚生議員

は拡大傾向にあります。山間地域を中心に、ヤ

マビルの吸血被害が発生しています。ヤマビル

による被害を食い止めるには、ヤマビルへの理

解を深めることや、総合的な防除対策が必要で

ありますので、ヤマビル被害防止に向けて効果

的な取組が進められるようお願いいたします。

ヤマビルにかまれますと、30分は血が止まらな

いような状況になっているようでございますの

で、対策をお願いいたします。

次に、河川パートナーシップ事業についてお

伺いいたします。

令和３年11月定例会でも質問させていただき

ましたが、河川パートナーシップの参加者は高

齢化が進み、体力的にも大きな負担となってい

ます。また、猛暑日の増加などにより、草刈り

の環境は厳しさを増しているところでございま

す。

五十鈴川の堤防の調査をした際、草刈りを

行っている河川パートナーシップの方から、

「燃料費も値上がりし、賃金も上げようとして

いる時代に、今の報奨金は安過ぎる」との声が

上がりました。「堤防が荒れると困るので、作

業はするけど、少し考えてほしい」とのことで

した。

令和４年度は735団体に活動していただいてい

るところでございますが、報奨金については約

１億円を支払われているようです。もし高齢化

等の理由で３割の団体が事業を断念した場合、

財政負担は多額になると予想されます。

県では、自走式草刈り機の貸出し制度を試行
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的に導入されておりますが、導入されていない

土木事務所もあります。

この事業を継続してほしいと考えています

が、河川パートナーシップ事業における報奨金

の見直しと、自走式草刈り機の導入状況につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

河川パート○県土整備部長（原口耕治君）

ナーシップ事業につきましては、議員御指摘の

とおり、近年の物価上昇等の影響もあり、報奨

金の見直しを求める声をいただいております。

このため、今年度は、活動団体に対して、作

業時間や人数、燃料代などの実態調査を行い、

設定金額の検討を行うこととしております。

また、自走式草刈り機の導入につきまして

は、現在、活動団体数の多い４つの土木事務所

に草刈り機を配備し、貸出しを行っているとこ

ろでありますが、その利用状況や活動団体の皆

様からの御意見等を踏まえ、他事務所への配備

について検討してまいります。

今後とも、河川パートナーシップ事業を推進

し、良好な河川環境の確保に努めてまいりま

す。

先週の日曜日に、雨が降る○安田厚生議員

中、地域の方々と堤防の草刈りの整備をいたし

ました。地域の方々は１週間前から作業の準備

や草刈りをして、当日、日曜日でございます

が、29名の参加者と作業いたしました。

この作業を年に２回行います。特に堤防のの

り面の草を刈るときが大変でございます。参加

者からは、のり面の整備の要望がございまし

た。そのことを含め、報奨金の見直しと自走式

草刈り機の導入をお願いしたいと思います。

国道10号門川日向拡幅財光寺地区の延長1.2キ

ロが６月24日に開通いたします。この事業は昭

和45年に事業化され、完成までに53年間かかり

ました。門川町内の船越から梶木においては平

成６年に開通いたしました。約30年前のことで

あります。当時は狭く、渋滞のひどい国道だっ

たと思い出されます。開通する国道10号財光寺

地区の４車線化により、どのような効果が生ま

れるのか、県土整備部長にお伺いいたします

国道10号財光○県土整備部長（原口耕治君）

寺地区につきましては、平成14年度に工事に着

手され、平成17年度の塩見大橋の４車線化な

ど、順次整備が進められたところであり、今月

には、全ての区間で４車線化が完了することと

なります。

財光寺地区の４車線化により、渋滞緩和や走

行時間の短縮に伴う輸送の効率化など、地域経

済の発展に大きく寄与するものと考えておりま

す。また、災害時や救急医療における安定的な

輸送の確保など、防災や医療面においても様々

な効果が期待されております。

県としましては、関係機関と連携を図りなが

ら、国道10号をはじめとする人流・物流を支え

る道路ネットワークの構築に取り組んでまいり

ます。

道路整備は、地域間の交流や○安田厚生議員

経済活動を支える最も重要な社会資本でござい

ます。今回の開通が、観光面、また物流面な

ど、大きな効果をもたらすことを期待いたしま

す。

国道10号の土々呂地区周辺での渋滞は依然と

して極めて深刻な状況であります。渋滞を避け

るため、県道や広域農道、住宅地へ車が流れ、

事故も懸念される状況であります。

国道10号は、県北の住民の日々の暮らしを支

える道路であります。また、沿線には工業地や

港もあり、今後ますます重要性が増してくる国

道だと考えているところであります。
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そこで、国道10号土々呂地区の渋滞対策をど

のように進めていくのか、県土整備部長にお伺

いいたします。

土々呂地区の○県土整備部長（原口耕治君）

渋滞対策につきましては、これまでに、土々呂

町交差点などでの右折レーン設置工事や、信号

機の表示時間の調整などが実施されてきたとこ

ろであります。

このほか、国道10号に並行する延岡南道路に

おいては、令和２年３月から通行料金の変更が

実施され、延岡南道路への大型車の交通転換が

見られるなどの効果も確認されておりますが、

国道10号においては、依然として、朝夕を中心

に渋滞が発生している状況にあります。

県としましては、引き続き、国・県・市など

で構成される「宮崎県交通渋滞対策協議会」を

はじめ、様々な機会を通じて、ソフト・ハード

を含めた効果的な対策について協議を進めてま

いります。

渋滞・安全対策として、地元○安田厚生議員

から、整備などについて、いろいろ要望、意見

があったと伺っております。

期間限定で大型車を中心に高速料金の引下げ

を行い、一定の効果が見られておりますが、渋

滞には、国道10号土々呂地区の４車線化をして

いくのが一番だと考えているところでありま

す。県北地域に住んでいる方々にとってもいい

と思うんですが、県北の議員さんはどうでしょ

うか。大丈夫ですか。

地元も改善を望んでいると伺っています。ま

た、門川町船越地区では、大雨が降ると国道が

浸水し、交通ができないこともありますので、

そのことも含め、国に要望してほしいと思いま

す。知事、永山副知事、よろしくお願いいたし

ます。

次に、マイナンバーカードの利用についてお

伺いいたします。

総務省が公表した令和５年４月末時点におけ

る本県のマイナンバーカード交付率は81.8％で

あり、都道府県では第１位となっております。

期待と不安がある中、これだけ普及に成功した

カードはないと思います。マイナンバーカード

を活用するサービスのトラブルが続いておりま

すが、効率的な行政サービスを進めていくため

のカードになると期待をしているところであり

ます。

町民から、門川町もコンビニの証明書交付

サービスで住民票の写しが取得できるようにな

らないだろうかと相談を受けました。コンビニ

エンスストア等において、マイナンバーカード

を活用した住民票や戸籍謄本等の発行サービス

を利用できる自治体とできない自治体がありま

す。自治体によって取組の進捗に差が生じては

いけないと思います。

門川町では、コンビニでの取扱いについて検

討しているようでありますが、システム改修に

多額の予算が必要で、なかなか進まないようで

ございます。県内におけるマイナンバーカード

を活用した各種証明書のコンビニ交付の状況に

ついてお伺いいたします。

また、活用が進んでいない市町村に対して県

が支援する考えはないのか、総合政策部長にお

伺いいたします。

マイナン○総合政策部長（重黒木 清君）

バーカードを利用して、端末から各種証明書を

取得できるコンビニ交付サービスについて、県

内では、住民票や戸籍、税など既存の証明書に

ついては、９市３町が対応しております。ま

た、新型コロナワクチン接種証明書につきまし

ては、23市町村が対応しております。
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県としましては、市役所等に出向くことな

く、休日等にも対応している当サービスが住民

の利便性向上につながりますことから、関係機

関と協力して、市町村に対して説明会などを実

施してきたほか、デジタル田園都市国家構想交

付金などを活用した当サービスの導入支援を

行ってきたところであります。

今後とも、交付金などの継続について国に働

きかけるとともに、当サービスの重要性を啓発

するなど、市町村に必要な支援を実施してまい

ります。

マイナンバーカードのトラブ○安田厚生議員

ルにつきましては、国のシステムをきちんと改

善していただき、県民の皆様にマイナンバー

カードで便利になったと感じていただけるよう

努めていただきたいと思います。市町村の取組

の進捗に差が出ないように、きめ細かな実装支

援を行うことを要望いたします。

高齢者を中心とした特殊詐欺による被害は、

本県でも後を絶たず、警察でも様々な対策を

行っているが、一向に減少の兆しが見えず、県

民の安全・安心な生活を脅かす深刻な課題と

なっています。高齢者が特殊詐欺の被害に遭う

ことが多く、その手口は多様化しています。詐

欺の手口や対策について、情報共有を図ること

が大事であります。

そこで、高齢者被害の特殊詐欺の現状につい

て、その手口を含めて、警察本部長にお伺いい

たします。

県内の特殊詐欺○警察本部長（山本将之君）

被害につきましては、令和４年中に52件を認知

し、うち高齢者の被害は29件と、全体の55.8％

を占めております。

高齢者被害のうち、最も多い手口は、パソコ

ンのウイルス除去費用や、有料サイト利用料等

を名目に支払うべき料金があるとだます架空料

金請求詐欺で、19件、約3,500万円の被害が発生

しました。

また、官公署を名のり、税金還付に必要な手

続とだまして被害者にＡＴＭを操作させ、口座

間送金させるなどしてお金をだまし取る還付金

詐欺が、８件、約900万円の被害となっておりま

す。

特殊詐欺被害は、全国におい○安田厚生議員

て、全体の８割が最初に固定電話に電話してい

たことが分かりました。電話によるオレオレ詐

欺などの事案が多いことから、電話による対策

が必要であります。電話機本体に接続すること

で、呼出し音が鳴る前に、発信者に対して通話

内容を録音することを知らせる機能及び自動通

話録音機能を備えた装置を貸し出す事業などの

対策が一定の効果を発揮してくると考えていま

す。

自動通話録音機の普及のための啓発活動や支

援について、警察本部長にお伺いいたします。

議員御指摘のと○警察本部長（山本将之君）

おり、特殊詐欺の被害防止対策としては、固定

電話にかかってきた犯人からの電話に出ない、

これが大変重要であり、警察では、県内の高齢

者クラブの中から、被害防止モデル地区とし

て25地区を指定し、自動通話録音機設置の啓発

を行っているほか、モデル地区以外の方にも、

ホームページや様々なイベント等の機会を通じ

て、自動通話録音機設置普及のための啓発活動

を行っております。

これらにより、本年５月末現在で、県警察が

保有する自動通話録音機418台のうち、367台を

無償で貸し出しているところです。

結構な数が貸出しをされてい○安田厚生議員

るところでありますので、今後とも貸出し制度
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の継続をお願いいたします。

次に、猟銃についてお伺いいたします。

長野県中野市の立て籠もり事件で逮捕された

男性が、長野県公安委員会から猟銃や空気銃の

所持許可を得ていた手続に問題があったとの報

告は、現時点では受けていないと報告されまし

た。

銃を所持することに対して、日本は、恐らく

世界でも厳しい国だと思います。県内における

令和４年末の猟銃許可者数と、許可された猟銃

の丁数を伺いたいと思います。

また、猟銃許可者に対してどのような講習が

行われているのか、警察本部長にお伺いいたし

ます。

銃砲刀剣類所持○警察本部長（山本将之君）

等取締法に基づき、県内で許可を受けて猟銃を

所持されている方の数は、令和４年末で1,818名

であり、許可登録されている猟銃の丁数は2,440

丁であります。

猟銃許可者に対する講習につきましては、新

たに猟銃許可を受ける際には、考査試験のある

初心者講習と、実技を行う射撃教習を受講する

ことが義務づけられております。

また、３年ごとの許可更新の際には、関係法

令や猟銃の保管管理等に関する経験者講習と、

実技を行う技能講習を受講することが義務づけ

られております。

猟銃所持許可はもともと難し○安田厚生議員

いと聞いておりましたが、今回の猟銃立て籠も

り事件を機に、さらに厳しくなるのではないか

と心配されています。猟銃所持許可に当たって

は、どのような審査をしているのか、警察本部

長にお伺いいたします。

猟銃所持許可の○警察本部長（山本将之君）

審査では、銃砲刀剣類所持等取締法に規定され

ている所持の欠格事由の該当性を確認すること

とされております。

警察におきましては、講習修了証明書、医師

の診断書、その他の申請書を確認するととも

に、銃刀法違反等の一定の犯罪経歴や行政処分

歴がないことを確認するほか、他人の生命もし

くは財産または公共の安全を害し、あるいは自

殺するおそれ等がないかを確認するため、本人

や同居人に面接をし、近隣居住者等に対する聞

き取りを行った上で、猟銃及び弾薬の保管状況

の実地確認を行うなど、厳正な審査を行ってお

ります。

猟銃の所持許可は言うまでも○安田厚生議員

ありませんが、日本の銃の規制が非常に厳しい

ものだと分かりました。ありがとうございまし

た。

次に、人口減少対策についてお伺いいたしま

す。

2022年の１年間に県内で生まれた赤ちゃん

は7,136人、出生率は全国で２位の1.63でありま

す。

知事選挙の討論会で知事は、「少子化対策、

社会減対策を徹底して取り組んでいきたい。出

生率は1.63から1.8を目指したい。出会い、結

婚、妊娠、出産、子育て、様々なステージにき

め細かな支援を行い、子供を産みやすい環境づ

くりに取り組んでいきたい」とのことでありま

した。今後の人口減少対策の在り方について、

知事の考えをお伺いいたします。

本県では、これまでも○知事（河野俊嗣君）

人口減少に真正面から向かい合い、自然減と社

会減の両面から対策に取り組んでまいりまし

た。この結果、全国でも上位の出生率を維持す

るとともに、課題でありました高校生の県内就

職率の改善や、移住世帯の増加などの成果も見
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られているところであります。

一方で、コロナ禍において婚姻数が減少する

中、出生数は急激に減少しており、人口減少対

策は引き続き喫緊の課題であると認識しており

ます。

今日も傍聴席に多くの学生さんが来られてお

りますが、コロナ禍の中で、出会いも恋愛もな

かなかままならない状況であったのではないか

なと思います。こうした若い世代も含め、早く

コロナ前の生活リズムを取り戻していこうと、

それが大変重要だと考えております。

出生数の回復に向けましては、今年度から

「出逢い」の視点を加えた「ひなたの出逢い・

子育て応援運動」に取り組むほか、前例にとら

われない新たな施策も積極的に展開することと

しております。

また、社会減の抑制に向けましては、新たな

アクションプランの柱の一つに「社会減ゼロ」

を掲げまして、魅力的な雇用の創出によります

若者・女性の県内定着、移住促進などに取り組

むとともに、デジタル技術の積極的な活用によ

る地域生活の維持や産業振興に取り組んでまい

ります。

これらの施策を県民一体となって推進し、人

口減少下にあっても、安心と希望を持てる県づ

くりを進めてまいります。

人口減少対策を最優先で取り○安田厚生議員

組んでほしいと思います。また、地域で子育て

しやすい機運づくりも進めていただきたいと思

います。

次に、宮崎県移住支援金事業の実績について

お伺いいたします。

若い世代が進学や就職で県外に行っていると

いう状況を踏まえ、社会減対策も重要でありま

す。高校生の県内就職率を高めることや移住推

進、特に若い世代の移住への関心の高まりを捉

え、子育て世代の移住を推進するため、本県に

おいても安心して子育てできる環境を整えてい

くことが重要であります。

そこで、宮崎県移住支援金事業の概要と実績

について、総合政策部長にお伺いいたします。

移住支援金○総合政策部長（重黒木 清君）

事業につきましては、移住の促進及び地域の人

材確保を図るため、県内企業への就職など一定

の要件を満たす移住者に対しまして、市町村を

通じて支援金を支給するものであります。

主に東京23区からの移住者を対象とする国の

事業に加え、本県独自の取組としまして、国の

事業の対象とならない東京、名古屋、大阪の都

市圏及び福岡県からの移住者も対象としている

ところであり、支給額としましては、世帯で100

万円、単身で最大60万円のほか、18歳未満の世

帯員１人当たり最大100万円の加算枠を設けてお

ります。

また、これまでの実績につきましては、事業

を開始した令和元年度から毎年増加し、令和４

年度が269件、累計で528件となっており、移住

促進及び人材確保につながっているものと考え

ております。

意外と利用者が多いことに驚○安田厚生議員

いたところでございます。地方への移住や働き

方に関心が高まっていると感じました。

移住先での住居形態としては、新築の持家の

割合は低く、その分、中古の持家を希望する割

合は高まっています。移住先の地方における空

き家の利用が進むと期待されています。

政府は、空家対策特別措置法を改正し、空き

家の管理強化や利活用を促進する方針を打ち出

しており、全国的に対策が急務となっていま

す。移住促進に向けた空き家の利用について、

- 51 -



令和５年６月14日(水)

どのように取り組んでいくのか、総合政策部長

にお伺いいたします。

県外からの○総合政策部長（重黒木 清君）

移住に際しましては、住居の確保が何よりも重

要なことから、移住者向けホームページにおい

て、居住可能な空き家情報を掲載するととも

に、市町村が行う空き家バンクの運営や、移住

者向けの空き家改修などを支援しております。

さらに、空き家の活用に当たっては、他人が

住むことに抵抗感のある所有者も少なくないこ

とから、利活用を啓発するハンドブックを作成

し、理解促進に取り組んできたところでありま

す。

今後とも、このような取組を市町村と連携し

ながら推進し、移住者の受入れ環境の整備に努

めてまいります。

県内の空き家のうち、長期不○安田厚生議員

在の空き家は約５万戸と推計されております。

空き家の対策を進めるようお願いいたします。

岸田総理が掲げる「次元の異なる少子化対

策」の展開に向け、具体的な対策が昨日公表さ

れました。児童手当の所得制限の撤廃や、男性

の育児休業の取得促進などが主であります。

今回の補正で掲げておられる子育て支援につ

いて、若い世代の多様なニーズに向き合ってい

ると感じました。６月補正予算の少子化対策事

業に関する知事の思いをお伺いいたします。

子供を産む世代の女性○知事（河野俊嗣君）

の人口減少や、未婚化・晩婚化の進行、さらに

は新型コロナの影響などを受けまして、本県に

おける令和４年の出生数は過去最少となるな

ど、少子化が加速している状況に強い危機感を

持っております。

このため県では、人口減少・少子化対策を県

政の最重要課題の一つに位置づけ、今回の肉付

け予算におきましては、未来を創る３つの挑戦

のうちの１つとして「子ども・若者の未来応

援」を掲げ、出産や子育て支援に係る事業を提

案したところであります。

特に、都道府県としては全国初となります、

おむつの定額利用料の支援をはじめ、病児保育

の無償化など、これまでより、さらに踏み込ん

だ新たな事業に取り組むこととしており、本県

の強みであります子育て環境のさらなる充実に

つながるものと考えております。

また、日本一生み育てやすい宮崎づくりに向

けまして、庁内プロジェクトチームを立ち上げ

ておりまして、引き続き、市町村や企業、関係

団体等と連携を図りながら、少子化対策にしっ

かりと取り組んでまいります。

今回の補正では、子育てに関○安田厚生議員

する力強い政策だと感じたところであります。

ありがとうございます。

保育事業についてお伺いいたします。

保育士等の産休を含む人手不足により、保育

園の一時預かり事業での受入れができないケー

スが起きています。ファミリー・サポート・セ

ンター事業は、育児について助け合う組織であ

りますが、長時間になると多額になり、預けら

れないなどの問題があるようです。

子供を２子、３子と安心して生み育てること

ができる、子育て家庭を対象とした保育の拡充

が必要であり、その一つとして、保育所等の一

時預かり事業を拡大すべきだと考えています

が、今後の取組を福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

家庭において○福祉保健部長（川北正文君）

保育を受けることが一時的に困難となった乳幼

児を預かる一時預かり事業は、未就園児の成長

や、育児疲れによる保護者の負担軽減にもつな
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がるなど、重要な取組であると考えておりま

す。

県内では、未就園児を一時的に預かる事業

を14の市町で実施する一方で、公的支援を受け

ずに、自主的にサービスを提供している保育所

等もあると伺っております。

また、国においては、就労要件を問わず、時

間単位で柔軟に保育所等を利用できる新たな制

度など、全ての子育て家庭を対象とした取組が

検討されております。

こうした国の動きを注視するとともに、実施

主体となる市町村と連携を図りながら、地域の

実情に合わせた取組を進めてまいります。

子供を安心して生み育てやす○安田厚生議員

い環境づくりにも取り組んでいただきたいと思

います。

政府が決定した「こども未来戦略方針」で

は、全ての子育て家庭への支援を強化するた

め、現行の幼児教育・保育給付に加え、就労要

件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新た

な通園給付の創設を検討するとありますが、安

心して子育てができ、預けられる保育を拡充す

ることが少子化対策であると思います。

当面は、未就園児のモデル事業の拡充を行い

つつ基盤整備を進め、あわせて病児保育の充実

を図るとありますが、病児・病後児保育施設の

設置について進めていくべきではないかと考え

ます。福祉保健部長に見解をお伺いいたしま

す。

病気になった○福祉保健部長（川北正文君）

子供を一時的に保育する病児・病後児保育施設

は、子育て世帯を支える大変重要な施設である

と考えております。

このため県では、実施主体となる市町村に対

して、施設整備や運営に係る経費を支援するな

ど設置を推進してきたほか、利用料の助成な

ど、さらなる利用促進を図るための関連予算を

今議会にお願いしているところであります。

一方で、利用者の見込みが立てにくい、ある

いは保育士や看護師の確保が困難であることな

どから、施設の新設が難しい地域もあります。

県としましては、引き続き、市町村と連携し

ながら施設の設置を進めるなど、子育てしやす

い環境整備を進めてまいります。

この新設が大変難しい地域も○安田厚生議員

ございますので、寄り添った支援をお願いした

いと思います。今回の補正で病児保育の無償化

が提案されていますが、子育てについて地域格

差があってはならないと思いますので、対策を

お願いいたします。

毎年、６月議会では、教職員の働き方改革と

いうことで質問させていただいております。

全日本教職員組合が実施したアンケート調査

によると、校内での時間外勤務と持ち帰りを含

めた時間外勤務の合計は、全職種の平均で86時

間24分と、過労死ラインを超えているようでご

ざいます。特に校内での時間外勤務の時間

は、10年前の調査と比べて、２時間ぐらい増え

ているという結果が出ております。

昨年の質問では、月当たり45時間を超える教

諭の割合について質問させていただきました。

小学校については20.8％、中学校55.3％、高等

学校53.2％、特別支援学校16.3％という結果に

なりました。

学校における働き方改革について、教職員に

対する県独自のアンケートなどを実施する必要

があると考えますが、今後の取組について、教

育長にお伺いいたします。

これまで学校にお○教育長（黒木淳一郎君）

ける働き方改革の推進につきましては、全ての
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教職員の時間外業務時間やその主な業務内容、

さらには忙しいと感じている割合を把握すると

ともに、時間管理や健康管理、ワーク・ライフ

・バランスの取れた生活への意識などについて

調査してまいりました。

また、全ての学校に対して、業務の見直しや

部活動の休養日の設定など、改革に対する取組

状況も確認しております。

今後は、教職員の声をより具体的に把握する

ために、各種調査の方法や内容を見直したり、

管理職が行うヒアリングを充実させるなど、こ

れまで以上に教職員の実態や意識に寄り添った

働き方改革を推進してまいります。

ぜひ働き方改革を進めてほし○安田厚生議員

いと思います。

ここで紹介させていただきます。熊本市の教

育委員会が実施した、部活動についてのアン

ケート調査でございます。

部活動の地域移行を前提に調査したものでご

ざいますが、その結果、約77％の教職員が「報

酬をいただいても部活動の指導はしたくない」

というような結果も出ております。また、その

反面、「部活動を指導したい」という教師も20

％いらっしゃいます。そういうことも考えて、

アンケート等を実施していただければと思って

おります。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、西村賢議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 日向市選出○西村 賢議員

の西村賢です。傍聴の皆様方、またインター

ネットで視聴されている皆様方、本日はありが

とうございます。

まず、知事の子育て政策の考え方について質

問いたします。

先日、兵庫県明石市長を引退した泉房穂氏の

著書を読みました。泉市長、また明石市は、子

育てに特化した「こどもまんなか政策」で知ら

れ、市の魅力が増して人口増に向かうなど、明

石市の子育て政策は全国で有名になりました。

この本には、明石市の子育て政策は既存の予算

の組替えで捻出したことや、国とも散々やり

合ったことが紹介されていました。

政府も昨日、少子化対策に向けて具体的な策

を示し、児童手当の所得制限を撤廃、対象を高

校生まで拡大することなど、経済支援策が盛り

込まれました。これも、先んじて昨年の12月、

明石市が「児童手当を18歳まで拡大、所得制限

なし」を打ち出し、同様に、年明けには、東京

都をはじめ、様々な自治体が全国で増えたこと

が国の方針決定にも大きな影響を与え、国を動

かしたのではないかと思います。

いたずらに国とけんかすることがいいとは思

いませんが、地域のため、市民のためにけんか

してくれることは、住民にとっては心強いこと

だと思います。

私の中では、泉市長に「戦う政治家」のイ

メージを持っておりますが、泉市長の政治姿勢

について、知事の所感があれば教えてくださ

い。

続いて、昨日、閣議決定されました「こども

未来戦略方針」では、人口減少・少子化対策の

充実に向けた施策が示されました。少子化対策

は喫緊の課題ですが、この数年を逃すと、大き

く人口減少が進んでしまうとの見解も聞かれま

す。

一方、地方自治体においては、税収が高い自

治体、ふるさと納税で成功している自治体は、

まず子育て政策の充実に力を入れるように感じ

ます。
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出産や就学支援、給食費の無償化、18歳まで

の医療費無料など、自治体間でも子育て支援に

大きな差が広がっています。

本来であれば、子供は国内どこで生まれて

も、ひとしく支援が受けられるべきであると考

えますが、財源があるところだけ支援が受けら

れるのはおかしい話であり、このままでは子育

てサービスの地域差が生じ、また自治体間の競

争が激化するおそれもあります。

せめて本県では、県内どこで生まれても、同

じ子育て支援が受けられるべきと考えますが、

知事の考えはどうか伺います。

関連して、総務部長に伺います。

今挙げたふるさと納税制度は、自治体に対し

て直接的な寄附金収入だけではなく、返礼品の

地場産品や観光・レジャー関連に至るまで、そ

の市町村に大きな経済効果を生み出します。

制度開始から15年が経過し、この間、前向き

に取り組んだ自治体とそうでなかった自治体と

の間に、寄附額の収入の差が広がると同時に、

住民サービスの差が顕著となってきています。

具体的な自治体名は控えますが、県内でも住

民１人当たりのふるさと納税寄附額は、巨額に

寄附を集めた自治体と、そうでない自治体とで

は100倍以上の差があります。

ふるさと納税制度は自治体の努力ありきの制

度ですから、ある程度、自治体差は許容しなけ

ればなりませんが、そういう意味では、市町村

のやる気で大きく変わってきます。

しかしながら、市町村によっては、ふるさと

納税の取組を強化したくても、マンパワーの関

係でできない自治体もあるでしょう。その差は

既に看過できない状況となっています。

市町村のふるさと納税制度の取組に対して、

県が支援を行う考えがあるのか、総務部長に伺

います。

以下、質問者席で質問を続けます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、前明石市長、泉房穂氏の政治姿勢につ

いてであります。

泉氏は、平成23年の市長就任後、３期12年に

わたり明石市政を牽引されました。子供医療費

や中学校の給食費などの５つの無料化といった

独自の子育て施策のほか、全国に先駆けた施策

を次々と実行された一方で、これはあくまで事

実としてでありますが、職員へのパワハラ発言

や、市議をはじめ周囲とのあつれきなどが度々

報じられてきたところでもあります。

泉氏の政治姿勢については様々な評価がある

ものと思いますが、いずれにいたしましても、

最後まで強い信念を貫き、市長として、その職

責を果たされたものと受け止めているところで

あります。

私は、政治とは、情熱、そして決断と責任で

あると考えておるところであります。私も、こ

の愛する宮崎をよくしたいという思いは、誰に

も劣らないものと確信をしております。

その上で、私自身は、対話と協働の基本姿勢

の下で、例えば口蹄疫や度重なる自然災害、国

スポ・障スポ関連施設の分散整備など、重要課

題の対応に当たりましても、県民の皆さんはも

ちろん、県議会や市町村、関係団体の皆様への

丁寧な説明、対話を重ねて、合意形成を図りな

がら県政を推進してまいりました。

また、国に対しても、昨年の台風第14号災害

における激甚災害の早期指定や権限代行、さら

にはＧ７農業大臣会合の本県開催を強く要請

し、実現に結びつけてまいりました。
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このような中、時に意見や利害が対立するよ

うな局面におきましても、県民の思いをしっか

りと受け止めた上で、本県にとって最善の策と

は何なのか大局的に判断した上で、主張すべき

は主張し、時間をかけて粘り強く議論を重ね、

着地点を見いだし、決断してきたところであり

まして、今後とも、そのような姿勢の下で、県

民に寄り添った県政運営に努めてまいります。

次に、子育て支援であります。

少子化や人口減少という我が国が直面をする

極めて大きな課題に対して、出産や子育て支援

の充実を図ることは大変重要であります。

一方で、地方自治体の財政力によって地域間

格差が生じることは、望ましくないと考えてお

ります。

このため、財政負担の大きい包括的な仕組み

づくり等につきましては、国において全国一律

での実施を図るよう、全国知事会や「みやざき

の提案・要望」活動等を通じて、国に強く要望

しているところであります。

なお、県内の取組といたしましては、今議会

にお願いをしております妊産婦健診通院支援事

業において、既に一部の市町村で実施していた

取組を、今回新たに県内全域を対象に支援する

こととしております。

引き続き、市町村の声にも耳を傾けながら、

安心して出産し、子育てできる環境づくりを進

めてまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（渡辺善敬君）

たします。ふるさと納税についてであります。

ふるさと納税による各自治体への寄附金は、

移住や子育て支援、教育や福祉に関する取組な

ど、地域の様々な課題解決のための財源として

使われております。

また、返礼品として地場産品を提供すること

で、新たな地域資源の発掘や地域経済の活性化

につながっている面もあると考えております。

市町村の取組に対する県の支援につきまして

は、毎年行われる国への指定申出の手続の中

で、返礼品等に関する基準への適合性を確認す

るほか、市町村から個別に相談を受けた際に、

助言等を行っております。

県としましては、引き続き、ルールを遵守し

た適切な運用の下で、地域の発展に資する成果

が得られるよう、市町村の創意工夫を凝らした

取組を支援してまいります。以上であります。

〔降壇〕

次に、食料安全保障について○西村 賢議員

伺います。

４月にシーガイアで開催されたＧ７宮崎農業

大臣会合では、食料安全保障への関心が高まる

中、持続可能な農業の実現に向けた「宮崎アク

ション」と呼ばれる行動計画が採択され、農業

分野に幅広いイノベーションを取り入れること

や、温室効果ガスの削減に向けた農業政策を強

化することなども確認されました。

宮崎市での開催に当たり、御協力いただいた

関係各位の御尽力に感謝申し上げます。また、

参加者にとって、記憶に残る宮崎でのおもてな

しもあったのではないかと思います。

まずは河野知事に、宮崎農業大臣会合及び話

題となった食料安全保障に関しての所感を伺い

ます。

Ｇ７宮崎農業大臣会合○知事（河野俊嗣君）

を無事に終了することができ、おもてなしや機

運醸成などで開催地としての役割を果たすこと

ができたことに加えまして、豊かな食や農をは

じめ、歴史、自然、伝統文化といった本県の魅

力を国内外に向けて発信することができたもの

と考えております。
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本会合では、食料安全保障をテーマに議論が

なされ、農業の生産性向上と持続可能性の両立

を目指す行動宣言「宮崎アクション」が採択さ

れたところであります。

安定的な食料供給が世界的に大きな課題とな

る中、食料安全保障の強化に向けて、「宮崎」

の名を冠した行動宣言が採択されたことは、大

変意義深いものと受け止めているところであり

ますし、今週、野村農林水産大臣がインド・ハ

イデラバードで開催をされますＧ20に出席され

て、農業の生産性向上と持続可能性を両立する

ことの重要性を主張される、そのことが昨日発

表されたところでありまして、宮崎の大臣会合

がそのように世界に向けたメッセージにもつな

がっているということを大変誇らしく思ってい

るところであります。

本県の農業産出額は全国第４位でありまし

て、その役割はますます大きくなるものと考え

ております。

このため、本会合の開催を契機としまして、

開催地となった本県が率先して、農業のさらな

る生産力の強化と持続可能な農業の実現に向け

て取り組み、本会合の成果を未来にしっかりと

継承してまいります。

この１年、ロシアのウクライ○西村 賢議員

ナ侵攻の影響もあり、食料安全保障に関心が集

まっております。食料自給率が改めて考え直さ

れている現在、農水省発表の2022年農業構造動

態調査によれば、農業経営体数は2021年から5.4

％減の97万5,000となり、その数は17年間で半減

しています。

現在、日本全国で主力作物となっている米

は、価格下落と肥料価格高騰で経営を圧迫し、

同様に、ほかの多くの農作物や畜産経営にも、

肥料や飼料、資材の物価高騰が大きく影響を与

えています。

このような日本農業を取り巻く状況の中で、

農業経営の効率化は重要ではありますが、食料

安全保障の観点からも、将来の食料危機や有事

に備えて自給率を上げていかねばなりません。

食料安全保障を考えると、多少安くても有事

になる前から作物を多く作る、または作れる環

境を整えておくことが重要だと思います。ひい

てはそれが自給率の向上につながると思います

が、現実的に高齢化の進む農村部では、一部の

熱心な若い農業者への農地集約が大規模に進行

しています。

使わない田をＷＣＳに変えるのにも制限があ

りますから、使われないと次々と放棄地になっ

てしまいます。食料安全保障の観点から、本県

の水田営農についてどのように考えているの

か、農政水産部長に伺います。

国際的な食料○農政水産部長（久保昌広君）

安全保障のリスクが高まる中、米をはじめとし

た食料や畜産飼料の安定供給を支える水田営農

の役割は、ますます重要になると考えておりま

す。

このため県では、農地の集約化や区画拡大に

よる生産性向上を進めるとともに、水田営農を

担う多様な担い手を確保するため、大規模経営

体の育成や、集落営農組織の再編・強化などに

取り組んでおります。

また、畜産飼料の自給率向上を促進するた

め、飼料用米の生産拡大や、ＷＣＳ用稲・稲わ

らの安定供給など、耕畜連携の取組をさらに強

化しているところです。引き続き、宮崎の強み

を生かした取組を加速化させ、持続可能な水田

営農の確立を進めてまいります。

続けて、フードロス対策につ○西村 賢議員

いて伺います。
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食品ロス法が施行され、県もテレビＣＭや飲

食店などにフードロス削減を呼びかけるなど、

国内でもフードロスに対する考えが広がってい

るように感じます。さらに、このフードロス削

減の動きを「もったいない」という観点から広

げていかなくてはなりません。

既に食品の物価高騰で食料の確保に苦慮する

生活困窮者は、この宮崎県内でも多くいます。

余った食材をいかに有効活用し、生活困窮者支

援などへつなげていくかという課題もありま

す。まずは、フードロス削減の取組について、

環境森林部長に伺います。

県では、令和○環境森林部長（殿所大明君）

３年度から「宮崎県食品ロス削減推進計画」ス

タートアップ事業に取り組んでいます。

この事業では、テレビＣＭやＳＮＳを活用し

た広報、食べきり宣言フェスタ等のイベントに

より、県民意識の向上を図るとともに、フェス

タ会場でフードドライブを実施し、集まった食

品をフードバンクに提供したところでありま

す。

また、食品販売店や飲食店など、314の店舗が

「食べきり協力店」として登録されており、賞

味期限間近な食品の値引き販売などに取り組ん

でいただいております。

県としましては、引き続き、４Ｒ推進協議会

や市町村等と連携して、フードロス削減対策に

取り組んでまいります。

食材を有効活用し、食支援を○西村 賢議員

中心とした子供の居場所づくりなど、生活困窮

世帯への支援や子供の貧困対策につなげるため

の県の取組状況について、福祉保健部長に伺い

ます。

県では、コロ○福祉保健部長（川北正文君）

ナ禍の長期化等の影響を受けている生活困窮世

帯を支援するため、子ども食堂やフードバンク

など、子供の居場所づくりに関する事業に取り

組む民間団体等に対し、活動経費を支援する事

業に本年度から取り組んでおります。

また、企業等から食材の寄附に関する申出

や、庁内関係課から備蓄食材の利用について照

会があった場合、これらの団体等に案内し、有

効に活用していただいているところです。

今後とも、企業や関係団体と連携し、食材等

の有効活用を図り、子供の貧困対策につなげて

まいります。

ぜひお願いしたいと思いま○西村 賢議員

す。

次に、日向・入郷の第１次産業について質問

をいたします。

まずは、ヘベスについて質問をいたします。

平成28年６月議会で私が質問を行いました。

その際、ヘベスの生産量が最盛期の206トンか

ら103トンへと半減しており、またライバルであ

るスダチやカボスの生産量6,000トンと比べても

はるかに少ないことから、競争力の強化、生産

量の拡大のために、それまで日向農協管内でし

か作られなかったヘベスを県下全域に広げてい

くべきではないかという質問をいたしました。

その後、農家や農協、日向市や県の連携で、

県下全域で作付が始まりました。あれから７年

たちました。ヘベスは作付から６～７年で出荷

できるようになると聞いておりますが、今ヘベ

スの生産量はどうなっているのか、今後の見込

みも含めて伺います。また、ライバルであるス

ダチやカボスの現在の状況も教えてください。

令和４年産の○農政水産部長（久保昌広君）

本県のヘベス生産量は128トンであり、県全域で

生産が可能となった平成28年産から34トン増加

し、着実に産地が拡大しているところです。
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また、御質問のスダチ、カボスの状況です

が、スダチは3,846トン、カボスは5,967トン

と、依然として大きな差がある状況です。

県としましては、さらなる生産拡大を図るた

め、機械化に対応した園地づくりへの支援や、

出荷基準の遵守による果実品質の向上などを進

めており、令和12年度には生産量660トンを目指

しているところです。

今後とも、生産者やＪＡグループと連携しな

がら、このような取組を着実に進め、産地拡大

を図ってまいります。

ありがとうございます。まだ○西村 賢議員

まだカボス、スダチとも大きな差があります。

ヘベスを本県のブランド品として、県全体で盛

り上げていただきたいと思いますが、ヘベスの

消費拡大に向けた県の取組を再度、農政水産部

長に伺います。

ヘベスの消費○農政水産部長（久保昌広君）

拡大については、宮崎にゆかりのある飲食店で

のフェア等に取り組み、利用した事業者等から

高評価をいただいております。

しかしながら、首都圏などの消費者を対象と

した県の調査では、ヘベスの認知度は約７％と

低い状況にあることから、より多くの方に、果

汁が多い、皮が薄いなどのヘベスの魅力を知っ

てもらう取組が重要であると考えております。

このため、今議会でお願いしております、み

やざき農畜水産物の架け橋構築事業において、

ヘベスの出荷最盛期に県内外でフェアを開催す

るなど、認知度向上に取り組むこととしており

ます。

また、飲料や菓子などの加工品の開発に向け

て、県内外の事業者に積極的に提案を行うな

ど、さらなる消費拡大に向けて取り組んでまい

ります。

認知度７％というのは、非常○西村 賢議員

に残念な現状であります。しっかりとこれが多

くの人に認知していただけるような取組をぜひ

今後ともお願いしたいと思います。

次に、ちりめんについて伺います。

日向市のちりめんは、非常に高品質で、都市

部のデパートや高級料理店の需要もあり、人気

な食材であります。

しかし、近年、県内のちりめんの水揚げが大

きく減り、今年は特に厳しい状況となっており

ます。イワシシラスの漁獲量（１月～４月）

は、全県で、３年前852トン、昨年211トン、今

年は178トンと、年々厳しさが増しています。

水温の影響もあると聞いておりますが、燃油

高騰もあり、漁獲量が少なければ大赤字になる

ので、漁師にとっても厳しい状況が続いていま

す。他県でも同様の不漁に頭を抱えているとい

うことでありますが、この不漁に対して県はど

のような見解を持っているのか、また支援を検

討できないのか、農政水産部長に伺います。

国の資源評価○農政水産部長（久保昌広君）

によると、ちりめんの主な原料となるカタクチ

イワシの資源量は、近年、非常に低い水準にあ

るとされており、本県においても漁獲量が低迷

していることから、漁業者のみならず、加工業

者などにも影響が広がっていると認識しており

ます。

このため、昨年度より、カタクチイワシ稚魚

の本県独自の資源評価を開始しました。

また、不漁時においては、漁獲共済や制度資

金などを活用いただいておりますが、燃油高騰

等の影響もあり、漁業者からは、経営が厳しい

との話を伺っております。

このため、今議会でお願いしております補正

予算において、漁業経営セーフティーネット対
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策資金の積立金の一部を支援することとしてお

ります。

非常に厳しい状況が続いてお○西村 賢議員

ります。たまたま昨日見たニュースで、広島で

したが、ちりめんが非常に豊漁だというニュー

スも見ました。これが数か月続くか分かりませ

んけれども、そういった水産資源の状況も把握

しながら、ぜひ支援を続けていただきたいと

思っております。

次に、日向・入郷地域の名産であるシイタケ

について伺います。

我々は、ずっとシイタケのことを「ナバ」と

呼んできました。私は、令和元年６月議会で輸

入菌床の質問をいたしました。海外で駒打ちさ

れた菌床が日本に輸入され、それで取れたシイ

タケが国内産になるというのはおかしいのでは

ないかという訴えでありましたが、こちらは昨

年10月より制度が変わり、植菌地表示となりま

して、少しほっとしているところであります。

関係各位の御尽力に感謝を申し上げます。

しかしながら、今年は昨年の台風第14号の被

害が大きく、今年の植菌を諦めたというところ

も出てきているとのことです。

長年、シイタケ栽培は、中山間地の貴重な収

入源とされてきましたけれども、生産農家や生

産量の減少に加えて、今年は特に厳しい状況に

あるのではないかと思います。何かしらシイタ

ケ業界が元気になる方策はないのか。どんな料

理にも使うことができるシイタケについて、県

のこれまでの取組と、新たな支援策がないもの

か、環境森林部長に伺います。

本県は国内有○環境森林部長（殿所大明君）

数の乾シイタケの生産地でありますが、生産者

の減少・高齢化や価格の下落、消費低迷などに

より、経営環境は大変厳しい状況にあります。

このため県では、シイタケ乾燥機や散水施設

など、生産施設の整備を支援するとともに、県

内外でのプロモーション活動を実施し、新たな

販路の開拓やさらなる消費の拡大に取り組んで

いるところであります。

また、担い手対策につきましては、技術習得

を目的とした研修の実施や、新規就業者に対す

る給付金の支給などに加えまして、今年度から

新たに、都市部からの人材確保を目指し、お試

し就業に取り組むこととしております。

今後とも、市町村や関係団体と連携して、乾

シイタケの振興にしっかりと取り組んでまいり

ます。

このシイタケも非常に厳しい○西村 賢議員

状況になっておりますので、ぜひ支援をお願い

したいと思います。

先ほどから質問したヘベス、またちりめん、

シイタケ、これらは一つ一つが重要な産物であ

ります。また、これ以外にもたくさんの地域の

産物がありますが、しっかりと県にサポートし

ていただかなければ、どんどん作るのをやめて

しまう、取るのをやめてしまうという状況もあ

りますので、ぜひしっかりと支援を続けていた

だきますようにお願いしたいと思います。

続けて、成長分野の取り込みについて質問い

たします。

2022年11月30日、アメリカ・オープンＡＩ社

がチャットＧＰＴを公開して以来、たった半年

の間で、瞬く間にＩＴ界はチャットＧＰＴなど

のいわゆる生成ＡＩがメインテーマとなり、新

聞でこの生成ＡＩの記事を見ない日がないとい

う状況になっています。

このチャットＧＰＴは突然出てきたわけでは

なく、国内外で数十年も前から研究されていた

ＩＴ技術の進化の過程の一つであります。
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国内でも、多くの企業や自治体がこのチャッ

トＧＰＴをはじめとした生成ＡＩの活用を発表

していますが、本県も、この生成ＡＩを活用す

ることによって職員の業務負担を減らし、労働

時間、残業時間を短縮できるのではないか。県

職員の働き方改革の大きな道具になれるのでは

ないかと期待をしています。

私は、これまでの議会質問においても、本県

のデジタル担当職員のＩＴリテラシーは非常に

頼もしい印象を持っていますが、このチャット

ＧＰＴの業務への活用に向けた県の検討状況に

ついて、総務部長に伺います。

チャットＧＰＴな○総務部長（渡辺善敬君）

どの生成ＡＩの活用に当たりましては、業務の

効率化や行政サービスの向上に役立つ可能性が

ある一方で、入力時における機密情報の漏えい

や個人情報の不適正な利用、さらには生成物に

おける正確性や著作権の侵害などのリスクが指

摘されております。

県では現在、これらのリスクを踏まえた上

で、活用の効果や課題を明らかにするため、庁

内の一部の所属において試験的に利用し、活用

に向けた検討を進めております。

今後、その検討結果や国における議論を踏ま

え、庁内利用に当たってのガイドラインを作成

するなど、生成ＡＩの適切な活用による業務の

効率化を推進してまいります。

次に、本県のＪ－クレジット○西村 賢議員

の現状について伺います。

Ｊ－クレジット制度は、政府が運用するカー

ボンクレジット制度であり、温室効果ガス排出

削減量及び吸収量をクレジットとして政府が認

証します。認証されたクレジットは売買等で移

転され、購入した側は自らの排出量を相殺でき

る取組であり、販売した側は販売収入をさらに

排出削減や吸収の活動に充てられ、日本全体と

して温暖化対策を進めていく考え方でありま

す。

森林による炭素吸入効果に価格がついて、取

引されるということは、林業界にとっても新た

な収入の機会であり、林業県である本県にとっ

ても、うまく活用していかねばなりません。

Ｊ－クレジット制度は、昨年８月に大きく見

直され、認証対象期間の延長や主伐・再造林に

係る排出量・吸収量の算定方法の見直しによる

森林クレジットの創出拡大がなされ、この秋に

は、東証やＳＢＩホールディングスが排出量取

引所の開設を行うなど、今後の取引拡大が期待

されます。

温暖化対策で世界の先進国はＣＯ 削減を急い２

でおり、今後はその重要性が国内外で増してく

ると考えられます。まずは、本県のＪ－クレ

ジットの現状と県内の参加企業・団体の数を伺

います。

森林由来のＪ○環境森林部長（殿所大明君）

－クレジットにつきましては、県内では、県や

諸塚村に加え、森林を所有する民間企業２社の

計４者が、プロジェクトの登録認証を受けてお

ります。

そのうち県は、門川県有林において1,175トン

のクレジット認証を受け、これまでに222トンの

販売及び譲渡を行っており、その収益約170万円

は、県有林の間伐などの財源として活用してお

ります。

また、昨年８月の制度改正により新設された

造林未済地の解消を目的としたプロジェクトに

ついて、全国で初めて諸塚村と森林組合が共同

で登録するなど、県内におけるＪ－クレジット

の取組は、徐々に進みつつあるものと考えてお

ります。
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ＣＯ 排出量取引を積極的に進○西村 賢議員 ２

めるＥＵの政策を見ますと、2026年から本格的

にＣＯ 排出量の大きな企業製品には国境炭素税２

という貿易関税を課すことが決定され、世界中

でカーボンプライシングの動きが広がっていま

す。将来的に取引価格の上昇が見込まれ、それ

に伴い、本県の山林の持つＣＯ 吸収クレジット２

も価値を増大するのではないかと予測していま

す。

現在、県の取引価格は１トン当たり１万1,000

円と聞いていますが、この価格設定について、

またＪ－クレジット市場の将来予測も含めた、

本県の森林由来のＪ－クレジットの今後の取組

について、環境森林部長に伺います。

門川県有林の○環境森林部長（殿所大明君）

クレジット取引価格については、現地調査など

のクレジット認証取得経費や販売経費、今後の

保育に係る経費等を基に設定しており、１トン

当たりの取引価格は１万1,000円としておりま

す。

森林由来のＪ－クレジットにつきましては、

近年、プロジェクトの新規登録が増加傾向にあ

り、クレジット供給量の拡大が見込まれるとと

もに、企業による環境保全意識の高まりから、

クレジット取引の拡大が期待されます。

県としましては、クレジット収入が森林整備

の一層の推進につながることから、県内外の事

例も参考にしながら、森林由来のＪ－クレジッ

トの普及と取引の拡大に取り組んでまいりま

す。

次に、フィルムコミッション○西村 賢議員

について伺います。

観光復活のため、映画やドラマのロケ地を誘

致するフィルムコミッションは、全国でおよ

そ300もの団体が立ち上がっており、コロナ前は

全国で誘致合戦が盛り上がっていた記憶もあり

ます。

映画やドラマのロケ地を巡る聖地巡礼は、国

内外から多くの観光客を呼び寄せ、また、一度

フィルムコミッションで成功すると、ほかの制

作会社からもロケ地としてのオファーがあり、

現にフィルムコミッション先進地の北九州市で

は、多くの映画が撮影され、ドラマ撮影の影響

で、海外から聖地巡礼に訪れる方もいるとのこ

とです。

宮崎県のフィルムコミッションはどうなの

か。現在は、ほぼ外部の団体に丸投げの状態で

ありますが、予算も少なく、問合せを受けるこ

とはできても、こちらから積極的に営業をかけ

るような動きは見られておりません。ほかの地

域では、首長自らトップセールスを行っている

とも聞きますが、本県のフィルムコミッション

への考え方を商工観光労働部長に伺います。

映画や○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

テレビドラマ、ＣＭなどのロケを本県で行って

いただき、その映像が国内外に発信されること

は、本県の認知度向上や観光誘客に有効である

と考えております。

このため本県では、官民共同で構成する宮崎

フィルム・コミッションにおいて、ロケ候補地

の問合せへの対応や、撮影のアテンド、エキス

トラの募集など、ロケを円滑に行うための支援

を行っております。

ロケを誘致するには、制作者に本県の魅力を

広く知っていただくことが大変重要であります

ので、県といたしましては、今後とも、豊かな

食や自然景観、神話ゆかりの地であるなど、本

県ならではの様々な情報を積極的に提供するな

どして取組を進めてまいります。

次に、本県のインバウンド対○西村 賢議員
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策について伺います。

コロナの入国制限が緩和され、報道等でも外

国人観光客がコロナ以前に戻ってきたと聞くこ

とも増えました。私自身、最近、東京や福岡に

行った際にも、多くの外国人観光客を見かけた

ところです。

今回、外国人を受け入れるまちづくりについ

て伺いたいのですが、私が以前、外国人から宮

崎に行きたいと相談を受けた際に、ゴルフや釣

りなどのレジャー施設、また「ここに泊まりた

い」と言われた宿も、「外国人はお断り」と断

られた経緯があります。

理由は、外国語が分からないので対応ができ

ないということでしたが、今ではアプリや翻訳

機もあり、直接の原因ではないと思います。ほ

かの客が嫌がるからとか、ただただ面倒なだけ

かもしれません。その現実を目の当たりにし

て、インバウンド客を迎えるためには、おもて

なしの熱意が必要でもありますし、県民の理解

も広がらなければ難しいと思いました。

インバウンドで成功している地域には、アク

セスがよくない地域も少なくないのですが、そ

れぞれに特徴のあるおもてなしのまちづくりを

しています。

県の観光誘致施策では、国外からインフルエ

ンサーを招待したり、関係部局トップが海外に

セールスで出向いたり、あるいはホテルや空

港、駅などに置く外国語の観光パンフレットを

作成したりと、毎年似たような施策を繰り返し

ていますが、効果があまり見えないのは、こう

いった県民や観光関係従事者の理解がまだ得ら

れていないからかもしれません。

インバウンド客増加に向けて、県内の観光関

連産業、飲食店など、どのように協力してもら

うのか、商工観光労働部長に伺います。

県では○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

これまで、フリーＷｉ－Ｆｉ環境の構築や多言

語コールセンターの運営に取り組むとともに、

観光ボランティアの育成など、インバウンド受

入れ環境の整備を進めてきたところでございま

す。

しかしながら、新型コロナの感染拡大によ

り、外国人観光客の受入れがない期間が長期化

してきた中で、今後の外国人観光客の受入れ拡

大に向けては、議員御指摘のとおり、改めて

オール宮崎でおもてなしの熱意を持って対応し

ていくことが重要であると考えております。

このため、県といたしましては、市町村や関

係機関とも連携し、観光事業者向けの研修等に

取り組み、インバウンド受入れに対する意識の

醸成を図るとともに、小型翻訳機の導入など、

外国人観光客の受入れ拡大に向けた取組への支

援を行ってまいります。

次に、国際路線の再開に向け○西村 賢議員

て伺います。

今、九州各県で動きが見えてきました。最近

では、熊本－台湾便、大分－ソウル便、福岡－

上海便が復活すると報道され、海外との交流再

開が次々と拡大しています。本県では、チャー

ター便は飛び始めましたが、本格再開には至っ

ておりません。

最近では、本県も、日隈副知事が台湾、韓国

の航空会社を、永山副知事が物産・観光分野の

セールスのために香港を訪問したとの報道があ

りました。その際の状況はどうだったのか、そ

れぞれの副知事に伺います。

新型コロナによる水○副知事（日隈俊郎君）

際対策が緩和され、航空需要が回復する中、お

話にありました九州においても、国際定期便の

再開が相次いでいる状況にあります。
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このような中、コロナ前に本県に運航してい

た台北線及びソウル線について、航空会社に対

し継続的に要望を行ってきておりますが、私自

身、昨年11月と本年４月、そして６月に入り先

週、台湾を、５月には韓国をそれぞれ訪問いた

しまして、各航空会社の幹部などに対しまし

て、本県への定期便の早期再開を強く訴え、協

議してきたところであります。

協議において、台北線については、「現時点

で機材とパイロットの確保が困難な状況ではあ

るが、今後検討したい」との回答を、ソウル線

については、「定期便の再開に向けて前向きに

検討したい」と、それぞれ回答を得たところで

あります。

県内におきましても、これまでの国際チャー

ター便の運航により、定期便再開に向けての機

運が高まっておりますので、引き続き、粘り強

く要望や交渉を行いながら、早期実現に向けて

取り組んでまいります。

私のほうは、新型コ○副知事（永山寛理君）

ロナによる行動制限が緩和された本年２月、人

や物の交流の早期の回復を図るため、香港を訪

問してまいりました。

現地では、県産品ＰＲや魅力発信の拠点とな

る海外初の香港ＫＯＮＮＥの開設に立ち会うと

ともに、香港最大の日系百貨店ＳＯＧＯにおき

まして、県産品フェアを視察し、流通関係者の

方々と、県産品の取扱い拡大に向けてしっかり

と確認してまいりました。

また、現地の飲食店経営者や商社、メディア

など、ビジネス関係者をお招きしたレセプショ

ンを開催しまして、副知事の立場から直接輸出

拡大や観光誘客に向けたＰＲを行い、現地キー

マンとのネットワークの強化を図り、このキー

マンの方々が早速宮崎県内各地で買い付けや爆

買いに走り回っていただいたところでございま

す。

県としましては、今回の訪問で得たネット

ワークを最大限に活用し、さらなる海外市場の

開拓や観光誘客に取り組んでまいりたいと考え

ております。

また、私としましても、仮に宮崎から去るこ

とになりましても、今後とも、愛する宮崎県の

海外展開や観光振興を積極的に応援し、アピー

ルしてまいりたいと考えております。

次に、国土強靱化について伺○西村 賢議員

います。

「昨年の台風第14号で、倒木等による電線の

断線が県内で約1,000か所、倒壊した電柱が242

本、停電からの復旧に長いところでは７日を要

しました」と、私は前回、この質問を県土整備

部に伺いました。この停電対策に道路パトロー

ルなどで対応する話もいただきましたけれど

も、やはりそれだけでは十分とも言えません。

昨年の台風被害は県北に被害が集中したの

で、幸い他県からの応援も多かったと聞きまし

たが、次はどうか分かりません。

今、九州管内の自治体では、森林環境譲与税

を活用して、九州電力と事前伐採について契約

締結する自治体が増えており、特に大分県では

進んでいるとのことです。本県での森林環境譲

与税を活用した台風災害の停電の事前対策につ

いて、環境森林部長に県の考えを伺います。

国が示してお○環境森林部長（殿所大明君）

ります森林環境譲与税を活用した市町村の取組

例として、道路等のインフラ施設に隣接する、

倒木のおそれがある木の伐採などの災害対策が

あり、県の事例としましては、日之影町で林道

のり面の危険な木の除去、西都市で人家周辺の

傾いた木の伐採への補助があります。
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台風などによる電線等への被害を未然に防止

するため、電力会社等と連携して支障となる木

を伐採するなどの事前対策に、森林環境譲与税

を活用することも可能であると考えておりま

す。

このため、市町村に対し、担当者会議や個別

相談会など、様々な機会を通じて情報提供を

行ってまいります。

よろしくお願いします。○西村 賢議員

先日、ある砂防ダムを見てきました。多くの

土砂を受け止め、下流域の土砂災害を防ぐ役割

を担っていると、改めて砂防ダムの重要性を感

じたところです。

近年、台風や異常気象で豪雨災害が多発する

ようになり、土砂災害の危険性は高まっていま

す。他県では、流れ込んだ土砂で砂防ダムが損

傷したケースがあるなど、砂防ダムの管理や老

朽化対策も重要でありますが、国土強靱化で災

害対策などの事業が増えている中、本県の砂防

ダムの管理状況について、県土整備部長に伺い

ます。

県では、土砂○県土整備部長（原口耕治君）

をためることで川の流れを緩やかにし、地形の

安定を図る不透過型砂防ダムを1,223基、流木等

の捕捉効果がより高い透過型砂防ダムを52基、

合わせて1,275基の砂防ダムについて、定期点検

を行うとともに、著しく堆積した場合には土砂

を撤去するなど、維持管理を行っております。

このような中、昨年９月の台風第14号の後、

土砂災害が発生した市町村において、砂防ダム

の調査を行った結果、８基で土砂や流木が著し

く堆積していたことから、撤去工事を順次実施

しているところであります。これまでに３基の

工事が完了し、残り５基について鋭意施工中で

あります。

今後とも、砂防ダムの機能が十分発揮できる

よう、適切な維持管理に努めてまいります。

災害から流域の人命・財産を○西村 賢議員

守り、安心して暮らしていける地域づくりの観

点からも、まだまだ新たな砂防ダムの整備も必

要であると考えますが、砂防ダムが必要とされ

ている箇所数と、事業箇所の優先順位の考え方

について、再度、県道整備部長に伺います。

県内には、土○県土整備部長（原口耕治君）

石流の土砂災害危険箇所のうち、人家が５戸以

上または学校や病院など人の集まる公共施設の

ある箇所が1,413か所あります。

これまで521か所の砂防ダム整備に取り組んで

きており、今後、整備が必要な箇所は892か所と

なっております。

県では、災害の状況や地元の要望を踏まえな

がら、土石流の被害想定区域内に、避難場所や

幼稚園、老人福祉施設等の要配慮者利用施設な

どがある箇所から優先して、砂防ダムの整備を

進めております。

今後とも、県民の生命・財産を守るため、予

算確保に努めるとともに、ハード・ソフト一体

となった土砂災害対策の推進にしっかり取り組

んでまいります。

次に、耳川流域の台風被害の○西村 賢議員

河床掘削について伺います。

昨年の台風被害において、耳川流域では大き

な被害がありました。これまで長年かけて、耳

川流域では河川改修や河床掘削を行ってきまし

たが、昨年の台風でも、その効果は当然ありま

したけれども、あれだけ掘ってきた河床も、今

は元以上に積もっているところもあります。

今年は台風が多いと予想する気象予報士もい

らっしゃいますが、今年の本格的な台風シーズ

ンに間に合うように、河床掘削だけでも急ぐ必
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要があると思いますが、今後の計画について、

県土整備部長に伺います。

耳川流域で○県土整備部長（原口耕治君）

は、これまで堤防の整備や宅地かさ上げなどの

河川整備を進めてきており、平成30年度以降、

約24万立方メートルに及ぶ河川掘削を行ってお

ります。

昨年９月の台風に伴う豪雨におきましては、

一定の整備効果が確認されたものの、家屋の浸

水被害等が発生したことから、被災箇所を中心

に、約４万立方メートルの河川の堆積土砂を除

去したところであります。

また、被害の大きかった耳川本川において

は、浸水対策を検討するため、現在、本川全体

の洪水の分析や、地区ごとの被災原因の調査な

どを実施しております。

引き続き、浸水対策の検討を早急に進めると

ともに、被害のあった箇所など、緊急性の高い

ところから順次河川掘削を行い、浸水被害の軽

減に努めてまいります。

次に、教育問題、不登校問題○西村 賢議員

について伺います。

不登校問題の一つの救済機関であるフリース

クールについて、まず伺います。

フリースクールは、何らかの理由で登校でき

ない子供たちが、小学校、中学校、高校の代わ

りに学んだり遊んだりできる場所であります

が、文科省による設置基準も有償料金の設定基

準もなく、全くの民間の任意機関という、子供

の成長を託す場所として一抹の不安を非常に感

じさせる環境とも言えます。

不登校の子供たちを何とかケアしたいという

崇高な意志を持って運営されているところと期

待するわけですが、今、本県に何か所のフリー

スクールがあるのか。また、児童生徒が在籍す

る学校長や教育委員会が認めるフリースクール

では、参加日数を出席日数としてカウントでき

ることとなっていますが、その児童生徒数を教

育長に伺います。

国の調査によりま○教育長（黒木淳一郎君）

すと、令和３年度にフリースクール等民間団体

・施設を利用した不登校児童生徒のうち、学校

において指導要録上の出席扱いとなった人数

は、小・中学校等を合わせて4,009人となってお

ります。ただし、県別、市町村別の人数は、公

表はされておりません。

なお、本県におけるフリースクール等の数

は、今年度、８市町に23の施設があることを把

握しております。

また、出席扱いにつきましては、児童生徒の

個人情報でもあるため、市町村がその公表を慎

重に取り扱っている状況もあり、県教育委員会

といたしましては、今後、市町村との連携を一

層密にし、フリースクール等を直接訪問させて

いただくことを含め、その実態の把握に努めて

まいります。

私は、不登校の生徒とはい○西村 賢議員

え、国が定める義務教育期間中は、教育委員会

の指導の下で、学校が不登校生徒の教育を放棄

してはならないと考えます。それは不登校の生

徒に対して無理な登校を押しつけるということ

ではなく、フリースクールの実態が義務教育期

間の子供たちにとって良好な環境か否かの判断

は行っていただきたいと思います。

そして、万が一、良好ではないと判断される

場合は、適切な指導を、児童生徒、保護者と協

議していくことが重要であります。不登校児童

生徒への指導監督の在り方について、教育長に

伺います。

学校におきまして○教育長（黒木淳一郎君）
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は、全ての児童生徒に対して定期的にアンケー

トや教育相談を行い、実態を把握するととも

に、学校行事などを通して、児童生徒の絆や居

場所を実感させるなど、魅力ある学校づくりに

よる不登校の未然防止に取り組んでおります。

さらに、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーなどの専門スタッフと連携

し、一人一人に応じた支援を行っております。

県教育委員会といたしましては、今年度もフ

リースクール等との協議会を持ち、意見交換を

行い、利用の状況や実態把握に努めるととも

に、その指導の在り方について、市町村教育委

員会とも協議を深めてまいります。

ぜひ不登校で苦しんでいる児○西村 賢議員

童生徒、またその保護者の皆様方に寄り添って

いただくような教育環境をしっかりと取ってい

ただきますように、私からもお願い申し上げま

す。

次に、義務教育時における主権者教育につい

て伺います。

これまでも主権者教育の重要性は訴えてまい

りましたが、今回の統一地方選挙の投票率の低

さは、民主主義の危機であると危機感を抱いて

います。

18歳投票権の付与の直後は、高校においてか

なりの政治教育が行われ、18歳の投票率が高

かった時期もありました。低投票率の責任を教

育機関に押しつけるわけではありませんが、や

はり教育が最も重要であります。

小学校、中学校の義務教育時から政治参加の

意識を子供たちに植え付けることも必要である

と考えますが、教育長の見解を伺います。

義務教育段階から○教育長（黒木淳一郎君）

政治参加への興味や関心を高めさせることは、

大変重要であります。

そのため、小学校６年の社会科では、子育て

しやすい環境づくりについて調べ、まとめるな

どの学習が、また、中学校３年の社会科では、

政権公約を活用した模擬投票を実施するなどの

学習が、それぞれ工夫して行われております。

さらに、総合的な学習の時間等において、地

域課題の改善案を地元自治体と協議するなど、

地域の一員としての意識を高める取組も行われ

ております。

今後とも、児童生徒が一票を投じることの大

切さを自覚し、主体的に社会に参画しようとす

る態度を育む、主権者教育の充実にしっかりと

取り組んでまいります。

主権者教育は本当に大事なこ○西村 賢議員

とだと思います。義務教育、さらには、高校で

のさらなる教育の充実をよろしくお願いいたし

ます。

次に、交通安全対策について伺います。

今、全国的に信号のＬＥＤ化が進み、県内で

も増えてきているように感じます。視認性が高

く、電気代や設備更新の節約などにも効果があ

ると言われていますが、現在、県内の整備率は

どうなっているのか、またＬＥＤ化による効果

について、警察本部長に伺います。

信号灯器につき○警察本部長（山本将之君）

ましては、令和５年３月末現在で、県内２

万6,408灯器中、約67％の１万7,809灯器がＬＥ

Ｄ化されております。

ＬＥＤ化の効果は、電球式と比較し、輝度、

すなわち輝きの度合いが高い上に、朝日や夕日

の影響を受けにくいため、視認性が向上し、交

通事故防止につながると考えております。

また、電球式と比べ、ＬＥＤ式は交換までの

寿命が長く、消費電力も抑えられることから、

経費の縮減にも寄与しており、県警察といたし
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ましては、引き続き信号機のＬＥＤ化を推進し

てまいります。

かなりの電気代や設備更新の○西村 賢議員

節約にもつながると聞きましたので、少しでも

早く整備が進むようにお願いしたいと思いま

す。

次に、横断歩道の一旦停止の周知拡大につい

て伺います。

今、信号のない横断歩道の視認性を上げるた

めに、紅白の横断歩道が見かけられます。まさ

にこの県議会の前にありますが、車両は歩行者

がいた際に一旦停止しないと交通違反となり、

反則金と点数が付されます。具体的には、普通

車の場合、9,000円の反則金と違反点数２点とな

ります。しかし、この横断歩道での一旦停止

に、県民の理解度がどれほど広がっているのか

分かりません。

以前、本県ドライバーの一旦停止違反者の数

が大きな問題となり、かなりの啓発活動や紅白

横断歩道の導入などの対策が取られてきまし

た。しかしながら、まだまだ周知が足りていな

いとも思えます。最近の検挙の状況と周知活動

について、警察本部長に伺います。

信号機のない横○警察本部長（山本将之君）

断歩道の停止率は、県内におきまして、平成30

年が7.9％で、この年、横断歩道での交通事故

が122件発生していたことから、県警察では、こ

の５年間、指導取締りや広報啓発、御指摘のあ

りましたモデル横断歩道のカラー化などの対策

を講じてまいりました。その結果、昨年の停止

率は53.6％に向上し、横断歩道での事故件数

も65件と半減いたしました。

各種対策の中で、お尋ねの横断歩行者妨害違

反の検挙件数は、平成30年は1,330件でありまし

たが、令和２年、2,978件、令和３年、4,437

件、令和４年、2,726件となっております。

今後も、交通安全運動において重点事項とし

て取り組むほか、ＳＮＳによる情報発信や免許

更新時の講習における啓発など、様々な機会を

通じて、横断歩道における歩行者優先ルールの

周知を図ってまいります。

おととしは非常に多くの方が○西村 賢議員

検挙されたようでありますし、また、その対策

が今、少しずつ効果が見えてきているところで

あります。

先ほど、カラー舗装の話、紅白の横断歩道の

話がありましたけれども、この前、全県下の一

覧表を見せていただきました。できれば市町村

に１か所ずつぐらい、全市町村とは言いません

が、まだカラー舗装がない市町村もあるようで

ございます。モデル的にも全市町村に１か所ず

つぐらいはあるといいかなと思いますので、要

望に代えさせていただきます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○日高博之副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○日高博之副議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、黒

岩保雄議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○黒岩保雄議員

ざいます。緑風会、日南市選出の黒岩保雄で

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

当選後初の県議会定例会におきまして、質問

の機会を与えていただきましたことに、濵砂議

長はじめ、関係各位に心からお礼を申し上げま

す。

本日は、日南市からも多くの方々に傍聴にお

越しいただき、見慣れた姿に緊張がほぐれ、安

心感を覚えます。また、本日は、２か月に一度

の年金支給日です。何かとお忙しい中での傍

聴、心からお礼を申し上げます。

今日は、日南市が誇る紳士服などの製造会社

である宮崎ファクトリーのスーツを着てまいり

ました。少し暑いですが、無理して上着も着さ

せていただきます。

初めての登壇でございますので、少し自己紹

介をさせていただきます。

私は、高校卒業後に日南市役所に入り、39年

間勤務してまいりました。その間、５人の市長

が就任され、主に、総務企画、商工観光、福祉

などの部署で仕事をしてまいりました。

また、平成７年度には、県の地方課、現在の

市町村課に派遣され、本日、執行部席におられ

る吉村政策調整監と１年間、机を並べ、勉強さ

せていただきました。このほか、日隈副知事、

黒木教育長、井手企業局長をはじめ、各部長の

皆さんにも、市役所時代に大変お世話になりま

した。御指導を賜ってまいりました。この場を

お借りし、厚くお礼を申し上げます。

これまでの市役所の仕事の中で、様々な方々

の生活の現場を見てまいりました。その中に

は、僅かな年金で、何の希望もなく、細々と生

活されている高齢者、朝から晩まで働いて、そ

れでも借金が増える農家や事業主の方々、幼い

子供だけを家に残し、夜の街に仕事に行かなけ

ればならないシングルマザー、そういう方々を

見てまいりました。

私は、こうした方々が少しでも笑顔になれる

ように、そして次世代を担う全ての子供たちが

希望と誇りを持って生活できるふるさとをつ

くっていきたいと強く思い、仕事に携わってま

いりました。

そして、このたび、政治家という立場でこの

目標に取り組む決意をし、多くの方々の御理解

と御支援により、本日、ここに立たせていただ

いています。

河野県政とは適度な距離と緊張感を維持しつ

つ、県民の福祉の向上という共通の目標に向

かって尽力してまいりたいと思いますので、議

員各位をはじめ、執行部の皆様、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

それでは、本題に入ります。初めに、知事の

政治姿勢についてです。

国は1999年以降、市町村合併を推進し、当

初3,232あった市町村数が半数近くの1,727とな

りました。その後、東京への一極集中を是正

し、地方人口の減少に歯止めをかけるため、地

方創生に取り組み始め、自由度の高い交付金や

ふるさと納税制度をスタートさせ、地方自治体

の自立と活力を促進してきました。

加えて、近年は、コロナ関連の臨時交付金な

令和５年６月15日(木)
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ども相まって、県内市町村では、それぞれの考

えや資源の下、個性ある施策が展開されてまい

りました。子ども医療費、給食費、保育料の無

償化の取組のほかに、経済の活性化や移住に関

する助成などに積極的に取り組む市町村と、財

政事情等により、こうした取組ができない市町

村とでは、住民サービスや人口減少のスピード

などに差が生じています。

そこで、知事にお伺いいたします。このよう

に市町村が様々な施策を行う上で、その取組に

差が生じていることについて、どう認識されて

いるか。また、県内市町村の均衡ある発展のた

めに、県が果たすべき役割は大きいと考えます

が、そのお考えをお伺いします。

壇上からの質問は以上とし、以降の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

地方行政におきまして、基礎自治体である市

町村の役割としては、住民に身近な行政サービ

スの提供が、広域自治体である県には、市町村

間の連携・調整や補完、広域での総合的な施策

の推進が求められているところであります。

各市町村では、地域のニーズや課題などを踏

まえて、強みを生かした様々な取組が図られて

いる一方で、地域の資源や財政状況により、そ

の内容は様々であります。県の施策を推進する

上でも、その市町村の状況を考慮しながら取り

組んでいく必要があると認識しております。

国の第32次地方制度調査会の答申では、行政

サービスを維持するための地域の実情に応じた

広域連携や、人口減少が進む中で、圏域での連

携が困難な市町村に対する県の補完・支援が有

効であると示されたところであります。

県におきましては、県市町村連携推進会議の

開催や、広域連携などをテーマとした市町村サ

ポート事業に取り組んでおります。私も首長と

一緒になりながら、円卓トーク等でブロックご

とに様々な議論も行ったりしているところでご

ざいます。引き続き、基礎自治体である市町村

の機能が十分に発揮され、県全体の均衡ある発

展が実現できるよう、県としてもしっかり支援

してまいります。以上であります。〔降壇〕

広域連携が困難な市町村につ○黒岩保雄議員

きましては、県が補完・支援をされるというこ

とでございますので、県民の皆さんが住んでい

らっしゃる市町村の違いで享受できるサービス

に差が生じないように、しっかりとお願いした

いと思います。

それでは、人口減少対策について質問してま

いります。

初めに、本県の人口は、平成７年の11 7

万6,000人をピークに減少し、令和12年には、い

よいよ100万人を割り込むと予想されています。

人口の動態には、社会動態と自然動態があり

ますが、先日、ある新聞に、県内各市町村のう

ち、転入者が転出者を上回る転入超過が、令和

４年には７市町村になったと報じられていまし

た。

私は、日本国自体の人口が減少する中で、一

つの自治体が人口を増やしていくことは並大抵

のことではありませんので、人口減少をいかに

緩やかにし、経済や行政運営に与える影響を少

なくしていくかということを念頭に置くべきだ

と思います。

そうした意味では、先ほどの７市町村の移住

施策は、人口減少対策の一つのヒントであり、

可能性を示す事例であると感じています。

そこで、本県への移住の現状はどうなってい

るか、総合政策部長にお伺いいたします。
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県外からの○総合政策部長（重黒木 清君）

移住につきましては、地方回帰の流れと新型コ

ロナの影響が相まって、ここ数年、増加傾向に

あり、県及び市町村が把握しております移住世

帯数は、令和元年度が558世帯、令和２年度

が755世帯、令和３年度が884世帯となっており

ます。

このうち、令和３年度につきましては、20代

から40代までの若い世代が８割を占めており、

移住前の居住地は、関東と九州・沖縄がそれぞ

れ約３割となっております。

若い世代が８割というところ○黒岩保雄議員

が大変心強く思っているところでございます。

それでは、本県への移住・定住を促進する上

での課題と、それに対する県の取組について、

引き続き総合政策部長にお尋ねします。

本県への移○総合政策部長（重黒木 清君）

住世帯数は順調に増加しておりますが、東京23

区が令和４年に再度転入超過に転じるなど、今

後の見通しが不透明なことから、本県が移住先

として選ばれるための魅力発信や、認知度のさ

らなる向上が課題であると考えております。

そのため、首都圏の若者を対象とした交流会

の開催や、本県への短期滞在プログラムを実施

するなど、将来の移住につながるファン層の拡

大に取り組んでいるところであります。

また、移住サポーターの設置や、移住者と地

域の方々との交流会の開催など、市町村が実施

する定着に向けた取組も支援しております。

県外からの移住を増やすことは、人口減少の

抑制を図る上で大変重要であることから、今後

とも、移住・定住の促進にしっかりと取り組ん

でまいります。

分かりました。魅力発信や認○黒岩保雄議員

知度の向上が課題であるということは、私もそ

のとおりだと思います。移住を希望される方

が、いきなり宮崎県の市町村に移住されるとい

うことは少ないと思いますので、まずは宮崎県

が移住に関して注目される県になり、そこから

市町村に関心を持っていただくような状況をつ

くっていただきたいと思います。

そして、次の課題として、私は、移住者に対

する住居の提供があると思います。山間部には

空き家がありますが、なかなか貸していただけ

ないという実態がございます。

今回初めて知ったのですが、県では、移住者

向けに、その空き家利用を促進する事業もされ

ており、先日は、全国古民家再生協会の全国大

会も本県で開催されるなど、古民家や空き家の

活用に関心が高まっているようですので、その

対策がしっかりと進展することを大いに期待し

ております。

一方、自然動態につきましては、本県の場

合、平成15年以降はマイナスに転じていて、近

年は毎年7,000人近く減少しています。

特に、令和４年の出生数については、合計特

殊出生率が全国第２位の1.63となったもの

の、7,136人にとどまり、過去最少となりまし

た。

そこで、人口自然減の要因の一つである出生

数の減少について、どう考えておられるか、福

祉保健部長にお尋ねします。

本県では、平○福祉保健部長（川北正文君）

成15年に死亡数が出生数を上回る自然減に転じ

て以降、その格差は拡大を続けております。

この状況が生じる要因の一つが出生数の減少

でありますが、子供を産む世代の女性人口の減

少に加え、婚姻数の減少が大きく影響しており

ます。

この背景には、若者を中心とするライフスタ
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イルの変化や価値観の多様化により、未婚化・

晩婚化が進んでいること、また、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、出会いの機会が

減ったことや、経済的な厳しさから将来に対す

る不安感が高まったことなどがあるものと考え

ております。

私の住む日南市の例を挙げま○黒岩保雄議員

すと、出生数が前年よりも大幅に減少した際

に、その原因を調査いたしましたところ、その

２年ほど前の婚姻届の数が大幅に減っているこ

とが判明いたしました。婚姻数の減少が出生数

に大きく影響しているという部長の答弁のとお

りだと思います。

こうしたことから、少子化対策として結婚支

援が重要であると考えますが、どう取り組んで

いかれるのか、知事にお伺いいたします。

我が国では、結婚と出○知事（河野俊嗣君）

産の結びつきが強いという特徴がありまして、

婚姻数が出生数に大きく影響しております。少

子化対策において、御指摘のとおり、結婚支援

は大変重要であると考えております。

このため県では、結婚サポートセンターを通

じた出会いの機会の創出や、ライフデザイン講

座による若い世代への啓発などに取り組んでい

るところであります。

また、社会全体で出会いや結婚を応援する機

運の醸成を図る必要があることから、これまで

取り組んでまいりました「子育て県民運動」に

「出逢い・結婚応援」の視点を新たに加え、今

年度から「ひなたの出逢い・子育て応援運動」

を展開していくこととしております。

私も58歳ですが、今、私より上ぐらいの世代

が、おせっかいおじさん、おせっかいおばさん

と言われながらも、そっと背中を押す、そのよ

うな取組、またそのような風潮といいますか、

機運を高めていくことも非常に重要ではないか

と考えております。

今後とも、市町村や企業・団体等と十分に連

携を図りながら、希望どおりに家族を持つこと

ができ、子育てが楽しいと感じられるみやざき

づくりの実現に向けて取り組んでまいります。

大変思いのこもった答弁をい○黒岩保雄議員

ただきまして、ありがとうございます。

今回の補正予算では、「子ども・若者」を

キーワードとして、数多くの出産、子育ての支

援事業が提案されています。特に、九州初や全

国初という先駆的な取組は、結婚支援にも資す

るものであり、成果を期待しているところでご

ざいます。

続いて、その子育てについてです。

ついこの前までは待機児童の問題がありまし

たが、国の対策などにより大幅に減少している

一方、最近では、共働き世帯の増加を背景とし

た、保護者の身体的負担などの問題も叫ばれて

います。

このように刻々と問題が変化する中、県にお

いては、子育てに関するニーズをどのように把

握されているのか、福祉保健部長にお尋ねいた

します。

安心して子供○福祉保健部長（川北正文君）

を生み育てる社会を実現するためには、子育て

環境の整備や充実が必要であり、子育てに関す

るニーズを把握することは大変重要でありま

す。

このため県では、事業の実施主体である市町

村との緊密な意見交換や、保育所等の子育て現

場におけるヒアリング等を通じて、地域の実情

や課題等を把握しております。

また、結婚や子育てに関する意識調査の実施

や、子ども・子育て支援施策に関する調査・審
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議を行う「子ども・子育て支援会議」を通じ

て、子供の保護者から直接意見を聴取するな

ど、様々な機会を捉えてニーズの把握に努めて

おります。

ありがとうございます。県と○黒岩保雄議員

いたしましては、子供の保護者と直接接する機

会はなかなか少ないと思いますので、ニーズの

把握は大変だと思いますが、どうぞ機会をつ

くっていただき、生の声をお聞きいただくよう

にお願い申し上げます。

こうした中、子育てに関して求められる支援

の内容は実に幅が広く、県においては、事業の

優先順位を考慮しなければならない場面も多々

あろうかと思います。

そこで、県において柱となる子育て支援策は

何か、福祉保健部長にお伺いいたします。

少子化が加速○福祉保健部長（川北正文君）

する中、出産や子育てに対する不安感や負担感

を軽減する取組は大変重要であります。

このため今議会では、病児保育利用料の無償

化や、男性の家事・育児参加を促進する事業等

の新たな施策をお願いするなど、ライフステー

ジに応じた切れ目のない支援策の充実を図って

まいりたいと考えております。

また、地域の実情を踏まえたきめ細かな施策

を検討するため、外部有識者による調査・分析

等を通じて、子育て支援の主体となる市町村の

取組を後押しする事業にも新たに取り組んでい

くこととしております。

日本一生み育てやすいみやざきづくりに向

け、引き続き、子育て世帯に寄り添った支援策

を推進してまいります。

共働きの子育て世帯からは、○黒岩保雄議員

平日の日中は保育施設などに預けることができ

るものの、病児保育、休日保育、そして小学校

の放課後児童クラブなど、平常時の日中以外の

保育施設を充実してほしいという多くの声を聞

いています。どうぞ実態を調査・分析いただ

き、市町村と連携した取組をよろしくお願いい

たします。

次に、育児休業制度についてです。

この制度は、原則として、子供が１歳に達す

るまで、申出により育児休業の取得を可能とす

る、法で定められたものです。

ただ、県内における実態は、勤務先の企業が

零細で社員数が少ないため、休業を取得できる

状況にないとの声を伺っています。

国が拡充を進める中、県内の民間事業所にお

ける育児休業制度の利用状況と、利用促進に向

けた県の取組について、商工観光労働部長にお

尋ねします。

県が実○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

施した労働条件等実態調査によりますと、令和

４年度の育児休業取得率は、男性が25.8％、女

性が98.4％となっており、男女ともに年々増加

しております。

しかしながら、依然として男性の割合は低い

状況にあり、県内の企業においても、子育てし

ながら安心して働き続けられる環境づくりを進

めていくことが大変重要であります。

このため県では、まずは企業のトップの方に

働きやすい職場づくりへの意識を高めてもらう

ため、「仕事と生活の両立応援宣言」の事業所

登録や、「働きやすい職場「ひなたの極」」の

認証取得の促進を図るとともに、企業向けの研

修会なども行っております。

引き続き、これらの取組の普及定着を図り、

働きやすい職場づくりを進めることにより、人

材確保にもつなげてまいりたいと思っておりま

す。
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この取組につきましては、市○黒岩保雄議員

町村単独ではなかなか難しいところでございま

すので、県を挙げて取り組んでいただきますよ

うに、どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、地域の皆さんが、日々の生活の中で

困っておられること、望んでおられることにつ

いて、幾つか伺ってまいります。

私は、日南市役所を退職して以降、およそ２

年半の政治活動の中で、１万戸を超える家庭に

お伺いし、様々な意見交換をしてまいりまし

た。その家庭の大半は高齢者の方々で、健康の

こと、家計のこと、近所付き合いのことなど、

多種多様な悩みや要望をお聞かせいただきまし

た。

その中でも多かったのが、１つ目に、交通手

段がないことと近所に買物をする場所がないこ

と、２つ目に、診療所の廃業が相次ぎ、診療先

が少なくなったこと、３つ目に、体が思うよう

に動かず、災害時の避難に不安があること、４

つ目に、集落の田畑を耕作する人がいなくな

り、荒れていること、ということでした。こう

いう問題は、もちろん地元の市町村が取り組む

ことではありますが、県としても、その取組の

支援をすべきではないかと考えています。

まず、１つ目の交通手段の確保といわゆる買

物難民対策については、既に県では取組をされ

ています。

そこで、県民の皆さんへの周知の意味も含

め、中山間地域移動スーパー等導入支援事業及

び路線バスの高齢者向け企画乗車券について、

取組内容を総合政策部長にお伺いいたします。

まず、移動○総合政策部長（重黒木 清君）

スーパー等導入支援事業につきましては、移動

スーパーの開業や買物・交流の拠点となる、よ

ろず屋の開設に取り組む事業者等に対し、車両

購入や店舗の改修等の経費の一部を市町村を通

じて補助するものであり、現在、ホームページ

にて、事業の周知、申請の受付を行っておりま

す。

また、今議会で補正予算をお願いしておりま

す路線バスの高齢者向け企画乗車券につきまし

ては、65歳以上の高齢者が１回200円で県内の路

線バスを利用できる乗車券の造成を支援するも

ので、本年10月からの運行開始を予定しており

ます。

これらの取組によりまして、日常生活に必要

なサービスの維持・確保を図り、地域住民が安

心して暮らせる環境づくりを進めてまいりま

す。

ありがとうございます。地域○黒岩保雄議員

の実情を鑑みた、いい事業であると思っていま

す。

以前、日南市内の方から、病院に行くのに診

察代よりもバス代の方が高くつく、何とかなら

ないかという御意見をいただき、私は今回の選

挙の中で、「県内一律バス運賃100円の実現」を

政策として提案させていただきました。

200円バスにつきましては、今回の補正予算が

可決された後ということになりますが、これら

の事業が多くの県民の皆さんに利用されるよ

う、市町村と協力して広報をしっかりと行って

ほしいと思いますし、その成果につきまして

も、今後、検証させていただきたいと思いま

す。

２つ目に、診療所等の閉院です。

日南市の資料では、令和２年以降、６つの診

療所等が閉院されており、高齢者を中心に、診

療を必要とする住民の方々が困っています。

そこで、最近の本県における医療法人の解散

件数や解散理由について、福祉保健部長にお尋
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ねいたします。

令和３年度は○福祉保健部長（川北正文君）

２医療法人が解散し、解散理由としては、理事

長の健康面の問題となっております。

また、令和４年度は６医療法人が解散し、理

事長の健康面の問題によるものが３法人、理事

長の高齢化によるものが２法人、理事長の死亡

によるものが１法人となっております。

聞きますと、県内は、日南市○黒岩保雄議員

以外ではあまり減少していないような感じがい

たしますが、いずれにいたしましても、閉院理

由につきましては、健康面や高齢といったこと

が多くて、経営上の問題ではないというような

ことでございます。

また、こうした施設には、建物や高額な医療

機器をはじめとする設備があり、いずれは開業

を考えている医師にとっては、低コストで開業

できるチャンスではないかと考えます。

このことから、診療所等の事業承継の対策に

力を入れるべきと思いますが、県の考えを福祉

保健部長にお伺いいたします。

診療所等の事○福祉保健部長（川北正文君）

業承継につきましては、住み慣れた地域で医療

サービスを安心して受けられる体制を維持する

観点から、大変重要な視点であると認識してお

ります。

事業承継の推進に当たっては、県医師会にお

いて、事業承継をテーマとしたセミナーが開催

されているほか、後継者不在の中小企業等を支

援する県事業承継・引継ぎ支援センターでは、

個人開設の医療機関の相談も受け付けておりま

す。

医療機関の事業承継は、後継者の医師確保が

前提となる大変難しい問題ではありますが、今

後も医師確保にしっかりと取り組みながら、円

滑な事業承継がなされるよう、市町村等との意

見交換や先進事例の情報収集に努めてまいりま

す。

診療所等の事業承継は容易な○黒岩保雄議員

ことではないと思いますが、住民サービスとか

税収の面でも高い効果が期待されますので、

しっかりとお願いしたいと思います。

次に、３つ目の災害時の避難についてです。

国では、東日本大震災を教訓に、災害時に自

ら避難することが困難な高齢者や障がい者等の

避難行動要支援者について、個別の避難計画を

作成することを市町村の努力義務とする災害対

策基本法の改正を令和３年に行ったことは、御

案内のとおりでございます。

しかしながら、市町村では、この個別計画の

策定が思うように進んでないと聞いています。

そこで、危機管理統括監に、県内市町村にお

ける個別避難計画の策定状況と、策定が進まな

い理由についてお伺いします。

県内市町村○危機管理統括監（横山直樹君）

の個別避難計画の策定状況は、今年４月１日現

在、全て策定済みが４市町村、一部策定済み

が10市町村、未策定が12市町村であります。

策定が進まない主な理由として、個別避難計

画は要支援者ごとに策定しなければならないた

め、膨大できめ細かな作業が必要であり、市町

村によってはマンパワーが不足していること、

また、策定には、福祉専門職や民生委員といっ

た日常の支援者のほか、近隣住民など多くの関

係者が要支援者の置かれている状況に応じて連

携する必要があり、その調整が困難で、また時

間を要することなどが考えられます。

この計画策定の努力義務は市○黒岩保雄議員

町村にありますが、県としても、一人でも多く

の方の個別計画が早期に作成され、誰一人取り
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残さない防災対策の実現に向けた取組が必要と

考えます。

つきましては、この個別避難計画を実効ある

ものとするために、県としてどういう支援を

行っていくのか、引き続き危機管理統括監にお

伺いします。

個別避難計○危機管理統括監（横山直樹君）

画が災害時に有効に機能するためには、計画の

策定を通じて、多くの関係者の連携や、要支援

者を支える地域の結びつきが強化されること、

また地域住民の理解と協力を得ることが重要で

あります。

このため県では、個別避難計画の策定を促す

チラシを市町村を通じて配布するとともに、今

月からは、計画策定に取り組む市町村に出向

き、実績や課題を把握し、一緒に考える伴走型

支援を行っており、今月末までに県内全ての市

町村への訪問を終える予定です。

このほか、計画策定済みの県外市町村から実

務担当者の派遣を受け、課題解決のための助言

やヒントを提供してもらう内閣府の事業を活用

して、都城市と小林市の計画策定の支援を行う

こととしております。

ありがとうございます。理解○黒岩保雄議員

促進と伴走型支援をどうぞよろしくお願いしま

す。

次に、４つ目の担い手のいない農地保全につ

いてです。

現在、耕作者のいない農地については、その

所有者が市町村の農業委員会に相談し、耕作の

引受者を紹介していただくような取組もあると

伺っています。

しかしながら、圃場整備によって、まとまっ

た面積の農地等は引受手がいるものの、山間部

の農地は、経営的な観点などから、引受手が見

つからないなどの理由で遊休農地化が進んでい

ます。

このように担い手が減少する中、農地をどの

ようにして保全していくのか、農政水産部長に

お尋ねいたします。

担い手が減少○農政水産部長（久保昌広君）

する中、農地の保全や多面的機能の維持は、重

要な課題であります。

このため県では、多面的機能支払制度等を活

用し、地域が一体となって行う農地や施設等の

地域資源の保全管理を図る活動を支援しており

ます。

また、農地中間管理事業を活用し、将来の目

指すべき姿を定める地域計画の実現に向け、担

い手への農地の集積や集約を支援し、農地の効

率的利用も図っているところです。

加えて、農地法の改正で、本年４月から農地

取得の面積要件が廃止されたことに伴い、新た

に農業を始めたいＵＩＪターン者など、多様な

人材による農地の利用促進も進むと考えてお

り、これらの取組により、農地の保全を図って

まいります。

遊休農地は、隣接する耕作地○黒岩保雄議員

にも悪影響を及ぼすほか、洪水防止などの多面

的機能の喪失をもたらします。市町村と連携

し、しっかりと農地の保全を促進していただく

ようにお願い申し上げます。

次に、観光の振興についての質問に移りま

す。

本年３月25日に、長年の悲願であった高速道

路が日南市までつながりました。御尽力賜りま

した河野知事や永山副知事、そして今日、傍聴

席におられる「宮崎日南生活（いきいき）ロー

ド女性の会」の山口会長様をはじめ、関係各位

に、この場をお借りし、心からお礼を申し上げ
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ます。

日南以南の区間につきましても、一日も早い

全線開通に向け、取組を継続していかなければ

なりません。

この清武南インターチェンジから日南東郷イ

ンターチェンジまでは、無料区間であるため、

非常に利用しやすく、観光や物流などに大きな

効果をもたらすものと期待いたしております。

開通して１か月後に国土交通省が行った調査で

も、交通量の増加や経済効果が現れているよう

です。

そこで、東九州自動車道清武南－日南北郷間

の開通により、県は今後どのように観光振興に

取り組まれるのか、商工観光労働部長にお伺い

します。

議員御○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

指摘のとおり、今月５日に国が発表した開通１

か月後の交通状況等に関する調査結果によりま

すと、ゴールデンウイーク期間中の道の駅なん

ごうの来客数は9,140人で過去最高を記録し、対

前年比で98％増、総売上げは28％増となるな

ど、その効果が現れております。

また、同調査結果では、移動時間の短縮によ

り、県北や熊本方面からの観光客が増えてお

り、今後、周遊性向上による滞在時間の延長

や、観光消費額の増加が大いに期待されます。

県といたしましては、開通の効果が観光面に

おいて最大限に発揮されるよう、関係市町村を

はじめ、隣県やカーフェリーなど他の公共交通

機関と連携し、本県の強みを生かしたプロモー

ションを積極的に展開するとともに、海外ク

ルーズ船などの誘致活動に取り組むことによ

り、国内外からの観光誘客につなげてまいりま

す。

より遠方からの誘客が可能に○黒岩保雄議員

なったということでございますので、部長の言

われるように、隣県などのプロモーションは重

要だと思っています。

ところで、最近、ウェルビーイングという言

葉を耳にいたします。昨日も議会の中でこの言

葉が出てまいりました。定義はいろいろありま

すが、端的に言えば、心身ともに健康で幸せな

状態のことだと思います。今、国内では、この

理念を企業が就業面で目標にしたり、自治体も

まちづくりの指針にしたりしています。

また、この関心の高さから、ウェルビーイン

グにつながるようなスポーツ、文化継承、環境

保全など、体験型の旅行も増えつつあります。

幸い本県には、心と体が癒やされる雄大な自然

やサーフィンなどのマリンスポーツ、トレッキ

ング、神楽などの伝統芸能、サイクリングな

ど、ウェルビーイングをもたらす環境が豊富に

あり、このツーリズムの流れは、本県における

観光振興の絶好の機会だと考えます。

こうしたことから、旅行者の心身の健康や幸

福感を重視するウェルビーイングツーリズムの

視点を取り入れた観光誘客の考え方について、

商工観光労働部長にお尋ねいたします。

新型コ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ロナの影響により、旅行形態が多様化する中、

自然を楽しみ、旅行者の心身の健康や幸福感を

重視する観光ニーズは高まっており、本県の豊

かな自然や恵まれたスポーツ環境は、県内への

観光誘客を進める上で大きな強みになると考え

ております。

このため県では、本県の自然や景観等から得

られる癒やしをテーマとした「デトックス・ト

リップ宮崎」プロモーションや、サイクリン

グ、トレッキングなどのアウトドア体験、サー

フィン、ゴルフなど、本県の強みを生かした観
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光誘客に取り組んでいるところであります。

今後とも、多様化する旅行ニーズを的確に捉

えつつ、ウェルビーイングツーリズムの視点も

取り入れながら本県の魅力をＰＲし、効果的な

誘客に努めてまいります。

私は、この新たなツーリズム○黒岩保雄議員

や利活用の余地が考えられる大島の開発、そし

て水族館の建設などによって、日南海岸を、世

界の人々が訪れたくなる、美しく個性ある観光

地にできないかと思っています。このテーマに

ついては、今後も県当局と機会あるたびに意見

交換をさせていただきたいと思いますので、丸

山部長、どうぞよろしくお願いいたします。

ところで、今年に入り、外国クルーズ船が油

津港と細島港に入港するようになりました。消

費力の高いクルーズ船の観光客は、タクシー、

飲食、ショッピングなど、様々な分野に効果を

もたらすほか、クルーズの運航会社が寄港地の

観光情報を世界に発信するなどのＰＲ効果もあ

ります。

世界がコロナ禍から脱却しようとする昨今に

おいて、県内における外国クルーズ船の寄港状

況について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

県内における○県土整備部長（原口耕治君）

外国クルーズ船の寄港回数は、平成29年の30回

をピークに、平成30年が９回、令和元年が11回

と推移してきましたが、令和２年から令和４年

の３年間は、クルーズ船事業者が新型コロナの

影響を受け、運航を停止したことにより、寄港

はありませんでした。

このような中、今年３月に外国クルーズ船の

寄港が再開され、特に油津港では、本県初寄港

のクイーン・エリザベスなど、世界有数の大型

クルーズ船の寄港が実現し、地元の盛大な歓迎

を受けたところであります。

今年は現時点で、外国クルーズ船が油津港で

６回、細島港で３回寄港しており、今後の予約

状況を見ましても、コロナ禍以前の状況まで回

復しつつあると認識しております。

ありがとうございます。いい○黒岩保雄議員

傾向だと思っています。

油津港は、世界最大クラスの22万トンの客船

も入港できる条件が整っており、先日は17

万1,000トンの外国クルーズ船が入港いたしまし

た。

しかしながら、大型クルーズ船の実際の入港

に関しては、大型貨物船との入港日時の調整

や、コンテナヤードと呼ばれる荷役の集積場所

の利用調整が必要と聞いています。

外国クルーズ船の寄港に関する油津港の機能

は十分なのか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

油津港につき○県土整備部長（原口耕治君）

ましては、これまでに大型クルーズ船に対応し

た水深の確保をはじめ、係船柱や防舷材の追加

設置などを行ってきており、世界最大の22万ト

ン級外国クルーズ船の受入れが可能となってお

ります。

また、大型化する貨物船の同時接岸に対応す

るため、岸壁の延伸が本年度から事業化され、

早期完成に取り組んでいるところです。

一方で、議員御指摘のとおり、さらに船長の

長い大型クルーズ船と貨物船との同時接岸は困

難な状況にあることから、県としましては、港

湾利用者間の調整をより一層密に行うととも

に、クルーズ船事業者や関係部局との連携を図

りながら、積極的にクルーズ船の誘致に努めて

まいります。

岸壁の延伸と利用者間の調整○黒岩保雄議員
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につきましては、油津港湾事務所をはじめとす

る県の御尽力に感謝いたします。

部長も言われたように、事業化された現在の

計画の岸壁の延伸では、大型のクルーズ船と貨

物船との同時接岸はできませんので、さらなる

延伸が必要です。

ただ、この延伸のためには、港湾計画に対す

る国の承認、国庫補助の獲得などが必要ですの

で、共に取り組んでまいりたいというふうに

思っています。

さて、コロナ禍により、これまで県内の小中

学生の修学旅行先は、遠出を避けて県内にする

動きがありました。このことは、小中学生に郷

土の歴史、文化、自然などを理解していただく

機会のほか、受け入れる地域にも、経済の活性

化や、まちのにぎわいに効果をもたらすなど、

とてもいい傾向だったと思っています。こうし

た旅行は、コロナ禍の時期だけに限らず、今後

も継続してほしいと願うものです。

そこで、小中学校における県内修学旅行の今

後の動向について、教育長にお伺いいたしま

す。

小中学校におきま○教育長（黒木淳一郎君）

しては、新型コロナウイルス感染症で人の移動

が制限される中、令和２年度は228校が、令和３

年度は222校が、令和４年度は減少しまして85校

が、県内修学旅行を実施しております。

今年度は、小学校19校、中学校１校にとど

まっておりまして、飫肥城下町での歴史学習や

旧海軍航空隊宮崎基地での平和学習等、県内の

教育資源を活用した修学旅行を予定しておりま

す。

宮崎の自然や伝統、文化を子供たちに体験さ

せ、実感させることは、ふるさとへの誇りと愛

着を育む上で、極めて意義深いことでありま

す。今後とも、修学旅行に限らず、遠足や宿泊

を伴う学習など、様々な機会を通しまして、宮

崎の魅力に触れさせることの大切さを校長会な

どで伝えてまいります。

飫肥を例に挙げていただきま○黒岩保雄議員

して、ありがとうございます。教育委員会とし

ましては、この旅行は、地域経済の活性化など

よりも、児童生徒の学習などを目的としたもの

でありますので、このような動きになるという

ことは理解いたします。

一方、経済の活性化という面におきまして

は、県外に限らず、県内の学校を対象とした修

学旅行の誘致も大変重要であると考えていると

ころです。

そこで、商工観光労働部長にお伺いします。

県内での修学旅行の実施に当たり、県はどのよ

うな支援を行っておられるのかお伺いいたしま

す。

県で○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

は、県内への修学旅行の誘致・定着化を図るた

め、令和２年度から県内外の小中学校等を対象

に、貸切りバスの借り上げ費用や、旅行会社が

本県での修学旅行を受注・実施する際の商品企

画開発費を支援しております。

これらの支援により、コロナ禍においては、

県内の小学校を中心に受け入れ、学校関係者等

から宮崎のよさを再認識したとの声が寄せられ

るとともに、関西地方など県外校からの受入れ

増にもつながりました。

今後は、コロナからの本格的な回復を見据

え、これまでの取組の成果を生かしながら、本

県ならではの魅力を活用したメニューの磨き上

げやセールス活動の強化により、県内校に加

え、海外を含めた県外校のさらなる誘致促進に

つなげてまいります。
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確かに、部長が言われるとお○黒岩保雄議員

り、魅力あるメニューづくりやセールス活動を

行うことによって、各学校やその保護者などか

ら、県内を旅行先として選んでいただけるよう

になってほしいと思います。今後の取組をよろ

しくお願いいたします。

次は、農林水産物のブランド化についてで

す。

第１次産業の特徴として、農林水産物の出荷

や水揚げなどの際に、その価格は、売手ではな

く買手が決めるという点があります。せっかく

苦労されて出荷や水揚げしたものが、いいもの

であっても、その時々の相場によって安い値段

になったりします。

生産や操業に係るコストが高騰している昨今

におきましては、その経費を価格に転嫁できな

い第１次産業の多くが厳しい経営を迫られてい

ます。この状況を改善する手段の一つが、農林

水産物のブランド化だと思います。ブランド化

によって産品等の付加価値を高め、売上げを増

加させれば、経営者や従事者の方々の所得も上

がります。

そこで、県におきましては、これまでどのよ

うなブランド対策に取り組んでこられたのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

本県のブラン○農政水産部長（久保昌広君）

ド対策は、これまで、消費者から信頼される商

品・産地づくりを基本に、生産者や関係団体と

一体となって取り組んでまいりました。その結

果、完熟マンゴー「太陽のタマゴ」や宮崎牛と

いった国内外に誇れるブランドを確立したとこ

ろです。

また、食の安全・安心に応えるため、全国

トップクラスの残留農薬検査体制を構築すると

ともに、健康などの消費者ニーズを踏まえ、冷

凍ホウレンソウやみやざき地頭鶏などで、栄養

や機能性成分を表示した商品開発に、他県に先

駆けて取り組んでおります。

さらには、知事のトップセールスをはじめ、

県内外の量販店等と連携した総合フェアの開催

や、ＳＮＳを積極的に活用した販売キャンペー

ンなどの取引づくりに取り組んできたところで

す。

以前、宮崎県内にあるデパー○黒岩保雄議員

トの担当者の方とお話しした際に、北海道物産

展は毎回盛況で、売上げに大きく寄与している

と伺ったことがあります。北海道物産のクオリ

ティーの高さもあり、北海道の農林水産物は何

でもおいしいというイメージが、県民の皆さん

に定着している現れだと思います。

私は、宮崎産の農林水産物がこのようになっ

てほしいと思います。そのために、例えば、全

国から来場者があるような、宮崎の農林水産物

を使用した食の祭典の開催や、他県にあるフ

ルーツロードやミルクロードなどのように、特

産品などがイメージできる地名のネーミングも

いいのではないかと思います。

そこで、食を通じて本県の魅力ある農林水産

物を県内外の方に知っていただくため、今後ど

のような取組を進めていかれるのか、農政水産

部長にお尋ねいたします。

本県の農畜水○農政水産部長（久保昌広君）

産物を県内外の方に知っていただくためには、

実際に食べて、その魅力を理解していただくこ

とが重要であると考えております。

このため、今議会でお願いしております、み

やざき農畜水産物の架け橋構築事業において、

県内外にＳＮＳを活用して、イベントやキャン

ペーンの情報発信を行うこととしております。

また、県内最大級のグルメフェスをはじめ、
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完熟キンカンなどの青果物の旬を発信するイベ

ント等の開催により、食べる機会を創出するこ

ととしております。

さらに、本年10月に開催される東京食肉市場

まつりをはじめ、宮崎県人会世界大会やスポー

ツイベントなどの機会を生かし、県産農畜水産

物の魅力の発信に向け、関係団体と一体となっ

て取り組んでまいります。

ありがとうございます。今年○黒岩保雄議員

はいろいろ事業があるようでございますので、

どうぞしっかりと情報発信をよろしくお願いし

たいと思います。

それでは、最後のテーマの選ばれる県づくり

についてです。

今回提案されているアクションプランは、令

和５年度から８年度までの４年間で重点的に取

り組む施策を示したものであり、河野知事の４

期目の任期は、私ども県議会議員の今期の任期

と期間がほぼ重なるため、このプランの進捗や

成果が、知事や議員の評価につながるものと考

えていますので、しっかりと注視していきたい

と思います。

プランにある目標の指標を見て、目についた

ものを幾つか申し上げますと、合計特殊出生

率1.64を1.8台に、全国学力調査における全国と

の平均正答数の比較97.0を103.0、特定健康診査

実施率49.9％を70.0％、社会動態マイナス1,072

人をゼロ人になどがあり、高く設定された目標

に危機感や意気込みを感じているところでござ

います。

そこで、今回提案されている県総合計画アク

ションプランにおいて、日本一を目指す指標は

あるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

新たなアク○総合政策部長（重黒木 清君）

ションプランにおきましては、「コロナ禍・物

価高騰等からの宮崎再生」を先頭に、５つの重

点プログラムを掲げており、これまでの推移や

現状等を踏まえ、計73の指標で目標値を設定し

ております。

これらの指標は、今後４年間で達成すべき具

体的な数値目標を設定したものでありますが、

この中には、全国で比較可能な統計がないも

の、自治体の規模等により単純比較になじまな

いものも含まれており、全国１位を目指すとい

う指標は設定しておりません。

しかしながら、合計特殊出生率や農業産出額

など、既に全国的に高水準にある指標もありま

すので、さらなる高みを目指して施策を推進す

ることで、日本一に近づくことができる分野も

あると考えております。

分かりました。○黒岩保雄議員

最後の質問は知事にお伺いいたします。

今回の質問は、移住・定住、結婚、出産、災

害時避難、観光、農林水産物のブランド化など

を取り上げてまいりました。こうした分野は、

既に全国のトップクラスにあるものや、今後の

取組次第では日本一になり得るものばかりでご

ざいます。

全国から選ばれる県になり、県民の皆さんに

もっと元気と誇りをもたらすために、様々な分

野で日本一を目指していくという姿勢が重要で

はないかと考えますが、知事の意気込みをお伺

いいたします。

今、本県で日本一とい○知事（河野俊嗣君）

うと、宮崎牛だとか焼酎、杉、そういったもの

がぱっと浮かぶわけでありますが、やはり何と

いっても地域への誇りだとか郷土愛を育む、そ

ういったことにもつながりますし、経営戦略を

考える上で強みや弱みを分析するＳＷＯＴ分析

というのがありますが、それにも通じるよう
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な、何が強みであるかを認識した上で、共通の

目標として設定しやすい、それが日本一の目標

であろうかと考えております。

今、本県が直面しますのは、コロナ禍や物価

高、そして台風災害等から早急に本県の社会経

済の回復を目指していこうと、さらには、国際

情勢の不安定化や気候変動、デジタル化への対

応というものがしっかり求められる状況であり

まして、新たなアクションプランでは、宮崎再

生や将来の人口安定化に向けた社会づくりはも

とより、デジタル化や脱炭素化にも対応した力

強い産業づくりなどにも取り組むこととしてお

ります。

それに加えまして、「子供・若者」「グリー

ン成長」「スポーツ観光」の３つの分野で日本

一に挑戦しようということで、本県が全国に誇

る強みを生かして、日本一に挑戦するプロジェ

クトを立ち上げたところであります。これらの

具体化を通じまして、県民の皆様に夢や希望を

実感していただける宮崎づくりに全力で取り組

んでまいります。

ありがとうございました。熱○黒岩保雄議員

意が十分に伝わる答弁をありがとうございま

す。

今回提案されている予算では、九州初の事業

が３件、全国初も１件あり、その積極性が伝わ

る内容となっています。

私も市役所時代に、前例にとらわれず、新た

な取組に挑戦するという経験をしてまいりまし

た。行政は、最少の経費で最大の効果を上げる

ことに努めなければなりませんが、一方で、こ

の厳しい自治体間の競争の中でチャレンジして

いかなければ、県民の皆さんの福祉の向上は図

れません。

河野県政の４期目のスタート、宮崎の未来創

造のスタートの年、県民の皆さんがもっと県政

を身近に感じ、そして幸せを実感していただけ

るよう全力投球をお願いいたしまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

次は、川添博議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○川添 博議員

んにちは。宮崎市選出、自由民主党の川添博で

ございます。

一般質問の機会を与えていただき、県民の皆

様、そして県議会や執行部、また本日傍聴にお

越しいただいた皆様に感謝を申し上げます。

去る４月の県議会議員選挙では、県民の多く

の皆様の負託をいただき、再選を果たすことが

できました。なお一層気を引き締めて、県民の

声なき声を県政に届けて、県政の重要課題に取

り組んでまいりますので、皆様の御指導のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

さて、私は、大学を卒業してから地元の銀行

に就職いたしました。皆さんのよく御存じの銀

行であります。

入行した当初は預金係に配属されました。そ

して、その後、多くの銀行マンがそうであるよ

うに、私は融資係を志望しました。融資係とし

て、県内の中小企業や個人の住宅ローンなどの

融資業務に取り組んでいくことが、銀行マンの

醍醐味であると感じていたからです。

そして、数年を経て希望が通り、晴れて銀行

の支店の融資係に配属されました。私の若き

頃、銀行の支店の融資係に配属されて間もない

頃の、恥ずかしながら失敗談をお話しいたしま

す。

融資コーナーのカウンターにやる気に燃えて

座っていたある日、私の前に30代くらいの女性

が座って、融資の申込みの相談をされました。
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聞けば、彼女はシングルマザーであり、彼女に

は小学校１年生の娘がいます。融資の目的は、

娘の義足の資金として使いたいということであ

りました。

片足がない娘さんに義足をつけてあげられれ

ば、友達と一緒に小学校に通学ができます。義

足があれば、友達と遠足に出かけたり、友達と

遊びに行くこともできます。何とか障がいを乗

り越えて、将来、自立して、健常者と同じよう

に人生を歩んでほしい。母親としての切なる願

いとのことでした。

一考して、私はその場でお母さんにこう言い

ました。「私が娘さんの義足の資金の融資の手

続を進めます。融資ができるように頑張りま

す」と伝えました。そして私は、必要書類を整

えて、融資の稟議書を作り、申請しました。審

査の結果、信じられないことが起きました。何

とこの融資は否決となりました。不採用です。

私は否決理由を聞きました。そうしたら、融

資の否決理由として、こう言われました。「母

親はパート収入しかなく、生活費もままならな

い状況で、そもそも本件の融資の返済能力がな

い。気持ちは分かるが、銀行は返済能力のない

ところにはお金は貸せない。その旨を相手様に

丁重に申し伝えるように」と言われました。

私は愕然としましたが、諦めませんでした。

「この融資の効果として、義足をつけることに

よって、娘さんの生活や、また人生は激変しま

す」と熱弁を振るいました。何度も粘って説得

しました。しかし、融資の結果は変わることな

く否決でありました。

私は再度食い下がりました。「困っている人

になぜ融資ができないんですか」と。支店長か

らはこう言われました。「川添君、銀行は慈善

事業をやっているわけではないんだよ。そんな

にどうしても貸したいのなら、君のお金を貸し

てやれ」と言われました。「銀行は貸さない」

と言われました。まだ入行して数年しかたって

いない私が、100万円の貯金など持っているわけ

がありません。

結局諦めて、上司と一緒にその親子が住んで

いるアパートに行って、母親に融資の結果を伝

えて謝罪しました。母親は「分かりました」と

言われて、後は何も言いませんでした。そのと

き、私は、部屋にいた小学校１年生の障がいの

ある娘さんにも会いました。はにかんだような

顔で私を見ていました。

その帰り道に上司から言われました。「川

添、銀行は株式会社だから、いかに収益を上げ

るかなんだよ。いかに不良債権をつくらないか

なんだよ」と。でも、理屈は分かっていても、

私は、やり場のない怒りや自分のふがいなさ、

情けなさで、本当につらい気持ちになりまし

た。打ちひしがれたそのときのことは、今でも

昨日のことのように覚えています。

その後、私は、数年を経て、転勤を重ねて融

資のリーダーになりました。大型の融資案件に

取り組むこともできました。

一方で、バブル崩壊後の銀行の不良債権処理

では、経営不振の中小・零細企業の経営者の

方々への融資をお断りすることや、融資を打ち

切ることもありました。また、抵当権を実行し

て、不動産の競売や預貯金の差押えなどの強硬

手段を行いました。破産して一家離散となった

事例もたくさん見てきました。

私は決してエリートではありません。ただ、

苦労している多くの県民の人たち、頑張ってい

るけれども報われない人たち、そういう人たち

に接してきたことで、その人たちの心の悲鳴や

その苦悩の息遣いを誰よりもたくさん聞いてき
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ました。肌身で感じてきました。そこで一番理

不尽なしわ寄せを食って苦境に陥っていたの

が、そばにいた子供たちであります。

県民の全ての人が幸せになる権利がありま

す。そのために、県と県議会は全力で仕事をし

ていかなければなりません。子供たちの夢を実

現させなければなりません。もしかしたら、先

ほどのシングルマザーの女性と障がいのある娘

さんとの出会いが、私の政治家としての原体験

かもしれません。そういったことも含めまし

て、本日の私の質問は、子供をテーマにして行

います。

通告に従い、質問に入らせていただきます。

先日は、宮崎ひとり親家庭支援ネットワーク

の７団体の方々が県議会にお見えになりまし

た。

コロナ禍を経て、ひとり親家庭の状況がます

ます厳しくなってきており、宅配食品を希望す

る家庭が増えています。各ＮＰＯ単体では活動

に限界があるため、ネットワークをつくり、シ

ングルマザーサポート団体全国協議会にも加盟

されたそうであります。ひとり親家庭や子供た

ちが夢を諦めることなく実現できるような社会

になるために、様々な活動を各地域で行ってい

ます。例えば、子ども食堂や宅食、ＤＶ、中絶

などへの相談や支援です。

知事、言うまでもなく、ひとり親家庭の子供

たちには無限の可能性があります。全ての子供

たちに罪はありません。人口減少が進む中で、

子供の数も半減していきます。だからこそ、支

援が必要な子供たちを、そのような生活環境や

教育環境から救出して、逆に宮崎の未来を担う

有能な人材として育て上げなければなりませ

ん。有能な企業人や学校の教員、県庁マン、ま

た宮崎県知事になる人材も出てくるかもしれま

せん。

県としては、今まで行き届かなかった面が

あったものの、今年度事業から少し光を当てて

いただけるのでしょうか。こういった子供の貧

困対策に取り組んでいる民間団体への支援が重

要と考えます。知事の認識を伺います。

続きまして、そうやって育て上げた子供たち

が、高校や大学を卒業して県外に就職していき

ます。転入と転出の人口動態、すなわち社会増

減では、2022年、15歳から29歳で、男性が1,585

人の減少、女性が1,482人の減少となっておりま

す。また、全世代では、男性が620人の減、女性

が1,183人の社会減となっております。

知事、県は、人口減少対策基金を活用した事

業、例えばＵＩＪターンの発信や相談、また中

山間地の担い手支援などの50以上の事業を展開

してきております。社会減対策を進める上で、

こういった若者や女性の流出抑制に歯止めがか

からない状況であります。改めて、今後どのよ

うに取り組んでいくのか、知事に伺います。

後の質問は質問者席から行います。ありがと

うございます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、子供の貧困対策についてであります。

議員の体験談を、現場の過酷な実態として、

厳しい実態として、重く受け止めたところであ

ります。

子供の貧困対策に取り組まれている民間団体

の皆様には、例えば、こうした行政なり金融機

関なり、既存の支援制度ではカバーされない、

また手の届かないような、そのような部分ま

で、個々の家庭に寄り添ったきめ細やかな支援

を行っていただいているところでありまして、

その役割は大変重要であると認識しておりま
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す。

県では、こうした民間団体の活動の裾野を広

げるため、貧困対策に先駆的に取り組む団体の

意見を参考に、まずは人材育成等を喫緊の課題

として取組を進めてきたところであります。

しかしながら、長期化するコロナ禍による支

援物資の不足や、物価高騰の影響による活動経

費の負担の増大に加え、今後ますます支援の

ニーズが高まると予想されるため、今年度か

ら、さらに踏み込んで、子ども食堂やフードバ

ンク、学習支援など、子供の貧困対策に取り組

む民間団体の活動を支援する新規事業に取り組

むこととしております。

今後とも、民間団体の活動の一層の推進を図

りながら、市町村等関係機関と連携して、子供

の貧困対策に取り組んでまいります。

次に、若者や女性の流出抑制についてであり

ます。

本県では、進学・就職時における県外流出が

顕著であります。30歳以降の年代を見ますと、

全体として転入超過となっておりますものの、

女性は男性と比較して転入者数が少なく、この

結果、令和４年では、女性全体の転出超過が男

性の約２倍となっております。

今後、若者や女性の県内定着を促進するため

には、子育て支援のみならず、収入や労働環境

が安定した雇用の場の確保など、本県で働き、

暮らし続けたいと思ってもらえる魅力的な地域

づくりを進めることが重要であると考えており

ます。

このため、県におきましては、これまでも付

加価値の高い産業の振興や成長企業の育成を図

るとともに、「ひなたの極」の認証を通じた職

場環境の改善などにも取り組んでまいりまし

た。

新たなアクションプランでは、社会減対策を

さらに強化し、ふるさと学習や県内企業に関す

る情報提供の充実、積極的な企業誘致を図ると

ともに、ワーケーションの受入れ促進など、地

域の強みを生かした関係人口・交流人口の拡大

にも力を入れてまいります。

これらの施策を官民一体となって推進し、社

会減ゼロと、将来の人口安定化に向けた社会づ

くりにしっかりと取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございま○川添 博議員

す。ぜひ社会減ゼロを目指して進めていただき

たいと思います。

子供の貧困対策ですが、無利子・低金利で融

資を受けられる母子父子寡婦福祉資金貸付制度

があります。この事業は、ひとり親世帯にとっ

て、生活を下支えする大切な経済的支援であり

ます。この貸付制度の貸付状況と、貸付け後の

未収金の状況について、福祉保健部長に伺いま

す。

母子父子寡婦○福祉保健部長（川北正文君）

福祉資金の貸付状況につきましては、令和元年

度までは貸付件数が200件を超えていましたが、

令和４年度の貸付件数は158件となっておりま

す。これは、日本学生支援機構の給付型奨学金

制度が令和２年度から開始されたこと等によ

り、修学資金及び就学支度資金の貸付件数が減

少したことが主な要因として考えられます。

また、未収金につきましては、令和４年度末

で約9,700万円となっているところですが、夜間

償還指導や、困難な案件の未収金回収を弁護士

法人へ委託する等、未収金回収に努めていると

ころです。

母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭に対

する重要な経済的支援と認識しておりますこと
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から、今後とも適切な運用に努めてまいりま

す。

ありがとうございます。この○川添 博議員

制度は、令和３年度、償還率が53％となってお

ります。返済条件の緩和などの対応が必要では

ないかと考えます。また、給付型の奨学金のさ

らなる活用が借入れ負担を軽減すると考えてい

ます。

現在、政府は、異次元の少子化対策として、

出産・子育て支援の拡充を打ち出されておりま

す。県の取組を福祉保健部長に伺います。

安心して出産○福祉保健部長（川北正文君）

し、子育てができる環境を整えることは、大変

重要であると考えております。

このため県では、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目のない支援に取り組んでいるほか、今

議会でお願いしております、保育所等における

おむつの負担軽減モデル事業や病児保育利用料

の無償化事業など、新たな支援を通じて、子育

て世代の負担軽減にも取り組むこととしており

ます。

また、国においても、次元の異なる少子化対

策の中で、全ての子供・子育て世帯を対象とす

る支援の拡充が検討されているところでありま

すので、引き続き、国の動きを注視するととも

に、実施主体となります市町村とも連携しなが

ら、出産や子育て支援の充実に取り組んでまい

ります。

ありがとうございます。この○川添 博議員

保育所等におけるおむつの定額利用の事業につ

いては、手を挙げたいという市町村も出てきて

いるやに聞いております。全市町村に普及して

いただきたいです。

続きまして、県内のＤＶ（家庭内暴力）の現

状について、公的相談窓口におけるＤＶ相談件

数の推移と今後の対策について、福祉保健部長

に伺います。

ＤＶ相談につ○福祉保健部長（川北正文君）

きましては、県女性相談所、県男女共同参画セ

ンター、市町村、警察で受け付けた合計が、令

和２年度2,519件、令和３年度2,341件、令和４

年度2,387件となっております。

被害者支援のためには、公的機関と民間団体

との協働が重要であると認識しており、国、

県、市町村、民間団体で構成されるＤＶ被害者

保護支援ネットワーク会議等において、情報交

換や問題解決のための具体的な援助方針の検討

などを行っているところです。

さらに今年度は、ＤＶ被害者等セーフティ

ネット強化支援事業において、ＳＮＳ等を活用

した相談窓口の拡充や、緊急時に保護できる受

入れ体制の整備等を行う民間団体を支援するこ

ととしております。

ありがとうございます。ＤＶ○川添 博議員

事案については、警察も含めた相談件数でしか

全体像の傾向がつかめないわけですが、今、部

長は、令和４年度は2,387件と言われました。８

年前の平成26年度では、1,571件の相談件数で

す。依然、警察も含めた相談件数は、コロナ禍

もあって、高止まりしている状況と言わざるを

得ません。特に子育て世帯のＤＶについては、

とても健全な教育環境や子育て環境になり得な

いと思います。引き続き、問題解決のために具

体的な援助方針の御検討を要望いたします。

続きまして、人工妊娠中絶についてでありま

す。

全国ワーストの本県の人工妊娠中絶は減少し

ているのでしょうか。様々な理由により、中絶

せざるを得ないとは思います。産みたくても産

めない、苦渋の判断もあるのではないでしょう
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か。その理由が経済的な理由や、また支援に

よって出産につながるケースもあるのではない

でしょうか。人工妊娠中絶率の現状と改善に向

けた取組について、福祉保健部長に伺います。

国の衛生行政○福祉保健部長（川北正文君）

報告例によりますと、本県の人工妊娠中絶率

は、依然として全国平均より高い状態が続いて

おります。

このため県では、産科等の医療機関での家族

計画指導、女性専門相談センター「スマイル」

や保健所における女性特有の悩みに対する相談

対応、また、妊娠・出産の正しい知識を身につ

けてもらうため、若い世代を対象にした大学生

によるピアカウンセリングや、助産師による健

康教育を実施してまいりました。

今後は、中学・高校の各世代に応じた、より

きめ細かな啓発を工夫しますとともに、妊娠・

出産に関する相談機関の合同会議の開催などを

通じ、各部局や市町村、関係機関との連携を強

化しながら、人工妊娠中絶率の改善に向けた取

組をしっかりと進めてまいります。

ありがとうございます。改め○川添 博議員

て、気軽に相談できる体制の再構築が必要では

ないかと考えております。

続きまして、高校生や大学生の海外留学支援

についてであります。

日本の国際競争力が低下していると言われて

久しいわけですが、これほどグローバル化の波

にさらされて、燃油や物価高騰、また食料安全

保障やエネルギー安全保障など、本県にも深刻

な影響を及ぼしています。また、県産品の海外

輸出なども含めて、よりグローバルな人材が求

められています。

モチベーションの高い子供たちへの支援とし

て、高校生の海外留学支援事業の目的及び概要

について、教育長に伺います。

Ｇ７宮崎農業大臣○教育長（黒木淳一郎君）

会合では、高校生の取組が高い評価をいただい

たところであり、この成果を一過性のものにし

ないためにも、世界を視野に入れた人材の育成

に力を入れてまいります。

今議会にお願いしております本事業では、高

校生80名を欧米やアジアに派遣し、大学での講

義や高校での体験活動等を通して、現地で実践

的な研修を行うとともに、個人で海外研修を希

望する高校生100名に対し、留学費用の一部を支

援します。

また、中高生を対象に、県内にいながら留学

に近い体験のできる宿泊研修「ひなたグローバ

ルキャンプ」や、海外留学への参加意識を高め

るための保護者も含めた「留学支援フェア」を

開催します。

本事業を通して、広い視野を持った、地域や

県内企業を支える、今後の宮崎の変革に寄与す

る人材を育成してまいります。

ありがとうございます。これ○川添 博議員

は短期留学ではありますが、アメリカのハー

バード大学などの有名校にて、英語での授業を

受けるとのことです。３か年のすばらしい事業

です。ぜひその効果も検証して、今後の人材育

成事業につなげていただきたいと考えます。

また、今後、県内の大学生についても、海外

留学を希望しているものの、経済的に実現が難

しい学生が多いと聞いています。ぜひ知事、大

学生の海外留学の支援を国に要望していただき

たいと思います。

続きまして、大規模災害の防災対策について

であります。

360年前に外所地震で被災した宮崎市木花地区

の出身議員である私としましては、日頃の大規
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模災害の減災・防災対策としての自助・共助・

公助の取組を注視せざるを得ません。

改めて外所地震の話であります。

時は1662年９月19日の夜であります。今か

ら360年ほど前のことであります。日向灘沖を震

源地として、マグニチュード7.6以上、震度６

強、有史以来、最大級の日向灘地震が起きまし

た。当時の日向国、大隅国、特に現在の宮崎市

の沿岸部、特に木花地区に巨大津波が押し寄

せ、甚大な被害が発生いたしました。

被害状況は各資料によって様々ですが、宮崎

県大百科事典によりますと、死者200人、家屋損

害3,800世帯、７つの村が水没し、木花地区の島

山集落だけが残ったと記載されています。その

際、激しい引き潮により、外所村は集落丸ごと

海中に引きずり込まれ、陥落しました。今でい

えば、木花の総合運動公園の辺りと言われてい

ます。

南海トラフ地震の津波被害が想定されてお

り、本県にも、多数の死者を含めた甚大な被害

が想定されています。一人でも多くの人命を救

うために、日頃から防災・減災の意識を高める

ためにも、準備や啓発に取り組むことが県や県

議会の使命であると考えます。

大規模災害での減災対策として、特に日頃の

自治会や自主防災組織で行われる防災訓練や避

難訓練の取組がとても重要かと思います。地域

の自主防災組織で行われた防災訓練の実施状況

を危機管理統括監に伺います。

自主防災組○危機管理統括監（横山直樹君）

織は、地域住民が自分たちの地域は自分たちで

守るという共助の意識に基づき、自主的に結成

するもので、防災知識の普及・啓発や災害時を

想定した避難訓練、避難所運営訓練などの防災

活動に取り組んでいただいております。

昨年度、県内2,308の自主防災組織で行われた

防災訓練は、消防庁統計の速報値によれば、530

回となっております。

なお、コロナ禍前の平成30年度は、2,027の自

主防災組織で1,750回実施されております。

ありがとうございます。避難○川添 博議員

訓練で大事な役割を担っているのは、自治会と

自主防災組織であります。ぜひ防災訓練の実施

状況や活動状況の実態を把握して、改めて啓発

の徹底をお願いいたします。危機管理局が、全

ての部局、さらに県内全ての市町村と連携し

て、本腰を入れて、引き続き、より一層の取組

をお願いいたします。

南海トラフ地震等の大規模災害が起きた直後

に、逃げ延びた方々が身を寄せる避難所が指定

されています。私の地元でいえば、木花中学校

の体育館などです。こういった場所は、やや高

台にあるために、被災者のサポートが可能であ

るということであります。こういった避難所は

県内に幾つもあると思います。

また、災害直後は、県や市町村の担当者、ま

た自衛隊なども、すぐには駆けつけられませ

ん。そこで、近隣の自治会の方々が、避難所の

運営を自主的に、臨時的に行う準備をしていま

す。毛布や水などの支給や、住民の中にいる医

者や看護師による応急手当などです。

大規模災害発災後の避難所が指定されていま

すが、地域での避難所運営訓練を促進するため

に、県としてどのように取り組んでいるのか、

危機管理統括監に伺います。

県では、地○危機管理統括監（横山直樹君）

域・企業等が行う避難所運営などの訓練に対し

まして、市町村が実施する補助への支援のほ

か、市町村や防災士ネットワークと連携し、地

区防災計画や避難所運営マニュアルの作成に対
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する支援を行っております。

昨年度は、これらの事業により、５市町の自

治会等で訓練が行われたところです。

また、昨年11月の県の総合防災訓練において

も、日南市と串間市で避難所運営訓練が実施さ

れており、今年度は高鍋町で同様の訓練を実施

する予定です。

今後とも、市町村や防災士ネットワークと連

携しながら、地域での避難所運営訓練の促進に

努めてまいります。

南海トラフ地震は、29都府県○川添 博議員

に被害が及ぶことが予想されます。甚大な被害

が広域に及べば、本県への救助や物資などの支

援が、３日目、４日目以降のいつなのか、全く

約束されたものではないというのが専門家の説

です。南海トラフ地震は規模が大き過ぎて、自

衛隊は本県まで十分に手が回らないことが予想

されるということであります。

自助・共助、すなわち個人や自治会の防災意

識を高めるためにも、公助である県や市町村

が、避難訓練や避難所運営訓練などに日頃から

積極的に関わり、指導していくことが肝要であ

ると考えます。

指定された避難所運営のガイドラインが策定

されております。自主防災組織や自治会による

避難訓練や、また災害発災後の避難所運営の訓

練などを、県と市町村が連携して、より積極的

に実施を啓発していく必要があると考えます。

他力本願では、私たち県民とその子供たちの命

は守れません。ぜひ、県の根本から発想を変え

た、市町村と連携したマニュアルの再構築と大

規模災害対応への積極的な取組を、知事、よろ

しくお願いいたします。

続きまして、農政問題であります。

御承知のように、昨年末に公表された令和３

年の本県の農業産出額が、過去最高の全国第４

位となりました。農業は本県の基幹産業である

ことはもとより、ロシアのウクライナ侵攻以

降、世界的な食料問題がクローズアップされる

中で、全国に食料を届ける本県の役割は、日増

しに大きくなっていると考えます。

このような中、４月にＧ７宮崎農業大臣会合

が開催されました。本県が誇る農林水産物や心

の籠もったおもてなしに対して、各国の大臣か

ら大変な好評をいただいたと聞いております。

一県民として、非常に光栄に感じた次第です。

また、会合では、まさに今、世界が直面して

いる食料問題や農業の持続可能性について、各

国の議論が交わされたと聞いております。全国

を代表する食料供給基地である本県において、

世界的な注目を集めるこれらのテーマについて

議論されたことは、本県農業の未来にとっても

大変意義深いことだったと考えます。

６月補正予算案においても、「グリーン成長

で環境を守り、地域経済を伸ばす取組」に重点

的に取り組むとありました。世界的に情勢が不

安定な中、本県が将来にわたって食料供給基地

としての役割をしっかりと果たしていくために

も重要であり、Ｇ７宮崎農業大臣会合の開催を

踏まえ、本県農業を新たなステージに成長させ

ていくためにも、時宜を得た取組ではないかと

考えております。

そこで、Ｇ７農業大臣会合の開催地として、

Ｇ７宮崎農業大臣会合の開催を本県農業の成長

にどのようにつなげていくのか、知事に伺いま

す。

Ｇ７宮崎農業大臣会合○知事（河野俊嗣君）

では、食料安全保障の強化に向けた農業の生産

性向上と持続可能性の両立などについて議論が

なされ、国内農業資源の持続的な活用などを定

- 92 -



令和５年６月15日(木)

めた行動宣言であります「宮崎アクション」が

採択されたところであります。

会合の開催地でもあり、全国有数の食料供給

基地でもある本県としましては、本会合の開催

を契機としまして、この「宮崎アクション」の

具現化に向け、全国に先駆けて取り組んでいき

たいと考えております。

このため、スマート技術の導入など、引き続

き生産性の向上に取り組みながら、民間企業等

と連携した技術革新による畜産バイオマス発電

など、地域資源の有効活用や、環境に優しい有

機農業の拡大などの取組を加速化し、本県農業

のグリーン成長にも挑戦してまいります。

これらの取組を通じて、本県農業が持続性と

いう観点でも全国のモデルとなるよう、しっか

り取り組んでまいります。

御答弁ありがとうございま○川添 博議員

す。本会合の開催を一過性のもので終わらせる

のではなく、本県農業の成長に結びつけること

を期待しております。

次に、今、知事から、畜産バイオマス発電と

いう発言がございました。本県は、農業の中で

も畜産が特に盛んであり、全国有数の家畜の飼

養頭数、飼養羽数を誇りますが、これに伴い、

家畜ふん尿も大量に発生します。将来にわた

り、持続的に畜産を発展させていくためには、

家畜ふん尿を適正に処理し、有効利用を図って

いく必要があると考えます。

畜産バイオマス発電は、家畜ふん尿の燃焼や

メタン発酵などにより発電し、エネルギーを創

出する取組であることから、家畜ふん尿の有効

利用のみならず、資源循環の観点からも重要な

取組であると考えております。

そこで、畜産バイオマス発電の普及促進に向

けた県の取組について、農政水産部長に伺いま

す。

本県における○農政水産部長（久保昌広君）

畜産バイオマス発電は、持続可能な農業・食料

システムを構築していく上で大変重要でありま

す。

このため、県としましては、未来につなぐ畜

産バイオマス利活用支援事業により、これまで

利用してきた鶏ふんに加え、牛ふんを燃料とし

た発電の可能性調査や、メタン発酵後の副産物

である消化液の肥料効果の検証等に取り組んで

おります。

また、本年４月には、本県で初となる集中型

バイオガス発電による資源循環システムの実現

に向け、民間企業等と連携協定を締結し、事業

化に向けた取組を始めたところであります。

これらの取組を通じて、畜産バイオマス発電

の普及を促進し、家畜排せつ物の有効活用を進

めることで、本県の畜産の振興につなげてまい

ります。

ありがとうございます。ぜひ○川添 博議員

資源循環型農業に取り組んでいただきますよう

お願いいたします。

次に、農業産出額の増加に向けた取組であり

ます。

冒頭申し上げたとおり、本県の農業産出額は

全国第４位と、自他ともに認める農業大国であ

ります。

しかしながら、昨今の物価高騰による生産コ

ストの上昇が、農家の経営を直撃しておりま

す。これから経営発展を目指す若く意欲ある農

家においても、先行きへの不安から、規模拡大

をちゅうちょする方もいらっしゃいます。

私は、意欲ある生産者に積極的に投資し、経

営発展を促すことで、本県の農業産出額はさら

に上を目指すことができるという強い思いを
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持っております。

今回の６月補正予算案の中でも、「力強い産

業の創出・地域経済の活性化」の中で「稼げる

農林水産業への成長促進」を掲げておられま

す。

物価高騰などにより厳しい中でも、規模拡大

など、意欲ある農家を支援する必要があると考

えますが、今回の６月補正予算においてどのよ

うな支援を行うのか、農政水産部長に伺いま

す。

議員御指摘の○農政水産部長（久保昌広君）

とおり、物価高騰により、農業を取り巻く情勢

は厳しい状況が続いておりますが、そうした中

でも、省力化や効率化、経費削減などの経営体

質強化を促し、意欲ある農家が規模拡大に取り

組みやすくすることは重要であります。

このため県では、今議会において農地の集積

・集約を加速するため、農地の貸付者へ協力金

を交付する事業をお願いしております。

また、畜産においても、肉用牛肥育農家にお

ける飼料費を削減し、出荷頭数を増加させるた

めの早期出荷を支援する事業をお願いしている

ところでございます。

県としましても、現場の声にしっかりと耳を

傾けながら、生産基盤の強化に取り組んでまい

ります。

ありがとうございます。本県○川添 博議員

農業をさらに発展させるために、現場の前向き

な農家が意欲を失わないよう、御支援をよろし

くお願いいたします。

続きまして、地元の橋梁建設についてであり

ます。

県道学園木花台本郷北方線にかかる山下工区

の橋梁建設についてであります。橋の建設です

ね。

宮崎市の学園木花台から清武川を渡り、宮崎

第一高校へ抜ける県道学園木花台本郷北方線の

山下工区、橋梁を含む新設道路の整備事業であ

ります。地元の長年の要望事項であります。

近年、特に通勤ラッシュ時には、県道中村木

崎線の木崎橋をはじめとして、近隣の橋の渋滞

が顕著であり、近隣住民には御不便をかけてき

ました。また、近隣の橋梁もかなり老朽化して

いることから、完成すれば、災害時には、避難

や輸送ルートとしても重要なインフラとなりま

す。

また、空港や高速道路へのアクセスもよいこ

とから、地元の長年の悲願でもあります。

昨年度、用地買収が終わったとのことです

が、山下工区の進捗状況について、県土整備部

長に伺います。

県道学園木花○県土整備部長（原口耕治君）

台本郷北方線につきましては、宮崎学園都市と

国道220号を連絡し、高速道路や空港などへのア

クセス性の向上に加え、宮崎市南部地域の渋滞

緩和などに寄与する重要な路線であります。

このため、清武川を渡る約400メートルの橋梁

を含む1,120メートルの区間を、山下工区として

平成26年度から事業に着手しており、これまで

に、地元の御協力により、全ての用地を取得す

るとともに、交差点改良などを実施したところ

であります。

また、昨年度からは、橋梁の下部工事を進め

ており、今年度、新たに３基の橋脚工事に着手

することとしております。

今後とも、必要な予算を確保し、早期整備に

向け、取り組んでまいります。

ありがとうございます。橋の○川添 博議員

長さが400メートルとなり、大工事ですね。昨年

度から下部工事に取りかかっていただいてい
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て、今年度、いよいよ３基の橋脚の工事に着手

していただけるとのことです。

橋梁の建設は、夏場は河川増水のリスクが高

く、施工時期が限られることもあるため、恐ら

く工事期間は、６年以上の期間を要すると思い

ます。また、資材高騰の折で、橋梁建設費用も

当初計画を超える工事額になろうかと思います

が、予算確保に御尽力いただき、１年でも前倒

しで完成にこぎ着けるよう、地元の声を代弁し

て、心から要望いたします。

続きまして、宮崎空港のそばを通る国道220号

宮崎南バイパスの横を流れる蠣原川の浸水対策

についてであります。河川管理者としてどのよ

うに取り組んでいるのか、県土整備部長に伺い

ます。

蠣原川は清武○県土整備部長（原口耕治君）

川の支川であり、洪水時に清武川本川の水位が

上昇すると、蠣原川の水が排出できずにあふれ

るため、農地が広範囲にわたって浸水している

状況にあります。

このため、清武川との合流点付近には、農地

保全を目的に、宮崎市が管理している排水ポン

プ場が整備されております。

河川管理者としましては、排水ポンプ場への

スムーズな水の流れを確保できるよう、河道内

の堆積土砂を継続的に除去しており、本年４月

には地元の皆様と現地調査を行い、新たに確認

された堆積土砂についても、速やかに除去する

こととしております。

今後とも、宮崎市や関係機関と連携を図りな

がら、適切な維持管理に努めてまいります。

ありがとうございます。隣接○川添 博議員

する農地の浸水対策として、川の流れを確保す

るために、堆積土砂の除去を進めていただきま

すよう要望いたします。

最後に、この蠣原川に最近カモがすみ着いて

おりまして、近隣の水田の水稲の被害が発生し

ていると聞いております。鳥獣被害として、今

後、現状を調査して対策を講じていただきたい

のですが、その状況について、農政水産部長に

伺います。

国が実施して○農政水産部長（久保昌広君）

おります「野生鳥獣による農作物被害状況調

査」によると、令和３年度の本県の水稲の被害

額は、合計で約7,500万円となっております。

被害のほとんどは、イノシシや鹿、猿による

ものですが、御質問のカモによる水稲の被害額

は約50万円となっております。

野生鳥獣被害は、農家の営農意欲の減退を招

くなど、被害額として表れる以上に営農に深刻

な影響を与えることから、県としましては、市

町村と連携しながら被害把握に努め、動向を注

視しながら適切に対応してまいります。

ありがとうございます。ぜひ○川添 博議員

よろしくお願いいたします。

以上、今回の私の質問は、子供の貧困や子育

てをしているひとり親支援、また子供たちの命

を守る大規模災害への対策、そして子供たちの

食を確保する宮崎の農業などを伺いました。最

後の橋梁や河川の浸水対策も、地元の子供たち

の命を守る事業であります。全て子供がテーマ

の質問であります。

人口減少社会の将来予測ですが、宮崎県の令

和２年時点の人口107万人は、80年後の2100年に

は、何と約40万人になるとの推計が出ていま

す。実際には、この推計よりも、さらに前倒し

で人口が減少していくことが予想されます。80

年後には、県民人口は半減してしまうわけで

す。さらに高齢化率も高まる中で、いかに就業

人口を確保して人材を育成していくか、そして
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持続可能な社会をつくっていくか、そういった

取組を次世代の子供たちに継承できるか、私た

ちは重い課題を突きつけられております。

現在の政府の財源や権限、また規制などを大

幅に地方に移譲するような抜本的な改革、国の

根幹から変革することが必要だと考えておりま

す。全国知事会副会長にして、地方税財政常任

委員長であられる知事の手腕に大いに期待をし

ております。私も微力ながら果敢に取り組んで

まいりたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○日高博之副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、福田新一議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○福田新一議員

は。私は、北諸県郡三股町選出の福田新一と申

します。県議会で初めての一般質問です。どう

ぞよろしくお願いいたします。

三股町の県議会議員は１人ですので、少しば

かり三股町の紹介をさせてください。

三股町は、面積110平方キロメートルで、約70

％が山です。扇状地の都城盆地です。基幹産業

は農業です。地形がハートの形に似ているとい

うので、平成28年から「ドキドキみまた」のフ

レーズとともに、ハート型のロゴが作成されま

した。三股町の動画を見ていただければ、もっ

と明るい紹介が流れております。

人口は２万5,000人。僅かですけれども、人口

は今も増え続けております。この人口割合に特

徴があります。15歳未満の年少人口割合が、宮

崎県の割合が13％に対して、三股町は17％と断

トツに高い割合を示しています。年少人口率の

割合が高いということは、中学生以下の人口割

合が高いということです。後ほど、このことに

も触れたいと思います。

また、別に関係はありませんけれども、私

は、昭和29年12月30日生まれで、三股町町立病

院設立の第１号の誕生なのです。

町議会においては、毎回、一般質問におい

て、通告番号と氏名を名乗った後、今の心境を

短歌で歌っていました。今回、県議会でも続け

ていきたいと思います。

初めて宮崎県議会に立つ場面ですから、私は

迷わずこの歌を選びました。宮崎空港近くの宮

崎特攻基地慰霊碑掩体ごうにあります永峰肇飛

行兵長の石碑です。

「南海にたとへこの身ハ果つるともいくとせ

後の春を想へば」

19歳で特攻戦死された方の歌です。

「南海にたとへこの身ハ果つるともいくとせ

後の春を想へば」

こうして今生きていることを喜び、先輩たち

の願いを少しでもかなえられればと、気の引き

締まる思いでここに立っています。

それでは質問に入ります。知事の政治姿勢に

ついてです。

昨年12月に、河野知事は４期目の選挙戦へ挑

まれ、大変厳しい戦いでありましたが、見事当

選されました。本当におめでとうございまし

た。

私は当時、自由民主党三股支部において支部

長を拝命していましたから、出陣式をはじめ、

様々な場面で知事の４期目にかける思いを聞く
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機会がありました。中でも、アズムホールでの

帰陣式は感動ものでした。

選挙中に事故に遭われたウグイス嬢が「最後

の日に、とにかくもう一回マイクを握らせてく

ださい」と志願して来ていただいたこと、紹介

と同時に、彼女は顔を伏せてしまいました。

また、知事は、「私はこの選挙期間中、ずっ

とこれを握りしめて運動を続けました」と言っ

て、何を出されるかと思ったら、ポケットの中

から白いお守りを取り出されました。私は胸が

詰まりました。

あの優しくて熱い思いに、今もなお温度差の

ないことを確認したい気持ちと、県民に明確に

その思いを示していただきたいと思い、質問さ

せていただきます。

昨年の知事選の中で知事は、知事としての任

期を重ねると、知事会等の場において重い立場

を任されることもあり、「自分は４期目こそ旬

のときである」と、河野俊嗣の「俊」とをかけ

て、「旬のときである」とアピールされていま

した。

実際に、知事の全国知事会における立場は、

これまでの地方税財政常任委員長に加えて、今

年の４月から副会長に就任されました。

そこで、知事会等で発言力の増した知事とし

て、いかにリーダーシップを取って、地方のた

め、ひいては宮崎県のためにどのように取り組

んでいくのか、知事の考えをお伺いいたしま

す。

壇上からの質問は以上とし、後は質問席から

質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

私は、知事としての任期を重ねる中で、令和

２年11月に、本県知事としては初めて全国知事

会の地方税財政常任委員長という要職を任さ

れ、一昨年には、政府税制調査会の特別委員及

び国土強靱化に向けて議論を行います有識者会

議「ナショナル・レジリエンス懇談会」の委員

にも就任をしました。そして、今年４月には、

全国知事会の副会長に就任したところでありま

す。

国と地方に関する政策決定の最前線で仕事を

させていただく中で、知事会における役割や存

在感、そして国に対する発言力、影響力も強

まってきているものと感じております。

防災・減災、国土強靱化対策や新型コロナ、

物価高騰などに対応した臨時交付金の増額など

も、地方を代表して国に強く要請するという役

割を担うこととなり、実現にも一定の貢献がで

きたものと考えております。

本県におきましては、人口減少問題、激甚化

する自然災害をはじめとした危機事象への備

え、デジタル化への対応など、重要課題が山積

しております。

今後とも、こうした全国知事会等の活動を通

じて、地方における政策形成をリードしていく

立場で、本県をはじめとする地方の実情をしっ

かりと届けていくとともに、私自身がこれまで

築き上げてまいりました、国との太いパイプな

ども活用することによりまして、地方の声の施

策への反映、ひいては宮崎県のさらなる発展に

寄与できるよう精力的に取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

私は議員になる前に、熊本の○福田新一議員

平田機工という会社に勤めており、その後は都

城のブンリという会社に在職しておりました。

半導体企業の取引にも携わっておりました。そ

の中で、私の元同僚から熊本県の現状について

よく聞いております。
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熊本県は、御存じのとおり、ＴＳＭＣ（台湾

積体電路製造）の進出などで、目覚ましい発展

を遂げようとしています。台湾側がなぜ熊本を

選択したのか。それは、阿蘇の水、土地、人の

三拍子が決め手だったと聞いています。従業

員3,000人をそろえ、来年ぐらいに立ち上がる予

定です。即座に、物流関係をはじめ、倉庫等が

必要になってくるものと予想されます。

隣県の宮崎県として、ある意味では、共に発

展を遂げるチャンスだと思います。どのように

企業立地を進めていくのか、知事に伺います。

半導体につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、国家的な事業として、国内製造基盤の拡大

が進められております。ＴＳＭＣをはじめとす

る半導体関連企業の投資活発化の動きは、本県

への新たな投資や県内企業の取引拡大にもつな

がるものと考えております。

また、九州知事会としましても、九州シリコ

ンアイランドの復活を目指して、しっかり力を

合わせていこうと、そのような議論もしておる

ところであります。

本県では、昨年度、半導体関連企業の立地認

定を４件行ったところであります。東九州自動

車道などのインフラ整備等が進み、投資環境の

充実が図られておりまして、この機を捉えて、

企業の投資意欲をさらに取り込んでいくことが

重要であろうかと考えております。

このため、県としましては、今年度、重点的

に誘致に取り組む分野に半導体関連産業を追加

し、支援制度を充実し、立地企業へのインセン

ティブ強化を図ることとしております。

今議会に提案しておりますが、また新たな取

組としまして、本県の立地環境をＰＲする動画

や外資系企業向けのパンフレットも作成し、積

極的なプロモーション活動を展開するなど、よ

り戦略的に企業立地に取り組んでまいります。

ありがとうございます。イン○福田新一議員

フラ整備、そしてまた、重点的に半導体関連産

業の追加、支援制度と、誘致に取り組むという

ことです。本当に期待したいと思います。ＰＤ

ＣＡ（プラン・ドゥー・チェック・アクショ

ン）のサイクルを活発に回転させ、ぜひ効果を

見せていただきたいと思います。

私も、40年間の企業生活において、企業本質

の利益の追求の下、体得したのは、現場を知

り、現物を確かめ、現実を見極める、現場・現

物・現実の三現主義でした。

知事の政治姿勢の４本柱の中に、現場主義と

うたわれています。県民と膝を突き合わせて、

県内の現場の声を聞くことを計画されると、県

民と知事との距離が大きく縮まると感じます。

４期目に当たり、知事として現場の声にどう向

き合っていくのか伺います。

私は知事就任以来、課○知事（河野俊嗣君）

題解決のヒントは現場にあるという強い信念に

基づきまして、一貫して徹底した現場主義で取

り組んでまいりました。対話と協働による県民

本位の県政運営に全力を尽くしてきたところで

あります。

知事とのふれあいフォーラムなどを通じまし

て、地域住民の皆様が抱える様々な課題につい

て議論を交わす。また、プライベートも含め

て、積極的に県内各地に足を運びまして、私自

身の目で現場の実情を把握し、地域の皆様の御

要望や御意見に耳を傾けることにより、施策に

反映してきたところであります。

議員御指摘の三現主義、これも大変すばらし

い視点であろうかと受け止めたところでござい

ます。さきの選挙でも県内をくまなく回り、将

来に希望の持てる県にしてほしいという切実な
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声というものを全身で受け止め、今アクション

プランも含めて、施策を実現化しようとしてい

るところでございます。

今後の県政運営に当たりましても、より積極

的かつ丁寧に県民の声を酌み取っていく、そし

て、これまで以上に県内各地の現場に飛び込ん

で、県民の皆様と膝を突き合わせて議論を交わ

していく、その実情を直接肌で感じ、様々な声

に真摯に耳を傾けることによって、県民の皆様

一人一人に寄り添う、そのような県政にしっか

りと取り組んでまいります。

知事、本当にそうされたら、○福田新一議員

もっと県民と近づいて、うんと回転も速く、い

い宮崎県をつくり上げられると思います。

次の質問に行きます。宮崎牛の生産・育成の

課題対策についてです。

ロシア、ウクライナ紛争に端を発し、中でも

配合飼料高騰に酪農・和牛生産・肥育農家は悩

まされています。おおむね話題になるのが補助

金対応です。

ところが、今回６月補正予算事業として、み

やざきの新たな肉用牛肥育体系確立事業とい

う1,400万円の事業が上がってきました。私は意

外なところに注目されたなと感心しておりま

す。配合飼料が高騰するなら、早期出荷技術に

新たに取り組むことで、２か月間の肥育期間を

短縮し、配合飼料を与える時期を短くすれば、

必然的に飼料代の出費が抑えられるというもの

です。

このような生産コスト低減に向けた取組が重

要と考えますが、本事業の概要について、農政

水産部長にお伺いいたします。

みやざきの新○農政水産部長（久保昌広君）

たな肉用牛肥育体系確立事業は、肥育農家の経

営において、肥育牛の出荷を早めることで、生

産コストの３割以上を占める飼料費を低減さ

せ、飼料価格の高騰が常態化する状況において

も、安定した経営を図るために実施するもので

あります。

具体的には、一般的に約20か月である肥育期

間を２か月短縮する、新たな肥育技術を導入す

る生産者を支援するものであります。

この取組によって、飼料費の削減はもとよ

り、肥育牛の回転率が向上し、年間の出荷頭数

の増加が可能となりますので、肥育経営の安定

化が図られるものと考えております。

肥育期間の短縮により、飼料○福田新一議員

代が低減され、肥育経営の安定化にもつなが

る、とてもいい取組だと思います。しかしなが

ら、新しい技術の導入に当たっては、当然リス

クがあるのではないかと思われます。

そこで、肥育期間を２か月間短縮する際の肉

質の品質レベル、要するに２か月短くして飼料

代は浮くんですけれども、その成長する分に問

題はないか、考えられる課題と対策について、

農政水産部長にさらに伺います。

従来の肥育期○農政水産部長（久保昌広君）

間を２か月短縮し、18か月とすることにより、

飼料費が削減できる一方で、御質問にありまし

たとおり、枝肉重量の減少や肉質の低下が危惧

されます。

このため県では、畜産試験場における試験研

究や生産現場での技術実証を行いながら、新た

な肥育技術を確立するとともに、その技術を肥

育農家が習熟できるよう、普及に努めていくこ

ととしております。

また、昨年の全国和牛能力共進会の肉牛の部

では、本県は18か月未満の肥育期間で出品し、

その優れた肉質が評価され、内閣総理大臣賞を

獲得しましたので、これらの事例も参考にしな
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がら、新たな肥育技術の確立に努めてまいりま

す。

課題も予想されることから、○福田新一議員

畜産試験場での試験研究と同時並行ということ

です。しっかりと取り組んでいくとのことで

す。肥育期間の短縮技術が確立されることを期

待します。

ただ、今、回答のあったように、俗に言う全

共に出品された肉牛というのが、実際は肥育期

間18か月未満ということで、優秀な成果を上げ

ていますので、ある程度のめどは立っているか

なと想像いたします。

それでは、実際に肥育期間の短縮技術が確立

された場合、その普及・啓発にどのように取り

組むのか、農政水産部長に伺います。

今回の肥育期○農政水産部長（久保昌広君）

間の短縮を含めた新たな肥育技術の普及・啓発

においては、生産者の不安を払拭することが何

よりも重要であります。

このため、肥育期間短縮に向けた技術実証に

おいて、畜産試験場や農業改良普及センターを

はじめ、ＪＡ等の関係機関も一体となってデー

タ収集や分析を行い、その結果を肥育農家にも

分かりやすい形でマニュアルとして取りまとめ

ることとしております。このマニュアルを、技

術講習会や巡回指導を通じて、産地に広く普及

させてまいります。

肥育期間の短縮技術が確立さ○福田新一議員

れ、そうなると、生産者の不安を払拭するのは

大変大事なことかと思います。的確な御指導を

よろしくお願いいたします。

鹿児島県で開催された５年に一度の和牛の品

評会、全国和牛能力共進会（全共）の内閣総理

大臣賞を鹿児島県と宮崎県が受賞しました。種

牛の部と、枝肉の仕上がりを評価する肉牛の部

と、それぞれ日本一に輝きました。そういう背

景にある本県です。このような中、配合飼料価

格の高騰が大きな問題となっています。

そこで、我が国の飼料用穀物の輸入状況につ

いて、農政水産部長に伺います。

我が国では、○農政水産部長（久保昌広君）

国内で使用する飼料用穀物全体の約９割を輸入

に依存しており、国の貿易統計によりますと、

令和３年度は、アメリカ、ブラジル、オースト

ラリアなどから1,327万トンを輸入しておりま

す。

このうち、1,163万トンがトウモロコシで、そ

の輸入相手国は、アメリカ、ブラジルなどと

なっております。

飼料用穀物全体の９割が輸○福田新一議員

入、そして、その９割がトウモロコシであると

いう実態の説明が今ありました。

米の価格が、30キロ当たり7,500円が6,500

円、6,500円が5,500円と、ここ３年間で1,000円

ずつ下がっています。理由は「米が余っている

から」と堂々と説明されるわけですけれども、

肉牛用として飼料用米を配合飼料の代わりに利

用できないのか、農政水産部長に伺います。

国の研究機関○農政水産部長（久保昌広君）

のマニュアルによりますと、肉牛用の配合飼料

の原料の30％を飼料用米に代替えすることが可

能とされております。

高騰する配合飼料の代わりに飼料用米を利用

することは、畜産農家の生産コストの低減に加

え、生産性の高い水田営農の実現にも大変重要

であります。

このため、県としましては、令和９年産の飼

料用米を１万トン生産するという目標を掲げて

取り組むとともに、飼料用米の利用の拡大を図

り、持続可能な畜産経営の実現につなげてまい
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ります。

今までの流れをちょっと整理○福田新一議員

してみますと、配合飼料価格の高騰というので

入ったんですけれども、そのいい手だてとして

は、例えば育成する日数を短縮して、混合飼料

を使うのを減らす。さらには、今、配合飼料の

中身を分析してみますと、90％は輸入、まして

や90％がトウモロコシとなったときに、今言わ

れましたように、30％でも飼料用米が使えると

なりますと、宮崎県にとっては、牛のエネル

ギー源として飼料用米が使えるということは、

地元のＷＣＳとは違って、飼料用米が同じ宮崎

県で供給できるということになりますので、行

く行くは宮崎県独自のＳＤＧｓにもつながるぐ

らいのことです。

輸入に頼ってばかりの配合飼料が、同じ日本

一の肉質を出す宮崎県にて供給できる。そうい

う何か風穴が空き出したような気がするんです

けれども、これは私だけの考え方かもしれませ

ん。私は今回、この質問に対しては、いつも配

合飼料というと高いだけで終わっていたのが、

自分のところで余っている米は利用できないの

かと考えたときに、このような質問を投げたわ

けです。非常に何か明るい流れになってきたな

と感じます。将来の方向づけができたような気

がいたします。

飼料の輸入依存度の低減に向けて、どのよう

な取組を行っているか、農政水産部長、お願い

いたします。

近年の不安定○農政水産部長（久保昌広君）

な国際情勢を背景に、飼料価格の高騰が常態化

する中、飼料の輸入依存度の低減を図ることが

大変重要であると認識しております。

このため県では、耕種農家と連携したＷＣＳ

用稲の推進や、飼料用米等の生産・利用に必要

な施設・機械の導入支援など、自給飼料の安定

確保に向けた取組を進めてきたところです。

また、本年度から実施する地域連携による資

源利用拡大推進事業により、地域ぐるみでの耕

畜連携をさらに強化するため、畜産農家と耕種

農家が一体となって構成するコンソーシアムに

対して、飼料用米等の保管庫や粉砕機などの整

備を支援するなど、飼料用米や稲わら等の生産

や利用のさらなる拡大を図ってまいります。

今、最後に出ましたような、○福田新一議員

飼料用米や稲わらまでも、生産、利用拡大を

図っていくということについては、ますます本

当にＳＤＧｓに近いような動きをしてくるん

じゃないかというような感じがいたします。少

し先は、宮崎県から本当に明るい兆しが見えて

くるような気がいたします。

次の質問に行きます。子育て支援策について

です。

我が地域の三股町の人口割合において、若者

が多いというのは喜ばしいことです。

先日、三股町米丸教育長と話す機会がありま

した。「三股中学校の令和５年の生徒数は940名

です。県内一の生徒数で、マンモス校です。再

来年の令和７年には、ついに1,000人を超える予

定です」と言われていました。

人口減少対策などが大きなテーマになってい

る中、いろいろとこの内容は興味のある分野だ

と思います。

三股町は６つの小学校があり、それらの小学

校に通う児童は、基本的に三股中学校へ進学し

ます。ですから、先ほど、再来年の中学校

は1,000人を超える予定だと言われた裏には、現

在の小学校５年生の児童数を調べれば、令和７

年度の中学生のおおよその生徒数が予想できる

ということです。
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この感覚で、今度は小学校に入学する児童数

は何名か、幼稚園、保育園に入園する園児は何

名かと考えながら、その地域の学びやに通う子

供を確保していくことが、行き着くところ、自

治体の子育て支援策となるのかなという気もい

たします。

このような中、2023年４月から都城市が保育

料完全無料化に踏み切りました。先日、別の議

員からも質問が上がっていましたが、まさに私

が紹介しているのは、自治体間で本当に起こっ

ている現実です。

隣の三股町の話です。三股町の保育園に通っ

ているアパート住まいの家族が、当初は三股町

に我が家の建設を手配していました。ところ

が、隣の都城に住めば、今の町内の保育園に通

いながらも、市の政策により、保育料が無料に

なるというわけです。慌ててその家族は、三股

町での建設をキャンセルし、都城市での建設に

切り替えました。このような事例が数件発生し

ています。

また、聞くところによりますと、鹿児島県も

隣にありますから、鹿児島県もそういうような

事例が出ていると聞いております。もちろんそ

ういった家族の子供は、小学校は都城の小学校

に通うことになるでしょう。保育料が無料だか

ら都城に住んで、保育園は三股町に通わせる。

このような事態が生まれてきています。

慌てて三股町は、「ベビーファースト」と銘

打って、第１子の保育料の無償化を打ち出しま

した。しかしながら、問題は財政です。都城は

ふるさと納税により運営できます。一方の三股

町のふるさと納税は、県内でも後ろから３番目

か４番目です。ですから、今度は慌ててふるさ

と納税に力を傾けています。

「子供は宝」といって、いろいろと事業や施

策が検討される中に、自治体同士で子供の取り

合いが始まると、肝腎な幼児教育の本質を見

失ってしまいます。県、国として、迷いのない

一貫した考えを出すときだと考えます。

そこで、保育料無料化などの主要な子育て支

援策については、自治体間で格差が生じないこ

とが望ましいと思いますが、知事の考えをお伺

いいたします。

少子化や人口減少が加○知事（河野俊嗣君）

速する中、自治体間が切磋琢磨しながら、出産

や子育てに関する支援の充実を図ることは重要

であると考えますが、一方で、財政力によって

地域間格差が生じることには問題があろうかと

考えております。

今、県内における、ふるさと納税を背景とし

た問題について御指摘がありましたが、都道府

県レベルでは、東京都とそれ以外の地方という

ようなことでの問題というものも生じておりま

す。したがいまして、偏在のない地方税財政の

仕組みをつくっていく、そのことも非常に重要

であるということに併せて、議員御指摘の子供

の保育料や医療費の無料化など、財政負担の大

きい包括的な仕組みづくりにつきましては、国

において全国一律での実施を図るよう、これも

全国知事会等を通じて要望を行っておりますほ

か、本県単独でも「みやざきの提案・要望」の

中で繰り返し要望しているところであります。

子育て支援策の充実に向けては、地方自治体

と国とが車の両輪となって進めていくことが必

要であると考えております。現在、国が検討し

ております次元の異なる少子化対策につきまし

ても、真に実効性のあるものとなるよう、引き

続き、あらゆる機会を通じて国への働きかけを

行ってまいります。

ありがとうございます。今、○福田新一議員
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知事の口から、全国知事会を通じて要望されて

いる、また、本県単独でも「みやざきの提案・

要望」として働きかけを行っているということ

で安心いたしました。あとはいかにスピー

ディーにやるかだと思いますので、よろしくお

願いいたします。

次に、宮崎空港の利用促進について質問いた

します。

都城地区においては、宮崎県でありながら、

鹿児島空港を利用する人が多い状況にありま

す。場所によっては、鹿児島空港のほうが便利

な地域もあるからだと思います。また、運航し

ている飛行機の便数も、鹿児島空港の方が多い

ことなども要因ではないでしょうか。

将来にわたって路線を維持するためには、宮

崎空港を多くの県民に利用してもらう必要があ

ると思いますが、このように鹿児島空港を利用

する県民も多い中、宮崎空港の利用促進の取組

について、総合政策部長に伺います。

宮崎空港○総合政策部長（重黒木 清君）

は、本県の空の玄関として重要な役割を担って

おり、新型コロナの影響はあるものの、令和４

年度の利用者数は約253万人と、コロナ禍前の約

８割まで回復しております。

これまで県では、空港の利用促進を図るた

め、各航空会社が実施する県民向けの旅行商品

の割引や、本県の魅力をＳＮＳで情報発信する

取組などに支援を行っているほか、県民に宮崎

空港発着の航空路線を周知するため、県内で開

催されるイベントに航空会社と合同で出展する

などの取組を進めてきたところであります。

本県にとりまして、航空路線は、経済活性化

や交流拡大を図る上で欠くことのできない交通

基盤でありますので、今後とも、多くの県民に

宮崎空港を利用していただけるよう、利用促進

に取り組んでまいります。

ありがとうございます。宮崎○福田新一議員

空港は、空港から市街地への交通のアクセスが

よく、九州でも福岡空港に次いで大変便利で

す。宮崎空港の愛称がブーゲンビリア空港と決

定し、背の高いヤシの木、ワシントニアパーム

が空港まで案内し、海岸沿いにはフェニックス

が並ぶ。私は、宮崎空港ほど南国ムードの漂っ

ている異国情緒のある空港はないと思います。

以前、ラジオ番組で次のようなニュースを聞

きました。県内のある高等学校の修学旅行の話

です。修学旅行を終え、宮崎空港にいよいよ着

陸態勢に入ろうとする前に、「緑の松林が縁取

り、入り口は青い海、加えてその波を優しく迎

えている白い砂浜」といった、何となく白鳥か

何か鳥が舞い降りる状況に例えた機内の機長ア

ナウンスが生徒たちの胸に響き、着陸の不安を

和らげたという話です。

その機長のアナウンスが生徒たちの記憶に強

烈に残り、日を改めて機長に学校へ来てもら

い、あのときのアナウンスをもう一回お願いし

ますと望み、夢がかなったというニュースを聞

きました。すばらしい話だと感心した思い出が

あります。私は宮崎空港の魅力を多くの人に

知っていただくことが重要だと考えています。

そこで、宮崎空港の魅力をＰＲするため、ど

のような取組を行っているのか、総合政策部長

に伺います。

議員の御質○総合政策部長（重黒木 清君）

問にありましたとおり、宮崎空港は、宮崎市中

心部から車で約15分の場所に位置し、ＪＲが乗

り入れるなど、全国でも有数のアクセスのよさ

に加え、ブーゲンビリア空港の愛称のとおり、

一年を通して花が咲き誇る、美しい景観となっ

ております。

- 103 -



令和５年６月15日(木)

また、宮崎空港ビル株式会社におきまして

は、「日本一のおもてなし空港」を目指して地

域活性化にも取り組まれており、観光物産展な

どの催しを年間約300日開催するとともに、「神

話と花のバスツアー」を実施するなど、本県の

食や文化を積極的に情報発信されているところ

です。

県におきましても、航空会社や旅行会社に対

しまして、空港の優位性などをＰＲするととも

に、空港内のＷｉ－Ｆｉ環境の整備に支援を行

うなど、利便性向上にも努めているところであ

り、引き続き、宮崎空港ビルや関係機関とも連

携を図りながら、宮崎空港の魅力発信に取り組

んでまいります。

ありがとうございました。部○福田新一議員

長の話に加えてですけれども、いろんな意味

で、臨機応変に対応することが、利用者と密着

していき、魅力のＰＲにつながるような気がし

ます。

今、宮崎駅の発車メロディーが人気となって

いますが、御存じですか。「フェニックス・ハ

ネムーン」が流れるんです。

また、以前、新千歳空港かどこかだったと思

いますが、飛行機の離陸まで、何か問題が発生

して、機内で約30分ぐらい待機状態がアナウン

スされたときのことです。たまたま松山千春が

同乗していて、マイクを取り、歌ったというの

が話題になりました。ちなみに、「大空と大地

の中で」を歌ったそうですが、このような型に

はまらないフリーなセンスを持ち備えておく

と、一歩先を行けるのかもしれません。そんな

気がいたしました。

先ほどのハネムーンでもそうですけれども、

実際に携帯で聞いてみると、本当に宮崎の雰囲

気を醸し出しているなという感じがいたします

ので、そういった意味では、ちょっとしたセン

スのいいところを加えていくと、先ほどのおも

てなしやらあの辺ももっと色がついていくん

じゃないかと、それが利用する人の心をくすぐ

るんじゃないかなという気がいたしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

先日、福岡市の台湾総領事館の総領事であら

れる陳銘俊さんの講演を聞く機会がありまし

た。「台湾人は１年に人口の４分の１が日本に

来ています」と言われました。そして、「私た

ち台湾人は日本人が大好きです」「今まで以上

に日本を詳しく知り、日本人と親しくなりた

い」とも言っておられました。

本県では、コロナ禍前に国際定期便が運航さ

れていましたが、今後、台湾の方をはじめ、多

くの観光客を本県に呼び込むためには、宮崎空

港発着の国際定期便の再開が不可欠です。

そこで、国際定期便の再開に向けた取組につ

いて、知事に伺います。

議員御指摘の宮崎空港○知事（河野俊嗣君）

のアクセスのよさは、観光面でもビジネスの面

でも、本県の強みだと考えておりますので、こ

れを最大限活用してまいりたいと考えておりま

す。

その文脈で、国際定期便は、新型コロナの影

響によりまして、令和２年３月より運休してお

りますが、チャーター便については、昨年11月

に２年８か月ぶりとなるソウルからの便が運航

されたのを皮切りに、これまで釜山線、台北線

の３路線が運航されております。

定期便につきましては、昨年の11月以降、再

開に向けて様々な働きかけを行っております。

本年２月には私が、今月には日隈副知事がチャ

イナエアライン本社を訪問するとともに、５月

には日隈副知事がアシアナ航空本社を訪れて、
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それぞれ航空会社の幹部に対して、早期再開に

向けて要望を行ったところであります。

航空会社からは、機材とパイロットの不足や

需要回復の遅れなどから、明確な再開時期は示

されておりませんが、検討は進められておりま

して、特にソウル線については、「定期便の再

開に向けて前向きに検討したい」という回答を

いただいております。

このため今議会では、航空会社に対する運航

経費支援の増額をはじめ、県民へのパスポート

取得支援の対象拡大、宮崎空港における受入れ

体制の整備など、定期便再開を見据えた補正予

算をお願いしております。これらの対策もア

ピールしながら、早期の実現に向けてしっかり

取り組んでまいります。

ありがとうございます。知○福田新一議員

事、副知事自らが動いていらっしゃるというこ

とで、本当に安心しました。よろしくお願いい

たします。

次に、スポーツキャンプについて質問です。

コロナ禍の３年間を除き、約８年間連続で、

韓国から三股町の旭ヶ丘運動公園に、建国大学

から35～40名の学生が、１月から２月にかけて

１か月合宿に来ていました。この建国大学の野

球部というのはレベルが高く、毎年このメン

バーの中から２～３名が韓国のプロ野球へ進ん

でいる大学です。この時期というのは、韓国は

極寒で外での行動は難しく、競って日本へキャ

ンプ申込みを行っているようです。

このチームは、本年１月に久しぶりに、３年

ぶりに三股町へキャンプに来ました。このよう

に、私は、コロナ禍前に本県でキャンプを行っ

ていた団体等に、全県的に戻っていただきたい

と思っています。

そこでまず、市町村におけるスポーツキャン

プ・合宿の受入れ状況について、商工観光労働

部長に伺います。

市町村○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

におけるスポーツキャンプ・合宿の受入れ状況

につきましては、コロナ禍前の平成30年度に

は、25市町村まで増加しておりましたが、新型

コロナ感染拡大により、令和２年度は14市町村

にまで減少したところであります。

このような中、昨年度につきましては、20市

町村で受け入れており、参加団体859団体、延べ

参加人数16万8,403人となりました。

本県のキャンプ・合宿の受入れの状況は回復

傾向にありますので、県といたしましては、年

間を通じ、全市町村にてキャンプ・合宿が実施

されるよう、今後とも全県展開に向けた施策に

取り組んでまいります。

ありがとうございます。三股○福田新一議員

町での建国大学との交流をちょっと紹介します

と、次のとおりです。

まず、到着する空港へ横断幕を持って出迎え

に行きます。次に、地元の町長をはじめ、町議

会議員や役員方参加の上、歓迎セレモニーを行

います。地元の保育園による子供太鼓の披露な

どがあります。

また、中日に、地元の焼き肉屋で歓迎懇親会

を行ったり、地元の少年野球チームと野球教室

を行ったり、また、近くのチームと練習試合を

行ったりもしました。交流を図っているところ

です。

こういった取組は、韓国語が話せる人が集

まったり、いろいろ目につかないメリットも多

くありました。キャンプで来県されたチームと

地域の交流を図ることは大変重要で、今でもさ

らに発展するように取り組んでいるところで

す。
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一方、県では、「スポーツランドみやざき」

を県の重点施策の一つとして、県内にスポーツ

キャンプ・合宿をより一層促進させていくと聞

いています。

スポーツキャンプの促進には、県内市町村の

受入れ環境の充実が重要であり、県からの支援

も必要かと思いますが、スポーツキャンプ・合

宿を全県展開するため、県はどう取り組むの

か、商工観光労働部長に伺います。

「ス○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ポーツランドみやざき」を推進するためには、

本年４月、供用を開始した屋外型トレーニング

センターなどを核とし、本県のブランド力向上

を図るとともに、県内各地へキャンプ・合宿を

拡大させていくことが大変重要であります。

県ではこれまで、市町村による施設や資機材

の整備、施設の管理運営に関する研修会の開催

など、ハード、ソフト両面で市町村の受入れ環

境の充実に向けた支援を行ってまいりました。

今年度は、施設整備の補助上限額を引き上げ

るなど、これまでの支援を強化するとともに、

新たに市町村と連携し、プロスポーツを対象と

した誘致セミナーの実施や視察の受入れに取り

組むなど、キャンプ・合宿の全県展開をさらに

推進してまいります。

どうもありがとうございま○福田新一議員

す。よろしくお願いいたします。

次に、国県道の整備について伺います。

地元三股町に関係する道路整備の状況につい

てです。

まず初めに、県道都城東環状線のバイパス整

備についてであります。数年前からですけれど

も、県道都城東環状線と財部庄内安久線のＴ字

路交差点から旭ヶ丘運動公園を通り、国道269号

につながる区間のバイパス整備、蓼池地区なの

ですが、その構想は聞いていました。それがそ

の後どうなっているのか、今でも進捗状況を尋

ねられることがよくあります。この蓼池地区の

バイパス整備について、県土整備部長に伺いま

す。

議員御指摘の○県土整備部長（原口耕治君）

バイパス整備につきましては、都城インター

チェンジ周辺へのアクセス性が向上するととも

に、周辺道路の渋滞緩和などに一定の効果が期

待される一方で、旭ヶ丘運動公園や人家が連な

る区間を通過することから、トンネル整備や家

屋補償など、相当な事業費や期間を要するなど

の課題もあります。

現在、都城志布志道路において、都城イン

ターチェンジから乙房インターチェンジ間の整

備が、令和６年度の開通に向け、進められてお

ります。当該区間が開通しますと、都城圏域の

交通の流れが大きく変わっていくことが想定さ

れます。

このようなことから、県としましては、圏域

内の交通の変化を踏まえながら、どのような道

路整備が望ましいのか検討してまいりたいと考

えております。

数年前からすると、確かに状○福田新一議員

況が変わっています。家屋が増えて、バイパス

整備といっても、どこを通すのか考えてしまう

ような状況になっております。都城志布志道路

の開通により交通の流れが変わる。それを踏ま

えてからですね。分かりました。ありがとうご

ざいました。

次に、国道222号牛の峠道路についてでありま

す。

国道222号牛の峠道路の整備は、国が昭和42年

度から事業を進めてきましたが、残る都城市安

久町から三股町寺柱の区間約７キロがストップ

- 106 -



令和５年６月15日(木)

となった状態から20年以上になると思います。

今日の東九州自動車道や都城志布志道路の整

備に併せて、この牛の峠道路の整備は、県南地

区の有意義な道路ネットワークになるものと確

信できます。

そこで、国道222号牛の峠道路の事業再開につ

いて、県土整備部長に伺います。

国道222号牛の○県土整備部長（原口耕治君）

峠道路の整備につきましては、国の権限代行事

業により進められてきましたが、計画区間にト

ンネルが含まれており、多額の事業費が必要と

なるため、事業効果などの観点から、平成10年

度に休止されたところであります。

このため県では、現道における大型車離合困

難箇所の解消などを図るため、尾平野工区や安

久工区の整備を行い、安全で円滑な交通の確保

に取り組んできたところであります。

事業再開につきましては、東九州自動車道や

都城志布志道路などの県南地区で進められてい

る広域的な道路ネットワーク整備の進捗や、交

通の変化を踏まえながら、国や関係団体等と連

携し、整備の必要性を整理していく必要がある

と考えております。

先ほど言いましたように、ス○福田新一議員

トップしてから20年以上になるということで、

少々地域の人もあきれ返ったところがあるんで

すけれども、今の話を聞いていますと、牛の峠

道路が通ると、あそこは確かにまちが変わりま

す。この牛の峠道路が通ると、日南と都城と三

股がつながりますので、必ず何か変化が起こる

なという感じがいたします。

地域の方々は非常に期待しております。交通

網に明るい変化が現れますので、こちらのほう

は、都城志布志道路のほうが終わったら、また

計画をぜひ具体的に進めていってほしいと思い

ます。地域の人たちも、また次の交通網の代わ

りを非常に期待いたしております。

これで私の質問は全てなんですけれども、当

初言いましたように、アズムホールでの知事と

温度差はありませんでした。昨日も質問の中で

「知事の政治方針は」と聞かれたときに、きっ

ぱり「情熱、責任、決断」とおっしゃいまし

た。その３つをもってぽんと言われること、政

治指針があるということは、議会と執行部とい

うのは車の両輪といいますので、今の熱い思い

で、ますますアクセルを踏み込んで進めていっ

てください。我々も一緒に回っていきたいと思

います。どうもありがとうございました。終わ

ります。（拍手）

次は、山内いっとく議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） こんに○山内いっとく議員

ちは。自由民主党の山内いっとくです。宮崎の

未来をつくるため、地域・福祉・教育の視点

で、県民から届く声を県政へ届けていきたいと

思います。

昨日、次元の異なる子育て支援に関する総理

の記者会見に対してのコメントをメディアから

求められましたが、様々な反響があったところ

です。本定例会での一般質問の中では、ほぼ全

ての議員が子供に関する質問を行っております

ので、別の機会にその声を届けていきたいと思

います。本日は、「安全・安心のくらしづく

り」のための連携と共助、防災・医療、地域活

動を担う人材確保に関して、問題提起を行うこ

とを目的として質問してまいります。

人口減少社会において、これまでの社会の維

持・展開を行おうとすることによる課題が様々

な場面で顕在化し始めております。その一つが

人手不足です。行政コストが増大する一方で、

各自治体が有する経営資源が限られる中、人口
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減少社会の課題の対応として、行政改革やデジ

タル化による効率化、広域連携や共助の重要性

が増しています。そして、市町村の枠を超え

て、より広い圏域で連携し、暮らしに必要な機

能や資源を融通し合える体制づくりを推進して

いく必要がありますが、人材確保はなかなか進

んでいないように感じます。

そこで、県としての役割の検討や、県による

市町村への補完・支援が必要な状況であると考

えます。

まず、「安全・安心のくらしづくり」におけ

る広域連携について伺ってまいります。

「みやざき圏」人口社会減対策広域連携事業

が展開されており、社会減の対策として、高校

生の県外流出の抑制や、移住・定住政策が行わ

れております。移住・定住を促進し、関係人口

や交流人口を増加させ、地域経済や活力を維持

しようとしているものと理解しております。

しかしながら、経済だけではなく、地域にお

ける暮らしに必要な機能の確保に努めるために

こそ、広域的な地域連携や住民主体による地域

課題の解決を促すことが必要であると考えま

す。人口減少の著しい中山間地域の振興におい

ては特に重要です。

そこで質問です。「安全・安心のくらしづく

り」を進める上で、地域間連携が重要であると

考えますが、人口減少が著しい中山間地域にお

ける取組について、知事に伺います。

以上、壇上での質問は終わり、以後、質問者

席において質問してまいります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

中山間地域では、急速に進む人口減少により

まして、担い手不足とともに、午前中も議論が

ありましたが、交通、買物、医療など暮らしに

必要な機能やサービスの維持・確保が困難とな

りつつあります。

こうした中、安全・安心で持続可能な暮らし

を実現するためには、議員御指摘のとおり、市

町村や集落が連携し、相互に補完し合うことが

重要であると考えております。

このため県では、市町村や地域住民と一体と

なって、地域交通の最適化や、医療、介護、防

災等のセーフティーネットの構築などに取り組

むとともに、複数の集落が協力して日常生活の

機能を確保する「宮崎ひなた生活圏づくり」を

進めているところであります。

今後とも、市町村や集落の枠を超えた取組の

促進を図り、人口減少が進む中にあっても、住

民が将来にわたり住み慣れた地域に安心して暮

らすことのできる環境づくりを進めてまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

それでは、自治会による○山内いっとく議員

共助について伺います。

自治会は、行政事務連絡を担ったり、子ども

見守り隊や自主防災組織の中心になったりして

おります。行政の最も小さい単位になると認識

しております。

しかしながら、加入率は減少している状況で

あり、移住・定住など新しくその地域に住まわ

れる方も、新規に加入される方は少ないと感じ

ております。そのため、自治会に関連のある高

齢者クラブや壮年会、婦人会なども減少し、地

域の活力低下につながっております。

そこで質問です。自治会の役割と加入率向上

に向けた取組について、知事に伺います。

自治会等の自治組織は○知事（河野俊嗣君）

公共的な活動の担い手でありまして、防犯・防

災対策や子育て支援、地域行事などの地域コミ

ュニティーが果たしてきた共助の機能を維持し
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ていく上で、大変重要な役割を担っているもの

と考えております。

しかしながら、人口減少が進む中で、県全体

の世帯加入率は約６割で、役員の成り手不足な

どから、組織数も減少傾向となっております。

本県全体の活力低下につながりかねないと危惧

を抱いております。

このため県では、自治組織の活動強化を図る

ため、宮崎県自治会連合会に対し、広報活動や

研修会開催に要する経費を支援するほか、加入

率の向上を図るため、市町村等に対し、未加入

者対策に資する情報提供を行い、加入促進に向

けた幅広い呼びかけを促しているところであり

ます。

引き続き、連合会や市町村とも連携しなが

ら、地域の営みに欠かすことのできない自治組

織の活動を支援してまいります。

広域連携や共助において○山内いっとく議員

は、共通理解しているものと思ったところで

す。

それでは、防災対策と危機管理について伺っ

てまいります。

近年、異常気象は激甚化・頻発化し、我が国

の豪雨の発生頻度が増加している状況にありま

す。また、南海トラフ地震などの大規模地震の

発生も切迫しております。一方で、これまでの

国土強靱化の着実な取組により、大規模な被害

を抑制する効果が発揮されております。

まず、強風対策について伺います。

令和４年の台風第14号については、様々な被

害がありました。被害の一つに瓦屋根の被害が

あります。瓦業を経営している17社への瓦の修

理依頼状況は、県内約3,000件と、かなり多い被

害のようです。

国土交通省は、令和元年房総半島台風を踏ま

え、建築物の強風対策の方向性を示し、住宅・

建築物安全ストック形成事業を実施しておりま

す。県内では、宮崎市と日向市が採用しており

ますが、台風被害に備え、県としても住宅・建

築物安全ストック形成事業を推進すべきと考え

ます。また、瓦屋根の修理等を行う建築関係者

に向けた研修会も必要であると考えます。

そこで質問です。屋根の強風対策についてど

のように考えているのか、県土整備部長に伺い

ます。

屋根の強風対○県土整備部長（原口耕治君）

策につきましては、令和２年度に屋根瓦の強風

に対する飛散防止の基準が改正されたところで

あります。

また、令和３年度からは、国の住宅・建築物

安全ストック形成事業の対象に、市町村が行う

住宅の屋根瓦改修の補助事業が追加され、議員

御指摘のとおり、現在、宮崎市及び日向市にお

いて取組が進められております。

県としましては、木造住宅の耐震化に重点的

に取り組んでいるところでありますが、屋根の

強風対策につきましても重要であると認識して

おりますので、改めて国の交付金事業の活用に

ついて市町村に周知するとともに、建築工事業

者に対し、研修会などの機会を捉えて、新たな

基準の徹底に努めてまいります。

新たな基準の徹底に努め○山内いっとく議員

ていくということで、期待していきたいと思っ

ております。

次に、被災度区分判定の有資格者の状況につ

いて伺ってまいります。

今年５月24日の読売新聞によりますと、「地

震で被災した建築物が復旧可能か評価する「被

災度区分判定」の有資格者が、ピーク時の２割

以下に急減しており、一般財団法人日本建築防
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災協会によると、熊本地震が発生した2016年の

年度末には全国で約１万1,000人に上ったが、今

年３月末時点では約1,800人に落ち込んだ。復旧

できる建築物の判断が遅れれば、避難生活の長

期化などが懸念され、関係者は人材不足に気を

もんでいる」という記事がありました。

本県においても有資格者が減少していること

が考えられ、避難生活の長期化となるのであれ

ば、不安に思うところがあります。

そこで質問です。被災度区分判定の有資格者

の県内の状況と見解について、県土整備部長に

伺います。

地震により被○県土整備部長（原口耕治君）

災した建築物については、倒壊などの可能性が

あることから、まずは、県や市町村が主体と

なって、その危険性を速やかに判定し、注意喚

起を行う「応急危険度判定」の体制を整備して

おります。

応急危険度判定の後、被災した建築物が復旧

できるかどうかの判定を所有者等の依頼に応じ

て実施するものが、議員御指摘の「被災度区分

判定」であります。この判定については、民間

資格として、現在、県内で６名に技術者証が交

付されておりますが、県内に約1,000ある建築士

事務所においても対応は可能となっておりま

す。

県としましては、大規模災害に備えた技術者

の確保などについて、関係団体と情報共有を図

りながら意見交換を行ってまいります。

対応可能であるというこ○山内いっとく議員

とで安心いたしました。技術者の確保、また災

害対応空白地が生じないよう提言したいと思い

ます。

次に、地域アマチュア無線団体との連携につ

いて伺います。

本県においては、従来から、災害時における

基幹的な通信施設として、総合防災情報ネット

ワークシステムが整備され、システムの充実が

図られています。非常通信体制の確保に当たっ

ては、あらゆる情報伝達手段の整備が必要であ

ると考えます。

アマチュア無線は、近年、災害ボランティア

活動などでも活用が広がっており、総務省も令

和３年９月に社会貢献活動でのアマチュア無線

の活用のパンフレットを発行して推進しており

ます。既に自治体と地域のアマチュア無線団体

・クラブ等との間で災害時応援協定等が結ば

れ、災害情報の収集・伝達が行われている地域

もあります。

そこで質問です。災害時におけるアマチュア

無線団体との連携についてどのように考えてい

るのか、危機管理統括監に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（横山直樹君）

発生時の備えとして、多様な情報伝達手段を確

保することは重要であり、東日本大震災におい

て、市町村と避難所等の間での情報伝達に、タ

クシー会社やアマチュア無線関係団体の協力を

得て、アマチュア無線を活用した事例があるこ

とは承知しております。

このため県では、令和元年に県内のアマチュ

ア無線関係団体と意見交換を行ったところであ

りますが、先方の組織体制や災害時の協力体制

など課題が見られたことから、団体との連携の

在り方について引き続き研究してまいります。

引き続き研究していくと○山内いっとく議員

いうことですので、もしアマチュア無線団体等

からの申出等がありましたら、連携していただ

くよう提言したいと思います。

次に、災害時のドローンの活用について伺い

ます。
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県では、幾つかの部局においてドローンを保

有しており、今年度の補正予算においても、災

害時等で活躍するドローン活用強化事業が新し

く行われるなど、ドローン購入や操縦士の数の

増加が図られております。ドローンは性能が

年々よくなってきていることや、民間でもいろ

いろな用途に活用されており、防災面での活用

も広がっております。そこで、民間企業等との

防災協定も積極的に行うべきではないかと考え

ます。

質問です。災害時のドローン活用について、

民間企業等との連携をどのように考えているの

か、危機管理統括監に伺います。

災害時に上○危機管理統括監（横山直樹君）

空から被災状況を確認する手段として、ドロー

ンは大変有効であります。危機管理局において

もドローンを所有し、昨年３月の火薬類の爆発

事故現場においても活用しております。

また、県では、今年１月１日現在、県内企業

や団体等と145件の災害時応援協定を締結してお

りますが、これら企業・団体等の中には、例え

ばＮＴＴ宮崎支店のように、災害時の活動にお

いてドローンを活用するところもあります。

今後、県が所有するドローンの利活用を進め

るとともに、ドローンを所有あるいは活用して

いる企業・団体等との連携強化や、新たな協定

締結を検討してまいります。

新たな協定締結を期待し○山内いっとく議員

て、次の質問に移ります。

防災道の駅の役割について伺います。

道の駅都城が本県で唯一「防災道の駅」とし

て選定されました。熊本地震においては、道の

駅が一時的な避難所として活用され、防災拠点

として機能したようです。

国土交通省は、都道府県の地域防災計画等

で、広域的な防災拠点に位置づけられている道

の駅を「防災道の駅」として選定し、防災拠点

としての役割を果たすための重点的な支援を

ハード・ソフト両面で行っております。

そこで質問です。道の駅都城の県の防災上の

位置づけについてどのようになっているのか、

危機管理統括監に伺います。

道の駅都城○危機管理統括監（横山直樹君）

を含む県内18か所の道の駅は、宮崎県地域防災

計画において、救援物資等の備蓄拠点または集

積拠点のうちの、道路空間を利用した防災拠点

として位置づけられております。

なお、道の駅都城は、国の「南海トラフ地震

における具体的な応急対策活動に関する計画」

に基づく宮崎県実施計画において、南海トラフ

地震が発生した場合、国土交通省の緊急災害対

策派遣隊、いわゆるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの進出

拠点として位置づけられております。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの進○山内いっとく議員

出拠点ということで、国が行うプッシュ型の災

害支援のときに活用されるということで理解い

たしました。

それでは、防災士の育成と支援について伺い

ます。

自主防災組織のリーダーに対する研修を通じ

て、自主防災組織の育成・強化を図るものとさ

れております。また、自主防災組織の活動や、

自主防災組織が行う消火、救助、援助等のため

の機材の充実を支援するとしています。防災士

の人数については、十分な人数がおられるよう

に考えておりますが、資格取得後の支援や研修

が不十分ではないかとの声もあります。

そこで質問です。防災士の育成について、ど

のような研修や支援を行っていくのか、危機管

理統括監に伺います。
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本県の防災○危機管理統括監（横山直樹君）

士の数は、今年５月末現在で6,674名であり、人

口10万人当たりの数は全国６位となっておりま

す。

県では、これら防災士に対し、今年度、地区

防災計画の勉強会などの知識を深める講座を10

回、図上訓練や応急手当などの実践的な訓練

を11回、県内各地域で実施することとしており

ます。また、「自主防災活動ハンドブック」な

どを送付し、活動を支援することとしておりま

す。

今後とも、防災士が地域や組織の防災リー

ダーとして活躍できるよう、資格取得後の研修

や支援の充実に努めてまいります。

防災士は、地域の防災○山内いっとく議員

リーダーとして、地域の方に周知するような役

目という形で理解いたしました。今後もしっか

りとした研修等が行われればと思っておりま

す。

次に、消防団への支援について伺います。

公共のボランティアに参加する人数が減って

おり、消防団においても例外ではありません。

特に中山間地域においては、定員割れが続いて

いる状況です。

総務省の消防団の組織概要等に関する調査

（令和４年度）によると、全国で４年連続１万

人以上の減少、令和３年度と比較すると、２万

人以上の減少となっているようです。また、令

和４年４月１日現在の宮崎県の消防団員数は、

条例定数１万5,435人に対して1,761人の定員割

れのようです。そのためにも、消防団の充実・

活性化が必要であると考えます。

そこで質問です。消防団の充実に向けた県の

取組について、危機管理統括監に伺います。

消防団は、○危機管理統括監（横山直樹君）

火災や水害などが発生した際に、速やかに現場

に駆けつけ、消火や住民の避難誘導などを行う

とともに、平時には、防火指導や夜間の巡回広

報活動を行うなど、地域防災の要として極めて

重要な役割を担っております。

このため県では、県内の大学生や全ての高校

生に団員募集チラシを配布し、消防団の重要性

や魅力をアピールするほか、若手や女性団員に

よる意見交換会を開催することなどにより、団

員の確保に努めております。

また、防火服や安全靴などの装備、消火ホー

スやポンプなどの資機材等の整備を行う市町村

に対して補助を行っております。

今後とも、市町村と連携しながら、消防団の

充実を図ってまいります。

全国的に見ると、大学生○山内いっとく議員

などが増加しているというような情報もありま

すので、本県においても増えればいいなと考え

ているところです。また、消防団の充実が図ら

れ、少しでも定員不足が解消することを期待し

て、次の質問に移ります。

次は、学校におけるＪアラートに対する危機

管理について伺います。

武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律、通称、国民保護法ですが、

それが平成16年に施行され、本県でも宮崎県国

民保護計画が作成され、平成30年に修正されて

おります。

昨年、ロシアのウクライナ侵攻があり、今年

はＪアラートの発令もあり、日本も他人ごとで

はない出来事が起こっております。大人におい

ては、Ｊアラートについて徐々に周知されてき

ておりますが、学校におけるＪアラートの情報

伝達訓練の話はあまり聞かない状況です。

そこで質問です。Ｊアラートに対する学校の
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取組について、教育長に伺います。

子供たちを取り巻○教育長（黒木淳一郎君）

く環境は日々変化しておりまして、学校におけ

る危機管理は適時適切に見直しを図り、様々な

危機に対応できるようにしておくことが極めて

重要であります。

国は平成30年に、「学校の危機管理マニュア

ルの作成の手引」で、弾道ミサイル発射等の国

民保護に関する新たな危機事象へのＪアラート

を含めた対応を示しております。各学校では、

それを参考に避難行動の流れについても再確認

し、マニュアルの見直しを行っているところで

あります。

県教育委員会といたしましては、教職員はも

とより、子供たちが緊急時に主体的に行動し、

適切に対処する力を身につけられるよう、引き

続き市町村教育委員会とも連携しながら指導し

てまいります。

国民保護計画の修正から○山内いっとく議員

５年経過しておりますが、学校によっては、危

機管理マニュアルへの記載がない学校もあると

伺っておりますので、マニュアルの見直しとい

うのを期待して、改善することを提言したいと

思います。

続いて、消防・救急体制について伺います。

消防白書によると、高齢化の進展等により、

救急需要は今後増大する可能性が高いことが示

されており、救急活動時間の延伸を防ぐととも

に、これに伴う救命率の低下を防ぐための対策

が必要とあります。

ネット119と映像伝送システムに関してです

が、ネット119は、音声による119番通報が困難

な聴覚・言語機能障がい者が、円滑に消防への

通報を行えるシステムです。

県内では、小規模な自治体では、ネット119が

導入されていないところもあります。また、全

国では、映像伝送システムが広がりつつありま

す。映像伝送システムは、通報者が撮影する映

像から、通報現場の状況を確認することのでき

るシステムです。本県では、まだまだ認知され

ておらず、導入されていないところが多くあり

ます。

そこで質問です。ネット119と映像伝送システ

ムについて、県内の導入状況と、県として導入

に向けてどのように取り組んでいくのか、危機

管理統括監に伺います。

ネット119○危機管理統括監（横山直樹君）

は、聴覚や言語機能に障がいのある方が、事前

に登録しておくことにより、円滑に119番通報が

できるシステムで、現在、県内10消防本部のう

ち９本部で導入されております。

このシステムについては、国から県に対し、

早期導入に向け助言や取組を行うよう求められ

ておりますので、未整備の消防本部等に対し、

その必要性やメリットの紹介などを行うことと

しております。

また、映像伝送システムについては、都城市

消防局のみが導入しておりますが、事前に現場

の確認や通報者への指示ができることなどによ

り、迅速かつ的確な対応につながっていると聞

いておりますことから、各消防本部への情報提

供に努めてまいります。

ネット119や映像伝送シス○山内いっとく議員

テム以外にも、救急安心センター事業（＃7119）

や、全国版救急受信アプリ「Ｑ助」なども併せ

て活用推進を行うよう提言したいと思います。

次に、消防指令業務の共同運用化について

伺ってまいります。

総務省は、消防・救急体制の充実・強化の一

つとして、消防の広域化を挙げており、消防指
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令センターを運用しているところが増えており

ます。消防指令センターは、119番通報の受付を

行い、消防車や救急車の無線管制等の通信指令

業務の運用を共同で行っております。効果とし

ては、災害発生時における初動体制の強化や本

部機能統合等の効率化による現場活動要員の増

強があります。

例えば、いばらき消防指令センターは、ほぼ

県域１ブロックで平成28年より運用されてお

り、効果として、整備費130億円、維持管理費

で8.4億円の削減効果や、構成消防本部の車両動

態を管理することで応援体制の迅速化を実現

し、消防力の強化につながったようです。

今後、人口減少、高齢化等の影響による行財

政の課題解決には、地域全体で協力し対応する

広域連携の観点が大変重要であり、県と市町村

との連携が必要です。

この広域連携の一つである消防指令業務の共

同運用については、各消防長等で組織される宮

崎県域消防指令業務共同運用検討委員会でこれ

まで検討が行われております。総務省の消防の

広域化の推進期間が令和６年４月までであり、

期限が１年を切っており、本県の動向が気に

なっております。

そこで質問です。消防指令業務の共同運用化

について、検討委員会の検討結果と、今後、県

としてどのように取り組んでいくのか、危機管

理統括監に伺います。

消防指令業○危機管理統括監（横山直樹君）

務の共同運用化については、令和元年度から延

べ12回の検討委員会が開催されておりますが、

県は２回目からオブザーバーとして参加し、整

備費用の試算結果等の提供や、財政支援の検討

の表明、各消防本部への訪問などにより、意見

調整に努めてまいりました。

しかしながら、費用の負担割合や職員の派遣

期間などの調整がつかなかったため、検討委員

会では、今年１月、目標としていた令和９年４

月からの共同運用開始を断念されております。

県としましては、共同運用化は、消防力の維

持や大規模災害への対応など、将来にわたる県

民の安全・安心な暮らしを守り支える上で、大

変重要な取組であると考えておりますので、引

き続き各消防本部との意見交換を行うととも

に、議論の後押しをしてまいります。

共同運用化は非常に重要○山内いっとく議員

な取組ということですので、今後も議論を見

守っていきたいと思っております。

次に、地域医療の確立について伺ってまいり

ます。

第７次医療計画では、主に５疾病・５事業及

び在宅医療に係る医療提供体制の構築、地域医

療構想、医療従事者の確保などについて定めら

れており、来年度には、第８次医療計画が出さ

れることになっております。

その中の一つ、周産期医療について伺いま

す。

宮崎県の周産期医療体制はすばらしく、厚生

労働省の令和２年人口動態統計（確定数）によ

ると、周産期死亡率2.5と、全国と比較しても低

い状況のようです。私の子供も１人、この周産

期医療体制によって命が助かりました。医療計

画の施策の方向性として、総合周産期母子医療

センターを中心とした地域分散型の周産期医療

体制の維持と充実に努めるとあり、若者の移住

・定住に向けても期待できます。

しかしながら、産婦人科においてはリスクも

高く、新規開業の医師も少ない傾向がありま

す。本県の周産期医療体制を継続できるのか、

心配な点もあります。
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そこで質問です。周産期医療の本県の状況と

今後の取組について、福祉保健部長に伺いま

す。

県では、宮崎○福祉保健部長（川北正文君）

大学医学部附属病院を総合周産期母子医療セン

ターとして指定するとともに、県北・県央・県

西・県南の４つの周産期医療圏ごとに体制づく

りを進めており、各医療圏で中核的な役割を

担っている県立病院など６病院を地域周産期母

子医療センターとして認定しております。

これにより、分娩等の重症度に応じ、地域の

産科を支援するネットワークが構築され、低リ

スクの分娩を行うことが可能となっており、本

県の周産期死亡率は、全国的に見て低い水準を

維持しております。

県としましては、引き続き宮崎大学や県医師

会などの関係機関と連携し、産婦人科医師の育

成・確保にも取り組みながら、周産期医療体制

の充実に努めてまいります。

では次に、在宅医療の方○山内いっとく議員

向性について伺います。

近年、在宅医療に対する認識も新たに広がっ

たように感じています。厚生労働省によると、

老衰が死因の第３位ということで年々上昇して

おり、自宅でみとられたいと考える方も増加傾

向にあります。

２年前に亡くなった私の祖父も自宅療養を望

んでおりました。祖父は希望どおり自宅でみと

ることができましたが、その祖父を介護してい

たとき、在宅医療ができるのか、なかなか分か

らなかったという経験がありました。希望どお

りの人生を迎えるには、患者本人や家族が在宅

医療について知っておく必要があるかと考えま

す。

そこで質問です。自宅でみとられたいという

高齢者が増えている中、高齢者の在宅医療につ

いて、県民にもっと知ってもらうことが重要と

考えますが、県の取組を福祉保健部長に伺いま

す。

国民の約７割○福祉保健部長（川北正文君）

が自宅で最期を迎えたいと望む一方で、本県の

在宅死亡率は約３割にとどまっていることか

ら、在宅医療の推進を図ることは大変重要と考

えております。

このため県におきましては、県医師会などと

連携し、在宅医療に従事する医師や看護師等の

育成や、入退院時における医療側と介護側の情

報共有ルールを定める等の体制整備を図るとと

もに、県民向けの公開講座の開催やリーフレッ

トの配布など、普及啓発に取り組んでおりま

す。

さらに、昨年度からは、病状の変化に応じて

自らが望む医療やケアについて前もって家族等

と話し合う、アドバンス・ケア・プランニング

の周知にも取り組んでおります。

今後とも、疾病を抱えている高齢者が住み慣

れた場所で暮らしながら必要な医療を受けられ

るよう、在宅医療の体制整備や普及啓発に努め

てまいります。

アドバンス・ケア・プラ○山内いっとく議員

ンニングの周知に期待していきたいと思ってお

ります。

続いて、医師確保について伺います。

週刊ダイヤモンドによると、医者の大都市志

向は年々顕著になっており、医師初期臨床研修

マッチング充足率では54.9％と、全国と比較し

ても低い状況のようです。

対応として、宮崎大学医学部では、令和４年

度学校推薦型選抜から地域枠が25人から40人に

拡充され、また、県キャリア形成プログラム
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は、オール宮崎体制で、全国と比較しても柔軟

性のあるすばらしいものとなっております。そ

のため、今後の医師確保に向けて大きな期待が

あります。

質問です。医師確保の現状について、福祉保

健部長に伺います。

県では、宮崎○福祉保健部長（川北正文君）

大学、県医師会等と連携し、医師修学資金の貸

与、若手医師のキャリア形成支援、県外からの

医師招聘などに取り組んでおります。令和４年

度から宮崎大学地域枠が40名に拡充されたこと

に合わせ、セミナーや交流会の開催など医学生

教育の充実を図るとともに、地域枠医師の相談

サポート体制も強化したところです。

近年、県内で臨床研修を開始する医師は増加

傾向にあり、令和５年度の専門研修開始者数も

過去最高になるなど、県内での医師の養成、定

着に向けて、徐々に成果が現れているものと考

えております。今後とも、関係機関と連携を図

りながら、オール宮崎の体制で取り組んでまい

ります。

次に、市郡医師会病院の○山内いっとく議員

負担金について伺います。

都城市郡医師会病院において、高度急性期病

床の整備及び心臓・脳血管センター増設計画が

あり、これは、宮崎県が掲げる地域医療構想に

おける公的医療機関等2025年プランに沿って、

高度急性期の機能を拡充させるとともに、南海

トラフ地震発生に備え、被災した地域からの人

工透析患者等を受け入れ、災害拠点病院として

後方支援病院体制を確保するためとなっており

ます。

また、圏域の拠点となる二次救急医療施設と

しての機能を維持し、新型コロナウイルス感染

症などについても、重点医療機関として引き続

き当圏域の救急医療を支え、さらに心臓血管外

科の新設により、圏域外へ搬送していた心疾患

者の治療を地域で完結させることができ、ドク

ターヘリや救急車による圏域外への救急搬送を

減らすことにつながります。

以上により、高度急性期病床の整備と心臓・

脳血管センターの増設計画を推進することは、

地域住民が安心して暮らせる環境づくりにつな

がると考えられております。

このように、都城市郡医師会病院は、県西地

区において重要な二次医療施設です。運営のた

めに、定住自立圏の中で、利用者数に応じて各

自治体から負担金を徴収しておりますが、利用

しても負担のない自治体もあります。二次医療

施設の運営の在り方を県としても考える必要が

あるのではないでしょうか。

そこで質問です。二次医療体制を支えるため

に必要な経費を地域で平等に負担するために

は、統一的なルールが必要と考えますが、県の

考えを福祉保健部長に伺います。

救急医療体制○福祉保健部長（川北正文君）

は、比較的軽症な患者の受入れを担う初期救

急、入院が必要な重症患者等の受入れを担う第

二次救急、そして生命に危険がある重篤患者の

受入れを担う第三次救急など、役割を分担して

整備を図っております。

本県の第二次救急医療体制は、７つの医療圏

でそれぞれ整備されておりますが、拠点病院に

対する運営費の支援については、設置主体であ

る自治体が負担したり、人口割や利用者数割に

よって関係自治体で負担するなど、各圏域の医

療事情によって対応が異なっているところで

す。

限られた医療資源を有効に活用し、誰もが安

心して医療を受けられる体制の確保は大変重要

- 116 -



令和５年６月15日(木)

でありますが、それを支える費用負担の在り方

については、関係自治体間で、地域の実情を踏

まえ、調整されるものと考えております。

難しい問題ではあります○山内いっとく議員

が、持続可能な地域医療体制のために、県とし

ても検討していただくよう提言したいと思いま

す。

続いて、地域安全の推進について伺います。

地域安全といえば警察です。社会の変化に伴

い、交番の統廃合や日勤制などが行われており

ますが、県民の不安解消のために、移動交番な

どの施策が行われているところです。その拠点

としては警察署になりますが、高岡署や都城署

の整備計画が現在進められ、県民の関心が高い

ところです。特に都城においては、都城志布志

道路の完成も近づき、利便性のよいところへの

移転整備が望まれております。

地域安全においても、いろいろなボランティ

アがありますが、更生保護ボランティア・保護

司について伺います。

保護司においても高齢化となり、人手不足が

ある現状で、現役の公務員が保護司に就任する

に当たっては、地方公共団体の理解と協力を得

ることが課題となっております。そのため、令

和元年、法務省及び総務省は、協力依頼文書を

地方公共団体の長宛てに発出し、地方公共団体

職員の保護司への就任について協力を求めてお

ります。

質問です。保護司の確保が困難と聞いており

ますが、県職員への働きかけも含めて、県とし

てどのように取り組んでいくのか、福祉保健部

長に伺います。

保護司は犯罪○福祉保健部長（川北正文君）

を犯した人の立ち直りを支援するボランティア

として法務大臣が委嘱するものですが、現在、

高齢化や担い手の不足が課題と伺っておりま

す。

県では、令和２年３月に宮崎県再犯防止推進

計画を策定し、国の保護司確保の取組に対して

普及啓発などの協力を行うこととしており、長

年、保護司として尽力された方々に対する知事

感謝状の授与や、市町村福祉担当者会議の際

に、保護司の役割について普及啓発を図るなど

の取組を行っているところであります。

今後、国と連携し、保護司など様々な地域貢

献活動への参加が期待される県職員への呼びか

けも含めて、県民の方への普及啓発を図り、保

護司の確保につなげてまいりたいと考えており

ます。

では続いて、少年警察ボ○山内いっとく議員

ランティア・少年補導員について伺います。

少年警察ボランティアは、街頭活動や青パト

による巡回をしながら、少年の非行防止や健全

育成を行っております。

しかしながら、近年、少年たちが犯罪や問題

に関わる場面は、ＳＮＳが入り口となっている

ことも多くなってきています。

そこで質問です。ＳＮＳ等での非行防止、ト

ラブル防止に関して、警察の取組、少年補導員

の取組について、警察本部長に伺います。

警察では、ＳＮ○警察本部長（山本将之君）

Ｓ等でトラブルに遭いやすい小・中学生や高校

生に対し、インターネット利用上の危険性等を

注意喚起するサイバーセキュリティカレッジ等

を開催しており、昨年中は208回、約２万3,000

人に実施いたしました。

また、小・中学生の保護者にＳＮＳの安全利

用に関するリーフレットを配布するなど、教育

委員会や学校と連携し、啓発活動を推進してお

ります。
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このほか、ＳＮＳ上における性被害等につな

がる書き込みには、警察がサイバーパトロール

を実施し、昨年中、972件の注意喚起を行いまし

た。

さらに、本県の少年補導員２名の方が、公益

社団法人全国少年警察ボランティア協会から委

嘱を受け、少年に係る不適切な投稿に関するサ

イバーパトロール活動を実施しております。

では、特殊詐欺について○山内いっとく議員

伺います。

去年、県内で確認された特殊詐欺による被害

は52件で、被害総額は約１億3,600万円とありま

した。今年も既に18件の詐欺被害が確認されて

いて、被害総額は約１億円で、被害者のおよそ

７割が65歳以上の高齢者のようです。

しかしながら、先日、50代の知人が詐欺に

遭ったようです。若い方に向けた取組も必要か

と思います。

そこで質問です。高齢者以外の特殊詐欺の被

害状況と抑止対策について、警察本部長に伺い

ます。

特殊詐欺被害に○警察本部長（山本将之君）

遭われた高齢者以外の方の件数は、令和元年が

８件、令和２年が３件であったものが、昨年、

令和４年は23件となり、増加傾向にあります。

その手口の大半は、パソコンのウイルス除去

費用、有料サイト利用料等を名目に、支払うべ

き料金があるとかたってだます架空料金請求詐

欺で、23件中19件、約900万円の被害が発生しま

した。

このような状況を踏まえ、防犯メール、地元

テレビ局アプリ等を活用し、だましの手口を含

めたタイムリーな情報発信を行うほか、県内で

実際にかかってきた電話音声のホームページ上

での公開、携帯電話販売事業者と連携した顧客

への注意喚起などの抑止対策を推進しておりま

す。

それでは次に、地域活動○山内いっとく議員

を担う人材の確保について、まずは民生児童委

員の負担軽減について伺ってまいります。

地域活動の一つに民生委員・児童委員があり

ます。民生委員・児童委員は、知事の推薦に

よって厚生労働大臣から委嘱され、独り暮らし

の見守りや生活に関する相談、災害時における

役割があります。知事には、民生委員法上、民

生委員を研修する責務があるとされ、2000年の

法改正の際には、民生委員の在り方を見直す必

要性について指摘がありました。

そのような中、地域へのつながりの希薄化、

住民の直面する課題の複雑化・多様化に伴い、

欠員率も増加しており、負担軽減への対応が求

められております。

質問です。民生委員・児童委員の負担軽減の

ために、県がどのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。

民生委員・児○福祉保健部長（川北正文君）

童委員は、地域の見守りや住民の身近な相談役

として重要な役割を担っていただいております

が、福祉的課題が多様化・複雑化する中、活動

に負担を感じている方も少なくないと伺ってお

ります。

このため県では、委員の方への支援として、

研修の実施や活動経費の一部負担、参考書籍等

の活動資材提供などに取り組んでおります。

また、一部市町村では、社会福祉協議会が委

員活動を補助する福祉協力員等を配置している

ほか、見守りや住民からの相談対応を行う地域

のボランティア活動により、委員の負担軽減に

つながっている取組もあります。

今後とも、これらの優良事例の紹介や各種支
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援の実施など、市町村等と連携して、委員の負

担軽減に取り組んでまいります。

自治会加入率の減少によ○山内いっとく議員

り、青年団や壮年会、婦人会も減少しておりま

す。それに伴い、民生委員・児童委員、保護

司、少年補導員、消防団など、様々な地域活動

の担い手も不足している現状があります。その

ような活動を担っている方は、自治会活動をさ

れていた方が多かったと感じますが、今、担い

手が不足しております。このままでは、10年後

はさらに不足することが推測できます。

現在、本県も移住・定住の事業を推進し、力

を入れており、地域からは、地域活力につなが

る期待もあります。

そこで質問です。移住・定住の事業を推進し

ておりますが、移住者等に地域活動を促すよう

な取組ができないか、総合政策部長に伺いま

す。

移住者が地○総合政策部長（重黒木 清君）

域の一員として地元の活動に携わっていくため

には、まずは地域の方々と十分にコミュニケー

ションを取り、相互に理解を深めていくことが

重要であります。

このため県におきましては、移住者がいち早

く地域に溶け込むことができるよう、暮らしに

関する不安や悩みを相談できる移住サポーター

の設置や、地域住民との交流会を開催する市町

村を支援しているところであります。

こうした中、例えば地域おこし協力隊員の中

には、任期終了後も地域に定着し、地域の方々

と一緒になって伝統行事や地域活動を行うケー

スもあります。人口減少が進む地域にとって、

移住者は大きな力となり得ることから、今後と

も定着に向けた支援を行ってまいります。

宅建協会や不動産協会と○山内いっとく議員

加入促進に向けて協定を結んでいる自治体もあ

るようです。移住者は大きな力となりますの

で、宅建協会や不動産協会との連携も行うよう

提言したいと思います。

続いて、ボランティアポイント制度について

伺います。

「安全・安心のくらしづくり」のためには、

広域連携や民間との協定が必要です。また、多

くの地域活動の担い手が必要です。これは各自

治体や各団体だけの問題ではなく、県内全域で

人材不足の問題があります。地域別や縦割りで

行われている人材確保を、県が先頭に立って、

広域的な視点でスキームの開発を行うべきでは

ないかと考えます。

介護の分野では、ボランティアポイント制度

というものがあります。主体は市町村で、ポイ

ントは現金や地域通貨と交換可能です。活動と

して、公民館での活動や生きがいづくり活動の

場で行ったボランティアに対してポイントが付

与されるようです。そこで、社会貢献活動や地

域活動など、ボランティアを行っている方々を

幅広く対象としたポイント制度があれば、意識

づけになるのではないかと考えます。

質問です。ボランティア人材確保のため、県

内で幅広く使えるボランティアポイント制度の

取組はできないのか、総合政策部長に伺いま

す。

ボランティ○総合政策部長（重黒木 清君）

アポイント制度につきましては、ボランティア

活動への関心を高めるきっかけとして効果があ

るものと期待されており、県内の市町村におい

ても、まちづくり活動や介護支援ボランティア

活動への参加の促進を目的として取組が進めら

れております。

一方で、ポイントが付与される地域活動等と
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ポイントの対象とならない活動との間で不公平

感が生じたり、報酬を得ることのみが目的化し

ないかといった懸念も指摘されております。

県としましては、県内外の優良事例につきま

して情報提供を行うなど、引き続き、市町村と

連携して、ボランティア活動促進の取組を進め

てまいります。

それでは、地域活動貢献○山内いっとく議員

を行うボランティア人材の確保にどのように取

り組んでいくのか、知事に伺います。

社会経済活動の変化に○知事（河野俊嗣君）

よりまして、人々の意識が多様化する中で、

様々な地域課題が顕在化してきておりまして、

これらの課題に的確に対応するためには、ボラ

ンティアを含む多様な主体との協働が必要であ

ります。その協働の担い手となるボランティア

人材の育成・確保は、極めて重要であると考え

ております。

このため県では、ボランティア基金を造成

し、県社会福祉協議会と連携しながら、ホーム

ページでボランティア団体の活動状況を発信す

るとともに、毎年７月から９月を「ボランティ

ア体験月間」に設定し、中高生による福祉施設

での介護体験などのボランティア体験事業や、

市町村が行う人材育成講座への支援を行ってお

ります。

県としましては、引き続き、このような取組

の充実・強化を図り、一人一人が生き生きと活

躍できる社会を目指して、市町村や関係機関と

も連携しながら、ボランティア人材の育成・確

保に取り組んでまいります。

各部署に横串を刺すとと○山内いっとく議員

もに、県と市町村の壁を取り払い、しっかりと

連携して担い手確保に取り組むよう提言して、

全ての質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会
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午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会
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（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 山 本 将 之

監 査 事 務 局 長 米 良 勝 也

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一
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議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、下

沖篤史議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○下沖篤史議員

ざいます。新生会の下沖篤史です。小林市・西

諸県郡選出になります。初の県議会での一般質

問ということで緊張しておりますが、よろしく

お願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいた

します。

現在、国においては、次元の異なる少子化対

策と銘打ち、様々な政策が検討されておりま

す。過去30年にわたり少子化対策に取り組んで

きましたが、ほとんど成果は上がっておらず、

コロナ禍でさらに出生数は急減しています。こ

れまでの政策が成果を出せなかったのはなぜな

のでしょうか。どうすれば若い世代に結婚や子

育てへの希望を抱いてもらえるのか。

まだ全ての政策が出てきたわけではありませ

んが、本県の少子化対策を進める上で、国の次

元の異なる少子化対策について、知事はどのよ

うに評価されているのかお伺いします。

次に、農畜産業についてです。本県の基幹産

業である畜産業でありますが、世界情勢の変化

による物価高騰を受け、厳しい状況にありま

す。さらに子牛価格は下落し、生産農家は危機

的状況であります。市町村単位での畜産振興に

は限界がある中で、県がリーダーシップを発揮

し、畜産振興に向け、どのように取り組んでい

くのかお伺いいたします。

ほかの項目につきましては、質問者席より行

います。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、国の次元の異なる少子化対策について

であります。

本県が持続的に発展していく上で、少子化対

策は大変重要かつ待ったなしの課題であり、私

も強い危機感を持っております。

これまでもエンゼルプランから始まって様々

な少子化対策が進められてまいりましたが、保

育所の待機児童の減少等、一定の成果があった

部分もあろうかと思いますけれども、まだまだ

やるべきこと、課題は山積しております。

児童手当の拡充や男性育休の取得促進といっ

た、現在、国において検討が進められている新

たな少子化対策につきましては、本県の施策を

後押しするものと受け止めており、大いに期待

をしているところであります。

一方で、今回、国が示した戦略方針には、本

県をはじめ全国知事会等が求めております「自

由度の高い交付金の創設」や、「こどもの医療

費助成の全国一律での実施」などは含まれてお

らず、その財源についても明確になっておりま

せん。

子ども・子育て政策の推進に当たりまして

は、国と地方が車の両輪となって取り組んでい

くことが重要であり、地方の声にしっかり耳を

傾けていただくよう、これからもしっかりと国

に求めてまいります。

次に、畜産振興についてであります。

本県の畜産業は、全国第３位の産出額を誇る

基幹産業であります。食料安全保障の重要性が

令和５年６月16日(金)
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高まる中、本県の食料供給基地としての役割を

果たすためにも、畜産振興は大変重要でありま

すことから、県では「みやざき畜産共創プラ

ン」を策定し、取組を進めているところであり

ます。

具体的には、家畜防疫の強化を畜産経営の土

台として、生産基盤の強化やスマート技術の推

進などによる「生産力の強靱化」、また、担い

手の確保や働き方改革などによる「人材力の強

靱化」、さらには飼料自給率の向上や畜産バイ

オマスの有効活用などによる「地域資源循環の

強化」に取り組んでおります。

また、「販売力の強靱化」として、４月のＧ

７宮崎農業大臣会合において、各国代表からも

非常に高い評価をいただいた「おいしさ日本

一」の宮崎牛をはじめとする本県畜産物を国内

外に向け、さらに発信してまいります。

畜産業は、飼料価格高騰や家畜伝染病の発生

など厳しい状況に置かれております。私も今年

に入ってから県内の家畜市場を一通り回りまし

たが、現在、子牛価格の低迷、飼料価格の高騰

がある中で、大変厳しい状況が続いていると認

識しております。

このような状況をしっかりと踏まえながら、

今御説明申し上げましたような取組を力強く推

進し、持続可能な魅力ある畜産を目指してまい

ります。以上であります。〔降壇〕

知事、答弁をありがとうござ○下沖篤史議員

いました。知事の答弁にもありました自由度の

高い交付金創設、ぜひとも国に強く訴えていた

だきたいと思います。自治体ごとに、課題、あ

と戦略に違いはあると思いますので、やはり自

由度の高い交付金がないと、その問題も多岐に

わたっておりますので、そこら辺を国に強く訴

えていただきたいと思います。

あと、畜産振興についてですが、昨年の鹿児

島県で開催された第12回全国和牛能力共進会に

おいて、宮崎牛は８部門中２部門の優等賞首席

に加え、今回から創設された第７区で、最高賞

となる内閣総理大臣賞を受賞しました。

しかし、子牛価格は今年５月以降、前年より

７万円以上値を下げており、60万円を割り込ん

でいる状況であります。６月は、新型コロナウ

イルスの感染拡大で、外食など業務需要が大幅

に減った2020年５月並みの57万円台に下落して

おります。さらに、世界情勢による物価高騰が

肉用牛繁殖農家の経営をかなり圧迫しておりま

す。

このような状況の中で、肉用子牛のセーフ

ティーネット対策について、農政水産部長にお

伺いいたします。

肉用牛繁殖経○農政水産部長（久保昌広君）

営におけるセーフティーネット対策としまして

は、四半期ごとの平均子牛価格が55万6,000円を

下回った場合に補給金が交付される、肉用子牛

生産者補給金制度があります。

この制度に加え、国は、最近の子牛価格の大

幅な下落を受け、今年の12月まで四半期ごとの

平均子牛価格が60万円を下回った場合に、この

補給金制度に上乗せして支援する和子牛生産者

臨時経営支援事業を措置したところです。

県としましては、この支援事業のさらなる継

続を国に要望しているところですが、引き続き

子牛価格の推移を注視しながら、経営の安定化

に取り組んでまいります。

このうち肉用子牛生産者補給○下沖篤史議員

金制度は、全国平均価格が設定価格以下になら

ないといけないんですけれども、宮崎県以外の

都道府県の子牛価格は高いんですよね。それに

よって全国平均が上げられてしまって、なかな
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か発動できない状況にあります。この発動基準

の引上げをぜひとも国に訴えていただきまし

て、子牛生産農家さんたちのセーフティーネッ

ト発動ができるようにお願いしたいと思いま

す。

続きまして、近年、全国でＪＡの合併が進ん

でいますが、本県でも合併が検討されておりま

す。そのような中、現在、家畜市場は買手市場

になっており、他県では、家畜市場を統合し、

取扱頭数を増やすことで購買者を呼び寄せて、

市場価格を上げている状況が見られます。

本県において、家畜市場の統合についてどの

ような影響が予測されるか、農政水産部長にお

伺いいたします。

家畜市場は、○農政水産部長（久保昌広君）

地域で生産された家畜を競りにより公正な価格

で取引する市場であり、畜産農家の所得確保の

ためにも重要な役割を担っており、県内に７か

所、ＪＡ等により開設されております。

議員の御質問にありました家畜市場を再編統

合する場合には、広域化により輸送に係る生産

者の負担が増える反面、一市場の取扱頭数が増

加することにより、市場としての魅力が向上

し、競りに参加する購買者の安定確保につなが

るなどの影響が考えられます。

統廃合により様々な影響が出○下沖篤史議員

てくると思うんですけれども、今、買手市場に

なっている中で、購買者をいかに引き寄せる

か、魅力ある市場をどうつくるか、様々な検討

をしていただきたいと思います。

次に、様々な課題が指摘されている家畜取引

におけるインボイス制度の影響に関してです。

年間売上げが1,000万円を超える課税事業者だ

けでありますが、農水省の統計によりますと、

繁殖雌牛を飼育する農家３万5,500戸のうち、飼

養頭数９頭以下が６割を占めております。ほと

んどは、現状のままでは発行ができない免税業

者とみなされております。

一方、肥育農家は比較的売上げが多く、課税

業者の割合が高い状況であります。本県も全国

同様の状況であると思いますけれども、インボ

イス制度が開始された場合の影響について、農

政水産部長にお伺いいたします。

今年の10月か○農政水産部長（久保昌広君）

ら消費税のインボイス制度が始まり、家畜取引

も対象となります。

この制度では、購買者は、子牛を免税事業者

から購入する場合にはインボイスが発行され

ず、仕入税額控除ができなくなる一方で、課税

事業者から購入する場合にはインボイスが発行

されるため、控除ができることとなります。

このため、家畜市場関係者からは、インボイ

スを発行できない農家の子牛の取引価格に影響

が出るのではないかとの声を伺っているところ

です。

また、子牛を出荷する肉用牛繁殖農家のう

ち、現在、免税事業者である小規模農家等は、

課税売上げが少ない上、課税事業者への移行の

手続を負担と考える方もおられるとの課題も聞

いております。

様々な影響が予測されており○下沖篤史議員

ます。ＪＡ、卸売市場で委託販売する場合、普

通の野菜とか何でもそうなんですけれども、農

家のインボイスが不要になる特例制度がありま

すが、子牛市場だけこれが適用されない状況で

あります。なぜ国はこういう対象外をつくった

のか、ちょっと自分には理解できないところで

はあるんですけれども、これも含めて国に、今

すぐ変更することはできないと思うんですが、

子牛市場も特例制度に入れていただくようお願
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いしていただきたいと思っております。

しかしながら、制度は今年10月に始まりま

す。混乱を引き起こさないためにも、市場や肉

用牛繁殖農家さんへのインボイス周知に向けた

取組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

インボイス制○農政水産部長（久保昌広君）

度の導入については、国税制度の大きな変更で

あり、生産者の皆様に制度を正しく理解してい

ただけるよう周知していくことが大変重要であ

ります。

このため県では、各地域の農業改良普及セン

ターにおいて、肉用牛繁殖農家を含む生産者を

対象に、インボイス制度の理解を深めるための

研修会を開催するとともに、県のホームページ

等でも周知を図っております。

また、県内各税務署においても説明会や相談

会が開催されるとともに、家畜市場やＪＡ等で

も生産者を対象とした研修会の開催や啓発チラ

シの配布が行われております。

県としましては、生産者が制度の理解不足に

より不利益とならないよう、引き続き周知に努

めてまいります。

このインボイスが、農家さん○下沖篤史議員

の不利益を含め、市場の価格低迷につながらな

いように、ぜひとも周知を図るとともに、でき

ればインボイスに関する支援策を、県としても

生産農家さんたちに提案できるものを検討して

いっていただきたいと思います。

続きまして、市議時代からですが、県内様々

な産業の現場から人材不足の悩みを聞きます。

事業拡大のみならず、事業を維持することすら

困難になってきている状況も見受けられます。

そのような中で、外国人材は必要不可欠であ

ります。技能実習制度の現状は、目的と実態が

乖離しており、様々な問題を引き起こしている

制度を維持するのは無理がありました。

そこで、今回の技能実習制度及び特定技能制

度の見直しについて、どのように受け止め、今

後、何を期待されているのか、知事にお伺いい

たします。

人口減少が進む中、外○知事（河野俊嗣君）

国人が現実問題、日本の経済社会の担い手と

なっている、そういう現状を踏まえまして、国

では、技能実習制度及び特定技能制度の在り方

について検討が行われております。

国の有識者会議の中間報告書では、現行の技

能実習制度を廃止し、人材確保と育成を目的と

する新たな制度の創設や、特定技能２号の対象

分野拡大などの検討の方向性が示され、このう

ち対象分野の見直しにつきましては、先日、閣

議決定されたところであります。

今後、人手不足が深刻化する中、両制度の見

直しは時宜を得たものと考えておりますし、特

定技能２号の対象分野に農業や製造業等が追加

されることは、本県の産業を支える人材の確保

・定着につながるものと期待しているところで

あります。

一方では、改めて、労働・生活の両面におけ

る支援や、地域における理解の促進が重要であ

ると認識しております。

県としましては、こうした国の動きを注視し

ながら、全国知事会等を通じて、外国人から選

ばれ、働きやすく、地方の実情を踏まえた制度

となるよう国に訴えてまいります。

ぜひともあらゆる機会に訴え○下沖篤史議員

ていただきたいと思います。地方と産業、そし

て外国人材にとって、いい制度になるようお願

いしたいと思います。

続きまして、本県の基幹産業である農畜水産
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業で、人材不足は待ったなしの状況でありま

す。ここら辺、自分たちの地元でも、野菜を含

めた畑作農家さんたちは、収穫時期になると、

ほとんど70歳、80歳の方たちが収穫に従事して

いる状況で、経営者の方たちも、この方たちが

辞めたときには、もう自分たちは農業ができな

いという危機的状況にあります。

そのような状況の中で、農業分野における外

国人材の現状と確保に向けた課題について、農

政水産部長にお伺いいたします。

本県の農業分○農政水産部長（久保昌広君）

野における外国人材数は、宮崎労働局の調査に

よりますと、昨年10月末現在で828人となってお

ります。

また、昨年度、県が農業法人等を対象に実施

した調査では、141社で外国人材を受け入れてお

りますが、法人全体の15％にとどまっていま

す。

外国人材の確保に当たっては、周辺諸国でも

外国人材のニーズが高まっており、国内外での

激化する確保競争に対応していくことが求めら

れています。

このような中、県内では、外国人材の受入れ

に必要な監理団体が少なく、県外の監理団体に

依存しており、そのフォローアップが十分でき

ないこと、また受入れに対応できる宿舎が少な

いことなどが課題となっております。

日本のみならず、周辺諸国に○下沖篤史議員

おいては、様々な支援をして、外国人材の確保

に積極的に動いているところでありますので、

外国人材の方に、日本、そして宮崎を選んでい

ただけるように頑張っていただきたいと思いま

す。

あと、農業分野で外国人材を確保していくた

めに、どのような取組を進めているか、農政水

産部長にお伺いいたします。

県では、今年○農政水産部長（久保昌広君）

度の当初予算において措置した農業外国人材確

保・定着体制構築事業により、人材確保に向け

た対応を進めております。

この事業では、昨年10月に締結したベトナム

国立農業大学との連携合意に基づく人材の確保

・育成の実現も含め、監理団体の県内誘致やイ

ンターンシップ等の新たな受入れ方式による検

証等を行ってまいります。

また、今議会にお願いしている補正予算にお

いて、住居確保対策として、県営住宅によるモ

デル実証を行うこととしております。

この実証結果を基に、公営住宅の活用に際し

ての各種手続等のマニュアルを作成し、市町村

に情報提供することで、外国人材の確保を進め

てまいります。

この問題に関しては、農業分○下沖篤史議員

野に限らず、あらゆる分野の方々が、監理団体

の少なさから県外の監理団体に委託したり、そ

れでなければ自分で面接に行かれたり、大変な

苦労をされております。

あと、今言われましたように、宿舎の少なさ

です。外国人の方たちを団体で受け入れてくれ

るところがなかなかなくて、宿舎を自分で建設

したりとか、そういう状況も見受けられますの

で、今回の制度改革を生かして各産業の発展を

進めるためにも、市町村や業界団体の方々と連

携して、早期の監理団体の設立と、公営住宅の

みならず、地方に行けば、山間部に行けば空き

家とかたくさんありますので、そういう空き家

も活用した宿舎確保に向けた取組と支援をよろ

しくお願いいたします。

続きまして、少子化対策についてですが、今

回の６月補正に上がっている全国初のおむつの
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負担軽減モデル事業についてですが、事業化の

背景とこの事業をつくった目的を、福祉保健部

長にお伺いいたします。

子育ての負担○福祉保健部長（川北正文君）

軽減が課題となる中、保護者が毎日行うおむつ

の準備や、保育施設でのおむつの管理・処分等

の負担が大きいという声が、現場から聞かれた

ところであります。

このため、おむつの負担軽減モデル事業で

は、おむつの定額利用、いわゆるサブスクリプ

ションサービスの利用助成と、おむつの処分に

取り組む市町村を支援することとしておりま

す。

この事業を通じて、保護者はおむつの準備を

する必要がなくなるとともに、これまで家庭に

持ち帰っていたおむつも保育施設で処分するこ

とになるため、保護者や保育士の負担軽減につ

ながるものと期待しております。

小林市でも、長年、保育の現○下沖篤史議員

場、あと保護者から、ずっとおむつの問題が上

がっておりました。コロナになって、なおさら

持ち帰らせる園が増えたりして、その声が日に

日に大きくなってきたところで、県からこの補

助事業が出たことを大変うれしく思っておりま

す。

ある子育て支援のサイトのアンケートでは、

「おむつを持ち帰らせている割合が高い都道府

県」で、2023年度の順位が、持ち帰り率60％で

宮崎が１番という状況でありました。その

前、2 0 2 2年度は 1 0位だったんですけれど

も、2023年度には１位になっておりました。

こういう状況も踏まえて、この事業が立ち上

がったのかなと思ったんですけれども、財源に

余裕がなくて支援できなかった市町村も数多く

あると思います。今回の事業を活用していただ

き、ぜひ全市町村が本当にこれに参加していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いのと、持ち帰り率０％を目指す宮崎県とし

て、この事業を活用していただきたいと思いま

す。

続きまして、子育て支援についてですが、ひ

とり親家庭の健康増進と福祉向上の目的で、医

療費の一部を助成する制度があります。ひとり

親家庭医療費助成事業ですけれども、この現状

及び独自に自己負担分を助成している自治体数

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

県は、ひとり○福祉保健部長（川北正文君）

親家庭医療費助成事業の実施主体である市町村

に対し、助成した医療費等のうち、補助対象経

費の２分の１の補助を実施しているところであ

り、令和４年度の実績で申しますと、申請件数

約７万8,000件、補助額は約２億2,000万円と

なっております。

また、１人当たり月1,000円の自己負担分につ

いて、12の市町村が独自に助成を行っていると

伺っております。

この事業に関して、ひとり親○下沖篤史議員

の皆様から大変助かるとのお声がある一方で、

申請手続が大変で、あと償還払いということ

で、一旦立て替えて、申請を出してからのタイ

ムラグが結構あるということで、さらに市町村

の受付の事務負担もかなり大きいとの声を伺っ

ております。

ひとり親家庭医療費助成事業の外来受診の現

物給付化について、県の考えを福祉保健部長に

お伺いいたします。

ひとり親家庭○福祉保健部長（川北正文君）

医療費助成事業の給付方法につきましては、入

院は現物給付を補助対象とし、外来受診につい

ては、利用者が医療費の自己負担分を一旦支払
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い、後に払戻しを受ける償還払いを補助対象と

しているところです。

外来受診を入院と同様に現物給付化すること

により、ひとり親家庭や申請を処理する市町村

の負担軽減につながることは承知しております

が、医療費の増加の懸念や、関係機関の事務負

担の増加など、整理すべき様々な課題があると

考えております。

県としましては、この事業が限られた財源の

中で将来にわたり持続可能となるよう、実施主

体である市町村と、外来受診の現物給付化を含

めた意見交換を行ってまいりたいと考えており

ます。

ひとり親家庭は、お子さんを○下沖篤史議員

病院に連れて行くだけでも、休みを取るだけで

も大変な状況にあります。ぜひとも手続の簡素

化、あと現物給付化を目指して、市町村とも今

後協議を進めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

続きまして、子育て支援・少子化対策にも欠

かせない不妊治療に関してですけれども、県内

で特定不妊治療を行っている方がどの程度いる

のか、福祉保健部長にお伺いいたします

令和３年の国○福祉保健部長（川北正文君）

の調査によりますと、不妊の治療を受けたこと

がある夫婦の割合は、全国で4.4組に１組となっ

ており、前回調査よりも増加傾向にあります。

県内で不妊治療を行っている方の総数の把握

は困難でありますが、保険適用以前の令和３年

度まで実施していた特定不妊治療費に対する助

成制度において、令和３年度は延べ1,502件の助

成実績があります。

現在はちょっと状況が分から○下沖篤史議員

ないと思っているんですけれども、クリニッ

ク、不妊の外来とかに行き、受診とか予約状況

を見ますと、保険適用になったことにより、相

当数増えていると思います。

特定不妊治療と不妊治療の方々を合わせます

と、令和３年度で1,502名ですか、多分この数

倍、治療に来られている方が潜在的におられる

と思います。こんなに多くの方が子供を望まれ

ており、第２子、第３子を望み、通われている

方たちも結構おります。

不妊治療はなかなか周りに相談しづらく、夫

婦間でもなかなか互いに言い出しづらかった

り、悩まれている方がたくさんいます。

そこで、県の不妊専門相談センターへの相談

状況について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

県では、平○福祉保健部長（川北正文君）

成15年度から不妊専門相談センター「ウイン

グ」を設置し、不妊や不育症に悩む方々からの

相談に対応してまいりました。

令和４年度は、本人からの相談が93件、家族

からの相談が３件ありました。相談内容は、不

妊の原因や検査・治療・医療機関の情報のほ

か、費用や助成制度に関するもの、不妊治療に

対する周囲からの理解不足に関するものなどと

なっており、経済的負担や精神的負担などの課

題もいまだ大きいと認識しております。

不妊治療は費用もかかります○下沖篤史議員

し、夫婦、特に女性の精神的な負担が大きく、

夫婦で共有・共感がなければ、不妊治療すら始

められなかったり、続けていくことも困難だと

いう状況があります。民間の医療保険でも特定

不妊治療に対応している保険もありますし、民

間の保険とかで対応していることを知らない方

も結構いて、申請を上げていない方もいますの

で、相談の際にそういう保険を見ていただいて

対応できる場合もありますので、そういうとこ
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ろもできれば相談に乗っていただきたいと思い

ます。

あと、少子化の原因でもある晩婚化や未婚率

の増加は、社会環境が好転し、所得が向上し、

若者が未来に希望を抱けないと、なかなかこう

いう晩婚化・未婚率の改善というのは図れない

状況であるんですけれども、そのような中、ほ

かの都道府県では、先進的な取組として、予防

医療と女性の妊娠・出産の選択肢を広げる手段

として、既婚・未婚にかかわらず、卵子の凍結

を支援し、異次元の少子化対策を実施している

自治体があります。

不妊症にかかわらず、将来、子供を望むとき

のために、県として卵子や精子の凍結保存を推

進していただけないかと思いますが、福祉保健

部長にお伺いいたします。

現在、不妊治○福祉保健部長（川北正文君）

療には保険が適用されておりますが、保険診療

として実施する卵子や精子の凍結保存は、不妊

症と診断されていることが要件となっておりま

す。

また、将来、子供を産み育てたいと希望する

若年がん患者等が、治療前に卵子や精子を保存

する妊孕性温存療法に要する費用の一部に対し

て県が助成を行っており、今後とも事業の利用

促進に努めていきたいと考えております。

今回、国が出してきた次元の○下沖篤史議員

異なる少子化対策なんですけれども、国のみな

らず県でも推進していかないといけない。今ま

でどおりのことをやっていても、少子化という

のは絶対歯止めがかからないと思っておりま

す。

その中でも、不妊治療をされている方たちが

皆さん出産できるようになると、本県は全国２

位の出生率でありますけれども、そこをもっと

押し上げることができるのかなと思っておりま

す。

そのためにも、不妊症を含めて、結婚する前

の段階から、皆さんでこういう認識を持って、

卵子・精子とかの保存をぜひとも進めていただ

きたいと思います。これはほかの自治体でも

やっておるところがあるので、そこの状況とか

も研究していただき、宮崎県独自の少子化対策

を進めていただきたいと思います。

続きまして、不妊に対しての知識や理解がな

かなか浸透しておりません。その中で、不妊に

関する知識の普及啓発に関わる取組について、

本県はどのようなことをされているのか、福祉

保健部長にお伺いいたします。

不妊に関連す○福祉保健部長（川北正文君）

る内容について正しく理解することにより、不

妊症の早期検査や治療につなげることは大変重

要であると考えております。

県におきましては、令和３年度及び令和４年

度に実施した不妊治療支援環境づくり事業にお

いて、ポスターやハンドブックの作成、ウェブ

サイトやＳＮＳを活用したインターネットによ

る啓発のほか、テレビや雑誌など様々な広告媒

体を活用し、普及啓発を行ったところでござい

ます。

今後とも、これまでの成果を生かしながら、

不妊に関する正しい知識の普及啓発に取り組ん

でまいります。

様々な啓発を行っておると思○下沖篤史議員

いますが、自分もいろいろ医療現場とかに行く

と、こういうハンドブックとかポスターとかを

なかなかお見受けすることがなかったり、いろ

んな場所でも見受けられなかった。あと、パソ

コンで調べた際もなかなかヒットしなかったと

いうか、ユーチューブでは後で見つかったんで
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すけれども、ＳＮＳとかで、なかなか皆さんの

目につくことがない。あと、不妊というワード

を入れたのに、そういう関連ワードに連動して

いなかったりして、なかなか発見できなかっ

た。ちゃんとつくられておったので、いいこと

はいいんですけれども、若者たちが見るＳＮ

Ｓ、その中で発信力を持っているインフルエン

サーの方たちとか有名人などを起用して、若い

方たちがもっと見たくなる、検索したくなる状

況をつくっていただきたいと思います。

あと、不妊治療をされている女性の方たちか

ら話を聞きますと、職場の理解がなかなか進ん

でいない。タイミングが結構はっきりしないん

ですね。採卵というか、卵子を取る時期とかの

タイミングがはっきりしないので、突然休まな

いといけなかったり、病院に駆けつけないとい

けないという状況があるんですけれども、なか

なかその職場の環境の中で皆さんに言い出しづ

らかったり、突然休むというのが理解されない

こともあったので、できればいろんな職場にこ

ういうパンフレットを含めた普及啓発もしてい

ただきたい。

あと、女性の方たちから言われたのが美容室

です。皆さん美容室に行かれるんですけれど

も、そこで美容師さんに悩みの相談とかをかな

りいろいろされていて、うちの姉も美容師なん

ですけれども、皆さん女性の方たちが会話をし

に美容室に来られているときもある。いろいろ

悩みの相談を受けるときに、そういう不妊に関

するものもあったので、できれば美容室の組合

さんとかにも協力いただいて、美容室にハンド

ブックとかを置いていただくと、かなりいろん

な周知啓発も図れるのかなと思いますので、そ

こら辺もちょっと研究してやっていただきたい

と思います。

続きまして、防災対策についてですが、昨年

の台風第14号では、県内で多くの被害が発生い

たしました。小林市でも停電して、断水が結構

続きました。あと、倒木によって道が寸断され

て、自分たちも消防団で見回ったときに、道に

倒れている木は伐採したんですけれども、電柱

とか電線に引っかかって、それがあるせいで通

れないとか、そういう状況がたくさん発生して

おりました。

千葉県では、こういう災害時のことを考えた

上で事前伐採 倒木が予想されたり、県道と―

か国道沿いののり面にある木とか、そういうの

を事前に地権者と協力し合って伐採する事業を

やっております。

そこで、本県での国県道沿いの倒木の可能性

がある木々の事前伐採について、県土整備部長

にお伺いいたします。

県が管理する○県土整備部長（原口耕治君）

道路につきましては、道路利用者の安全かつ円

滑な交通を確保するため、日常の道路パトロー

ルなどで状況を把握し、交通の妨げとなりそう

な樹木を発見した場合は、その都度、伐採を

行っております。

特に、電線にも影響を与えるおそれがある樹

木については、電線管理者とともに、日常及び

災害時の連携内容を定めた「道路管理者・電線

管理者災害時連携マニュアル」を作成してお

り、倒木が予想される場合には、相互に協力し

て事前伐採を行っております。

道路上の倒木は、道路利用者はもとより、地

域住民生活に大きな影響を及ぼすことから、安

全な交通を確保するため、今後とも適切な道路

管理を行ってまいります。

今、九電を含めて協力して○下沖篤史議員

やっているということなんですけれども、都市
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部は除いて中山間地に行きますと、国県道沿い

でも木や、近くに枝とかがはみ出して、トラッ

クが削っている状況なんです。雨が降るとなお

さら木が下がって、またぶつかったり、大型ト

ラックがそれをよけようとして対向車と事故に

なりかけたりとか、そういう状況が様々発生し

ております。毎日通っている中でも、そういう

ことが見受けられます。山間地に行くと、倒れ

かけの木もそのまま放置されているところが

多々ありますので、ぜひとも県だけではなくて

市町村とも連携して、そこら辺の情報収集を含

めた危険箇所への対処をお願いしたいと思って

おります。

最後になりますけれども、今回の国が力を入

れる少子化対策でありますが、ぜひとも宮崎県

も皆さんで協力して、市町村を含めて少子化対

策に取り組んでいただきたいと思っているとこ

ろであります。私自身も妻と、保険適用が２月

で終了したんですけれども、お金はかかります

が、あと１回、今月、不妊治療にチャレンジし

て、どういう結果になるか分からないですけれ

ども、我々みたいな子供が欲しくても持てない

環境の方たちを代弁するわけではないですが、

そういう方たちの頑張りも県として支えていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

これで一般質問を終わらせていただきます。

（拍手）

次は、工藤隆久議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○工藤隆久議員

は、今回初当選させていただきました、延岡市

選挙区、公明党宮崎県議団、工藤隆久です。県

民の皆様から寄せられる様々な意見や関心事に

真摯に向き合い、県民の代表として質問させて

いただきます。

通告に従いまして質問を行いますので、知事

をはじめ、関係部長、教育長の皆様には、明快

な御答弁をお願い申し上げます。

まずは、障がい者福祉について御質問いたし

ます。

私自身、重度心身障がい者の姉を持つ障がい

者家族です。姉は自分では食べられず、話せ

ず、動けず、食べるものは基本流動食です。幼

きときより両親の姉への介護を手伝う中、障が

い者家族の介護の大変さ、また社会からの偏見

があり、差別を身をもって体験してきました。

選挙戦を通じて、障がい者家族であることを訴

え、同じく障がい者を持つ家族、また御本人か

ら様々な御意見をいただきました。

今回は、時間の都合上、多くは質問できませ

んが、これよりは、障がい者福祉の現場の声、

家族の声、そして当事者の声を県に届けること

により、県の障がい者福祉の充実に資してまい

りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

初めに、障がい者の暮らしを守るための県の

役割について、知事に所見を伺います。

以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から伺います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

障がいのある方が安全・安心で心豊かな生活

を営むためには、様々な障がいに対応できる地

域の支援体制の基盤づくりが大変重要であると

考えております。

そのためには、障害者総合支援法をはじめと

する関係法令に基づき、各関係機関がそれぞれ

の役割と責務を認識しながら相互に協力して、

総合的に取組を推進することが必要でありま

す。
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県におきましては、これまでも、障がいのあ

る方一人一人の個性が理解・尊重され、身近な

地域で共に充実した生活ができるよう、国や市

町村等と緊密に連携しながら、地域における障

がい福祉サービス等の充実とともに、昨年度に

は、宮崎県医療的ケア児支援センターを開設す

るなど、支援体制の整備を図ってまいりまし

た。

今後とも、障がいの有無にかかわらず、誰も

が地域の一員としてお互いを理解し、支え合

い、活躍できる社会の実現を目指して、全力で

取り組んでまいります。以上であります。〔降壇〕

これまではどうしても、第一○工藤隆久議員

義的には、家族が全責任を持って療養・看護・

支援するものでありました。現在においては、

地域・社会全体で障がい者を見守り、育む時代

になってきております。

障害者基本法、障害者総合支援法、また第６

期宮崎県障がい福祉計画の理念にのっとり、障

がい者が社会の一員として安心して暮らせるよ

うお願い申し上げます。

次に、障がい者の保護者、親などが亡くなっ

た後もしっかりと生活していけるのか、いわゆ

る親亡き後の課題について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（川北正文君）

方が、親亡き後も地域で安心して暮らしていく

ためにも、生活や就労に関する多様な相談に対

応できる相談支援体制の構築、居住の場である

グループホームの整備促進など、地域生活を支

援する機能の強化を図ることが重要でありま

す。

このため県では、地域の相談支援機関の連携

強化を目的とした連絡会議の開催やグループ

ホームの整備に対する補助、市町村における障

がい者支援の質の向上を図るためのアドバイ

ザー派遣等を行っております。

親亡き後の生活は、本人やその御家族にとっ

て大変切実な問題でありますので、引き続き、

市町村と連携しながら、障がいのある方の生活

を地域全体で支えるための取組をしっかりと推

進してまいります。

ありがとうございます。グ○工藤隆久議員

ループホーム等の居住の場の設置を進めていた

だいているとのこと、本当にありがたく思いま

す。

障がい者雇用を進めているある経営者の方か

らは、雇用の際の面接でまず聞かれることは、

「居住施設はありますか」とのことでございま

した。就労するにしても、公共交通だけでは通

えない地域があり、保護者が送り迎えをしなけ

ればいけない。障がい者の自立の上からも、居

住施設の推進をお願いしたいところでございま

す。

また、各地を回る中で、何人もの保護者の方

から、「この子を残しては死んでも死に切れな

い」との泣きながら訴える悲痛な声をお聞きし

ました。ぜひ当事者の声を代弁できる保護者の

方が元気なうちからマッチングを積極的に行っ

ていただき、保護者、当事者が安心できるよう

お願いいたします。

続きまして、重度心身障がい者、医療的ケア

児・者の避難対策について、県の取組を福祉保

健部長にお伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（川北正文君）

方の災害時の安全・安心の確保のためには、障

がいの種別等に応じたきめ細かな対策を講じる

ことが重要です。

このため県では、災害時に障がいのある方及

びその支援者が取るべき行動や日頃の備え、避
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難所運営に係る留意事項等をまとめた防災マニ

ュアルを作成し、市町村や関係団体等に提供し

ております。

また、避難所における体制確保のため、人工

呼吸器等の稼働に必要な自家発電機等の給付に

係る国の補助制度について、市町村に情報を提

供し、その活用を勧めるなど、地域における主

体的な取組を促進しております。

引き続き、障がいのある方の災害時における

避難対策について、市町村等と連携しながら支

援体制の強化を図ってまいります。

ありがとうございます。医療○工藤隆久議員

的ケア児・者の避難には、人工呼吸器、酸素ボ

ンベ、予備ボンベ、たん吸引器、電源、また予

備電源、車椅子等を持って避難しなければなり

ません。ワゴン車でなくては避難できません。

その現状をもって、避難する車が足りているの

か、福祉避難所の予備電源は足りているのか等

を綿密に計画していただきたいと思います。

先日行われました参議院災害対策特別委員会

におきまして、我が党の下野六太参議院議員が

同様の質問を行いました。「国としてもサポー

トをしっかりと進めていく」との担当大臣の答

弁でございました。宮崎県におきましても、各

市町村に任せ切るのではなく、県も障がい者に

対する責任を持って行っていただきたい。ま

た、ぜひ避難計画は計画段階で終わることな

く、地元の区での避難訓練まで行っていただき

たいと思います。

続きまして、保護者が病気などの際に利用で

きる短期入所施設の数や分布状況についてお伺

いします。また、施設についてはどのように周

知されているのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

障がい者の短○福祉保健部長（川北正文君）

期入所施設につきましては、本年３月末現在で

県内に92の施設があり、その内訳は、圏域ごと

に、宮崎東諸県36、都城北諸県17、日向入郷、

宮崎県北部にそれぞれ９、日南串間、西諸県、

西都児湯にそれぞれ７施設となっております。

一方で、知的障がいなど、障がいの種別に

よってサービスを提供できる施設が異なること

や、人工呼吸器等の医療的ケアが必要な方など

は、受入れ可能な施設が限られていることか

ら、県内16か所にあります基幹相談支援セン

ターや、昨年７月に開設した医療的ケア児支援

センターの相談窓口において、施設の案内を

行っております。

今後とも、さらなる情報の周知を図るととも

に、様々な障がい者の方々が身近な地域で必要

なサービスを受けられるよう、支援に努めてま

いります。

ありがとうございます。県全○工藤隆久議員

体としての数、分布が適正なのかどうかは別と

して、医療型短期入所施設は、延岡市では共立

病院に１床確保されているのみです。これでは

利用できないのが現状です。

あるお母さんからは、自分が体調が悪く、病

院で診断を受けたところ、「検査入院してくだ

さい」と言われたと。自分が入院すると障がい

者のお子さんを見てくれる人がいないので、入

院を断ったというお話をお聞きしました。

重度心身障がい者だけではなく、自宅で１人

で過ごせない知的障がい者の方など、地域社会

の一員として、また権利として、気軽に日頃よ

り施設を利用できるように努めていただきたい

です。

特に県北の重度心身障がい者の短期入所施設

は絶対数が足りていません。これは私たち重度

心身障がい者家族の長年の悲願であります。早
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急に対策をお願いしたいところでございます。

また、情報弱者となっている保護者の方にも

手が届くように、障がい者の数や特性に応じた

把握をしているのであれば、周知ではなく通知

で、アウトリーチ・伴走型支援でお願いしたい

ところでございます。

次に、障がい者の就労促進について、障がい

者向けのハローワークのような取組が行われて

いるのか、福祉保健部長にお聞きします。

障がい者の就○福祉保健部長（川北正文君）

労を支援するに当たっては、身近なところで就

労の相談を受けられる体制の充実が重要と考え

ております。

このため県では、障がい者の就労や生活に関

する総合相談窓口である障害者就業・生活支援

センターを７つの圏域に設置し、障がい者のそ

れぞれの希望や特性に応じた就労や生活の実現

に向けて、地域のハローワークや障がい福祉

サービス事業所等と連携し、就労や職場定着の

ための助言、各種支援制度の紹介等を行ってお

ります。

県としましては、今後とも、関係機関と連携

を強化しながら、障がい者の就労促進に取り組

んでまいります。

ありがとうございます。様々○工藤隆久議員

な取組をされており、またアフターケアまでし

ていただいているとのこと、本当にありがとう

ございます。継続して、障がい者の働く権利の

保全、社会の一員として認める上でも大事な対

策であると存じます。就労を希望する全ての障

がい者の方が働けますよう、今後ともお願いい

たします。

次に、不登校・ひきこもり対策について述べ

たいと思います。

ひきこもりが社会的問題になっています。令

和３年度参議院国民生活・経済に関する調査会

の中で、参考人の方が「引き籠もる起因の多く

は学生時代の体験に遡る人が非常に多い」との

見識を示しました。引き籠もる起因をつくらな

い魅力ある学校運営はもちろんですが、不登校

児童生徒がそのままひきこもりにならないよう

にすることが大事です。

そこで、前段階として、不登校を減らすこ

と、ないし不登校児童生徒が社会的なつながり

を断つことがないようにする取組が大事である

と認識しております。

そこで質問ですが、不登校児童生徒への取組

を教育長にお伺いします。

各学校では、不登○教育長（黒木淳一郎君）

校児童生徒について、担任や関係主任等が中心

となって、生徒に寄り添いながら組織的な対応

を行っており、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等の専門家とも連携して

おります。

ほかにも、中学校では、魅力ある学校づくり

に取り組んで、不登校の未然防止につなげてお

ります。

また、高等学校では、中途退学対策対応教員

等が中心となって相談に応じており、長期欠席

の生徒に対する学びの保障として、オンライン

での授業配信の取組も行っております。

さらに、必要な情報については、小中高の校

種間で引き継ぐようにしております。特に中学

校卒業後の進路の決まっていない生徒につきま

しては、福祉部局等関係機関と連携し、情報を

共有しながら対応しております。

ありがとうございます。中学○工藤隆久議員

校卒業時は福祉部局との連携、また高校では中

途退学対策対応教員を配置し、特に15歳、18歳

などに焦点を当てて対策を行っていること、こ
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れは社会的つながりが切れやすい年代であり、

また公的支援が切れがちな年代にフォーカスし

ているとのこと、大変すばらしいと感激してお

ります。

北九州市では、ＮＰＯ団体とも連携し、その

世代への対応を行っています。今後も継続して

支援・対策を行えるよう、スクールソーシャル

ワーカー、スクールカウンセラー、対応教員等

の配置も含め、体制の充実を図っていただきま

すようお願い申し上げます。

関連して質問です。不登校児童生徒の居場所

づくりについて、どのように対応されている

か、教育長にお伺いします。

県教育委員会とい○教育長（黒木淳一郎君）

たしましては、不登校児童生徒への支援につい

て、市町村と連携して教育支援センターの充実

に取り組んでおります。

一方、国は、居場所の一つとして、フリース

クール等の民間団体・施設を活用することを示

しております。

昨年度、フリースクールに関係する方々に集

まっていただき、各団体の取組状況について意

見交換を行ったところであります。

引き続き、不登校児童生徒の社会的自立に向

けた相談・指導が適切に行われるよう、各団体

・施設における取組状況の把握をしながら、不

登校児童生徒の居場所づくりについて、積極的

に市町村教育委員会との協議を深めてまいりま

す。

ありがとうございました。フ○工藤隆久議員

リースクールなどの民間団体との連携をし、居

場所づくりをされているとのこと、本当にあり

がとうございます。教育の場に戻すことを第一

とするのではなく、長い目で見たときに、子供

が安心していられる居場所づくりが大事です。

家庭以外の居場所づくりに継続して、民間・Ｎ

ＰＯ組織と連携して取り組んでいただければと

思います。

次に、ひきこもり問題に移りまして質問させ

ていただきます。

ひきこもりの実態をどのように把握している

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

県では昨年○福祉保健部長（川北正文君）

度、ひきこもりの方の傾向や特徴を把握するた

め、民生委員・児童委員に対する実態調査及び

当事者や家族等に対する支援ニーズ調査を実施

しました。

その結果、民生委員・児童委員が把握できた

該当者は600人であり、年代別では40歳代が最も

多く、ひきこもりの期間が５年以上の方が５割

近くを占めています。

また、当事者や家族等が必要とする支援は、

生活費についての相談や身体・精神面について

の専門機関への相談、就労に向けた準備に対す

るニーズが高くなっています。

このため県では、支援を必要とする一人でも

多くの方に適切な情報が届くよう、テレビや新

聞、ＳＮＳなどあらゆる媒体を活用し、相談窓

口や支援に役立つ情報について発信しておりま

す。

ありがとうございます。様々○工藤隆久議員

な方策を考えていただき、ひきこもりの方の支

援に取り組んでいるとのこと、またＳＮＳを

使った相談対応も進めているとのこと、感激し

ております。

内閣府の調査では、15歳から64歳まで、推計

で、全国で146万人がひきこもり状態であると公

表しております。優に宮崎県の人口を超え、日

本人口の１％以上の人がひきこもり状態と言わ

れて苦しんでおられます。
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人口の１％とすると、宮崎県でも約１万人以

上の方が推定されるところでございます。

先ほど答弁でありました県が行った数と大き

な隔たりがあることは、調査方法などの違いか

らですが、ひきこもりで苦しんでいらっしゃる

方たちがまだまだ宮崎県にいるとの認識の下、

今後とも、把握や支援のため、県におきまして

も取り組んでいただきたいと思います。

ひきこもり問題については、8050問題とし

て、平成27年頃から世に知られていますが、こ

れは、80歳の高齢の親が50代のひきこもりの子

供の生活を支える社会問題として認識されてき

たところでございます。現在は時間も進んでい

るため、さらに親の高齢化が進んでおります。

ひきこもり問題の把握、対策としまして、

キーポイントとなるのが、ひきこもり家族への

支援でございます。誰が相談に来るのかと考え

ますと、やはりまず家族が相談に来る。その家

族を通じて、行政側が寄り添い、サポートして

いく形になろうかと考えます。

そこで質問です。県として、保護者がいなく

なった場合、ひきこもりの方との接触は厳しく

なると考えますが、その対策について、福祉保

健部長にお伺いいたします。

県が昨年度実○福祉保健部長（川北正文君）

施した実態調査におきましても、ひきこもりの

長期化・高齢化の傾向が認められ、当事者や御

家族の孤立化が懸念されるところです。

このため県では、市町村において、福祉や雇

用、教育など、幅広い関係機関が連携して支援

を行う「市町村プラットフォーム」の設置を促

進するとともに、ひきこもりについて正しく理

解し、当事者や御家族を見守る理解者となる、

ひきこもりサポーターを養成しております。

これらの取組を通して、ひきこもりの方や御

家族を孤立させない地域社会づくりを進めてま

いります。

ありがとうございます。プ○工藤隆久議員

ラットフォームづくり、ひきこもりサポーター

の養成など、すばらしい取組であると存じま

す。

ひきこもりで苦しんでいらっしゃるのは、当

事者はもちろんのこと、保護者も同様に苦しん

でいらっしゃいます。ある保護者の方は「暗闇

の中から出られない状態だ」と言っておられま

す。ひきこもりについては、安心できる場所が

家庭以外にない社会問題です。

ひきこもりは、安心できない社会から自分の

命を守るための退避行動です。生き続けるため

の選択肢がひきこもり状態という認識で捉え、

ひきこもりを恥じることではないとの社会認識

を広げ、相談しやすい環境をつくらねばいけな

いと感じております。

また、保護者の方も高齢化が進んでいますの

で、情報が届きやすい広報をお願いしたいとこ

ろでございます。

次に、知事にお伺いします。

ひきこもりは看過できない社会問題であり、

しっかりと対応していく必要があると考えます

が、県がどのように認識し、対応しようとして

いるのか、知事の見解をお願いいたします。

ひきこもりは、本人だ○知事（河野俊嗣君）

けではなく、職場や学校、家族など様々な要因

が複雑に絡み合っており、また、長期化すると

家族の孤立や困窮につながるおそれがあること

から、社会全体で考えていかなければならない

問題であります。

このため県では、精神保健福祉センターに

「ひきこもり地域支援センター」を設置し、医

療や福祉、雇用、教育など幅広い分野と連携を
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図りながら、本人とその御家族に対してきめ細

かな支援を行うとともに、ひきこもりに対する

県民の理解促進に取り組んでいるところであり

ます。

また、今年度から、これらの取組に加え、身

近な市町村において一人一人の状況に応じた対

応が行えるよう、市町村プラットフォームとい

う体制整備を進めているところであります。

県としましては、これらの取組を進めること

で、本人やその御家族をしっかり受け止める社

会づくりに取り組んでまいります。

ありがとうございます。自立○工藤隆久議員

や就労といったことを押しつけるのではなく、

ひきこもりの方に寄り添っていく伴走型の長期

的な支援になると思います。

先ほど答弁でもありましたが、ひきこもりサ

ポーター等、本人にとって安心できる人、信頼

できる人をたくさんつくっていく必要があると

認識しております。また、安心できる場所、居

場所づくりが大事であると考えます。

これから質問させていただきますが、農福連

携の「福」には、社会で生きづらさを感じてい

るひきこもりの方たちも含まれています。農福

連携に限らず、ひきこもり問題の解決という視

点に立って、各部局にわたる問題を横断的に進

めていく対策課が必要であり、継続的に支援す

るためにも、基本条例を強く求めるものであり

ます。

続きまして、少し触れましたが、ひきこもり

問題について、一つ重要な政策として、農福連

携がございます。

農業は太陽の下で働きます。太陽を浴びるこ

とで体内時間がリセットされ、元気になりま

す。さらに、土をいじることにより、様々な菌

に触れることで元気になります。体力もつきま

す。さらに、自分が作った野菜を食べること

で、おいしいと感じる。労働の喜びを感じ、達

成感が味わえます。また、作った野菜を人にあ

げて喜ばれる、これも達成感が味わえます。ま

た、作った野菜を売って給料にする、これも達

成感であります。

この達成感の積み重ねが自信になり、自己肯

定感につながっていく、ひいては、ひきこもり

状態の改善につながると考えています。

このように、ひきこもりの方の就労支援、社

会復帰の過程において、農福連携が有効である

と私は考えています。

そこで、農福連携の現状と取組を農政水産部

長にお伺いします。

昨年度、県が○農政水産部長（久保昌広君）

実施した農業法人実態調査では、県内の農福連

携につきましては、農業法人910社のうち124社

で、福祉施設への作業委託や障がい者の直接雇

用などの形で取り組まれています。

農福連携は、障がい者などの雇用機会の確保

や生きがいづくり、農業での働き手確保など、

農業と福祉、双方にとって大変重要な取組であ

ります。

このため県では、関係部局や団体が連携し、

各地域で農作業体験会の開催や、農林水産省が

認定する支援人材の育成に取り組んでおりま

す。

また、昨年度から、宮崎県農業法人経営者協

会内に農福連携推進センターを設置し、障がい

福祉サービス事業所と農業法人等とのマッチン

グ支援やセミナー開催等を行っているところで

す。

ありがとうございます。農福○工藤隆久議員

連携は、障がい者、ひきこもりだけではなく、

高齢者、生活困窮者の就労、社会参画の機会の
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確保、また犯罪や非行をした者の立ち直りに向

けた取組です。農業人口の減少による労働力の

確保という視点になりがちだと思いますが、非

常に地域・社会の活力になる取組であると考え

ます。

今後も、各部局、団体等と連携を密にして、

農業県である宮崎県が先進モデル地域となれる

ようお願いしたいところでございます。

次に、児童養護施設等の状況についてお伺い

します。

児童養護施設に入所している児童の保護者に

対して、施設と児童相談所はどのように対応し

ているのか、福祉保健部長にお伺いします。

施設が入所児○福祉保健部長（川北正文君）

童の保護者に対応する場合は、国の運営指針等

に沿いながら対応しており、この指針では、施

設は、児童と保護者の面会等を積極的に行い、

親子関係の再構築等を図ることとされていま

す。

また、児童相談所は、児童を施設に入所させ

た後も保護者との接触を保ち、施設から定期的

に児童に関する報告を受けながら、相互の連携

の下、適切な援助を継続的に行っております。

なお、施設と保護者のトラブルが懸念される

場合においては、事前に施設と児童相談所で意

思疎通を図った上で、児童相談所から双方に助

言する場合もあります。

ありがとうございます。児童○工藤隆久議員

養護施設に入所されている児童は様々な問題を

抱えております。一つには、その子の特性の問

題もあると思います。また、育った環境による

ところもあると考えます。

児童養護施設の専門家の方たちの指導が、児

童だけではなく、卒園後、家庭に戻ることを考

えますと、子供たちの特性に合わせた家庭教育

への指導、家庭環境改善への指導が重要だと認

識しております。

先日、ある児童養護施設の関係者からは、

「親との連携ができていない」とのお話をいた

だきました。食い違いであることが分かりまし

たが、施設関係者との連携においても、施設長

だけではなく、働いている関係者等にもヒアリ

ングを行っていただきたいと考えます。

次に、林業関係についてお伺いいたします。

私自身、５年前に東京より帰郷して、日向の

民間の林業会社で働いておりました。造林が担

当であり、ここ数年、木材価格の高騰もあり、

森林の伐採が進んでいく中、対する造林事業の

困難さを感じておりました。

それは、伐採は短期で終わりますが、造林

は、植えてより少なくとも30年、長ければ100年

の計画になります。

植えてより伐採までは、間伐材を売ることの

ほかに収益がなく、補助金と自己資産を活用し

ての作業になります。国、県、地元自治体の補

助金なくしては成り立たない事業でございま

す。

また、伐採班とは違い、収益が低く、機械化

もなかなか進んでいないため、重労働の作業で

ございます。だからこそ、行政、県の取組が重

要になってくると考えます。

そこで、ゼロカーボンの実現に向けた再造林

に対する知事の考えを伺います。

２○知事（河野俊嗣君） 森林は、大気中のＣＯ

を吸収・固定し、また、森林からつくり出され

る木材は、建築物等に利用されて、炭素を固定

するなど、ゼロカーボンの実現に重要な役割が

期待されております。

この貴重な森林を次の世代へ引き継いでいく

ためには、「伐って、使って、すぐ植える」資
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源循環型林業の確立が大変重要であります。本

県の再造林率は、全国と比較すると高い数字で

はありますが、70％台にとどまっており、再造

林の推進が喫緊の課題だと認識をしておりま

す。

このため、従来の取組に加えまして、本年度

から、造林作業を担う人材の確保・育成や、造

林に取り組む事業体の育成などの再造林対策の

強化に取り組んでいるところであります。

今回、本県の強みを生かした「３つの日本一

挑戦プロジェクト」を掲げており、その一つが

「グリーン成長」であります。森林林業のトッ

プランナーである本県としましては、再造林対

策を核として、林業の持続的な発展とゼロカー

ボン社会の実現にしっかり取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。知事○工藤隆久議員

としても、再造林の重要性を認識されているも

のと受け取りました。大変ありがとうございま

す。

続きまして、再造林に向けた林業の担い手の

確保についてお伺いします。

造林する作業員の確保が大事であると認識し

ております。作業員がいないため、放置されて

いる造林地が多くあります。

造林作業においては、地ごしらえ、植付け、

下刈り、除伐、間伐などがあります。様々な作

業班と関わる中で感じたことは、作業の段取り

が一番大事であること、それは経験則であり、

親方と呼ばれるリーダーからの伝承によるもの

であります。造林作業員の高齢化が進む中、こ

の伝承を若手に引き継ぐ機会は年々失われてい

ます。

そこで、林業の担い手の確保に向けた県の取

組について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

県では、林業○環境森林部長（殿所大明君）

への新規就業者の確保に向けて、移住相談会や

就業相談会の開催などにより、本県林業の魅力

をＰＲするとともに、林業就業への働きかけを

行っております。

また、みやざき林業大学校における即戦力と

なる人材の育成や、作業現場に簡易の休憩・

シャワー施設を整備する際の支援など、就労環

境の改善にも取り組んでおります。

さらに、今年度、造林担い手インターンシッ

プモデル事業により、受入れ体制を整備した上

で、県内外から幅広く人材を募集し、「お試し

造林」として植栽等を行うインターンシップを

実施することとしております。

今後とも、関係機関と連携して、担い手の確

保に向けてしっかり取り組んでまいります。

ありがとうございます。林業○工藤隆久議員

先進県として、次の人材育成が必須でありま

す。林業の魅力は体験していただかないと分か

らないことが多くあります。「お試し造林」は

非常にすばらしい取組であると考えます。

私自身も、「自分が植えた木が、山が育っ

て、立派な山になっている」と誇らしげに語る

先輩の姿を羨ましく感じておりました。また、

私自身、山に登って食べる弁当が大変おいし

かったと認識しております。体験から就労につ

ながるよう尽力していただきたいところです。

また、林業従事者においても、女性の進出が

進む中、簡易休憩・シャワー施設等の整備は重

要であると考えます。特に伐採班においては、

林業機械の進歩により、女性でも重機を使い、

働きやすい環境になっています。夫婦で作業さ

れている方も多くおられます。今後も継続して

の支援をお願いしたいところでございます。
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次に、担い手確保の一環でありますが、みや

ざき林業大学校長期課程のカリキュラムについ

て、環境森林部長にお伺いします。

みやざき林業○環境森林部長（殿所大明君）

大学校長期課程では、森林・林業の基礎から実

践的な知識・技術の習得により、即戦力となっ

て活躍する担い手を育成しております。

そのカリキュラムについては、林業経営や造

林など、林業を基礎から学ぶ座学に約50日間、

刈払機取扱い作業、伐木・チェーンソー作業な

ど、林業に必要な17種類の資格取得に約40日

間、苗木生産、造林・育林、ドローン等最新技

術など、林業に係る技術を習得するための現地

実習に約120日間を当てております。

なお、林業事業体には、どんな人材を必要と

しているのかなどについて適宜意見を伺ってお

り、今後とも、このような現場ニーズを踏まえ

て、カリキュラムを充実させてまいります。

ありがとうございます。資格○工藤隆久議員

取得、実習を合わせて160日間の期間が取られて

いるとのことですが、資格取得17種、様々な資

格取得の中で、グループで動くため、重機の運

転時間は１人何時間になるのか、またチェーン

ソーで１日に切る木の本数は何本になるのか、

刈払機の使用時間は何時間になるのか等を考え

ますと、１つの資格当たりの実習時間は短く

なってくるのではないかと考えます。果たして

即戦力の人材育成になっているのか疑問が残り

ます。個人の希望に添いながら、資格を減らす

等の工夫を行ってはいかがかと考えます。

就職におきましても、即戦力の人材として見

られては本人がかわいそうであります。免許保

持者であるとの認識の上、就職先でさらに育て

る。就職後も３年間、単一の職場での定着率を

調べる等、後追いをしっかりと見守っていただ

くようお願いしたいところでございます。

林業で働いているときに感じたことは、現場

作業員の所得の低さです。どうにか所得が向上

できないかと考え、我が社では、請負から社員

へ、福利厚生等の社会保障を充実させることに

より、補助金額が上乗せされ、会社もその分、

支出が増えますが、作業員としては身分保障も

され、現場作業員の方から「働きやすい環境に

なった」と言われました。

林野庁としましても、福利厚生、社会保障等

を充実させることで、作業員の待遇改善につな

げていく方針であると伺っております。

そこで、林業事業体の福利厚生の向上につい

て、これまでの取組、その成果を環境森林部長

にお伺いします。

県では、林業○環境森林部長（殿所大明君）

事業体の福利厚生の充実に向けて、労働環境の

改善や事業の合理化を図ろうとする事業体を、

国の制度に基づき「認定林業事業体」として位

置づけ、これまでに152者を認定しております。

これらの事業体については、社会・労働保険

等の雇用主負担に加え、簡易トイレや休憩施設

の整備、空調服や蜂毒によるアレルギー対策器

具の購入などに対して、幅広い支援を行ってき

たところです。

これらの取組により、例えば健康保険につい

ては、制度開始前の平成６年度に約28％であっ

たものが、令和３年度には約81％に上昇するな

ど、就労環境の改善や福利厚生の充実に一定の

成果を上げているものと考えております。

ありがとうございます。私も○工藤隆久議員

蜂アレルギーの注射は打たせていただきまし

た。また、空調服も使用させていただいて、大

変涼しいなと感じながら作業しておりました。

健康保険の加入率が28％から81％までの上
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昇、本当にすばらしい就労改善であると感服す

るところでございます。

今後も、認定林業事業体の増加、また、林業

事業体に含まれない個人事業主であり、請負、

日当月給で働く方たちを、この取組にどう取り

込んでいけるのかが課題であると存じます。ま

た、一人親方の労災問題についても検討してい

ただきたいと提案させていただきます。

次に、有害鳥獣捕獲についてお伺いします。

造林を進める中で、一番悩まされたことが獣

害対策でございました。現在、鹿ネットを張ら

ないと、鹿に苗木が食べられてしまいまして、

盆栽のような木になってしまいます。鹿ネット

を張っていたとしても、自然の中に張るもので

すから高低差が出てきますし、破損もします。

鹿被害を防ぐことがかなり厳しいと認識してお

りました。やはり鹿被害を防ぐためには、生息

数を適正な数に減らすしかないと考えていま

す。

狩猟者が減ってきている中、こちらも狩猟免

許を取ったからといって、すぐに狩猟ができる

わけではなく、現狩猟者の指導、伝承なりが必

要と考えます。

そこで、狩猟者が減少する中、有害鳥獣捕獲

を実施するため、認定鳥獣捕獲等事業者を増や

していく考えはあるのか。そのための取組、認

定後の支援について、環境森林部長にお伺いい

たします。

認定鳥獣捕獲○環境森林部長（殿所大明君）

等事業者は、狩猟者の減少・高齢化が進行する

中で、新たな捕獲の担い手として期待されてお

りますが、県内では２者となっており、その拡

大を図る必要があると考えております。

そのためには、認定事業者が継続して活動で

きることが重要でありますので、県が認定事業

者等に委託し、増え過ぎた鹿等を捕獲する指定

管理鳥獣捕獲等事業に取り組んでおります。

また、市町村長の許可を受けて行う農林作物

に係る有害鳥獣捕獲については、従来から活動

を行っている各地域の捕獲班との連携や協調が

必要なことから、県としましては、市町村に助

言を行うなど、認定事業者が捕獲に参加できる

環境づくりを進めてまいります。

ありがとうございます。認定○工藤隆久議員

事業者を、しっかりと事業体として狩猟だけで

生計が立てられるように支援することが必要に

なってくると存じます。言われるように、指定

管理鳥獣捕獲等事業を委託するだけではなく

て、捕獲した後の処理加工、また最後に焼却処

理をしなければいけないので、ランニングコス

ト等についても支援のほうをお願いしたいと考

えております。

最後に、同和問題について質問いたします。

同和問題について、県の差別状況を県がどの

ように把握しているのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

同和問題○総合政策部長（重黒木 清君）

は、人権の侵害に関わる重大な社会問題であ

り、これまで解決に向けて様々な取組が行われ

てきたところであります。

県内の最近の状況を見ますと、法務省の人権

擁護機関である宮崎地方法務局におきまして、

令和元年度から令和４年度までの間に、県民か

ら同和問題に関する人権侵犯についての申告等

はありませんでした。

しかしながら、令和４年度に実施しました

「人権に関する県民意識調査」では、「子ども

が同和地区出身者と結婚したいと相談してきた

場合にどうするか」との問いに対し、「親とし

て反対するが、子どもの意思が強ければ仕方な
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い」など、12.3％の方が否定的な回答をしてお

り、依然として根強い差別意識があるものと考

えております。

ありがとうございます。私が○工藤隆久議員

関係者より聞き取りを行った際に、まさに言わ

れたように、「同和地区の出身を理由に婚姻を

断られた。しかも、親からではなく、当事者が

別の方と結婚するための理由として、同和問題

が使われた事例がある」とお聞きしました。そ

れはもちろん宮崎の事例ですが、人権侵犯にい

かないまでも、厳然と同和差別があると考えて

います。

また、えせ同和という問題もあります。これ

は、同和出身であることを理由に差別されたと

被害報告に来ますが、実際は同和地区出身でな

いことが後で分かる事例でございます。これは

県の関係団体に確認しないと、当人が同和地区

出身か分からないものです。このような事例を

含めまして、関係団体との適切な意思疎通を

行っていく必要があると感じるところです。

では、差別をどのように解消していくのか考

えねばならないところでございますが、基本条

例が大事になってくると考えます。

次に、質問ですが、国では、部落差別解消推

進法という同和問題に特化した法律がありま

す。宮崎県人権尊重の社会づくり条例につい

て、同和問題に特化しなかった理由を総合政策

部長にお伺いいたします。

宮崎県人権○総合政策部長（重黒木 清君）

尊重の社会づくり条例は、同和問題をはじめ多

様化する人権問題に関し、県民及び事業者に人

権尊重を呼びかけるとともに、県の責務として

人権施策を積極的に推進することで、全ての人

の人権が尊重される社会の実現を目的としてお

ります。

県としましては、この条例に基づき、様々な

人権問題について、幅広く啓発等の施策に取り

組むことで、県民の人権意識が高まり、ひいて

は部落差別の解消の推進に関する法律の目的で

ある部落差別のない社会の実現にも資するもの

と考えております。

ありがとうございます。差別○工藤隆久議員

にはいろいろな差別があります。障がい者に対

する差別、昨今では、コロナ罹患者に対する差

別、ＬＧＢＴの方たちに対する差別など様々で

す。

同和差別においては、人が歴史の過程でつく

り出した身分差別です。我が国固有の差別で

す。人がつくり出した差別であり、人が人の手

で解消していかなければいけない差別です。今

を生きる関係者団体の方々は、自分たちの世代

でどうにか解決したいと願っているところでご

ざいます。

ほかの差別が許されるものではございません

が、ほかの差別とは違い、人の多様性を認め合

うことで解決に向かう問題ではない。その認識

の下、対策をお願いしたいところでございま

す。

次に、同和問題について、県内各地域におい

て様々な取組が行われていますが、県の啓発活

動の現状を総合政策部長にお伺いいたします。

同和問題に○総合政策部長（重黒木 清君）

つきましては、県と市町村が一体となった取組

が重要であると考えております。

そのため県では、市町村同和対策・人権啓発

主管課長会議を開催し、人権に関する様々な状

況を説明するとともに、同和問題の解消に向け

た啓発活動を積極的に推進するよう要請してお

ります。

また、同和問題をはじめとする様々な人権課
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題をテーマとする県民向けの講座を令和４年度

は６回実施し、企業・団体等の人権担当者を養

成する３日間に及ぶ講座でも同和問題を取り上

げるなど、各種の啓発活動に取り組んでおりま

す。

さらに、教育委員会におきましても、教職員

等を対象に、同和問題についての研修等を６回

実施したほか、様々な人権に関する研修を学校

も含めて実施しております。

ありがとうございます。様々○工藤隆久議員

な取組が行われていることを認識いたしまし

た。

併せてお願いしたいことがございます。同和

問題を学校の授業で取り扱ってはいただけない

かとの考えです。子供への人権教育が大事であ

ると考えます。人は生まれながらにして平等で

あり、幸福追求権として、各自の多様な生き方

が認められているところでございます。その価

値観、認識を持てるよう教育する。そして、社

会に出たときに、様々な差別、不条理に対し

て、自分の力で、思考力で解決を図っていく、

そういう力を育んでいただきたいと考えます。

また、啓発運動におきましても、地域格差が

あると認識しております。少なくとも県内にお

きましては、同和差別に対しての正しい理解が

普及し、同和差別がなくなりますよう、県の取

り計らいをお願いするとともに、私自身、しっ

かりと活動してまいりたいと考えております。

これで全ての質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○日高博之副議長

きます。

次は、山口俊樹議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○山口俊樹議員

んにちは。宮崎市選出、自民党の山口俊樹で

す。

さきの選挙でチャンスをいただきまして、今

回が県議として初めての一般質問となります。

傍聴に来ていただいた皆様、そしてネットなど

を見ていただいている皆様、関心を寄せていた

だき、感謝申し上げます。

また本日は、市議時代に所属していた会派、

前新会の皆様も応援に駆けつけてくださいまし

た。市と県のかけ橋を訴えておりましたので、

大変ありがたいなと思っているところでござい

ます。

私は市議会出身ですので、多少議会の経験は

ございますけれども、県と市でルールが異なる

ところもあるようです。先輩方からすると気に

なるところもあるかもしれませんが、最初の一

般質問ということで御容赦いただければと思い

ます。

さて、本日は、「子育て・教育環境」「基礎

自治体との連携」「働き方改革」の３つの大き

な項目で質問させていただきます。早速質問に

入らせていただきます。

本年４月より、国において、こども家庭庁が

設置されました。こども家庭庁を語る際には、

「こどもまんなか社会」の実現という言葉がよ

く使われており、国において、子供政策をより

強力に取り組んでいく方向性が示されたわけで

すけれども、本県においても、子供政策や少子

化は重要な課題でございます。

こども家庭庁に期待することについて、知事
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の考えをお伺いしたいと思います。

以上で壇上からの質問とさせていただき、以

後は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

少子化が加速度的に進行し、児童虐待相談や

不登校の件数が過去最多になるなど、子供を取

り巻く状況は深刻かつ複雑化しており、私も強

い危機感を持っております。

このような状況の中、これまで別々に担われ

てきた司令塔機能をこども家庭庁に一本化し、

就学前の子供の育ちの保障や、全ての子供の居

場所づくりを主導するなど、「こどもまんなか

社会」の実現に向け、総合調整機能を果たして

いくものと考えております。

また、こども家庭庁を中心に、次元の異なる

少子化対策として、現在、予算倍増に向けた検

討が進められておりますが、こども・子育て政

策は未来への投資であります。我が国の今後の

在り方を方向づけるものと、私自身、大いに期

待するとともに、その動向を注視しているとこ

ろであります。

今後とも、こども家庭庁をはじめ、市町村や

関係団体等としっかり連携を図りながら、こど

も・子育て政策を推進してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

ありがとうございました。こ○山口俊樹議員

ども・子育て政策は未来への投資だと、今後、

関係団体等と連携して政策を推進していくとい

うことで、頑張っていただきたいと思います。

私は今年度、全国若手議員の会という500人ぐ

らいの超党派の地方議員の団体の全国会長をし

ているんですけれども、先月、そこの会の研修

が四国でありまして、そこで、こども家庭庁の

方、室長クラスの方でしたけれども、来ていた

だいて、いろいろと話を聞いてきました。

その中で、組織の話と同時に、こども基本法

という法律もできたんですというお話がありま

して、地方公共団体への責務であったり、やっ

てほしいことを定めていますという説明がござ

いました。

そこで、こども基本法に関してお伺いいたし

ます。こども基本法第10条に、都道府県こども

計画の策定が努力義務として記載がございま

す。この都道府県子ども計画は努力義務ですの

で、策定判断は各都道府県に任せられているの

でしょうが、宮崎県はどう対応されるのか、福

祉保健部長に伺います。

都道府県こど○福祉保健部長（川北正文君）

も計画は、国が秋頃に策定を予定している「こ

ども大綱」を勘案するとともに、既にこども施

策に関する計画がある場合は、これと一体のも

のとして定めることができるとされ、具体的な

作成時期についても、地域の実情に応じて各自

治体の判断に委ねられております。

このことから本県では、「第２期みやざき子

ども・子育て応援プラン」と一体的に整備する

こととしており、このプランの計画期間が令和

６年度までとなっていることから、それまでに

作成することとしております。

計画の作成に当たっては、子供や子育て当事

者の意見を幅広く取り入れる工夫をするなど、

本県の実情に合わせた計画作成を進めてまいり

ます。

既に令和６年度までの計画と○山口俊樹議員

して、「第２期みやざき子ども・子育て応援プ

ラン」というのが宮崎県にあるので、それと一

体化させて策定しますということでございま

す。

恐らく全国的に計画をつくる流れなんでしょ
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うけれども、宮崎県として都道府県こども計画

を策定するということについては、今回初めて

明言いただいたと思います。

続いて、こども基本法第11条では、子供等の

意見の反映が求められていまして、子供政策の

策定・実施などの際には、子供や子育て当事者

等の意見を聴取して反映させるために、必要な

措置を講じないといけないとなっております。

特に子供の意見聴取について、県はどのように

対応していくのか、福祉保健部長に伺います。

こども基本法○福祉保健部長（川北正文君）

によると、こども施策の策定、実施及び評価に

当たっては、当該対象となる子供や子育て当事

者等の意見を反映させるために、必要な措置を

講ずるものとされております。

具体的な意見聴取の手法としては、子供や若

者を対象としたアンケートやパブリックコメン

トのほか、審議会、懇談会などの委員等への参

画促進、さらにはＳＮＳの活用などが想定され

ております。

県では、子供の代表から定期的に意見を聞く

「こどもモニター制度」など、先進的な取組を

行っている自治体とも意見交換を行いながら、

必要な措置について現在検討を進めているとこ

ろであります。

具体的な措置については、○山口俊樹議員

今、検討中だということでございます。現在も

パブリックコメントなどで、様々な世代、立場

の方から意見を聞く仕組みはございますけれど

も、その仕組みを使って子供を対象に意見を聞

くという形になると、意見を聞く側としては、

ちょっと配慮だったり優しさが足りないかなと

思うんです。

子供の意見聴取に当たっては、意見を聞く対

象の子供とか若者に質問されている内容が分か

りやすく伝わるように、ホームページをつくっ

たり、解説動画をつくったり、そういった配慮

が有効ではないかと思いますが、県の見解を福

祉保健部長に伺います。

意見聴取に当○福祉保健部長（川北正文君）

たっては、こども施策の内容や目的などに応

じ、多様な手法を組み合わせながら実施するこ

とが重要とされております。

また、子供の目線や特性に合わせた工夫も求

められることから、議員の御提案も含め、子供

が意見を述べやすい手法について、引き続き検

討を進めてまいります。

法律上、子供等への意見聴取○山口俊樹議員

は対応しなくてはいけないというものですの

で、聞く相手に合わせた形での意見聴取の方法

の検討をよろしくお願いいたします。

続いて、子供の数、人口減少対応について議

論したいと思います。

合計特殊出生率は、皆さんよく耳にされてい

ると思います。簡単に言うと、１人の女性が生

涯において出産する子供の数に相当する数値と

なります。

この合計特殊出生率の議論で出てくる数字と

して、2.07という数字がございます。これは人

口を維持していくために必要な条件の一つでご

ざいます。なので、人口減少を止めるため

に2.07というのがよく議論になるわけなんで

す。

ちなみに全国平均でいくと、2022年が1.26、

私が生まれた1986年、37年前が1.72です。2.07

を全国平均で超えたのは、1970年代まで遡らな

いといけません。それくらい2.07という数字は

難しい数字なんですけれども、人口減少を止め

る一つの条件ですから、宮崎県がどう向き合っ

ていくのか、確認していきたいと思います。
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まず、合計特殊出生率について、県の計画で

ある子ども・子育て応援プランにおける現在の

目標値と目標年、また、総合計画における前回

及び今回の目標値と目標年の答弁をお願いいた

します。福祉保健部長にお伺いします。

みやざき子ど○福祉保健部長（川北正文君）

も・子育て応援プランでは、令和６年の目標値

を1.84に設定しており、現在、目標達成に向

け、様々な施策に取り組んでいるところであり

ます。

前回、平成31年に改定しました総合計画長期

ビジョンでは、令和12年の目標値を1.9程度に、

令和元年に改定したアクションプランでは、令

和４年の目標値を1.81に設定したところです。

また、現在の総合計画長期ビジョンでは、目

標値を設定しておらず、今議会に上程しており

ますアクションプランでは、令和８年の目標値

を1.8台に設定しているところであります。

現在は、令和６年に1.84が目○山口俊樹議員

標ですと、最新の県の合計特殊出生率は1.63

だったと思いますので、なかなか目標まで難し

い状況かなと、遠い現状かなと思います。

総合計画の目標についてですが、宮崎県の総

合計画は、20年先ぐらいを見据えた長期ビジョ

ンと短期的な計画のアクションプラン、この２

本立てなんです。ざっくり言ってしまうと、前

の長期ビジョンでは、2030年に1.9程度を目指し

ていましたと、それで今の長期ビジョンでは、

目標値はありません、なくなりましたというの

が今の御答弁になります。

あれ？と思いませんか。そしてアクションプ

ランの短期的なものでいうと、令和８年に1.8台

です。これは今、上程されています。そもそも

令和６年までに1.8を目指しているんだから、そ

れさえ達成すれば、令和８年は当然1.8以上に

なっているので、令和８年の目標値がもう少し

上でもいいような気も個人的にはしています。

また、長期ビジョンでは、目標値そのものがな

くなってしまいました。

そこでお伺いしますけれども、今後の目標で

ある総合計画アクションプランの合計特殊出生

率1.8台はどのように設定されたのか、また私に

は、目標がちょっと後ろ倒し、かつちょっと下

がっているように見受けられるんですけれど

も、県の認識も併せて福祉保健部長に伺いま

す。

令和元年まで○福祉保健部長（川北正文君）

の10年間、本県の合計特殊出生率は1.7前後で推

移していたところでありますが、コロナ禍の影

響を受けまして、令和２年以降は大きく落ち込

んでいるところであります。

今回提案しておりますアクションプランの目

標値については、近年の合計特殊出生率の動向

も踏まえつつ、全国１位である沖縄県の令和３

年合計特殊出生率1.80も参考にしまして、1.8台

に設定したところであります。

全国１位の沖縄県を参考にし○山口俊樹議員

ていますよということのようです。目標値が下

がっているのではないですかという指摘に対す

る見解は、明確にお答えをいただけませんでし

た。私はそう感じました。

目標設定が他自治体と比べてどうかという視

点になってしまったとともに、長期ビジョンで

の目標値もなくなってしまったことで、そもそ

も人口減少を食い止めるために必要な数値であ

る2.07にどうやって向かっていくのかという観

点が少し薄くなっているように感じます。

合計特殊出生率については、県内の基礎自治

体 市町村のことですけれども、総合計画や―

地方創生総合戦略などで、多くの自治体がそれ
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ぞれの目標値を出しています。

この各基礎自治体、市町村の目標値は、県の

合計特殊出生率の目標値設定に当たって参考に

されたのか、福祉保健部長に伺います。

市町村ごとの○福祉保健部長（川北正文君）

合計特殊出生率は、５年に１度かつその５年分

の平均値しか公表されておらず、また、市町村

ごとに目標設定の考え方は異なっていることか

ら、本県における近年の合計特殊出生率の動向

を踏まえ、県の目標値を設定したところであり

ます。

県としましては、少子化対策の推進には、市

町村の取組が重要であると考えておりますこと

から、今議会に提案しております未来につなげ

る少子化対策調査事業で、市町村ごとの少子化

要因を詳細に分析することとしており、今後、

この調査分析結果を基に市町村への伴走支援を

行ってまいります。

結論から言うと、参考にして○山口俊樹議員

おりませんということでございます。県と基礎

自治体の距離があるように思えてなりません。

今回、調べていて気づいたんですけれども、

基礎自治体の計画策定の時期を見ると、既に県

が2030年の合計特殊出生率の目標値は1.9ぐらい

ですよと言っているときに、県は2030年に2.07

を目標にしているかのように捉えられる、そう

いう計画の書き方をしている自治体もございま

す。

一方で、県も、事前にいろいろ確認の中で感

じたんですけれども、基礎自治体の目標値を見

ていないんじゃないかなと、そもそも基礎自治

体が合計特殊出生率の目標値を設定しているこ

とすら知らないんじゃないかと感じる場面があ

りました。どちらが悪いとかそういうことじゃ

なくて、互いにもう少し近寄る努力をしていた

だきたいなと思っております。

答弁にもありましたけれども、今回、市町村

ごとの少子化要因の分析事業が提案されていま

す。非常に大事な事業だと思います。

各基礎自治体の中には、各自治体の独自調査

で、既に2.07を達成している自治体もあれば、

宮崎市のように非常に厳しい数字である自治体

もございます。2.07を維持したり、2.07以上の

数字に持っていく政策と、1.6とかから2.07まで

引き上げるのと1.8に引き上げるという政策は、

アプローチが違います。

分析事業は大変大事な事業だと思いますけれ

ども、事業実施に当たっては、今ある基礎自治

体の計画もしっかり調査していただいて、伴走

支援という言葉がございましたけれども、一緒

に解決していくぞ、互いに当事者だという気持

ちで、県には事業に臨んでいただきたいと思い

ます。

ここで、もう一度、人口維持に必要な条件の

一つである、合計特殊出生率2.07の議論に戻り

たいと思います。

基礎自治体の計画では、「県が2030年に合計

特殊出生率2.07を達成すると想定すると……」

というような文言が出てきますよというのを先

ほど申し上げました。

ちなみに宮崎市は、2050年に2.07を達成する

と想定しているようなんですけれども、いずれ

にせよ、県が〇〇年に2.07を達成するという想

定はしているようです。

各基礎自治体は、県が2.07を達成するつもり

があるという前提で考えているみたいですが、

先ほど確認したとおり、県の計画には記載され

ておりません。

改めて確認したいのですが、宮崎県は合計特

殊出生率2.07をいつ達成すると考えているの
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か、福祉保健部長に伺います。

今後も当面は○福祉保健部長（川北正文君）

人口減少が続いていくことが予想される中、本

県においては、昨年９月に策定しました県総合

計画長期ビジョンにおいても、「人口減少を前

提とした安心して暮らせる地域社会の維持」を

今後の方向性の一つとしており、まずは、直近

の目標達成に向けて全力で取り組み、日本一生

み育てやすいみやざきづくりを進めてまいりま

す。

合計特殊出生率は、直近の目○山口俊樹議員

標達成に向けて全力を尽くすという答弁でし

た。大事な答弁だと思いますが、傍聴されてい

る方のはてなマークがちょっと私には目に浮か

ぶんですけれども、私が勝手に翻訳してしまえ

ば、2.07を達成する年度とか、そういう目標は

設定しておりません、やっぱり設定していない

んですよという御答弁になるかと思います。

一つ前の総合計画の長期ビジョンには、2030

年に合計特殊出生率1.9程度という目標値があり

ました。何度も申し上げますが、一個前には

あったんです。

さらに、議会の議事録を確認させていただく

と、令和元年の議会で、知事が答弁の中で、

2.07の達成というのは、持続可能な宮崎である

ために必要だと、土台づくりのために必要だ

と、そしてその達成は2030年代末を想定してい

ると答弁されています。

そうした過去の答弁があることを紹介した上

で、知事にお伺いします。県の計画からは目標

としての合計特殊出生率2.07がなくなっており

ますけれども、人口維持の条件の一つである合

計特殊出生率2.07を目指す考えはあるのか伺え

ますか。

今、御議論していただ○知事（河野俊嗣君）

いております人口減少は、本県の根幹を揺るが

しかねない喫緊の課題であります。

就任以来、強い危機感を持って、自然減、社

会減の両面から対策に取り組んでまいりまし

た。この結果、移住世帯の増加など、社会減に

は一定の成果が見られる一方で、自然減では、

合計特殊出生率は全国上位にあるものの、子供

を産む年代の女性人口の減少により出生数は減

少し続けており、人口減少に歯止めがかかって

いない状況です。

人口の減少を食い止め、安定させるために

は、御指摘のありますような合計特殊出生

率2.07、それから社会減ゼロを達成した上で、

こうした状況を長期にわたって維持していくこ

とが必要となりますが、その実現は決して容易

ではない。特にこの３年間は、コロナの影響

で、1.7台であったものが1.6台にがんと落ちて

いるというような状況もございます。人口構造

上、今後も当面は人口減少が続いてまいりま

す。

私としましては、長期的には御指摘にありま

すような人口維持が実現した姿を念頭に置きつ

つも、まずは少しでも早く出生率・出生数の回

復を図ること、そして当面の人口減少のスピー

ドを緩やかにし、暮らしや経済への影響を最小

限にとどめることに主眼を置いて取り組んでま

いりたいと考えております。

長期的には人口維持が実現し○山口俊樹議員

た姿を念頭に置きつつというところで、目指し

ていないわけじゃないですよというようなこと

だと判断したいと思います。

ただ、基本的には、やっぱり現実を見て、人

口減少を当面は受け入れるという方向性なのか

なと私は理解いたしました。

確かに、データを冷静に見極めれば、そのと
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おりだと思いますし、無責任なことはおっしゃ

らない誠実な答弁だなと思いますが、国も異次

元の少子化対策とか少子化トレンド反転のラス

トチャンスだと言っている中で、宮崎県はしば

らく人口減少しますというのはどうなのかな

と、私としては、もう少し熱量のある答弁を期

待したかったです。

例えば、「計画は現実を見てつくっているけ

れども、少子化対策への国の動きも力強くなっ

ているので、この動きを全力で捉えて、人口減

少はやむを得ないというデータが示す既成概念

を打ち破っていきたい」とか「そういう努力を

したい」とか、そういうような熱い思いがにじ

み出てくれるとありがたかったなと思います。

今回の議会で、知事の提案理由では、希望が

持てるとか日本一に挑戦とか、非常に前向きな

お言葉が並んでおりました。少子化対策、人口

減少対策についても前向きにやっていただける

と思っておりますが、県民一丸となって立ち向

かわないといけない難題において、多少大げさ

であったり、データや計画に基づかないかもし

れないけれども、ぜひ今後、県民や職員を力強

く鼓舞するような言葉を答弁ににじませていた

だきたいなと、それがわくわくとか希望とか挑

戦とかにつながるのではないかなと思います。

私は河野県政に非常に強く期待しております

ので、あえて厳しめに申し上げさせていただき

ました。

人口減少を本当に受け入れるべきなのか、ま

た受け入れるにせよ、どこまで許容すべきなの

かというのは、議論の余地があると思っていま

すので、また改めて取り上げさせていただきた

いと思います。

続いて、教育環境ということで、学校施設、

都市部への進学支援、そして県立図書館の電子

図書サービスについて取り上げます。

まず、県立学校施設について、私の母校であ

る宮崎西高校は、今年で50周年を迎えるそうで

す。各県立高校では、築年数が相当経過しつつ

あります。

宮崎県では、公共施設等総合管理計画をつ

くって、公共施設の長寿命化とか、その際にか

かるコストの全体像をまとめているようですけ

れども、個別施設計画、例えば学校施設ごと

だったり県営住宅のとか、それぞれの施設区分

での計画は公表されていないものも多くて、必

要予算が本当に確保されているのかが分かりに

くい状況にあるなと私は感じているところで

す。

今回は学校施設を取り上げますが、県立学校

の施設について、計画的な維持保全による老朽

化対策を推進するに当たって、今後どれくらい

の費用が必要だと考えているのか、教育長に伺

います。

県立学校の施設に○教育長（黒木淳一郎君）

つきましては、築後30年以上の建物の割合が令

和５年４月の時点で約68％となっておりまし

て、学校施設の老朽化とその対策は重要な課題

となっております。

このため、宮崎県公共施設等総合管理計画に

基づきまして策定されました個別施設計画を踏

まえ、計画的に校舎の外壁や屋根防水を改修し

たり、空調等の設備を更新するなど、安全性や

耐久性、機能性を高めて、建物の長寿命化を

図っているところであります。

これらの対策を推進するに当たり、必要とな

る費用につきましては、令和３年度からの10年

間で約180億円になると見込んでおります。

学校施設における老朽化対策○山口俊樹議員

に係るコストは、令和３年度から10年間で約180
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億円ですよと、それを見込んでいますというこ

とです。

学校の個別施設計画は令和２年11月に策定さ

れたようですが、答弁にあった令和３年度から

の10年間で180億ぐらいかかるという数字は、今

回この質問で初めて表に出たのかなと思いま

す。単純に平均すると、１年当たり18億円と

なって、必要だとはいえ、いい金額だなと思う

わけですが、きちんと計画が進められているの

か、予算確保はされているのか確認したいと思

います。

県立学校施設の計画的な維持保全について、

今後どのように取り組んでいくのか、教育長に

お伺いいたします。

県立学校施設の維○教育長（黒木淳一郎君）

持保全につきましては、劣化状況等調査及び日

常的な点検の結果等を踏まえて、予防的な改修

・修繕を計画的に実施することとしておりま

す。

老朽化対策や修繕に関する費用につきまして

は、当初予算ベースで、令和３年度は約15億円

でありましたが、その後、増額措置が認めら

れ、令和４年度は約19億円、今年度は約21億円

の予算を確保しており、今後、その予算を着実

に執行してまいります。

引き続き、児童生徒にとって安全・安心で魅

力のある教育環境の整備がなされるよう努めて

まいります。

年度によってばらつきはある○山口俊樹議員

にせよ、おおむね予算として計画にのっとった

形で確保されていることが分かりました。引き

続き、予算確保と適切な執行ということに努め

ていただきたいと思います。

また、我々議会が、本当に適正に事業なり計

画なりが進められているのか、予算が適正なの

かというのをチェックするためにも、個別施設

計画をはじめ、策定した計画などについてはき

ちんと公表していただいて、議論ができる状況

をつくっていただくよう改めてお願いしたいと

思います。

続いて、都市部への進学支援ということで、

最近は宮崎県東京ビルの建て替えに伴って、東

京学生寮が休寮するというニュースがありまし

た。

ビルの建て替えですので、休寮はやむを得な

いと思いますけれども、県がそもそも東京学生

寮を設置している目的と、休寮期間中に大学に

進学する学生に対する支援があるのか、総務部

長に伺います。

東京学生寮につき○総務部長（渡辺善敬君）

ましては、本県から東京都等に子供を進学させ

る保護者の経済的負担の軽減や、都会で一人暮

らしを始める学生の心理的負担の軽減、寮生活

を通じて学生の郷土愛の醸成を図ることなどを

目的として、原則、１年生からの２年間、入寮

する仕組みで設置しております。

令和８年度までの休寮期間中、本県から東京

などへ進学する多くの学生の中から潜在的な支

援対象者を特定することが困難なことなどか

ら、入寮できない学生に対する支援を行ってい

ないところであります。

保護者の経済的負担の軽減と○山口俊樹議員

かが目的のようなんですけれども、休寮期間中

の代わりとなるような支援は特にないというこ

とが分かりました。

私はこれは非常に残念だなと思います。進学

の年度によって、支援が受けられる学生とそう

ではない学生が生じてしまいます。学生寮とい

う手段が使えないのであれば、その規模の大小

は別にしても、別の支援メニューを用意しない
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と、進学する学生とか保護者への支援といった

目的が一定期間、果たせなくなってしまうとい

うことが懸念されます。ここは何とかしていた

だきたい。

東京学生寮の休寮期間中の支援について検討

できないか、総務部長にお伺いいたします。

新しい学生寮につ○総務部長（渡辺善敬君）

きましては、男女とも入寮できる個室を整備す

るなど、利便性を向上させることとしておりま

して、これに伴い、今後、入寮の条件について

検討を進める予定としております。

休寮期間中の支援につきましては、その期間

に進学した学生を支援する機会を少しでも増や

すことが必要であると考えております。今後、

新しい学生寮の入寮の条件について検討を進め

る中で、休寮期間中に進学した学生について

は、学年にかかわらず入寮の機会を広げる運用

ができないかなどを検討してまいりたいと考え

ております。

別の寮を準備したりとかはで○山口俊樹議員

きないけれども、救済的な措置として、本来は

１年生しか入れないものを、休寮期間中に進学

した学生には入寮機会が広げられないか検討す

るということでございます。これまで支援策が

なかったわけですから、非常にありがたい答弁

だと思います。ぜひ前向きに御検討をお願いい

たします。

本項目の最後に、図書館における電子図書

サービスについて取り上げます。

電子図書館とは、インターネット環境があれ

ば、タブレットとかパソコンとかを使って、24

時間、いつでもどこでも電子書籍が借りられる

サービスであります。文字の拡大とか、音声の

読み上げとか、電子書籍ならではのサービスが

受けられるのも特徴でございます。

導入する自治体も増えているようですけれど

も、県立図書館における電子図書サービスの現

状と導入に向けての考えを教育長に伺います。

現在、県立図書館○教育長（黒木淳一郎君）

では、県内の歴史的文献や、小村寿太郎など県

ゆかりの偉人に関する資料を中心に順次電子化

を進め、ホームページで公開するサービスを

行っておりますが、携帯端末等で書籍を読むこ

とができる電子図書サービスにつきましては導

入しておりません。

電子図書サービスは、場所や時間等にとらわ

れず、図書の貸出しや返却、閲覧ができるサー

ビスであり、読書バリアフリーの観点からも、

これからますます必要性が高まってくるものと

認識しております。

今後、電子図書サービスの導入については、

県民ニーズ、経費面、県内外の状況等、多角的

な観点から、県民サービスの在り方を含め検討

してまいります。

大変失礼いたしました。予算○山口俊樹議員

的な課題はあるでしょうが、御検討いただける

ということでございます。

実は、宮崎市が子ども電子図書館というサー

ビスを始めました。これを聞いたときに、やら

れたというか、これこそが県立図書館が率先し

てやるべきサービスだなと感じたところです。

私は宮崎市在住ですので、県立図書館をこれ

までも気軽に利用させていただきました。しか

し、物理的な距離がある県民の皆さんには、な

かなか利用のハードルが高い。県立図書館です

から、県内のどこに住んでいる方でも利用しや

すい体制を整えることは必要でございます。デ

ジタルの力というのは、こうした物理的な距離

を超えることができます。ぜひ電子図書館の活

用について、前向きな検討を改めてお願いいた
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します。

以上で、子育て・教育環境についての項目は

終わります。

続いて、基礎自治体との連携について伺いま

す。

基礎自治体、市町村から県へは、様々な要望

が届くと思います。宮崎市では、県への要望書

というのを毎年まとめておりまして、市議時代

は、市から県にこんな要望をしていますよと情

報共有をしてもらっていました。

その要望書の中から、２つの項目について伺

いたいと思います。

１つ目、地域生活支援事業費等補助金につい

てでございます。この補助金の概要と、宮崎市

からの要望である、補助金の増額に対する県の

対応はどうなるのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

地域生活支援○福祉保健部長（川北正文君）

事業費等補助金は、障がいのある方の日常生活

を支援するため、市町村が実施する各種事業に

対し、国及び都道府県が補助を行うものであり

ます。

障害者総合支援法では、予算の範囲内におい

て、総事業費のうち、国が２分の１以内、都道

府県が４分の１以内を補助することができると

されております。

県は、国の実際の補助額に応じて補助金を交

付しておりますが、市町村の負担が大きくなっ

ている現状から、例年、宮崎市や県市長会から

県に対し、法の上限である総事業費の４分の１

を交付するよう要望をいただいております。

県としましては、できる限りの予算確保に努

めるとともに、先月には、福祉保健部として、

国に対し必要な予算の確保を図るよう要望を

行ってきたところであります。

この補助金というのは、障が○山口俊樹議員

い者の方の支援に関するもので、総事業費の国

が半分、県が４分の１を上限に補助ができると

いうことでございます。

しかし、実情は、国が約３割、そして県が国

の補助率の半分なので、15％ぐらいの補助にと

どまっております。上限ということなので、法

律違反をしているとか、そういうことではない

んですけれども、総事業費が宮崎市だと７億円

ぐらいですか、年々事業費は上がっているの

で、基礎自治体の負担が大きいんです。

また、障がいを持った方の生活支援というこ

ともあって、お金がないのでやめますというこ

とがなかなか言えない難しい事業でもあるわけ

です。

しかも、何年も同じ要望をずっと国とか県に

出しているんですけど、なかなか補助率は上が

りません。国に対しては、部長が要望に行って

いただいているということですが、知事が自ら

例年行っている国への要望書、県のものがある

と思うんですけれども、これには、今年もこの

補助金の要望は具体的には入っておりませんで

した。

なので、知事が行う要望にも優先順位がある

というのは理解するところでありますけれど

も、宮崎市だけじゃなくて、県市長会からも要

望が出ているようですし、ぜひ知事自らが国に

強く働きかけていただきたいなと思うところで

ございます。

地域生活支援事業費等補助金の適正な交付に

ついて、国に強く働きかけるべきだと思います

が、知事のお考えを伺います。

障がいのある方が身近○知事（河野俊嗣君）

な地域で充実した生活を送ることができるよ

う、地域生活支援事業は大変重要な事業であり
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まして、実施主体である各市町村において、予

算措置に努めていただいているところでありま

す。

県としましては、先ほど部長の答弁にもあり

ましたように、十分な財政支援措置について国

に要望を行っておりますほか、全国知事会など

の場を通じまして、各県と連携しながら、国へ

働きかけを行っているところであります。

長年、市町村からの要望をいただいておりま

すので、今後とも、機会を捉えて、国に対し十

分な予算の確保を強く訴えるなど、各市町村が

この事業を円滑に行えるよう、しっかりと取り

組んでまいります。

ありがとうございます。知事○山口俊樹議員

の御答弁にありましたとおり、長年、市町村は

これを要望している状況でございます。各自治

体の財政負担の軽減にも直接的につながるの

で、引き続き様々な場面での要望をお願いした

いと思います。

なお、県の補助率は国の半分じゃないといけ

ないわけではありません。県が上限である４分

の１を出していただいて、その上で国に、県は

しっかり出しているんだから国も出してくれよ

という要望のやり方もできるわけですから、そ

ちらの御検討もぜひお願いしたいと思います。

続いて２つ目、ひとり親家庭医療費助成事業

についてでございます。

午前中に下沖議員の御質問でもありましたけ

れども、これは県の事業で、医療費助成を受け

る際、外来受診の場合に一旦支払いが生じてし

まいます。一時的な経済的負担があるという課

題が指摘されております。

そしてまた、基礎自治体の事務負担もあるの

で、給付方式を変えてほしいという要望が上

がっているようでございます。

こちらについては、県の判断で給付方式の変

更も可能だと思いますが、ひとり親家庭医療費

助成事業の外来受診の現物給付化についての見

解を福祉保健部長に伺います。

ひとり親家庭○福祉保健部長（川北正文君）

医療費助成事業の給付方法は、一時的に多額の

医療費を支払わなければならない入院について

は現物給付とし、外来受診については償還払い

としているところですが、外来受診について

も、入院と同様に現物給付を対象にしてほしい

という要望を市町村から受けているところで

す。

外来受診の現物給付化がひとり親家庭の負担

軽減につながることは承知しておりますが、医

療費の増加の懸念や、関係機関の事務負担の増

加など、整理すべき課題があると考えておりま

す。

県としましては、ひとり親家庭の福祉の向上

を図る上で重要な事業であると認識しておりま

すので、実施主体である市町村と、外来受診の

現物給付化を含めた意見交換を行ってまいりた

いと考えております。

ありがとうございます。担当○山口俊樹議員

の方などにお話を伺うと、コロナの影響なども

あって、この事業の件については、なかなか意

見交換がしばらくできていない状況もあったと

いうことでございます。

早速、各自治体との意見交換をしていただい

て、課題の整理と要望に対する対応の結論につ

いて出していただきますようお願いいたしま

す。

続いて、宮崎市との連携ということで、宮崎

市にある県関連施設とかインフラ関係につい

て、幾つか質問をさせていただきます。

まず、清武南インターチェンジ周辺エリアに
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ついてでございます。

このエリアは、都市計画区域外でありまし

て、開発に対する規制がほぼありません。道路

の開通などで様々な可能性が出てきたエリア

で、無秩序な開発が行われてしまうとよくない

んじゃないかと懸念しております。

県の都市計画区域マスタープランでは、今は

一定のルールを設ける準都市計画区域の指定を

検討するエリアとなっているようです。本来

だったら、開通前に区域指定するかどうかの結

論が出ているのが望ましいかなと個人的には思

うんですけれども、清武南インターチェンジ付

近における準都市計画区域の指定について、県

の考えを県土整備部長に伺います。

準都市計画区○県土整備部長（原口耕治君）

域につきましては、都市計画区域の区域外にお

ける無秩序な開発の抑制や環境の保全を目的

に、都市計画法に基づき、関係市町村等の意見

を聞いた上で、都道府県知事が指定できるもの

であります。

県としましては、高速道路のインターチェン

ジ付近などの無秩序な開発を懸念していること

から、本県における都市計画に関する基本的な

方針を示した都市計画区域マスタープランにお

いて、区域の指定を検討することとしており、

これまでも関係市町と定期的に意見交換を行っ

てきたところであります。

清武南インターチェンジ付近につきまして

は、今後も宮崎市と連携を図りながら、早期に

結論が出せるよう、区域の指定に関する議論を

迅速に進めてまいります。

県の計画に準都市計画区域の○山口俊樹議員

指定の検討というのは記載されておりますし、

判断するのは市町村ではなくて宮崎県でござい

ますので、早期の対応をよろしくお願いいたし

ます。

続いて、私の地元である檍という地区の一部

にあります一ツ葉エリアについて伺います。

一ツ葉エリアというと非常に広いんですけれ

ども、今回は、宮崎カーフェリーのターミナル

から北、マリーナとかシェラトンとか市民の森

辺りまでを一ツ葉エリアとして、聞いていただ

いている皆さんは想像いただければと思いま

す。

このエリアには、県の施設として、みやざき

臨海公園、マリーナとかがあるところです。そ

ういうところがありますが、この臨海公園の利

用状況及び管理状況を県土整備部長に伺いま

す。

みやざき臨海○県土整備部長（原口耕治君）

公園は、海水浴場やスポーツコートなどから成

るサンビーチ一ツ葉と、マリーナや多目的広場

などから成るサンマリーナ宮崎の総称でありま

す。

利用状況につきましては、新型コロナの影響

もあり、令和２年度、令和３年度は約21万人と

なっておりましたが、昨年度は過去最高となる

約29万人の方が利用されたところであります。

また、運営管理は、令和４年度から令和８年

度までの５か年を指定期間として、隣接してい

る県立阿波岐原森林公園と併せまして、指定管

理者がこれらの施設の運営管理を行っておりま

す。

コロナ禍もあってか、屋外施○山口俊樹議員

設のニーズが高まっているようです。年間30万

人近い方が来るということで、様々な可能性を

感じますが、近隣には、市が管理する市民の森

だったりフローランテ宮崎などもあります。

同じエリアに県と市とそれぞれ管理する施設

があるわけですが、施設の連携の状況につい
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て、県土整備部長に伺います。

議員の御質問○県土整備部長（原口耕治君）

にありました一ツ葉エリアにおきましては、県

が管理するみやざき臨海公園、県立阿波岐原森

林公園に加え、宮崎市が管理するフローランテ

宮崎、市民の森などの施設があり、それぞれが

指定管理者による運営管理を行っております。

現在、これら施設の一体的な利便性の向上な

どを目的に、各指定管理者が情報共有や全体で

のイベント検討などの会議を毎月行い、施設間

の連携を図っているところです。

当該エリアでは、昨年度、屋外型トレーニン

グセンターが整備されたところであり、今後、

新たなにぎわいの創出が期待されますことか

ら、県としましては、宮崎市とも連携し、官民

一体となって、一ツ葉エリアの魅力向上に取り

組んでまいります。

各指定管理者が施設間連携を○山口俊樹議員

行っているようですけれども、県としては、こ

れからさらに深めていく、議論を進めていく段

階かなと感じました。

先ほど答弁で、みやざき臨海公園と隣接する

県立阿波岐原森林公園は、同じ指定管理者が

やっていますよというお話がございました。実

は、このすぐそばに、宮崎市が一応公園として

管理しているんですけれども、ただの雑木林み

たいな、そんなゾーンがあるんです。

今、宮崎市では、パークＰＦＩなどの手法

で、公園の民間利用に力を入れているようです

ので、市と情報共有を行っていただいて、行政

区分にとらわれず、エリアとして魅力向上とか

有効活用に取り組んでいただきたいと思いま

す。

続きまして、宮崎港東地区分譲地についてお

伺いいたします。

カーフェリーのターミナルからさらに南に行

くと、工場などが立ち並ぶエリアがあるのを御

存じでしょうか。ここは、工業専用地域とし

て、県が広い土地を分譲、売りに出しているわ

けですけれども、宮崎港分譲地の分譲状況につ

いて、県土整備部長に伺います。

宮崎港東地区○県土整備部長（原口耕治君）

における分譲地につきましては、地域経済の活

性化や宮崎港の振興を図るため、流通関連事業

や製造事業の用地として整備しております。

平成５年度から分譲を開始し、これまでに総

面積16万平方メートルのうち、約７割に当たる

約11万平方メートルには企業が進出しており、

現在、残る約５万平方メートルについて分譲中

であります。

７割は埋まったんですけれど○山口俊樹議員

も、残り５万平米ありますよと。分譲開始が平

成５年でございますから、約30年間は売れてい

ない、埋まっていないわけです。

こうした分譲事業というのは、整備した後、

売って、そして使ってもらって初めて事業効果

を発揮すると思います。当然税金を入れて整備

しているんじゃないかなと思いますが、約30年

間、事業効果が出ていない、出せていないと。

これは早急に何とかしないといけません。

宮崎港分譲地の早期売却に向けて、今後どの

ように取り組んでいくのか、県土整備部長に伺

います。

宮崎港分譲地○県土整備部長（原口耕治君）

につきましては、高速道路や空港にアクセスし

やすいなど、恵まれた立地条件をＰＲしなが

ら、企業にセールスを行っております。

現在、2024年問題などを背景に、モーダルシ

フト推進に向けた機運が高まる中、宮崎港で

は、カーフェリーやＲＯＲＯ船の大型化によ
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り、海上輸送能力が向上しており、分譲地売却

の好機と捉えております。

しかしながら、議員御指摘のとおり、まだ分

譲地が残っていることから、県としましては、

引き続き、セミナーなどにおいて県内外の企業

にセールスを行うとともに、既に進出されてい

る企業等の意見も参考にしながら、営業戦略に

ついて改めて検討してまいります。

今までも努力されているとい○山口俊樹議員

うことは理解しますが、売らないといけませ

ん。営業戦略を改めて検討するということです

から、売り方、土地の魅力の見せ方というのは

もちろんのこと、土地を買うことができる人、

これには今、条件がついているみたいですの

で、その辺りの緩和も含めて、聖域なく戦略を

検討していただきたいと思います。

30年間、いわゆる在庫を抱えているというの

は、民間企業だと大変問題視されるんじゃない

かなと思います。今の営業戦略を見直すという

答弁も、私としては、もう少しスピード感を

持った、踏み込んだ答弁がいただきたかった。

せめて、いつまでに戦略を見直して、いついつ

から新しい戦略の下で始めますよとか、そうい

うところまで頑張っていただけると、ぜひ頑

張ってほしいな、応援したいなと思えたと思い

ます。

まだまだ整理しないといけない事項もあると

思いますので、今回はこの程度にとどめておき

ますが、しっかり売れるまで私は見ていこうと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

基礎自治体との連携については以上になりま

す。

続いて、働き方改革についてでございます。

本項目では、県庁における働き方改革につい

て質問をいたします。

近年、民間企業、そして中央官庁をはじめと

する行政機関においても、メンタルを要因とし

た休職や離職が問題視されております。知事部

局におけるここ３か年の精神疾患による休職者

数及び本県と他自治体と比較した状況につい

て、総務部長にお伺いいたします。

知事部局におきま○総務部長（渡辺善敬君）

して、精神疾患により、１日以上の期間、休職

している常勤の職員数及び職員数全体に占める

割合は、令和２年度が61名で1.7％、令和３年度

が63名で1.7％、令和４年度が74名で2.1％と

なっております。

他自治体との比較につきましては、対象とす

る職員の範囲や期間等は異なりますが、総務省

の令和３年度地方公共団体の勤務条件等に関す

る調査によると、精神疾患により、引き続いて

１か月以上の期間、病気休暇または休職した常

勤及び臨時・非常勤職員の職員数全体に占める

割合は、都道府県全体で1.2％、本県において

は1.6％となっております。

例年、休職者数は一定数い○山口俊樹議員

て、統計上、全く横並びにはできないけれど

も、他自治体と比べると若干高いんじゃないか

なと、今の答弁から推察できます。

メンタル不調というのは、個別に理由や要因

があるでしょうけれども、それに至った原因の

分析や、その分析に基づく改善策等を検討・実

施する仕組みが県庁ではどうなっているのか、

総務部長に伺います。

職員が精神疾患に○総務部長（渡辺善敬君）

至った原因につきましては、仕事や家庭問題

等、様々な要因があり、職員が抱える不安や悩

みを気軽に相談できるよう、こころの健康相談

専門員を県内各地に配置するなどしておりま
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す。

あわせて、若手職員の精神疾患が増加傾向に

あることを踏まえまして、先輩職員が助言・指

導を行うＯＪＴサポーター制度や、元気回復推

進員による職員交流の場の創出など、相談しや

すい環境づくりに取り組んでいるところであり

ます。

議員御指摘のとおり、本県の精神疾患による

休職者等が高い割合であることを受け止め、相

談のあった事案について、年代や要因、対応や

経過をより詳細に集計・分析し、職位や年齢に

応じた研修や相談業務にさらに生かしてまいり

たいと考えております。

答弁にありましたとおり、客○山口俊樹議員

観的な数字として割合が高そうだという事実に

向き合っていただいて、対応のほどよろしくお

願いいたします。

続いて、業務改善につながるようにという思

いで質問いたします。

私は、市議時代にも同様の質問をしたんです

けれども、行政組織は〇〇計画とか〇〇ビジョ

ンとかたくさんあって、計画を実行するより計

画をつくるのが仕事みたいになっているんじゃ

ないかなという問題意識を持っています。

そこでまず、宮崎県が策定している計画の数

を総合政策部長に伺います。

県では、宮○総合政策部長（重黒木 清君）

崎県総合計画や、みやざき男女共同参画プラン

など、様々な分野において取組の指針となる計

画を策定しておりますが、令和４年11月時点で

は178計画を策定しており、このうち45計画につ

いては、国の法令等によらず、県が条例等によ

り独自に策定している計画であります。

なお、本体の計画にひもづく個別業務の詳細

などを定めた個別計画の数については、把握し

ておりません。

宮崎市は200ちょっとぐらい○山口俊樹議員

だったと思うんですが、これは県では把握して

いない個別計画も含んだ数になっていたと記憶

してますので、県でいくと実際は178プラスアル

ファぐらいが総数になってくるのかなと思いま

す。思ったよりは少ないのかなという印象を

持っていますが、それなりの数はあります。

県の場合は、基本的に各担当課で計画の管理

をしているようで、今、把握しておりませんと

いう御答弁もあったとおり、全てを取りまとめ

ることはしていないようですけれども、部署ご

との連携という観点からも、どこがどんな計画

を持っているのかというのは分かるようにして

いただけるといいのではないかなとは感じたと

ころです。

それはそれとして、やはり業務効率化の観点

からは、不要な計画は廃止するなどして、職員

の負担を軽減すべきだと考えますが、県の考え

を総務部長に伺います。

業務の効率化につ○総務部長（渡辺善敬君）

きましては、職員の負担軽減や公務能率の向上

を図る上で大変重要な取組であり、県では現

在、庁内の行政事務の全般におきまして、必要

性が低下した事務処理の廃止や、ＩＣＴの利活

用等による事務の簡素・効率化を推進しており

ます。

そのような中、県が策定する計画につきまし

ても、議員御指摘のとおり、業務効率化の観点

から、内容や手続の見直しを行うとともに、社

会情勢の変化等を踏まえ計画の統合、廃止を含

めた検討も行っていくべきと考えております。

計画の統合、廃止を含めた検○山口俊樹議員

討も行っていくべきだと考えているということ

で、ぜひ業務の効率化を目指して頑張っていた
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だきたいなと思います。

計画をつくるのは主に若手の職員さんになろ

うかなとも思いますが、ないと思いますけれど

も、ただ漫然と更新だけしているような計画が

あった場合に、それをつくるとなると、やっぱ

り仕事のモチベーションも非常に下がるんじゃ

ないかなと思います。つくった以上はしっかり

と生かす、実行するということも、計画の策定

においては徹底していただきたいと思います。

私は市議時代から、職員、行政機関の業務効

率化や職場環境についても、しばしば取り上げ

てまいりました。直接的に、市民、県民に目に

見えたメリットがあるかと言われれば非常に難

しいところでありますが、職員さんの人件費と

いうのは当然かかってくるわけですから、職場

環境を整えて、しっかりと働いてもらって、い

い仕事をしていただくというのは、目に見えず

とも非常にインパクトのある政策だと思ってお

ります。今後も取り上げていきたいと思いま

す。

さて、本日は、子育て・教育環境、基礎自治

体との連携、そして働き方改革と取り上げてま

いりました。多様な分野の質問をしましたし、

皆さん感じられたと思いますが、早口だったも

ので、なかなか聞いていらっしゃる方は分かり

にくいところもあったかもしれませんけれど

も、当局の皆様には、基本的に誠実に答弁いた

だいたと思いますし、質問して、今後、動いて

いただけそうだな、検討していただけそうだな

というものも多々あったと思います。

今後も、こうした質問を通して、県政を動か

すということにこだわっていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○日高博之副議長

ました。

次の本会議は、19日午前10時から、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時51分散会

- 160 -



６月19日（月）

- 161 -



- 162 -



令 和 ５ 年 ６ 月 1 9 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 山 本 将 之

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○日高博之副議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、脇

谷のりこ議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様、お○脇谷のりこ議員

はようございます。約１年半ぶりにこの場に立

たせていただきますことを大変うれしく思いま

す。親和会の脇谷のりこです。どうぞよろしく

お願いいたします。

そして、今日も多くの傍聴の方、本当にあり

がとうございます。さきの県議選では、女性の

皆様から多くの御支援をいただきました。女性

の声を県政に反映してもらいたいとの気持ちの

表れだと思っています。女性ならではの体や心

の問題は、男性にはなかなか理解されないから

ではないでしょうか。

それではまず、私が１期目から要望していた

案件３つが実現するに当たり、感謝とともに、

知事に対して、女性の声に対してどのような姿

勢で取り組んでいかれるのかお伺いしたいと思

います。

まず１つ目は、宮崎県東京学生寮です。

老朽化した学生寮をこのたび新しく建て替

え、女子も入居できる個室の寮が完備されるこ

と、大変うれしく思っています。

1972年に建てられた男子寮ですが、当時8,500

円という格安の寮費と立地が魅力的で、高校を

卒業して東京の大学に行きたかった私は、母子

家庭で経済的余裕がなく、女子に門戸が開かれ

ていない東京学生寮をとても恨めしく思ってい

ました。

なぜ男子学生だけ優遇するんだという気持ち

はこの頃からずっとあり、全ての子供たちが男

女に関係なく、平等に学業に専念できる環境づ

くりが必要だと、議員としての政策目標を持つ

きっかけにもなっています。

高校を卒業間近の私は、東京で格安の住居を

見つけることができず、結局、居酒屋チェーン

店に就職することで社員寮に入り、そこから昼

間は学校に通うことになったのですが、働くこ

とと学業の両立はとても大変で、結局１年半ほ

どして、どちらもやめてしまいました。

もし東京学生寮に入居できていれば、同じ宮

崎の郷土でつながる仲間と悩みも共有でき、励

まし合えたのかもしれません。

私の青春は、働いて次年度の学費をためるこ

とで精いっぱいで、サークルにも参加できず、

友達との思い出をつくることができなかったこ

とを思うと、東京学生寮が50年以上たった今、

ようやく女子に門戸が開かれたことが何よりう

れしく思います。

そして２つ目は、県立高等学校のトイレの洋

式化です。

令和元年と２年の一般質問でも要望しており

ましたが、当時の教育長であった日隈副知事が

前向きに答弁してくださり、徐々に洋式化に取

り組んでくださっていることに感謝いたしま

す。特に女子高生はスカートが長く、しかも生

理中の生徒もいますので、トイレの洋式化は大

変重要です。小中学校は、国からの補助があり

ますが、県立高校は県単独になりますから、県

が女子高校生に対する気持ちを酌み取ってくだ

さっていることを評価いたします。

そして３つ目は、低出生体重児のための「み

やざきリトルベビーハンドブック」の発行で

す。

出生体重2,500グラム未満を以前は未熟児と呼

令和５年６月19日(月)

- 164 -



令和５年６月19日(月)

んでいましたが、今は低出生体重児と言いま

す。出生数に占める低出生体重児の割合

は、1980年代から増加傾向にあり、2005年頃か

らは９％半ばで横ばいが続いています。

約500グラムの双子の赤ちゃんを出産し、チ

ューブでつながれた我が子を見るたび自分を責

め、毎日涙していたあるお母さん。病院でも家

でも相談できず、孤立感を深め、産後うつに

なった経験から、ほかのママには自分のような

経験をしてほしくないと、ママたちのサークル

を立ち上げ、既に静岡県で作成・配布していた

リトルベビーハンドブックの宮崎版をつくって

ほしいと、私のもとに来られたのが約２年前。

令和３年９月に一般質問をして要望し、その

後、福祉保健部の担当者にすぐ取りかかってい

ただき、検討委員会には当事者ママも入って、

希望どおりの「みやざきリトルベビーハンド

ブック」が今年４月に出来上がりました。

母子健康手帳には、赤ちゃんの体重曲線は１

キログラムからしか目盛りがありませんし、月

齢に応じて成長の過程を「はい」か「いいえ」

でしか答えられませんが、リトルベビーハンド

ブックは、３歳までの成長を細かく記載でき、

医療の記録も記すことができます。また、先輩

ママからのメッセージなどは、低出生体重児を

出産したママたちにとっての心の支えとなり、

とても参考になる内容になっています。

今回、すぐにハンドブックの発行につながっ

たのは、我が子への深い愛情と、自分たちの気

持ちを分かってもらいたいという熱意が関係者

の皆さんを動かしたからだと思います。

そんな女性たちの気持ちに寄り添い、当初か

ら関わってくださった関係者の皆様方には、心

から感謝申し上げます。

以上、この３件については大きなことではな

いかもしれませんが、女性の気持ちに寄り添っ

てくださったこと、小さな声でも酌み取ってい

ただいたことを大変評価いたします。

今回の６月補正予算で、九州初となる妊産婦

の健康診査受診の通院費用助成や、おむつの定

額利用料助成を、全国初の補助事業として出さ

れました。これを見たときに感心しました。今

までにはない知事の意気込みを感じたからで

す。県が率先して旗を振ることで、市町村がす

ぐに取り組んでくださることを期待いたしま

す。

今後、県政運営において、女性の声に対して

どのような姿勢で取り組んでいかれるのか、知

事にお伺いいたします。

以上、壇上での質問とし、この後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

県政を進めるに当たりまして、社会の様々な

方々の声に耳を傾けて取り組んでいくこと、こ

れは県政運営の基本でありまして、特に少子高

齢化の進展や人々の意識が多様化する中で、女

性の視点を生かした施策の推進は大変重要であ

ると認識しております。

このため、現在、県では、審議会に多くの女

性委員に就任いただくとともに、女性活躍推進

会議を設置するなど様々な機会を設け、多様な

分野の女性から、女性が働きやすい就業環境の

整備や男性の育児休業取得促進などについて、

率直な御意見を伺っているところであります。

また、私自身も直接、様々な女性のグループの

皆さんと意見交換も行っております。

そのような御意見も踏まえ、今回策定いたし

ます新たなアクションプランにおいては、「一

人ひとりが自分らしく生き生きと活躍できる共
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感・共生社会づくり」を施策の柱に据え、「女

性が輝く地域づくり」などに積極的に取り組む

こととしております。

お話にありました「みやざきリトルベビーハ

ンドブック」などは、これまで届いてこなかっ

た女性の声を取り入れ、具体的な施策に反映さ

せたものであります。

今後とも、男女が性別に関わりなく、その個

性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会

づくりに一層努めてまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

それでは、先ほど申し上げ○脇谷のりこ議員

た３つの事案について、各項目ごとに質問いた

します。

まず、新東京ビルの学生寮についてです。

男女別の個室になるということですが、整備

スケジュール、施設概要、入居要件等や入居

料、そして女子学生を受け入れるに当たっての

配慮する面などを総務部長にお伺いします。

新しい東京ビルの○総務部長（渡辺善敬君）

学生寮につきましては、令和６年度から建築を

開始し、令和８年10月のビル完成後、募集等の

手続を行い、令和９年度から寮生を受け入れる

こととしております。

新しい学生寮は、男女合わせて52の個室や共

同自炊室などを備え、入寮の応募資格や寮費等

については、保護者の経済的負担軽減等の観点

を踏まえ、今後検討を進めてまいります。

また、女子の受入れに当たりましては、トイ

レ、バスつきの個室とすることや、洗濯室を男

女別に設置し、女子学生が安心して生活できる

環境を整備するほか、学生寮内に寮監室を配置

するなど、施設のセキュリティーをしっかりと

確保してまいります。

トイレ、バスつきの個室と○脇谷のりこ議員

いうことで、大変うれしく思っています。

続いて、県立高校の生徒用トイレの洋式化に

ついてです。

男女別の整備率の進捗状況と、県立高校から

の声や意見及び今後の取組について、教育長に

お伺いします。

県立高校の生徒用○教育長（黒木淳一郎君）

トイレの洋式化の整備率につきましては、令和

元年度末は、男子30.4％、女子22.5％、全体

で25.2％でしたが、本年４月現在、男子63.1

％、女子64.4％、全体で64.0％に上昇しており

ます。

学校からの声につきましては、「洋式トイレ

が増え、利用しやすくなった」「衛生環境が向

上した」との肯定的な声がある一方、「さらに

洋式化を進める必要がある」「トイレの壁等が

古く、室内整備が十分でない」などの意見も寄

せられております。

これまでの取組により、整備率は一定程度上

昇したところでありますが、今後もトイレの洋

式化をさらに進めながら、学校の要望等を踏ま

え、整備してまいります。

よろしくお願いいたしま○脇谷のりこ議員

す。

それでは、「みやざきリトルベビーハンド

ブック」についてです。

母子健康手帳のサブブックとして、今年４月

に出来上がり、配布されていますが、反応はい

かがでしょうか。活用を含め、低出生体重児に

対する理解が深まるよう県はどのように取り組

むのか、福祉保健部長にお伺いします。

リトルベビー○福祉保健部長（川北正文君）

ハンドブックは、昨年度、300冊を作成しました

が、受け取られた方から「心の支えになる」な

どの声をいただき、配布希望も多く寄せられた
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ことから、今年度は500冊を増刷したところで

す。

現在、医療機関や市町村を通じて配布してお

りますが、県内どこにいても必要な方に届くよ

う、関係機関や支援者向けに、チラシやポス

ターの配布等によるＰＲに努めているところで

す。

また、県民の皆様に低出生体重児とその家族

に対する理解を深めていただくため、本年11

月17日の世界早産児デーに合わせて、県庁内で

の展示ブース設置や庁舎のライトアップを行う

など、さらなる普及啓発に取り組んでまいりま

す。

続いて、少子化、女性就労○脇谷のりこ議員

についてお伺いします。

少子化対策については、今回の一般質問では

多くの議員が取り上げておられますので、私の

ほうは、そもそも出産できる年齢の女性が宮崎

県にいるのかということをお聞きしたいと思い

ます。

私の友人の娘さんが県外の大学に進学したの

ですが、コロナ禍だったので帰郷して、オンラ

インで授業を受け、卒業してそのまま宮崎で就

職するのかと思いきや、東京の企業に就職して

いきました。本当は実家のある宮崎に帰りたい

ようですが、自分の能力を発揮できる仕事がな

いということと、賃金が安いということで、な

かなか帰る決心がつかないらしいのです。

先日、東京の人口が発表されましたが、５月

１日時点で1,408万5,000人となり、月別では過

去最高となりました。コロナ禍では、東京から

地方に転出という、うれしいニュースがあった

のですが、コロナが一段落したら再び増加傾

向、前月比で２万2,000人のプラスになり、東京

一極集中がさらに進んだことになります。

宮崎からも若い女性がどんどん中央に出て

いっている気がしているのですが、それで

は、20歳くらいから45歳くらいまでの女性が宮

崎県にどれくらいおられるのか、男性との比較

も含めた転出と転入の社会増減の現況を教えて

ください。総合政策部長にお願いします。

20歳から45○総合政策部長（重黒木 清君）

歳までの状況について、まず男性と女性の人口

比率につきましては、県が行っております現住

人口調査では、令和４年10月１日現在、男性

が12万8,714人、女性が12万9,997人と、ほぼ同

数となっております。

次に、県外からの転入及び県外への転出の状

況につきましては、同じく現住人口調査では、

過去５年間の平均は、男性については、転入

が6,730人、転出が7,083人で、353人の転出超

過。女性については、転入が5,497人、転出

が6,201人で、704人の転出超過となっており、

このような男性より女性の県外転出が多い状況

につきましては、平成21年から続いておりま

す。

先日、みやざき女性就業支○脇谷のりこ議員

援センターに伺ってきました。求職者の就職活

動及び事業所の人材確保をサポートすることを

目的として、県が設置するセンターです。おお

むね55歳くらいまでの女性を対象としていま

す。

まず、職を探している女性がセンターのホー

ムページを見て人材バンクに登録し、その後、

スタッフが直接アプローチして、求人をしてい

る企業や事業所へのマッチングを行うとのこと

でした。登録される方の傾向としては、定職を

考えている方や移住予定者の方がおられるそう

です。企業側は、ハローワークに求人を出して

も来ないので、女性就業支援センターに募集に
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来られるとのことですが、女性の求職者はいる

のにマッチングしないのが悩ましいということ

でした。

支援センターの方からお話を伺って、課題が

よく分かりました。受皿となる企業や事業所が

既存の働き方に固執していて、就業規則を変え

てもよいから優秀な人材に来てもらいたいとい

う意気込みが感じられないということです。

求職している女性が、募集している企業の

ホームページを見ても、会社の簡単な紹介だけ

しか載っておらず、職種も曖昧で、優秀な人材

を欲しいと思わせるような内容になっていない

のです。ですから、そんな会社は選ばれませ

ん。

企業側の求人担当者には理解してもらえるの

に、経営者の考え方が変わらないから、いつま

でたっても人材不足です。女性の働き方を優遇

してくださいと言っているのではなく、男性の

サービス残業をなくすためにも、女性の能力を

生かして仕事を分散できるようにしたらいかが

でしょうかと提言するのですが、自分の会社が

率先して改革することをためらっておられるそ

うです。

私が感じるのは、マッチングができない理由

の一つに、宮崎県の経営者の考え方の根底に、

女性は能力が低いと最初から思っているのでは

ないかということです。

育児休業も女性が取るのが当たり前、子供の

具合が悪くなったら母親が迎えにいくのが当た

り前と思っているのであれば、柔軟な勤務形態

を提供すれば優秀な女性も来てくれるのに、フ

レックスタイムで働いている男性社員が既にい

るにもかかわらず、女性求人票には９時～５時

と書いてある。これは一人一人の女性の持つ能

力を信じていないし、能力があることさえ知ろ

うともしないということにほかなりません。

５年前、私が女性県議として出ようとしたと

き、ある建設業の80歳代の経営者がこうおっ

しゃいました。「女性が県議会議員になったら

県議会のレベルが下がるよね」と。平気でこう

おっしゃる経営者の会社に勤務している女性は

かわいそうだと思いました。

介護や保育などの専門職はもちろんのこと、

建設業にも林業にも優秀な女性はおりますし、

地域でも学校ＰＴＡの役員でもしっかりと仕事

をこなし、能力もあります。いつまでたっても

昭和の考え方に固執し、社会の変化に対応でき

ない旧態依然とした経営者の考え方をまずは

アップデートする必要があろうかと思います。

誘致企業に負けず、宮崎県の中小企業を選ん

でもらうためには、まずは経営者の意識を変

え、柔軟な働き方を提供し、未来へのビジョン

をしっかりと表明し、魅力的な企業だとアピー

ルすることが必要だと思います。それがひいて

は知事のおっしゃる社会減ゼロに近づいていく

のではないでしょうか。

女性の就業促進に対して、知事はどのように

認識されているのか、また取組についてもお伺

いします。

本格的な少子高齢・人○知事（河野俊嗣君）

口減少社会を迎えて、人材の確保は喫緊の課題

となっております。また、女性の声をこれまで

以上に社会に反映させていく、そういう観点か

らも働きやすい職場環境づくりを進め、女性の

より一層の就業促進を図ることは大変重要であ

ると考えております。

このため県では、令和２年度に「みやざき女

性・高齢者就業支援センター」を設置し、相談

対応やマッチング等に取り組んでいるところで

ありまして、昨年度の女性の相談件数は729件
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と、年々増加しております。

また、今年度からは、体制を一層強化するた

め、女性部門を独立させ、「みやざき女性就業

支援センター」として運営を行っておりまし

て、女性が希望する多様な就業スタイルに、さ

らに寄り添った支援に取り組んでいるところで

あります。

このほか、「仕事と生活の両立応援宣言」事

業所の登録や企業向け研修会の開催など、企業

のトップの方に働きやすい職場環境整備への意

識を高めていただくための取組も行っておりま

す。

女性の活躍推進会議の皆さんと意見交換をし

ますと、やはりトップの意識を変えてほしい、

その切実な声が伝わってまいります。引き続

き、こうした取組を通して女性の就業促進につ

なげてまいります。

どうぞよろしくお願いいた○脇谷のりこ議員

します。

続いて、教育行政についてであります。

人材不足はどの業界でも同じです。教育界で

も教員採用試験の受験者の倍率が年々減少して

いて、県内でも80歳代の元教師が臨時で教壇に

今でも立っておられることをお聞きすると、そ

んなに教員の成り手不足なのかと驚きます。

現在は、教員採用試験の受験年齢は59歳まで

となっており、他県も同様に取り組んでいるの

で、教職員の取り合いになっていることをうか

がわせます。

それでは、教員採用試験の受験者数及び受験

倍率の状況と、教員の成り手不足の解消に向け

た取組について、教育長にお伺いします。

本県の教員採用試○教育長（黒木淳一郎君）

験の全体の受験者数は、10年前である平成25年

度実施の1,651名から、令和４年度実施は1,138

名へと減少しております。

また、大量退職を迎え、採用数が増えた関係

もあり、受験倍率は10.6倍から3.2倍、小学校教

諭等については、10.9倍から1.8倍へとなってお

ります。

この間、教員の成り手不足の解消に向けて、

大学推薦制度の拡充や併願受験の拡大等の採用

試験の改善、ＳＮＳの活用や新聞の企画連載で

の教員の魅力発信、さらには、教職に就いてい

ない免許所有者や中高生へのガイダンス強化等

に取り組んでおります。

その結果、全体の受験者が減少する中、大学

の新規学卒者については増加するという効果も

出ております。今後も、工夫を重ねながら、人

材確保にしっかりと取り組んでまいります。

ぜひよろしくお願いいたし○脇谷のりこ議員

ます。

倍率が低くなると教員の質を確保できるのか

心配になります。それでは、教員の質を確保す

るためにはどのような取組をされているのか、

教育長にお伺いします。

教員の質を確保す○教育長（黒木淳一郎君）

るために、本県では、教員になる前の養成段階

から、計画的に教員としての資質能力を育成す

る研修を実施しております。

具体的には、県内の大学１・２年生を対象

に、直接、３日間程度、学校業務を体験する

「スクールトライアル」を実施しております。

また、大学３・４年生及び臨時的任用講師等

を対象に、模擬授業や講義など、教員としての

実践力の育成を目的として、「ひなた教師塾」

も年間を通じて実施しております。

さらに、宮崎大学に設けられた宮崎県小学校

教員希望枠の学生に対しましては、大学と連携

して、４年間の育成プログラムを実施している
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ところであります。

宮崎県教育委員会が、学○脇谷のりこ議員

校、家庭、地域、児童生徒、教職員に向けて、

教育に関する調査を実施していますが、令和４

年度の調査結果では、「仕事上の不安や悩みが

あるか」の教職員向けの問いに「仕事量」と答

えたのが一番多く41.2％、その次が「授業以外

の校務」と答えたのが36.9％となっています。

また、「誇りややりがいを持って仕事を行う

ことができているか」の問いに「できていな

い」と回答した教職員が1.8％おり、５年以下の

経験者が一番多くなっています。意欲を持って

教員になったのに、やりがいを感じられなく

なった方が1.8％はおられるということは、短期

で退職される方もおられるのではないかと思い

ます。

１年未満で退職される教員の方はどれくらい

おられるのでしょうか。また、教員へのサポー

ト体制は整っているのか、教育長にお伺いしま

す。

新規採用教員の支○教育長（黒木淳一郎君）

援体制として、本県では、各学校の教員による

チームを組織し、同僚の教員が、経験や専門性

を生かしながら新規採用教員に関わり、支え、

育てるというＯＪＴの機能を生かした研修を

行っております。

また、従来は１年間であった初期研修を２年

間に分け、負担軽減を図るとともに、気軽に相

談できる窓口の周知や、直接学校を訪問するな

どして、定期的な状況把握に取り組んでおりま

す。

しかしながら、採用後、１年未満で退職した

教員は、令和２年度からの３年間で平均７名で

あり、この状況を任命権者として重く受け止め

ております。

今後も、市町村教育委員会と連携を図りなが

ら、新規採用教員の支援体制の充実に取り組ん

でまいります。

退職者が平均７人というと○脇谷のりこ議員

少ないように思いますが、令和２年度から毎年

７人ほどというと、この３年間で21人は退職さ

れていることになります。

今の子供たちや保護者は、昔と比べると考え

方も生活様式も変わってきていますから、私た

ちには分からない先生ならではの悩みや苦労も

あろうかと思います。それでも、小中学校の卒

業式や成人式に参加させていただくたびに、成

長した子供たちから慕われる先生という職業は

魅力的だなと思いますから、ぜひとも先生の誇

りややりがいを失わないように支援体制を強化

していただきますよう、よろしくお願いしま

す。

それでは、中学校の部活動の地域移行につい

てであります。

先ほど紹介した教職員への調査では、仕事量

が多く、授業以外の校務が負担だと感じている

中学校、高校の教職員が４割ほどおられます。

ということは、中学校においては、部活動の指

導も負担になっている業務だと考えられます。

それでは、部活動の地域移行について、どの

ように進められているのでしょうか、教育長に

お伺いします。

公立中学校におけ○教育長（黒木淳一郎君）

る休日の部活動の地域移行につきましては、令

和３年度から小林市と延岡市でモデル事業を実

施しており、その成果と課題を共有し、周知し

たところであります。

また、諸経費の保護者負担等の課題につきま

しては、今年度も直接、財政措置を国へ要望し

たところであります。
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現在、昨年12月に国のガイドラインが策定さ

れたことを受け、保護者や関係団体等の御意見

を伺いながら、県の方針の策定を進めていると

ころであります。

また、今年度も各市町村を訪問し、取組状況

を把握するとともに、コーディネーターの研修

など、地域の実情や必要に応じた情報提供や指

導助言等を行ってまいります。

先月末に、地域移行の方針○脇谷のりこ議員

案について協議を行う県の検討委員会が開かれ

たそうですが、そこで出された意見や国のガイ

ドラインを基に、県独自の方針を今年度中に出

されるとお聞きしました。主な内容はどのよう

なものでしょうか、教育長にお伺いします。

県の方針につきま○教育長（黒木淳一郎君）

しては、国のガイドラインに示された４つの柱

を基に、現在、策定を進めております。

その柱の１つ目は「学校部活動」についてで

あり、そこには、部活動指導員の確保や適切な

休養日の設定等が示されております。２つ目は

「新たな地域クラブ活動」で、新たに実施主体

となる総合型地域スポーツクラブなどの整備充

実に係る諸課題が示されております。３つ目は

「地域連携や地域移行に向けた環境整備」で、

整備に向けたスケジュールなどが示されており

ます。４つ目は「大会等の在り方の見直し」

で、中体連等の参加資格の見直しなどが示され

ております。

このような内容について、本県の実情に合っ

た宮崎ならではの県の方針となるよう策定して

まいります。

地域によっては、指導者や○脇谷のりこ議員

運営団体の確保が難しいという市町村からの声

もあるようですので、地域偏在を生まないよ

う、しっかりと市町村の意見を尊重していただ

くようお願いいたします。

教職員の中には、部活動を負担に感じている

人もおられる一方で、平日だけでなく休日もや

りたいという教員もおられると思います。地域

移行した場合の教員の関わり方について、教育

長にお伺いします。

教員が休日の指導○教育長（黒木淳一郎君）

に地域の指導者として関わる場合、ボランティ

アとして関わる以外には、報酬を受け取るため

の兼職兼業の許可が必要となります。したがい

まして、この点につきましては、国の動向を注

視することとしております。

その他の指導者としましては、部活動指導員

やボランティアの外部指導者に現在は協力を得

ておりますが、これらの人材に加えて、総合型

地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、文化芸

術団体等の方々も考えております。

今後、教員の意向も踏まえ、適切に関わるこ

とができるよう検討してまいります。

そもそも部活動の地域移行○脇谷のりこ議員

は、教員の働き方改革から始まっていると思っ

ているのですが、その目的をどのように捉えて

おられるのか、教育長にお伺いします。

部活動の地域移行○教育長（黒木淳一郎君）

の目的は２つあると考えております。

１つは、教員の働き方改革につなげることで

あります。モデル事業の成果として、教員から

は、「休日が確保できた」「精神的な負担が軽

減された」などの声が上がっております。

もう１つは、少子化の進む中、将来にわたり

生徒がスポーツや文化芸術活動に継続して親し

むことができる機会を確保するということであ

ります。

「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育

てる」という意識の下、市町村との連携を深め
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ながら、この２つの目的の実現を目指してまい

ります。

部活動の地域移行について○脇谷のりこ議員

は、指導者がいないとか、外部講師の謝金を払

うために保護者の負担が増えるなどの様々な点

で不安や課題があるようです。

先日、総合型地域スポーツクラブの方とお話

ししましたら、「中学校の部活動に大会の好成

績を求める必要があるか」と疑問を投げかけら

れました。もちろん子供たちにとって大会での

優勝などを目標とすることは必要でしょうが、

やり過ぎ感があるのも事実だとおっしゃいま

す。

その総合型地域スポーツクラブは、地域の子

供たちや高齢者が様々なスポーツや文化に親し

む機会を提供するため、約50もの講座を設け、

自前でホールを建てられ、自主的・主体的に運

営されています。

そこに通っている子供たちに今回アンケート

をされたそうです。「運動は週に何回したい

か」の問いに「週１回」と答えた児童生徒が一

番多く、次が「２回」だったそうです。平日の

部活動をしている生徒が週１回そのクラブに

通ってきている場合もありますし、全く部活動

をしない生徒が週１回通ってきている場合もあ

りますが、どちらにしても、生徒は週１回ぐら

いの運動が望ましいと思っているわけです。

今、教育長が答弁された部活動の地域移行の

１つの目的が、将来にわたり生徒がスポーツや

文化芸術活動に継続して親しむことができる機

会を確保することであれば、平日も休日も活動

して、毎日疲れてしまう部活動の考え方をいま

一度見直すことも必要かと思います。

もちろん将来オリンピック選手を目指すので

あれば、しっかりとした指導者の下、民間のク

ラブに入って練習することが必要でしょうが、

生徒にも先生にも負担のかからない中学校の部

活動の在り方が本来あるべき姿ではないかと

思っています。

続いて、不登校問題についてです。

中学１年時に不登校になってもう１年がたつ

保護者からお話をお聞きしました。

コロナ禍での自宅待機から始まったそうで、

学校に行かなくてもよいのだという気持ちにな

り、そこからずるずると行けず、復活する手だ

てが見いだせないとのことです。

本人も学校に行かなきゃならないと思ってい

るらしいのですが、授業にもついていけなく

なっているから、タイミングがないとのこと。

スクールソーシャルワーカーさんが自宅に来

て、親身になって相談に乗ってくださったので

安心できているとのことです。

それでは、不登校の現状を教えてください。

また、子供たちに寄り添うスクールソーシャル

ワーカーやスクールカウンセラーの役割及び配

置・派遣が充足した状況にあるのか、教育長に

お伺いします。

国の調査によりま○教育長（黒木淳一郎君）

すと、令和３年度、本県の公立学校の不登校児

童生徒数は小学校560人、中学校1,284人、高等

学校299人であり、５年前と比較しますと、全体

で872人増加しており、中でも小学校が約2.7倍

と増加傾向が顕著であります。

県が配置に関わっているスクールソーシャル

ワーカーは、家庭等に出向き支援に当たる「福

祉の専門家」で、今年度は１名増員し、21名と

なっております。

また、スクールカウンセラーは、学校で支援

に当たる「心理の専門家」で、53名を配置して

おり、昨年度より小学校に専用に派遣できる体
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制も整えております。

このように、人数は順次拡充しております

が、国が示す基準には達しておりません。今後

とも十分な対応ができるよう、体制づくりに取

り組んでまいります。

予算の問題だと思います○脇谷のりこ議員

が、充足できていないスクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラーの人数とか時間を

ぜひとも増やしていただくよう要望いたしま

す。

最近はフリースクールもあり、また居場所づ

くりもしている子育て支援団体などもあるの

で、そういった情報を得ることが保護者から求

められています。

それでは、不登校対策における教育相談窓口

の運用について、教育長にお伺いします。

これまで県教育委○教育長（黒木淳一郎君）

員会では、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」等を

設置し、学校外でも相談できる体制の充実に取

り組んでまいりました。

そのような中、令和３年度に国の事業を活用

し、ＳＮＳ相談窓口を開設したところ、年度途

中の時間を限った開設であったにもかかわら

ず、1,200件を超える相談が寄せられ、その効果

を実感したところでありました。

このため、これまでの取組に加え、今年度か

ら、無料通信アプリやインターネットを通じ

て、専門の相談員とチャット形式で相談できる

「宮崎県子どもＳＮＳ相談」を開設し、カード

の配布等により、県内の児童生徒へ周知したと

ころであります。

今後も、相談窓口の適切な運用に努め、子供

たちの悩みに一つでも多く寄り添い、対応でき

るように取り組んでまいります。

ぜひともよろしくお願いい○脇谷のりこ議員

たします。

今年度改定される「教育、学術、文化及びス

ポーツの振興に関する施策の大綱」に「教育の

情報化」があります。

この大綱は、知事と教育委員会が教育行政の

推進を図るための宮崎県総合教育会議で協議さ

れるもので、知事が策定し、４年ごとに見直さ

れています。

今年から改定される内容の中に、「教育の情

報化に取り組む」というのがあります。この

「教育の情報化」の今後の方針を教育長にお伺

いします。

今回改定される本○教育長（黒木淳一郎君）

県の教育大綱や国の教育振興基本計画の答申内

容を踏まえ、県教育委員会では、今議会に宮崎

県教育振興基本計画の変更案を提案しておりま

す。

その中で、「教育の情報化の推進」を施策の

一つとして再構築し、ＩＣＴの強みを生かした

授業改善や、情報モラル教育の充実を図ること

としております。

また、併せて、教職員のＩＣＴ活用指導力の

向上や、学校現場における推進体制の整備につ

いても、より一層進めていくこととしておりま

す。

県教育委員会といたしましては、教育の情報

化をさらに推進することで、グローバル化やイ

ノベーションの進展など、社会の変化に柔軟に

対応できる人材を育成してまいります。

教職員のＩＣＴ活用につい○脇谷のりこ議員

ては、デジタル機器を使い慣れているかどうか

により、教職員の得手・不得手が顕著に表れて

いると思っています。

不登校の子供を持つ保護者からの要望では、

オンライン授業も含め、もっとＩＣＴの活用を
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進めてほしいとのことですので、教職員向けの

ＩＣＴ指導力向上をさらに進めていただきます

よう、よろしくお願いいたします。

続いて、市街化調整区域についてでありま

す。これは地元の宮崎市西部地域の方からの要

望が一番多い案件です。

帰郷した子供たちが親の近くで家を建てたい

が、市街化調整区域であり、農家ではないので

建てられない。あるいは、お店をオープンさせ

たいが、調整区域なので、どうしてもできない

など、市街化調整区域への不満です。

改めて御説明すると、都市計画法では、都道

府県は、一体の都市として総合的に整備し、開

発し、及び保全する必要がある区域を都市計画

区域として指定しています。

その都市計画区域において、無秩序な市街化

を防止し、計画的な市街化を図るために、必要

があるときは、市街化区域と市街化調整区域と

の区分、いわゆる線引きを定めることができま

す。

その線引きがある都市計画区域が、宮崎県で

は、延岡市と門川町、日向市の各一部を含む日

向延岡新産業都市計画区域、そして宮崎市と国

富町の各一部を含む宮崎広域都市計画区域にな

ります。線引きを行わない都市計画区域は、都

城市や日南市、西都市、小林市などがありま

す。そのうちの都城市は、昭和45年に線引きが

行われ、昭和63年に廃止されています。この都

城市の線引きが撤廃できるのに、なぜ宮崎市が

できないのかという不満がずっと渦巻いていま

す。

令和元年度の私の質問に、県土整備部長がこ

う答弁されています。

「都城広域都市計画区域は、当時、都市計画

区域内の人口に占める人口集中地区の人口割合

が、全国平均67％に対しまして37％と低く、市

街地に収容可能な人口に余裕があることから、

市街地が広がる可能性は低い状況にありまし

た。また、農振農用地、いわゆる青字農地が市

街地周辺の相当部分を取り巻くように分布して

いることから、無秩序な開発行為等が大規模と

ならないものと判断し、地元の市町の意向を踏

まえ、線引きを廃止したものであります」と答

弁されています。

この答弁だと、都城市は今後、過疎化してい

くから、撤廃しても大丈夫だろうと聞こえま

す。しかし、昭和60年当時、都城の人口は13

万2,000人余り、人口増減率は2.39％です。増加

しているのですから、線引きは撤廃せず、まず

はその市街地に集中していくのが普通の考えで

はないかと思います。

宮崎市が線引きをして人口を市街化区域に集

中させているのに、２番目に大きい市として人

口が増加している都城がなぜ線引きを撤廃でき

たのでしょうか。また、その後の状況を県土整

備部長にお伺いします。

御質問のあり○県土整備部長（原口耕治君）

ました線引きの廃止につきましては、社会情勢

の変化や各都市の発展状況を踏まえまして、昭

和62年に国が線引きの要件を見直したことを受

けて、昭和63年に県が行ったものであります。

当区域は、合併前の旧町村の集落が広範囲に

分散した、人口集中の度合いが小さい特殊な都

市構造であることなど、国が示した要件を満た

していたため、当時の市町の意向も踏まえ、国

の認可を得た上で廃止したものであります。

その後の状況につきましては、郊外で商業施

設や住宅の建設が増加する一方、中心市街地の

空洞化が生じたことから、都城市において、旧

市街化調整区域における大規模集客施設の立地
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の制限や、中心市街地活性化の取組を行ってい

るところであります。

確かに、昭和の大合併で、○脇谷のりこ議員

それまで分散していた集落に建築物ができない

となると困ります。しかし、宮崎市に最後に合

併した生目村は昭和38年、都城市に最後に合併

した中郷村が昭和42年、生目村も中郷村と同じ

状況ですから、合併後に宮崎市が線引きの廃止

を要望すればできたのかもしれません。

しかしながら、人口増加している都城市が第

１号で国に許可されたということですので、当

時、政治的に大きな力が働いたのではないかと

推察しています。

では、宮崎広域都市計画区域において、線引

きの撤廃もしくは市街化区域の拡大はできない

ものでしょうか、県土整備部長にお伺いしま

す。

都市計画区域○県土整備部長（原口耕治君）

における線引きや市街化区域の範囲につきまし

ては、都市計画法に基づく基礎調査の結果や関

係市町の意見を踏まえ、県の都市計画審議会で

の審議を経て、国の同意を得た上で都道府県が

定めることとされております。

線引きの廃止や市街化区域の拡大は、これま

で市街化を抑制してきた市街化調整区域におけ

る無秩序な開発や、中心市街地の活力低下など

が懸念されることから、慎重に判断する必要が

あります。

宮崎広域都市計画区域におきましては、人口

減少下にあっても一定の人口集積がある一方

で、空洞化が見られる中心市街地の現状などを

踏まえると、線引きの廃止や市街化区域の拡大

は難しいものと考えております。

前回の一般質問で、市街化○脇谷のりこ議員

区域の飛び地を設けることはできないかを質問

しましたら、「宮崎市における長期計画や都市

計画マスタープラン等に、新市街地の開発を行

う位置づけがあることに加え、面積20ヘクター

ル以上をめどとする計画的な市街地整備が確実

に行われることなどの要件があるので、飛び地

の設定はできない」との答弁でした。つまり

は、宮崎市において、線引きの廃止も拡大も、

飛び地の設定もできないということです。

といっても、市街化調整区域でも建てられる

建築物はあります。宮崎市の許可で建てられる

ようですが、市街化調整区域内の建築規制に係

る宮崎県と宮崎市の役割分担について、県土整

備部長にお伺いします。

市街化調整区○県土整備部長（原口耕治君）

域は市街化を抑制する区域であることから、原

則、建物の建築等は認められておりませんが、

個別案件ごとに用途や規模などについて都市計

画法に基づく審査を行い、要件を満たせば建築

は許可されます。

その許可手続につきまして、市街化調整区域

のある３市２町のうち、宮崎市、延岡市、日向

市においては、それぞれの市が、国富町、門川

町においては、県が行っております。

農村地帯でも農業人口が少○脇谷のりこ議員

なくなっているのだから、土地利用を見直して

くれという要望が多く、そこに都城の都市計画

区域の線引き廃止を例に挙げられます。35年

前、当時の県の担当者は、他市住民から不公平

だと言われることになるとは考えられなかった

のだろうと思います。

根拠法令に基づくしっかりとした理由づけが

なく、特殊をつくってしまうと不公平感が生ま

れます。今後の県の取組も、将来人口を見据

え、しっかりとしたビジョンを持って、市町村

間の不公平感を生まないような施策にしていた
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だくようお願いして、この項目は終わります。

続いて、安全・安心な暮らしの確保について

であります。

今は物騒な事件が多発しています。子供、女

性、高齢者など弱者にとっては、安全で安心し

た生活を送ることが一番の幸せです。しかしな

がら、他人の入れない密室である家の中では、

児童虐待やＤＶなどが起こっています。

そこでまず、質問です。児童虐待の現状と対

応について、福祉保健部長にお伺いします。

本県の児童虐○福祉保健部長（川北正文君）

待の現状につきましては、児童相談所の相談対

応件数が、令和元年度1,953件、令和２年度

1,883件、令和３年度1,843件と、高止まりして

いるところです。

このため、虐待の未然防止や重篤化予防に向

け、体罰によらない子育てを推進するための啓

発や、市町村が実施する乳児全戸訪問事業等を

支援し、早期発見、早期対応に取り組んでおり

ます。

また、妊娠期から子育て期まで切れ目のない

支援を提供するためには、児童福祉と母子保健

の連携・協力を一層進めることが重要ですの

で、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的

に相談支援を行うこども家庭センターの設置を

市町村に促すことにより、児童虐待防止対策の

推進を図りたいと考えております。

全ての妊産婦、子育て世○脇谷のりこ議員

帯、そして子供ということは、全ての家庭の中

にいる人たちが相談していけるという、こども

家庭センターの設置を市町村にぜひ促していた

だきたいと思いますが、設置するのが目的では

なく、妊産婦や子供などが相談する総合窓口、

つまり窓口のワンストップ化を目指していただ

くよう、よろしくお願いいたします。

それでは、女性へのストーカーやＤＶ被害は

どうなっているのでしょうか、現状と警察の対

応について、警察本部長にお伺いします。

本県のストー○警察本部長（山本将之君）

カーの相談件数は、平成30年が387件であったも

のが、以降は600件前後で推移し、昨年は445件

と減少したものの、人口10万人当たり全国２位

と、高い水準で推移しております。

一方、ＤＶの相談件数は、平成30年が719件で

あったものが、以降800件前後で推移し、昨年

が890件で、人口10万人当たり全国６位と、増加

傾向にあります。

増加の要因としては、法改正によりストー

カー行為の規制対象が拡大したことや、これら

事案への県民の意識が高まっていることなどが

考えられます。

ストーカーやＤＶ事案は重大事件に発展する

可能性があることから、この春新設した人身安

全対策課を中心に、事件化や行政措置を迅速・

的確に行うなど、被害者等の安全確保を最優先

とした対策を講じております。

ぜひお願いしたいと思いま○脇谷のりこ議員

すが、ストーカーの相談件数が全国２位で、Ｄ

Ｖ相談件数が全国６位というのは、大変恥ずか

しいことです。ＤＶ被害相談が多いということ

は、離婚が多いということです。厚生労働省の

統計によると、令和２年の離婚率は、沖縄に次

いで２位になっています。ずっと宮崎県は上位

です。これでは少子化にまっしぐらに進んでい

くことになります。

児童虐待やストーカー、ＤＶ事案の現状を知

事はどうお考えでしょうか。また、安全で安心

なまちづくりに今後どう取り組んでいかれるの

か、最後に知事の御見解をお伺いします。

今の児童虐待、ストー○知事（河野俊嗣君）
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カー、ＤＶ相談件数が多いということは、意識

の高まりということで、未然にいろいろ相談す

る。そのこと自体は悪いことではないといいま

すか、非常に重要な視点であろうかと思います

が、いずれにせよ、児童虐待、ＤＶなどに係る

事案、犯罪が依然として多い状況にあることに

ついて、重く受け止めているところでありま

す。

子供や女性など社会的に弱い立場にある方々

を守り支えること、何よりも被害に遭うことを

未然に防ぐことが重要でありまして、そのため

には、未然防止に向けた体制の整備を図り、県

民一人一人が地域の安全に対する意識を高め、

助け合って犯罪などを防止する社会づくりを進

める必要があると考えております。

このため県では、「犯罪のない安全で安心な

まちづくり県民会議」を設置し、県、市町村、

関係団体等が連携して、子供の安全確保のため

の見守り活動等に取り組んでいるところであり

ます。

また、子供や女性に対する暴力の未然防止を

図るため、専門的な知識や経験を持つアドバイ

ザーを自治会や学校等に派遣し、児童虐待やＤ

Ｖ事案等の防止に向けた啓発を実施しておりま

す。

引き続き、市町村や関係団体等との密接な連

携の下、安全で安心な暮らし確保のため、県を

挙げて取り組んでまいります。

宮崎県は、温暖な気候で、○脇谷のりこ議員

食べ物もおいしく、人も優しい、住みやすく、

子育てしやすい県日本一をアピールしているの

に、ストーカーやＤＶ相談件数は全国でもワー

ストクラス、どうしてこういうことになるので

しょうか。男性の女性に対する考え方が古いん

じゃないでしょうか。もしかして、今でも女は

男に従うものと思っているのでしょうか。

令和５年版の男女共同参画白書では、昭和の

時代の固定的な性別役割分担がいまだに残って

いる中で、若い世代の理想とする生き方は変

わってきていることがしっかりと明文化されて

います。

今の若い夫婦は、考え方が昭和モデルではあ

りません。家事・育児を自分が率先してするべ

きと答えるのは、女性では40歳代以上ですが、

男性では30歳代以下です。男性は年齢が低いほ

ど家事・育児参加に抵抗を感じていません。職

場など周囲の環境を改めることがより必要と考

えています。

家族の姿が変化し、人生が多様化する中で、

全ての人が希望に応じて家庭でも仕事でも活躍

できる社会、令和モデルに切り替える時代であ

ることを県民みんなで考えていただきたいので

す。

今週６月23日から29日までの１週間は、男女

共同参画週間です。男性も女性もお互いを尊重

し、認め合い、助け合っていく男女共同参画社

会になれば、暴力のない安心した暮らしが確保

でき、少子化にも歯止めがかかることを期待し

て、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、佐藤雅洋議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○佐藤雅洋議員

んにちは。朝、目覚めればウグイスの美しい鳴

き声、窓を開ければツバメが飛び交い、山に目

をやれば恵みの雨で力強さの増した緑の山々、

田には水が張られ、植えたばかりの米の苗が風

にそよぐ、よい季節となりました。人は何のた

めに生まれてきたのか。人は何のために生きて

いるのか。それは「ああ生きててよかった」

「ああ生まれてきてよかった」と思える瞬間の
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ために生きているのだと私は強く思います。そ

う思える時間を多く与えてくれる緑深きふるさ

と、西臼杵から参りました佐藤雅洋です。どう

ぞよろしくお願いします。

本日、地元よりお越しの皆様をはじめ、西臼

杵郡民の力強い支援のおかげで２期目を迎え、

この場に立っております。環境の厳しさを豊か

さに変えてきた先人たちの努力に敬意を表し、

私は、山村振興、農村の復興を旗印に、謙虚

に、そしておごらず精進してまいりますので、

引き続き、皆様の御指導、御鞭撻をどうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、通告に従い質問を行います。

我が国周辺の安全保障環境が厳しさを増す

中、国においては、防衛力の抜本的強化につい

て様々な議論が重ねられております。こうした

国全体の動きも踏まえつつ、県の危機管理につ

いてお伺いいたします。

知事は常々「常在危機」という言葉をおっ

しゃいますが、あらゆる事態から県民の命を守

ることが、知事に課せられた最も重要な使命で

あることは言うまでもありません。一昨日は、

自民党安全保障調査会、江藤拓副会長と浜田靖

一防衛大臣との「国防を語る会」が、高鍋、延

岡において行われました。知事にも参加いただ

き、国防について知見を深められたことだと思

いますが、緊張感の増す防衛問題です。

先週15日木曜日、北朝鮮が日本海に向けて発

射した弾道ミサイルは、我が国の排他的経済水

域（ＥＥＺ）内に落下したと推定される旨、防

衛省から発表がなされました。今年に入って北

朝鮮から発射された弾道ミサイルは９回、少な

くとも12発となっております。今年の４月に

は、戦後初めて我が国領域内にミサイルが落下

する可能性があるとして、北海道にＪアラート

が発令、また近いところでは、先月、沖縄に対

して発令されました。

こうした一連の北朝鮮の行動は、我が国、地

域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであ

るとともに、関連する安保理決議に違反をする

ものであり、国民の命と安全に関わる重大な問

題で、断じて許されるものではありません。

しかし、先月の打ち上げ失敗にもかかわら

ず、北朝鮮は２回目の軍事偵察衛星の打ち上げ

を行うといって、挑発行動をやめる気配があり

ません。私の所属する防衛議員連盟、拉致議連

としても、国民保護法、県民保護の観点から、

大変危惧しているところです。

そこで、北朝鮮の軍事偵察衛星などが本県に

落下するおそれのある場合における県の対応と

その備えについて、知事に伺います。

次に、食料自給率の向上について伺います。

これは、我が自民党会派でも議論し、国への

意見書として提出に向けて協議中であります

が、気候変動、感染症、ウクライナ紛争等によ

り、食料の安全供給が懸念される中、本県で４

月に行われましたＧ７宮崎農業大臣会合では、

食料安全保障が主要テーマとなりました。特

に、農業の持続可能性の確保を中心に議論が行

われました。その中に、自国の生産資源を持続

可能な形で活用するべきとの方針が示されたと

伺っております。

食料安全保障の強化や、現在38％にとどまっ

ている食料自給率の向上のためには、米の消費

拡大が大変重要と考えます。農水省の試算で

は、今現在１人当たりの米の年間消費量は１

日2.4杯、58年前の1965年には、国民１人当たり

１日５杯の米を食べていたとされております。

国民一人一人が明日から１日１杯でも多く食べ

れば、食料自給率は目標の45％程度まで上がり
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ます。

農業生産県である宮崎県を挙げて米の消費拡

大を進めるべきと考えますが、知事の考えを伺

います。

次に、標高1,600メートル、九州随一のふわふ

わのパウダースノーゲレンデを誇る、日本最南

端のスキー場についてであります。

上級者用ダイナミックコースと初・中級者用

パラダイスコースがあり、上級者から初心者ま

で楽しめる。そして、小さな子供でもそりや雪

遊びが楽しめるファミリーゲレンデもあり、家

族連れも多く訪れます。

サーフィンのメッカでもある宮崎県にあるス

キー場、これほどまで貴重な施設が、昨年の台

風第14号により休業されたままであります。ス

キー場での被害はありませんでしたが、道路崩

壊による休業であります。関係者の懸命な努力

で再開に向けて進んでおりますが、大事なのは

その先であります。

観光宮崎において、いわばハワイにスキー場

があるようなインパクトのある観光資源を、県

や観光業界、バスや鉄道会社などが総力戦で支

援することで、もっと観光宮崎をアピールでき

るのではないでしょうか。宮崎交通さんも営業

黒字を達成されたと発表されています。大変期

待しています。

そこで、宮崎県の観光振興にとって大変重要

な五ヶ瀬ハイランドスキー場に対し、県として

どのような支援ができるのか、総合政策部長、

総務部長、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

壇上からは最後となりますが、五ヶ瀬ハイラ

ンドスキー場と同じく、西臼杵の地域振興に欠

かせない観光資源はほかにもあります。

その中でも高千穂峡は、日本を代表する、も

ちろん宮崎県を代表する観光資源であります。

昨年の台風第14号により多大な被害を受けたこ

とは御承知のとおりであります。しかし、県当

局関係者の御尽力により、一部ではあります

が、多くの観光客を迎えられるほどの復旧が進

んでおります。

さらには、８月１日から３日間行われるレッ

ドブル・ダイビング世界大会の開催が決まって

おります。今後さらに世界的注目を浴びる美し

い渓谷、ドイツ語でシェーンバッハと言うそう

でありますが、その美しい高千穂峡にある遊歩

道の復旧状況と今後の整備について、環境森林

部長に伺います。

ここまでを壇上の質問とし、残りの質問につ

いては質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、北朝鮮の軍事偵察衛星などへの対応等

についてであります。

北朝鮮の軍事偵察衛星などが本県に落下する

おそれがある場合、全国瞬時警報システム、い

わゆるＪアラートが発出され、防災行政無線や

携帯電話の緊急速報メールなどにより、県民に

対して、県内に593か所指定されております緊急

一時避難施設などへの避難の呼びかけが行われ

るところであります。

今年５月31日、九州地方知事会のため沖縄に

出張しておりましたが、朝６時半にＪアラート

で目が覚めました。改めて厳しさが増す安全保

障環境を身を持って実感したところでありま

す。

こうしたＪアラートに加えて、落下や被害発

生の可能性が極めて高い場合や、日本の領土・

領海内に落下した場合は、庁内に私を本部長と

する警戒本部を設置し、自衛隊や警察などと連
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携しながら、被害の最小化を図ることとしてお

ります。

今後も北朝鮮のミサイル等の発射が想定され

ることから、今年10月には、国と共同での住民

避難訓練を五ヶ瀬町など３町村で実施する予定

であります。

また、職員の対応能力の向上や関係機関との

連携強化のため、来年１月には、初めて図上訓

練も実施することとしております。

引き続き、私たちは常に危機やリスクに直面

しているという緊張感、この「常在危機」の意

識を徹底し、万全の備えと対応を進めてまいり

ます。

次に、米の消費拡大についてであります。

県産米の消費を拡大することは、食料安全保

障のみならず、水田の持つ多面的機能の維持や

中山間地域の振興の観点からも、大変重要であ

ると考えております。

このため県では、関係機関等と組織します宮

崎県米消費拡大推進協議会におきまして、地産

地消や食育活動と連携した消費拡大対策や、観

光・スポーツキャンプでのＰＲなどに取り組ん

でいるところであります。侍ジャパンの合宿な

どでも贈呈を行ったところであります。

先般のＧ７宮崎農業大臣会合におきまして、

歓迎レセプション等の場で提供されました県産

米を使った宮崎牛時雨煮入りのおむすびや米粉

スイーツが各国の関係者からも高い評価をいた

だき、改めてそのポテンシャルの高さを実感し

たところであります。

私も歓迎レセプションに参加し、本県を代表

する食材、また全国を代表する食材が提供され

ているものを少しずつ試してみましたが、レセ

プションの一番最後のほうで宮崎牛時雨煮入り

のおむすびを食べたところ、これが一番おいし

かったといいますか、感動して、自分のＤＮＡ

に刻み込まれたというか、米文化圏に生きてい

るんだなと改めて感じたところであります。

引き続き、私自身も積極的に「ごはん食」を

実践しますとともに、広く県内外の皆様に愛さ

れ、選んでもらえる県産米の消費拡大に取り組

んでまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（重黒木 清君）

答えします。

五ヶ瀬ハイランドスキー場に対する支援につ

いてであります。

県では昨年度、県と西臼杵３町から成る「広

域連携ワーキンググループ」の場を設け、外部

アドバイザーを交えて、地域活性化に向けた勉

強会や事例研究に取り組んだところでありま

す。

ワーキンググループでは、スキー場をはじ

め、３町がそれぞれ有する地域資源の強みをつ

なげ、地域が広域的に連携して人の流れを呼び

込む取組について、様々な意見が交わされまし

た。

今後も引き続き、五ヶ瀬町との意見交換を重

ねながら、産業振興や関係・交流人口の拡大な

ど、スキー場を生かした地域づくりへの支援に

ついて検討してまいります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○総務部長（渡辺善敬君）

ます。

五ヶ瀬ハイランドスキー場に対する支援につ

いてであります。

県は、当スキー場を経営する第三セクター

五ヶ瀬ハイランドに出資している五ヶ瀬町に対

し、ヒアリング等を通じて経営状況を把握する

とともに、財政上の助言等を行っております。

それと連動する形で、五ヶ瀬町におきまして

- 180 -



令和５年６月19日(月)

は、総務省などが公認会計士等のアドバイザー

を派遣する地方公共団体の経営・財務マネジメ

ント強化事業を活用するなど、法人の有する課

題を抽出しながら、経営改善に向けて取り組ん

でおります。

引き続き、南国宮崎において、貴重な冬の誘

客施設である当スキー場の営業再開を見据え、

必要な経営の健全化に向けた助言等を行ってま

いります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（殿所大明君）

えいたします。高千穂峡遊歩道の復旧状況につ

いてであります。

高千穂峡につきましては、昨年の台風第14号

により、遊歩道の手すりの流失や路面の崩壊な

ど、大きな被害が発生したところです。

このため、昨年度中に流木の撤去と利用者の

多い区間における手すりの再設置を完了し、供

用開始するとともに、国に対して全面復旧に必

要な予算を要望いたしました。

この結果、必要な予算が確保できたことか

ら、今年度、引き続き残りの区間の手すりの再

設置を進めるとともに、災害に強い遊歩道にす

るためのかさ上げ工事を実施しております。

高千穂峡は本県を代表する観光地であること

から、町や関係団体の意見を伺いながら、多く

の利用者が安心して自然を満喫できるよう、早

期復旧に取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

お答えします。五ヶ瀬ハイランドスキー場へ

の支援についてであります。

五ヶ瀬ハイランドスキー場は、サーフィンな

ど南国イメージの強い本県にあってウインター

スポーツが楽しめる日本最南端のスキー場であ

り、大変貴重な観光資源であります。

県では、国内外に向けての情報発信を強化し

ており、その中で五ヶ瀬ハイランドスキー場に

ついても、県の観光情報サイト「旬ナビ」等を

活用した情報発信に取り組んでおります。

今後は、九州中央自動車道の整備などによ

り、県北地域の観光客の増加が期待されますこ

とから、スキー場再開の動向を注視しつつ、

五ヶ瀬町と連携しながら、地域の観光資源を生

かした旅行商品造成の働きかけや、さらなる情

報発信に取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

それぞれにお答えいただき、○佐藤雅洋議員

ありがとうございました。

なお、五ヶ瀬ハイランドスキー場や高千穂峡

については、御答弁いただいたとおり、県当局

の力強い取組により、西臼杵に輝きをお与えく

ださい。

続いて、中山間地域の振興について質問しま

す。

中山間地域の振興に欠かせない地域おこし協

力隊や集落支援員の皆さんの活動は、大変重要

で、すばらしいものと認識しております。現在

に至るまで、関係機関において多くの御苦労が

あったと思われます。これまでの経緯と現状を

総合政策部長にお伺いします。

地域おこし○総合政策部長（重黒木 清君）

協力隊は、地域力の維持・強化のため、市町村

が都市部からの移住者に委嘱し、特産品開発や

農林業などに従事してもらうもので、令和５年

４月１日現在、18市町村で165名が活動しており

ます。なお、任期終了後も約６割の方が地域に

定着しております。

また、集落支援員は、集落への目配りのた

め、市町村が地域の実情に詳しい人材に委嘱

し、集落の巡回や高齢者の見守りなどに従事し
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てもらうもので、昨年11月時点で、８市町村

で34名が活動しております。

さらに、県がボランティアを登録する中山間

盛り上げ隊による活動もあります。このほか、

民間の九州つなぎ隊などもあり、多くの方々に

中山間地域の振興に携わっていただいておりま

す。

すばらしい活動を県内各地で○佐藤雅洋議員

行っていただいております。地域おこし協力隊

の皆さんの存在は、特に中山間地域が持続する

ためには命綱ともなるため、さらに増やしてい

ただきたいと考えます。そして、ぜひ関係機関

の方々には、宮崎のよさ、魅力を十分に発信

し、この熱い思いを全国の協力隊希望者の方々

へ届けていただき、たくさんの新しいつながり

をここ宮崎に呼び込んでいただきたいと考えま

す。

そこで、地域おこし協力隊など外部人材を活

用した今後の中山間地域振興施策について、知

事にお伺いします。

中山間地域は、豊かな○知事（河野俊嗣君）

自然や伝統文化に加えまして、県土の保全や水

源の涵養など、重要な機能を有しております。

人口減少が急速に進む中で、地域を将来にわ

たり守っていくためには、地域の皆さんの取組

に加えて、外からの活力も取り込みながら、一

丸となって維持・活性化を進めていく必要があ

ると考えております。

私自身、神楽や地域の祭り、イベントなどの

場面で、こういう協力隊やボランティアの方々

が働かれる姿というものを目の当たりにしま

す。豊かな発想力や柔軟な行動力を発揮しなが

ら、産業や観光、伝統文化の継承、集落の環境

整備など、多方面で活躍されているわけであり

ます。

最近、印象的でありましたのは、椎葉村で焼

き畑を継承する方々と協力隊や移住した方々

が、思いを一つにして、先人の知恵や伝統を懸

命に残していこうとされる姿で、県の地域づく

り大賞を受賞されました焼畑蕎麦苦楽部の皆さ

んの取組もございました。

こうした取組は、世界農業遺産の認定でも高

く評価され、地域に希望や活力を生み出し、ま

た交流人口の拡大にもつながるすばらしい取組

であり、こうした取組を県内各地に広げていく

ことが重要だと感じたところであります。

今後とも、市町村や地域と連携・協力し、地

域おこし協力隊をはじめとする外部人材の活力

を取り込み、中山間地域の振興に取り組んでま

いります。

人口減少が進む中、県内の都○佐藤雅洋議員

市部と中山間地域をつなぐというニーズは、今

後ますます高まるのではないかと思われます。

本県独自の中山間地域支援策としての中山間盛

り上げ隊は、我が地元、日之影町を含む多くの

地域で過疎・高齢化の進む集落などを支援し、

人的交流を生み出し、集落維持を後押ししてお

ります。知事、ぜひとも中山間盛り上げ隊こ

そ、いま一度力を入れていただくよう要望いた

します。

ここ数年、急激な人口減少及び少子化によ

り、保育園経営が厳しい状況となっているよう

です。今こそ課題を洗い出し、経営継続支援の

手を打つべきであります。

以前は行政の管轄であった保育園を民間へ移

行している地域も少なくないと思われます。近

年、保育士への低待遇が叫ばれる中、移行先の

民間経営をする保育園では、地域の宝である子

供たちを育てる保育士への処遇は十分なものが

必要との思いで経営を行っているようですが、
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中山間地域での少子化が保育園経営でも大きな

課題となっているようです。

子育てしやすい社会を目指す今、子供を育て

る施設はなくてはなりません。人口減少や少子

化が急激に進む中山間地域における保育園など

の幼児教育・保育施設の課題について、どのよ

うに認識しているのか、福祉保健部長にお伺い

します。

中山間地域等○福祉保健部長（川北正文君）

においては、子供の減少による保育所等の定員

割れや保育人材の確保等の課題から、保育所等

の安定的な運営が困難となることが懸念されて

おります。

このため、市町村においては、今後の保育

ニーズを適切に把握するとともに、既存の保育

所等の統廃合や規模縮小のほか、空きスペース

の有効活用など、地域における保育の在り方に

ついて検討を進めていくことが重要であると考

えております。

県としましては、保育所等が引き続き地域の

子育て支援の中核的な役割を果たせるよう、国

や市町村とも連携して対応していく必要がある

と認識しております。

しっかりと認識はされている○佐藤雅洋議員

ようでありますので、そこで終わらずに、子供

たちを真ん中に据えた対応を要望いたします。

次に、中山間地域で林業振興・農業振興を進

める上で妨げとなっていることの一つが、鹿や

イノシシ、ウサギ、アナグマ、タヌキなどによ

る被害であります。米の苗を植えれば鹿が入っ

てついばみ、稲穂がつけばイノシシが食い荒ら

し、木を植えれば鹿やウサギが新芽を食べ、再

造林の妨げとなっております。

そこで重要となっているのが、猟友会の皆さ

んによる有害駆除であります。県内の中山間地

域において、鳥獣被害対策の重要な役割を担っ

ている猟友会の取組状況について、環境森林部

長にお伺いします。

本県の中山間○環境森林部長（殿所大明君）

地域では、野生鳥獣による農林作物の被害が依

然として深刻な状況であるとともに、鳥獣の捕

獲を担う狩猟者の減少・高齢化が進行しており

ます。

このような中、猟友会では、狩猟免許取得希

望者に対する講習会、狩猟事故防止や捕獲技術

向上のための研修会を開催し、狩猟者の確保・

育成、狩猟の適正化に努めていただいておりま

す。

また、野生鳥獣により被害を受けた農林家か

ら依頼を受けて行う有害鳥獣捕獲について、各

地域の猟友会員は、捕獲班として参加し、被害

の軽減に貢献されております。

このような猟友会の取組は大変重要でありま

すので、県としましては、引き続き市町村と連

携して支援してまいります。

猟友会の重要性については御○佐藤雅洋議員

理解いただいております。本当にありがとうご

ざいます。

そのような中、先月、長野県で起きた猟銃を

使用した事件は、まだ皆さんの記憶に新しいと

ころだと思います。また、岐阜県の陸上自衛隊

で起きた こちらは猟銃ではなく自動小銃で―

はありますが 同じく銃が使われた痛ましい―

事件。これらを受け、猟銃の規制が強化される

のではないかと、ただでさえ数少ない許可者及

び猟友会などの関係者から心配する声が届いて

おります。今後の規制強化について、県警本部

長にお伺いいたします。

今回の痛ましい○警察本部長（山本将之君）

事件を受けまして、銃砲刀剣類所持等取締法に
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基づく規制の在り方につきましては、今後、国

において議論もされ得るものと思いますが、法

律にのっとって適法・適正に活動されている猟

友会の活動が制限されるという情報には、現時

点、接しておりません。

県警察といたしましては、今回の事案等も踏

まえまして、猟友会と緊密に連携するなどし

て、猟銃の適正な取扱い及び保管管理の徹底に

ついて、猟銃許可者に対する指導を行ってまい

ります。

猟友会などの活動が制限され○佐藤雅洋議員

る情報は、現時点ではないということで、安心

いたしました。

続いて、林業行政について質問します。

伐期を迎えた山林を売買するに当たり、必ず

購入者が確認するのは境界であります。その境

界を誤った場合、間違った場合は、誤伐や盗伐

事件へと発展したりします。そのためにも、境

界確認などが正確かつ迅速にできることが求め

られます。

特に、私の地元、県北では、大分県や熊本県

と接していることから、他県の境界確認方法と

の差異が見受けられます。その点は統一の必要

性があるのではないでしょうか。

そこで、県内の林地における境界確認などの

際に、参考となる森林簿や森林計画図の交付方

法について、環境森林部長に伺います。

森林簿や森林○環境森林部長（殿所大明君）

計画図は、県が策定する地域森林計画の基礎資

料として整備しており、森林所有者等が林業経

営などで必要とされる場合は、申請に基づき、

閲覧・交付を行っております。

交付等に当たりましては、個人情報保護の観

点から、申請者が森林簿上の所有者と同一であ

る場合などを除き、所有者名などの個人情報は

原則非開示としております。

しかしながら、森林施業の集約化などを目的

とした森林経営計画の作成や変更に用いるた

め、森林組合など認定林業事業体から申請が

あった場合は、目的外利用や他者への提供の禁

止等の条件を付した上で、個人情報を含めて開

示することとしております。

先日、このような相談を目に○佐藤雅洋議員

しました。「私は地元の母名義の山林を相続し

ましたが、今後も地元に戻る予定はなく、また

買手も見つからず、よいアドバイスはないで

しょうか」という相談でありました。私が地元

の森林組合長をしておりました頃は、このよう

な相談にも対応してまいりました。この相談者

は、森林組合などの団体の存在を知らなかった

のではないかと思います。

また、そのような人のために、国は本年４月

から相続土地国庫帰属制度なるものを設けたよ

うであります。今後、森林資源の適切な経営管

理のため、相続土地国庫帰属制度を含めた県の

対応が必要だと思いますが、県の考えを環境森

林部長に伺います。

相続土地国庫○環境森林部長（殿所大明君）

帰属制度は、相続に伴い、山林等の土地の所有

権を手放したい所有者が法務局に申請を行い、

一定の要件を満たした場合に、所有権を国に移

転し、国庫に帰属できる制度として、今年４月

から運用が開始されております。

また、林業経営意欲が低い森林所有者に代

わって、市町村が森林組合等の林業経営体と連

携し、経営管理を受託する森林経営管理制度な

どもあります。

県としましては、このような制度を活用し

て、持続可能な林業の確立に向け、森林資源の

適切な経営管理を推進してまいります。
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国だけでなく、県独自の制度○佐藤雅洋議員

などの対応も、今後、御検討をお願いいたしま

す。

「新緑がまぶしく輝く山々に、丸太を集める

重機の音と、鳥の鳴き声だけが響き渡る。この

時期の山が一番きれいで好きなんです」、これ

は５月４日、みどりの日に宮崎日日新聞の１面

にあった、東京でのサラリーマンから地元にＵ

ターンをし、林業に転職した若者の言葉でし

た。

県内では、今、民有杉人工林の８割が伐採期

となり、今後、伐採と再造林を進めなければ、

次の世代に資源をつないでいくことができませ

ん。そこで重要なのが人材です。ありがたいこ

とに、本県の林業就業者は200名近く増加してい

ると伺っております。また、その中で、若い世

代の方々も増えているように感じています。

そこで、林業に従事する若い世代の育成状況

と、新規就業者に占めるその割合について、環

境森林部長に伺います。

林業に従事す○環境森林部長（殿所大明君）

る若い世代の育成につきましては、「みやざき

林業大学校長期課程」において、県内外からの

若い入講者を対象に、林業の基礎から現場技術

などを学ぶ研修を行っており、入講希望者も多

いことから、今年度、定員を15名から24名に増

やしたところであります。

また、林業事業体では、国の「緑の雇用」事

業を活用し、新規就業者に対してＯＪＴ研修等

を行い、現場作業に必要な知識・技能を段階的

に習得させる取組も実施されております。

これらの取組により、新規就業者数は、令和

元年度から３年度までの直近３年間では、150人

から200人程度で推移しており、このうち、39歳

未満の若い世代が占める割合は、約６割となっ

ております。

ここまで若者を含めて林業従○佐藤雅洋議員

事者増加に御尽力いただいているわけですが、

林業には危険も伴っております。先日も、私

の40年来の友人が帰宅しないとのことで、家族

が大分県佐伯市の現場に探しに行ったところ、

木に挟まれた状態で、半日助けを待っていた状

態であったようです。残念ながら、発見より３

時間後に亡くなりました。家族や子供を残して

の無念の死だったと思います。私も非常に悲し

い葬儀での再会でありました。

労働災害の発生率は、全産業平均が2.7に対

し、林業は24.7と最も高い発生率となっており

ます。若者に限らず、山を守る者を送り出す家

族たちも安心できるよう、ただ育てるだけでは

なく、林業労働災害の防止に向けた県の取組に

ついて、環境森林部長に伺います。

林業労働災害○環境森林部長（殿所大明君）

を防止するためには、林業に携わる一人一人が

高い意識を持ち、安全作業の徹底と、労働災害

発生時の迅速かつ的確な対応が重要でありま

す。

このため県では、林業関係者が一堂に会する

林業労働災害防止大会での啓発や、労働安全衛

生指導員による巡回指導、携帯電話の電波が届

かない森林内でも緊急通報が可能となる新たな

通信技術の活用検証などを実施しております。

また、今年１月に、県内で初めて、西臼杵管

内において、防災救急ヘリによる空中救助な

ど、林業作業中の事故を想定したレスキュー訓

練を実施し、約180名の参加があったところで

す。

今後とも、関係機関と連携して、労働災害の

防止に努めてまいります。

ウッドショックなどに伴い木○佐藤雅洋議員
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材価格が大きく変化する中、木材の動きにも大

きな変化が現れていることは、私も認識してお

ります。

円安を契機に、原木及び製材品など木材輸出

が活発化してきていると考えられ、私が調べた

ところ、県内４港で木材を取り扱っているよう

であり、各港が平等かつ適正に使われているの

かと疑問の声はありますが、まずは、細島港、

宮崎港、油津港、福島港を利用した木材の取扱

量について、県土整備部長に伺います。

本県では、県○県土整備部長（原口耕治君）

内の４港で木材の取扱いの実績があり、令和４

年の港湾統計速報値では、細島港で約31万3,000

トン、宮崎港で約３万2,000トン、油津港で約３

万9,000トン、福島港で約２万5,000トン、４港

合計で約40万9,000トンの取扱量となっておりま

す。

また、過去最大となった令和３年の取扱量は

約44万5,000トンであり、木材価格が上昇し始め

る前の令和２年の取扱量、約33万4,000トンの

約1.3倍の規模となっております。

宮崎県の森林は世界に誇れる○佐藤雅洋議員

資源であります。これを守る林業関係者の力を

結集し、一丸となって進むことは、宮崎県の将

来にとって大変重要なことであります。

続いて、農業行政について質問します。

中山間地域の経済を支える産業の中でも、特

に畜産業は、農業生産額の中でも６割以上を占

める産業でありますが、ここにきて子牛価格が

急落しています。あわせて、農家では、飼料

代、燃料代が高騰していることで、経営を圧迫

しているのが現状です。

その中でも、国や県の補助事業を受け、設備

投資し、一気に増頭した農家あるいは意気込み

を持った後継者たちが、価格急落で大変な窮状

を訴えています。

この問題は、自民党会派としても国への意見

書提出を協議中でありますが、この子牛価格急

落の原因を県としてどのように分析し、どのよ

うな対策を講じていくのか、農政水産部長に伺

います。

子牛価格の急○農政水産部長（久保昌広君）

落は、配合飼料価格などが高騰する中で肥育農

家の経営が圧迫されているため、子牛の導入を

抑えていることが大きな要因であると考えられ

ております。

このため、県といたしましては、昨年度に引

き続き、配合飼料価格安定制度の生産者積立金

の一部の支援や、みやざきの新たな肉用牛肥育

体系確立事業として、肥育農家の経営の安定化

に向けた取組を支援する事業を今議会でお願い

しているところです。

また、畜産経営魅力アップ事業により、宮崎

県畜産協会等を通じて、繁殖農家の生産性向上

や経営改善に向けた経営コンサルを関係機関一

体となって取り組んでまいります。

多頭飼育の状況も大変です○佐藤雅洋議員

が、畜産農家の中でも多くの割合を占める小頭

数飼いの農家も、担い手不足、畜産の先行きの

不透明さ、飼料価格の高騰、体力・気力の限界

を感じ、畜産経営を諦めようとしており、この

ままでは、中山間地域の持続的な農畜産業は衰

退していくと考えます。寄り添った経営指導、

そして支援、相談による担い手の育成に加え、

中山間地域ならではの立地条件に応じた対策が

必要と考えます。

そこで、中山間地域における肉用牛繁殖経営

を維持するため、県はどのような支援を講じて

いくのか、農政水産部長に伺います。

中山間地域に○農政水産部長（久保昌広君）
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おける肉用牛繁殖経営は、担い手不足や高齢化

が特に深刻な課題となっております。

このため、国の事業を活用した放牧による省

力化の取組や、ＪＡが育成牛を預かって飼育す

る分業化の取組などが進められております。

また、今議会でお願いしております山間地域

農業持続化モデル構築事業により、畜産分野も

含め、山間地域の農業について、多様な担い手

の確保や牛舎等の敷地造成の支援などに取り組

むこととしております。

このような取組を通じて、全国和牛能力共進

会でも大いに活躍された西臼杵地域をはじめ、

中山間地域における肉用牛生産基盤の維持・強

化が図られるよう、しっかりと支援してまいり

ます。

ありがとうございます。この○佐藤雅洋議員

ような状況の中でも、意欲的な肉用牛の改良は

大変重要と考えます。

さきの全国和牛能力共進会では、４大会連続

での内閣総理大臣賞を受賞し、おいしさ日本一

の宮崎牛のお墨つきをいただいた宮崎チームで

すから、次の目標に向かってもしっかり取り組

んでいくべきです。

第13回全国和牛能力共進会北海道大会に向け

た宮崎県独自の対策について、農政水産部長に

伺います。

前回の鹿児島○農政水産部長（久保昌広君）

大会では、本県は、４大会連続で内閣総理大臣

賞を獲得するなど、大きな成果を上げることが

できましたが、鹿児島県はもとより、次回の開

催地である北海道をはじめ、各県の出品牛のレ

ベルは確実に上がってきており、次回大会に向

けて本県のレベルをさらに向上させる必要があ

ります。

このため県では、今議会でお願いしておりま

す第13回全国和牛能力共進会保留対策事業にお

きまして、体型などが優れた出品候補牛の母牛

を品評会で選定し、奨励金を交付して地域内に

保留する取組を初めて行うこととしておりま

す。この取組により、数多くの優良な出品候補

牛を確保することを目指してまいります。

畜産は宮崎県の農業を支える○佐藤雅洋議員

屋台骨であります。常に先手先手で問題解決を

図っていただくよう要望いたします。

続いて、地域経済の活性化について質問しま

す。

アフターコロナへと進む中、物価・燃油・原

材料高騰、人手不足など、新たな問題が収益の

落ち込んだ中小・零細企業を苦しめているよう

です。

コロナ禍で収益の落ち込んだ企業を対象に導

入された融資の返済が本格化する中、仕方なく

諦め倒産を選んでしまう会社が全国的に増えて

いると聞きます。物価・燃油・原材料高騰、人

手不足など、新たな問題を抱え、業績が上向か

ず、それどころか収益の落ち込んだ中小・零細

企業を救うには、多少の返済に対するリハビリ

期間が必要と考えます。

そこで、これまでの融資実績と返済の状況に

ついて、商工観光労働部長に伺います。

県にお○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

いて令和２年３月から令和３年３月に実施した

新型コロナ関連の融資実績は、１万2,711件、

約1,811億円であり、このうち約８割の事業者に

おいて元金返済が始まっております。

また、返済が困難となった約１割の事業者に

対しましては、国及び県からの要請に基づき、

金融機関や県信用保証協会において、据置期間

の延長などの柔軟な対応に応じていただいてい

るところであります。
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あわせて、昨今の物価高騰に○佐藤雅洋議員

より、小規模事業者などはさらに厳しい経営環

境となり、金融面、経営面のきめ細かな支援が

必要だと思いますが、どのような対策を講じて

いるのか、商工観光労働部長に伺います。

昨今の○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

物価高も加わり、中小企業者は、仕入価格の高

騰や人手不足など、複合的課題に直面している

ものと認識しております。

このため、昨年度、県独自の物価高関連融資

を実施するとともに、今年の１月には、コロナ

関連融資の借換えや、物価高対策として必要と

なる資金等を対象とした県融資制度を創設した

ところであります。

特に小規模事業者につきましては、商工団体

の伴走支援により行う新事業の展開や販路開拓

に要する経費を補助しております。

また、今議会において、中小企業者へのフォ

ローアップ体制の強化を図るため、経営指導員

等の実践的研修に係る補正予算もお願いしてい

るところであります。

今後とも、商工団体等と連携し、事業者の実

情に寄り添った丁寧な支援に努めてまいりま

す。

引き続き丁寧な支援をよろし○佐藤雅洋議員

くお願いいたします。

続いて、県土行政について質問いたします。

先週15日木曜日、高千穂町河内地区でありま

した県道竹田五ヶ瀬線の改良促進期成同盟会の

総会に出席してまいりました。農繁期にもかか

わらず、多くの人が半日をかけ現場を踏査し、

工事の進捗状況などを確認され、地元の西臼杵

支庁の支庁長をはじめ、幹部の皆様と意見交換

を行いました。そこで地元の方々のこの道路に

期待する熱い思いを改めて感じたところであり

ます。県当局の御努力に対しても、地元の方々

共々感謝をしております。

そこで、地域間交流や産業活動などを支える

重要な路線である県道竹田五ヶ瀬線の波帰之瀬

工区の進捗状況について、県土整備部長に伺い

ます。

県道竹田五ヶ○県土整備部長（原口耕治君）

瀬線は、防災上の観点はもとより、現在、整備

が進められている九州中央自動車道と阿蘇圏域

を結ぶ広域的な観光周遊ルートを形成する上で

も、大変重要な路線であります。

波帰之瀬工区につきましては、平成26年度か

ら高千穂・五ヶ瀬両町を結ぶ約１キロのバイパ

ス整備に着手し、現在、五ヶ瀬川に架かる約410

メートルの橋梁工事を進めております。

高千穂町側につきましては、橋梁下部工事が

昨年度までに完了したところであり、五ヶ瀬町

側につきましては、引き続き、今月から橋脚工

事に着手することとしております。

県としましては、今後とも、必要な予算確保

に努め、早期整備に向け、取り組んでまいりま

す。

早期整備を期待しておりま○佐藤雅洋議員

す。

昨年の台風第14号では、我が県北は大きな被

害を受けました。これは皆さん御承知のとおり

でありますが、地元、日之影町の旧役場周辺

は、国土強靱化対策のおかげで、平成17年の台

風第14号と同程度の雨量ながら、大きな浸水被

害から逃れることができました。本当にこの事

業のおかげであります。

そこで、防災・減災、国土強靱化対策につい

て、本県におけるこれまでの取組状況や具体的

な効果、今後の取組を、県土整備部長に伺いま

す。
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国土強靱化対○県土整備部長（原口耕治君）

策につきましては、高速道路のミッシングリン

ク解消や流域治水対策、国道218号をはじめとす

る橋梁の老朽化対策など、様々な取組を進めて

おります。

このうち、日之影町中心部の五ヶ瀬川では、

護岸かさ上げや河川掘削を行った結果、平成17

年の台風第14号では111戸あった浸水被害が、令

和４年の台風第14号では３戸まで減少するな

ど、一定の効果があったと考えております。

しかしながら、昨年の台風は、県内各地に甚

大な被害をもたらしたところであり、継続的・

安定的に国土強靱化対策の取組を進めることが

大変重要であります。

今後とも必要な予算の確保に努め、県土の強

靱化にしっかり取り組んでまいります。

先週12日月曜日には、自由民○佐藤雅洋議員

主党国土強靱化推進本部長である二階俊博元自

民党幹事長に会ってきました。

その元幹事長である二階さんから、「国土強

靱化とは、災害が起こらないようにすることで

あり、攻めていくことが大事。先攻、後攻でい

えば先攻めであり、先に攻めて国土を強靱化す

ることだ。そして、災害復旧は後攻めであり、

二度と災害が起こらないようにすることであ

る」と言われました。帰る間際には、「政治は

本気で、そして死ぬ気でやりなさい。政治家は

覚悟が大事だよ」とのお言葉をいただきまし

た。

攻めるためには、基本となるものが必要であ

ります。今、骨材を必要とする業者の間では、

骨材となる砂などが不足しているとの声が上

がっており、せっかく川の掘削やしゅんせつで

上げた砂利などを有効利用できるのではないか

との要望が私のところに上がってきておりま

す。

そこで、河川の掘削土砂を民間の砂利採取業

者に骨材として有効利用させることはできない

か、県土整備部長に伺います。

県では、平○県土整備部長（原口耕治君）

成30年度から、国土強靱化対策等の予算を活用

し、県内全域で河川掘削工事に取り組んでおり

ます。

掘削した土砂につきましては、基本的には公

共工事で利用することとしておりますが、有効

利用の一つとして、県が掘削した土砂を公募に

より選定された砂利採取業者に骨材として利用

してもらう取組を行っており、近年では、北川

や一ツ瀬川などで実施しているところでありま

す。

今後とも、河川の適切な維持管理を図るとと

もに、この取組を実施する河川の拡大も視野に

入れながら、河川掘削土砂の有効利用に努めて

まいります。

さらなる掘削土砂の有効利用○佐藤雅洋議員

を進めるよう要望いたします。

続いて、県内道路の充実について質問しま

す。

道の駅は、制度創設から30年たち、全国で

約1,200駅となっています。皆さんも、県内津々

浦々、観光などで回る際に、この存在に大変助

けられているのではないでしょうか。

駅をのぞけば、地域の特産品が生産者の氏名

や顔が分かる表示で並んでおり、地域の活性化

にも一役買っていることは過言ではありませ

ん。道の駅から売り出された御当地商品で地域

貢献の話も伺います。道の駅を元気に稼ぐ地域

経営の拠点として力を高めるとともに、新たな

魅力を持つ地域づくりに貢献することを期待い

たします。
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そこで、県内各地、特に県北地域の道の駅の

状況について、県土整備部長に伺います。

道の駅につき○県土整備部長（原口耕治君）

ましては、安全で快適な道路交通環境の形成や

地域振興を目的に市町村等が設置する施設であ

り、県内全域に18駅が設置され、そのうち、県

北地域には７駅が設置されております。

県北地域の道の駅では、高速道路の整備に伴

い、他県からの利用者も増える中、「道の駅青

雲橋」のリニューアルや「道の駅北川はゆま」

の駐車場増設などの施設整備が行われ、大変に

ぎわっているところであります。

道の駅は、休憩施設としてはもとより、地域

特産品の販売やイベントの開催など、地域振興

の場としても大いに活用されていることから、

県としましては、引き続き市町村等と連携し、

道路利用者のさらなる利便性の向上に努めてま

いります。

運転する上で、道の駅などの○佐藤雅洋議員

休憩ポイントは大変重要であります。現在、私

は、日之影町から県庁までの約130キロを、休憩

を挟み２時間10分ほどで通っております。大阪

－名古屋間と同じくらいの所要時間でありま

す。大阪－名古屋間のパーキング及びサービス

エリアなどは、私が数えただけでも８つありま

す。しかし、宮崎はどうでしょう。川南パーキ

ングエリアだけです。

居眠り運転防止のために休憩を促すも、その

場所がありません。おまけにほとんどが片側一

車線です。片や片側２車線以上、休憩ポイント

が８か所、比べて、ほぼ片側一車線の休憩ポイ

ント１か所、同じ高速道路としても、この違い

は何でしょうか。

そこで、約65キロにわたって休憩施設が設置

されていない東九州自動車道の北川はゆまから

川南パーキングエリアまでの休憩施設の充実に

ついて、どのように考えているのか、県土整備

部長に伺います。

高速道路の休○県土整備部長（原口耕治君）

憩施設の充実を図ることは、長時間運転による

交通事故防止や道路の利便性向上の観点から、

重要な課題であると認識しております。

このため県では、地域からの要望もあり、こ

れまでも西日本高速道路株式会社などに対し

て、休憩施設の充実を訴えているところであり

ます。

また、高速道路外の休憩施設等の活用を図る

ため、高速道路からの一時退出を可能とする社

会実験が全国的に実施されており、本県でもえ

びのインターチェンジで行われております。

県としましては、これらの状況を注視すると

ともに、県外の動向や事例等を情報収集し、そ

の結果を地元関係者と共有しながら、より一層

の安全性・利便性の向上が図られるよう、西日

本高速道路株式会社などに対し、引き続き要望

してまいります。

大事故が起きる前にお願いい○佐藤雅洋議員

たします。

続いて、物流対策について質問します。

農業生産県である宮崎県の魅力を全国へ届け

る物流、その大半をトラック輸送に頼らざるを

得ないのが現状です。

前回の私の質問では、一ツ葉有料道路のト

ラックに対しての助成の要望をしましたが、２

分の１とはいえ、補助事業として今議会に提案

されていることは感謝であります。ありがとう

ございます。

しかし、その輸送業界では、現在、高齢化・

低賃金等による人手不足が課題となっておりま

す。それに拍車をかけるように、トラック運転
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手の時間外労働を年間960時間とする規制が2024

年４月に適用となるため、トラック業界では頭

を抱えております。

物流の2024年問題と言われるこの課題、変わ

らずに宮崎の魅力を届け続けるために必要不可

欠なトラック輸送において、運転手の人手不足

による輸送力の低下が懸念されていますが、県

としてどのような対策を講じているのか、総合

政策部長に伺います。

物流は県民○総合政策部長（重黒木 清君）

生活を支える社会インフラであり、物流の2024

年問題への対応は、重要な課題と認識しており

ます。

このため県では、知事をトップとする交通・

物流対策推進本部におきまして、全庁的な体制

でこの問題を共有し、輸送効率を高める取組を

行っているほか、トラック協会や荷主、運輸事

業者等との意見交換会を開催するなど、現状把

握や情報共有に努めております。

また、今議会では、2024年問題に向けた対策

として、トラック事業者に対する一ツ葉有料道

路や高速道路の利用料の助成、長距離フェ

リー、鉄道へのモーダルシフト推進などに関す

る補正予算をお願いしております。

県といたしましては、引き続き関係団体とも

連携し、この問題にしっかりと取り組んでまい

ります。

有料道路、フェリー、トラッ○佐藤雅洋議員

ク事業者、この３つに宮崎県の物流の生き残り

がかかっていると私は考えます。

最後に、とても重要な教育行政について質問

いたします。

中山間地における県立学校の役割というもの

は大変大きなものがあります。地元では、西臼

杵３町を挙げて高千穂高校魅力向上推進委員会

なるものを立ち上げ、力強く支援をしておりま

す。地域住民も行政も先生も生徒も、みんなで

高千穂高校を盛り上げています。

その高千穂高校と同じ敷地内に設置されてお

ります高千穂高校と延岡しろやま支援学校高千

穂校との共生社会に直結する取組は、非常に先

進的であると認識していますが、その取組の現

状と成果について、教育長にお伺いいたしま

す。

高千穂高校と延岡○教育長（黒木淳一郎君）

しろやま支援学校高千穂校では、地域の協力を

得ながら、創設以来、高校生と高等部の生徒が

日常的に交流を重ねております。年間を通して

様々な行事や学習を共同で行うことで、生徒同

士の理解が深まり、共に学ぶことが当たり前と

いう自然な交流が続いております。

延岡しろやま支援学校高千穂校では、令和元

年度から取り組んできた研究を生かし、共に学

ぶ時間を教育課程に位置づけて、可能な限り高

校生とともに学ぶ「共生コース」を今年度より

開設いたしました。この高千穂地域での先進的

な取組は、今議会に新たに設置をお願いしてお

ります高等特別支援学校にも生かすこととして

おります。

教育委員会といたしましては、今後とも共生

社会の実現に向けた取組をしっかりと進めてま

いります。

教育長、ありがとうございま○佐藤雅洋議員

した。人材育成こそが宮崎県の命綱だと私は考

えます。引き続き教育問題を最重要視し、議論

を進めてまいりたいと思います。

これをもちまして、私の質問は全て終わりま

す。丁寧にお答えいただき、ありがとうござい

ました。終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○日高博之副議長
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ました。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合立○岩切達哉議員

憲の岩切達哉であります。おかげさまで３期目

を迎えました。同期の議員は副議長になったり

議会運営委員長になったりと出世するんですけ

れども、しっかり追いつこうと努力してまいり

たいと思います。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

たいと思います。

誠実という言葉があります。真面目に偽りな

くなどの意味がある言葉だと辞書にあります。

地方自治法がこの春改正され、地方議会の設置

を定めた第89条に、第３項として「議会の議員

は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わ

なければならない」と新設されました。このこ

とを考えていたところです。

春の選挙で御支持いただいた、その重さを理

解するため、友人と様々議論していました。友

人からは「議員は県民104万人のことを考えよ」

と言われました。104万人は、ここにいる議員一

人一人、１人当たり２万6,600人ほどになりま

す。これは、50人乗り観光バスに乗っていただ

くには533台必要な人数です。

県立劇場の一番大きなアイザックスターン

ホールは1,818人で満員とのことでありますの

で、14回満員になって、なお1,000人ほどいらっ

しゃる数であります。それほどの数の県民の生

活を一人一人の議員が背負われておると考察を

いたしました。

本当に多くの皆さんの思いをしょって、ここ

に立たせていただいた。誠実に職務を行うとい

うこと、そのことについて認識を深めていると

ころでございます。

様々お考えがあるところと思いますが、本６

月議会の初日に議長から報告事項がありました

が、会派としては意見を申し入れさせていただ

きました。

私たち議員は、県内各地の県民の暮らしをつ

まびらかにして、議会においてますます議論を

活発にし、県政に反映させるべく努めていくこ

とが大事であるという立場で頑張ってまいりた

いと考えているところであります。

それでは質問に移ります。これまでの質問と

重複する部分もありますが、御容赦いただきた

いと思います。

こども家庭庁が本年４月に発足しました。知

事にこのことについての所見を伺いたいと思い

ます。

我が国では、児童虐待が20万件を超え、年

に50人の虐待死が発生しています。また、昨年

は514人の小・中・高校生が自ら死を選ぶという

現実がございました。

生まれる子供の数が少なくなっていることも

大事な問題で、産み育てる側の経済的・肉体的

・精神的大変さを支える必要があります。その

上で、子供たちが今生きている環境にもっと目

を向けてほしいと思うところです。

このたび、こども基本法の施行と、こども家

庭庁の発足が本年４月にありました。県とし

て、これからの子供政策をどのようにお考えに

なられるか、こども家庭庁の発足に当たっての

知事の所感を伺います。

次いで、子供の貧困について、2012年に相対
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的貧困率16.3％ということで、７人に１人が貧

困だというデータが発表され、子供の貧困が社

会テーマになりました。今なお夏休みに痩せる

子供の存在や、命や健康を支えている個人や団

体の活動が必要となっています。

あのときから10年を経過した今、子供の貧困

に対する知事の認識について伺います。

以上を壇上の質問とし、以下の質問は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、こども家庭庁発足についてでありま

す。

少子化の進行や人口減少に歯止めがかから

ず、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多に

なるなど、子供を取り巻く状況は深刻かつ複雑

化しております。コロナ禍がそうした状況に拍

車をかけており、私も強い危機感を持っており

ます。

こども家庭庁には、子供に関する政策や取組

の司令塔として、就学前の子供の育ちの保障

や、全ての子供の居場所づくりなど、「こども

まんなか社会」の実現に向けた施策が展開され

るものと期待しているところであります。

本県におきましては、平成20年度にこども政

策局を立ち上げ、幼児教育と保育の一体的支援

に取り組んできたほか、少子化対策やヤングケ

アラーの支援など、喫緊の課題にも重点的に取

り組んでいるところであります。

未来を築いていくのは子供たちであります。

引き続き、こども家庭庁をはじめ市町村や関係

団体等とも十分に連携しながら、さらなる施策

の充実を図ってまいります。

次に、子供の貧困対策についてであります。

子供たちが生まれ育った環境に左右されるこ

となく、夢や希望を持って将来に進んでいくた

めにも、子供の貧困対策は喫緊かつ重要な課題

と認識しております。現在、子どもの貧困対策

推進計画に基づき、各部局連携の下、各種の施

策に取り組んでおります。

昨年度、コロナ禍の長期化や物価高騰が貧困

家庭の子供に与える影響が懸念されたため、中

学２年生とその保護者を対象に「子どもの貧困

緊急実態調査」を行ったところ、収入の水準が

低い世帯やひとり親世帯では、生活状況がさら

に厳しくなっている可能性があるとの結果とな

りまして、強い危機感を抱いたところでありま

す。

このため、これまでの取組に加え、本年度か

ら、子ども食堂や学習支援など、子供の貧困対

策に取り組む民間団体の活動を支援し、対策を

強化しております。

今後とも、貧困の連鎖を断ち切るため、市町

村や関係団体等と一層の連携を図りながら、子

供の貧困対策を推進してまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

子供の貧困について、こども○岩切達哉議員

政策局を設けたというような話の中には、子供

の貧困問題は別の課が担当するという若干の矛

盾を私はずっと感じております。改めて、子供

という視点で、これからの社会はどのような対

策をしなければならないのか、県の内部でも御

議論いただきたい課題だと思っておりますし、

貧困に関して、支援する側に、今、県も一生懸

命応援いただくようになりました。これは前進

である一方で、こういう支援する側に公が応援

しないと解決しないという実情、その根本が課

題だとも思いますので、一緒に考えていけたら

と思うところであります。

こども家庭庁発足に対する所感でございます
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けれども、1990年に合計特殊出生率1.57という

発表を受けて、国が、エンゼルプランの策定、

少子化対策推進基本方針など対策を講じて以

来、30年たっております。しかしながら、現状

はこのような状況であります。

先日の総理発表の少子化対策も、12年前の悪

夢と表現される民主党政権下においての子ども

手当と同様の内容、これを継続していればとも

思うところであります。様々な思いがあるとこ

ろでありますが、一つの課題に絞って県として

のお考えを伺います。

保育士配置基準についてであります。

保育所は、未就学の児童が日中、その全てを

委ねる場所であります。世界の他の先進国に比

較して、特に４～５歳児は、子供30人につき保

育士１人と先進国最低の配置基準で、1948年に

定められてから75年余、変わっておりません。

ＯＥＣＤ平均では18人、アメリカのニューヨー

ク州では９人、フランス、ドイツでは13人とか

であります。

このような中で、県として保育士配置増に向

けた市町村への支援はなされているのでしょう

か、福祉保健部長に伺います。

子供の健やか○福祉保健部長（川北正文君）

な育ちを支える保育士の負担軽減を図ることは

重要であると考えております。このため保育施

設が配置基準を上回って保育士を配置した場合

など、国の制度を利用した加算措置に対する市

町村への支援を行っておりますが、県独自の支

援は行っておりません。

現在、国においては、次元の異なる少子化対

策として、１歳児は保育士１人が保育できる幼

児の人数を６人から５人へ、同じく４歳児、５

歳児は30人から25人へと、保育士配置の基準を

改善する検討が進められているところであり、

県としましては、こうした動向を注視するとと

もに、引き続き、国に対して配置基準の改善を

要望してまいります。

県独自のものはないというこ○岩切達哉議員

と、そして、国では今、定数減を目指してい

らっしゃるという議論があると。

保育所待機児童という問題が過去にありまし

た。保育所待機児童の対策として、定員を超え

て受け入れていいことになりまして、定員の弾

力化が平成10年以降、行われております。これ

は逆に、保育士の負担を横に定員超過を肯定

し、ますます疲弊させて、今日の保育士不足の

原因となった施策と言われるところもありま

す。

これは、定員超過が続けば当然、定員そのも

のを引き上げるなどの対応が必要と思います

が、この間、そのようなことについての見過ご

しはないかお尋ねしたいと思います。

定員の弾力化○福祉保健部長（川北正文君）

により、保育施設は、年度当初がおおむね認可

定員の15％増まで、年度途中では同じく25％増

までの受入れが認められております。

この制度を利用する場合でも、保育施設は、

受け入れる児童数の増加に応じて保育士を増員

するなど、配置基準等に基づき対応しなければ

ならないとされています。

県では、監査等を通じまして、職員が適切に

配置されているか確認しており、引き続き現状

把握に努めますとともに、認可定員と実態に恒

常的に乖離がある場合には、適切な定員設定を

行うよう指導助言を行ってまいります。

定員超過に対して、職員がき○岩切達哉議員

ちっと配置されなければならないという立場で

仕事をしてこられたということでございまし

た。
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続いて、うつ伏せ寝をさせたことによる乳児

の事故が報道されております。このようなうつ

伏せ寝の実態把握はいかがされているのでしょ

うか、そこを伺います。

乳児の睡眠に○福祉保健部長（川北正文君）

つきましては、医学的な理由で医師からうつ伏

せ寝を勧められている場合を除き、あおむけに

寝かせること、乳児の顔色や呼吸をきめ細かく

観察することなどが重要とされております。

このため県では、保育施設に対し、見落とし

がちなリスクや注意すべきポイントなど、職員

の安全教育を徹底するよう通知を行い、注意喚

起を図っております。

また、定期的に行っている指導監査において

は、乳児の寝かせ方をはじめ、職員配置体制や

安全対策等について、状況の確認を行っている

ところであります。

安心して子供を預けられる環境整備は大変重

要でありますので、引き続き、市町村と連携し

ながら、安全管理の徹底を図ってまいります。

保育所問題は、国の問題、市○岩切達哉議員

町村の問題というふうには割り切れない問題で

ございまして、国の基準そのものに課題があっ

て今日に至っていると思います。

昨今、保育士が子供をたたくとか汚い言葉か

けをするとかで、不適切保育という状況が問題

となっておりますけれども、これはどちらかと

いうと、現場で頑張っている保育士さんにとっ

ては不名誉なことでございます。置かれている

状況がそういう状況を生み出したと理解する必

要があると思うんですけれども、現状について

の福祉保健部長の所見を伺いたいと思います。

保育所等は、○福祉保健部長（川北正文君）

子供の安全・安心が最も守られるべき場所であ

り、子供の心身に悪影響を与えるような不適切

保育は決してあってはならないものでありま

す。

このため県では、今年５月にこども家庭庁が

作成した「保育所等における虐待等の防止に関

するガイドライン」について、保育施設への周

知徹底を図るとともに、子供の人権尊重や不適

切保育に関する研修にも重点的に取り組むな

ど、保育従事者の資質向上にも力を入れており

ます。

次代の社会を担う全ての子供がひとしく健や

かに成長することができるよう、引き続き国や

市町村と連携しながら、子ども・子育て支援に

取り組んでまいります。

ありがとうございます。県の○岩切達哉議員

リーダーとして、よろしくお願いしたいと思い

ます。県独自でできることもやっていくし、ま

た国にもしっかりと要望を伝えていただきた

い。ぜひ御尽力いただきたいと思います。

関連する子供の問題で、社会的養護について

伺いたいと思います。

この春の児童福祉法改正に関連して、社会的

養護児童のうち、18歳を超える、いわゆる年齢

超過児童への対応は、進学状況にかかわらず、

自立の援助が必要であれば対応しましょうとな

りましたけれども、どのようなケースを想定

し、その際に、既に成人である対象者を支援す

る人材の確保やその方法についてはいかがお考

えでしょうか、福祉保健部長に伺います。

児童養護施設○福祉保健部長（川北正文君）

退所者等である社会的養護経験者は、22歳まで

は生活指導や就業支援等の援助を行う自立援助

ホームを利用できますが、令和６年４月から

は、22歳を超えても利用できることとなりま

す。具体的な支援対象者としましては、就学や

就労をしたものの、精神的な不調等により自立
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が見込めない方などを想定しております。

また、社会的養護経験者が、相互交流や情報

交換、相談・助言等を受けることのできる社会

的養護自立支援拠点を新たに設置するため、県

において整備費を補助することとしており、自

立援助ホームや出身施設、児童相談所の職員等

と連携しながら、社会的養護経験者の自立支援

に取り組んでまいります。

20数年前、中学を卒業すれば○岩切達哉議員

児童養護施設から就職させるという時代もあり

ました。今そうやって二十歳を超えても支援が

できるようになって、本当にありがたいと思い

ます。ぜひ充実を図っていただきたいと思いま

す。

話題を変えたいと思います。次に、プール建

設用地の部分的売却の件について、知事に伺い

たいと思います。

国スポ費用は全体で約600億円を要する一大事

業であります。今回、土地売却がその費用の一

助になればと思っていたところでございました

けれども、専門家による査定では、１億8,000万

円という鑑定額だったと伺っております。この

金額であれば、土地の利用については、貸付け

が最適ではないかと私は考えるところです。

もともと県は、近隣調査で１平方メートル７

万5,000円を見積もっておられます。今回の鑑定

では４万8,000円弱であります。プールや周辺の

民間施設のありようも、30年、40年経過すれば

変わるでしょうし、この土地を売却すれば、そ

の部分について一体的に見直す機会は失いま

す。これからも一体的に運営していくために

も、県有の土地を売却することについては、慎

重の上、慎重であるべきと考えますが、知事の

お考えをお聞かせください。

御質問の売却地につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、令和９年に開催の国スポ・障スポ大

会において整備する県プール施設及びこれと一

体となってにぎわいをつくり出す民間収益施設

の余剰地として生じたものであります。

県プール施設や民間収益施設の検討に当たり

ましては、民間事業者や宮崎市などと十分に対

話を行い、必要な面積が決定されたものであり

まして、最終的に残地となった御指摘の余剰地

は、その位置や規模、形状等から、今後、行政

目的での利用見込みはないことから、売却手続

を行っているものであります。

価格につきましては、不動産鑑定評価に基づ

くものでありまして、都市計画上、住宅や商業

施設としての利用が制限されることを考えます

と、妥当な金額であると認識しておりますが、

売却に当たりましては、大会開催時の周辺施設

との調和を考慮し、収益施設部分と同様の機能

を持たせることを条件づけたプロポーザル方式

としたところであります。

この審査に際しましては、県が求める機能を

充足しているか慎重に判断し、県プール関連施

設と一体となってエリアのにぎわいや交流を創

出する施設となるよう十分留意してまいりま

す。

そのポイントとなるところ○岩切達哉議員

が、行政目的での利用見込みがないということ

と、条件づけて売るんだということで、一部

プールの横につくられる収益施設は貸付けでと

いうことなんですよね。今回この部分は売る

と。

これまでの資料を全部読み返させていただき

ました。もともとあそこの土地は、北警察署か

ら入りまして、グラウンドがあって、庭球場と

野球場があるという形状でございました。この

土地に一本の道路を造りまして、プールの敷地
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と民間収益敷地を提供して、残りは今回、残地

というような表現だったり、余剰地という表現

だったりするんですが、これまでの資料は、全

部隣地と書いてあります。

私は、これを改めて見て、私たち議員には誤

解してきた部分もあるんじゃないかなとちょっ

と思ったんです。隣の土地だから目に入りにく

い、議論しづらいという経過をたどっていたよ

うな気がします。そしてまた、色つきの資料に

なると、そこは緑色で芝生広場と捉えられて

おったように思います。

改めて確認したいんですけれども、これは昨

年12月に初めて余剰地として売りますという話

になったと理解しておりますけれども、この土

地の利用見通しがないという結論で、そういう

提案になったんですが、この間のいきさつをも

う少し御説明いただければと思います。

今回の売却地につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、県プール関連施設の検討段階では、敷

地面積として含まれておりましたが、令和元年

度から令和２年度にかけて、県プール施設及び

これと一体となる民間収益施設の規模や機能を

検討し、決定する過程において、余剰地となっ

たものであります。

あわせて、当該余剰地につきまして、庁内や

宮崎市に活用の意向を調査するなどの手続を踏

まえ、検討いたしましたが、宮崎市からは利用

の希望がなく、東側の北警察署の駐車場用地以

外には活用が図られないため、昨年、最終的に

売却する方針としたものであります。

県議会に対しましては、令和５年度にプロ

ポーザルによる公募を予定しておりましたこと

から、昨年11月議会の常任委員会において、当

該余剰地の売却について報告したところであり

ます。

昨年の11月議会の常任委員会○岩切達哉議員

で、売りますという話を聞かせていただきまし

た。この隣地と表現された緑色に塗られた場所

がどうなっていくかという議論が、それまでは

どのようになされたか、大変気がかりなところ

であります。

その上で、売却が提案されたこの委員会での

議論では、「国スポの際に駐車場不足にならな

いか」という委員からの質問に、「なる」と部

長答弁をされておりました。

また、メディカルゾーンとされる３つの医療

施設と２つの飲食施設が建つ場所は、71台分の

駐車場となっています。１施設14台、お医者様

で14台しか駐車場がなければ繁盛しません。医

療施設、飲食施設の性質上、駐車場不足は明ら

かだと思うんです。北警察署から入ってくる車

が、あの交差点で渋滞していくということも想

像します。

このグラウンド、野球場、庭球場、それぞれ

に歴史のある場所でございました。もともと県

民が親しんだ運動場であります。県総合文化公

園や市の公園のように、その一部が広場とし

て、本当にパース図のように芝生広場としてあ

れば、親子連れも自然と寄ってくる。そのよう

なことで、にぎわいづくりができるのではない

かと思います。

さらには、今後、特定の施設が建設されると

いうことになれば、その目的に沿う人しか寄っ

てこない。

いろいろ申し上げておるんですけれども、こ

の部分を改めて、最低、国スポ終了まで駐車場

として、その後にプールや収益施設の利用状況

をよく観察して判断していただいてもいいので

はないかと、このように御提案したいと思いま

す。
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その際も、他の民間収益事業が定期借地権設

定契約で行われることからしても、この部分を

売却するのではなくて、この部分も同じような

貸付け、例えば先ほど例に出しましたメディカ

ルゾーンは、年879万3,000円でお貸しするとい

う資料がございました。この土地も約１億8,000

万ですから、600万でお貸しすれば30年で１

億8,000万になる。このほうが適当だと思います

し、30年後、40年後、プールや収益施設やこの

場所を含めて、一体的にまた違う考えを取ろう

というときに、この部分だけはもう売ってし

まっているからどうしようもないんですよとい

うことにはならない。

そのようなことを考えると、一度立ち止まっ

て考えたほうがいいんじゃないかなと、このよ

うに思いますが、いかがでしょうか。

今回の売却地につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、プール整備後には、プール施設等とは

道路で切り離された残地となりまして、その位

置や規模、形状等から、国スポ・障スポ大会後

においても、行政目的での利用が見込まれませ

ん。このため、民間事業者の思い切った創意工

夫や提案をまちづくりに生かしたく、プロポー

ザルによる売却の手続を行っているものであり

ます。

一方で、県プールの収益施設部分の敷地につ

きましては、一定の規模があることや、宮崎駅

周辺施設との連続性などの特性があります。長

期的には別の利用の可能性も考えられますの

で、こちらは定期借地権契約による貸付けとし

たところであります。

県としましては、国スポ・障スポ大会時を含

め、プール施設等を利用する皆様が不便を感じ

ることのないよう十分留意するとともに、地域

一帯がにぎわいや交流を生み出し、駅周辺地域

と一体となって魅力あふれるエリアとなるよ

う、引き続き宮崎市とも連携・協力しながら、

活用を図ってまいります。

球場の解体前の地図を当ては○岩切達哉議員

めると、バックネット辺りが残地なんです。そ

れで、２塁から外野部分がプール敷地なんで

す。ここに道路が一本通るから、一道路から切

り離された土地だと、継続性はここではなくな

るという表現は当たらないんじゃないかなと。

メディカルゾーンがあり、大学が考えられる

場所があり、放送局があって、プールがあっ

て、その道路一本のこちら側にも広場がある。

これは別のものです、関連性はありません、連

続性はありませんと説得するには、ちょっと無

理があるんじゃないかなと。

昨年の12月に示されたばかりの話でありま

す。ぜひ立ち止まって考えていただくように、

改めて、重ねて要望・要求させていただきたい

と思います。

時間の関係がありますので、次の質問に移ら

せていただきます。被災者生活再建支援につい

て伺いたいと思います。

昨年の台風第14号は多くの被災者を出しまし

たけれども、それぞれの皆さんに対する応急救

助の状況、その後の生活再建することへの支援

の状況についてお聞かせいただきたい。危機管

理統括監と福祉保健部長に伺います。

災害により○危機管理統括監（横山直樹君）

住宅等に被害を受けた方は、災害救助法に基づ

き、住宅の応急修理や、生活必需品、学用品の

現物給付を受けることができます。

昨年の台風第14号では、都城市と延岡市の被

災者に対し、今年３月末現在で住宅の応急修理

が118件の約5,031万円、生活必需品の給付が196

世帯に約191万円、学用品の給付が延べ31人に
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約11万円行われております。

このほか、住宅被害に対しましては、公営住

宅の一時提供も行われておりまして、県全体

で55世帯123人が入居したところです。

自然災害で一○福祉保健部長（川北正文君）

定以上の住家被害に遭われた世帯に対しては、

被災の程度等に応じ、被災者生活再建支援法に

基づく支援金や、県・市町村が積み立てた基金

による支援金を支給することとなっておりま

す。

昨年の台風第14号については、これらの制度

に基づき、今年５月末時点で延べ833件、１

億541万円余の支給が決定されております。

支援金の申請状況につきましては、窓口とな

る市町村から、ほとんどの被災世帯は申請済み

と伺っておりますが、住宅購入等が条件となる

支援金の加算部分については、契約関係書類が

必要であり、今後も申請が見込まれますことか

ら、引き続き、円滑、適切な支給を行いなが

ら、被災者の生活再建支援に取り組んでまいり

ます。

災害復旧に尽力されている県○岩切達哉議員

の各機関に敬意を表したいと思います。

この際、例えば、県民には住宅保険の加入を

促すなど、事前の策をしっかり普及啓発するこ

とも防災に必要な仕事ではないかと考えます。

災害頻発化の時代でありますが、お考えはいか

がでしょうか、危機管理統括監にお伺いしま

す。

県民の災害○危機管理統括監（横山直樹君）

に対する事前の備えを促すためには、県民一人

一人が防災に対する意識を高め、身近なところ

から防災対策に取り組んでいただくことが大変

重要であります。

このため県では、自助として取り組む、耐震

化、早期避難、備蓄の３つの減災行動につい

て、各種広報媒体や防災イベントなどを通した

啓発に取り組んでおります。

また、先月開催した宮崎県防災の日フェアに

おいて、内閣府が作成したチラシを配布し、被

災された場合の生活再建の一助となる火災保険

や地震保険の加入促進を図ったところです。

今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、「自分の命は自分で守る」という自助の意

識が県民に浸透するよう、積極的に取り組んで

まいります。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

次に、災害時には、残念なことに、被災した

家屋から金品を窃取する、いわゆる火事場泥棒

が発生しているという記事を読みました。

大変残念なことなんですけれども、発災後の

防犯対策はどのようにされているか、警察本部

長に伺います。

災害時に住民に○警察本部長（山本将之君）

安心して速やかに避難していただけるよう、警

察では、災害避難地域において、発災当初より

パトロール活動を強化するなど、犯罪抑止活動

に当たることとしております。

具体的には、パトカー、白バイ等の警察車両

が赤色灯を点灯し、被災地域におけるパトロー

ル活動を24時間体制で実施することとしており

ます。

また、避難が長期化した大規模災害において

は、女性警察官を中心とする体制を構築して避

難所を巡回し、避難された方々から防犯相談を

含めた各種相談を受理し、対応することとして

おります。

日本の国民性とか、いろいろ○岩切達哉議員

議論されたこともありますけれども、現実は現

実として、防犯にお努めいただきたいと思いま
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す。

次の話題でございますが、新田原基地所属の

自衛隊機からの部品落下問題について伺いま

す。

この春に新聞記事で知ったところであります

けれども、昨年度下半期、10月から３月に６件

発生したとの記事でございました。

この部品落下問題について、新田原基地から

県に伝えられた詳細と、今後の防止策はいかが

なものか、答弁をお願いします。

新田原基地○危機管理統括監（横山直樹君）

の航空機の部品落下について、県では、発生日

時、場所など、報道発表と同じ情報の提供をい

ただいております。

今後とも、地元市町で構成される新田原基地

周辺協議会と連携しながら、十分な安全対策

や、事故発生時における地元への速やかな情報

提供と丁寧な説明を求めてまいります。

実際には、細かいことは知ら○岩切達哉議員

されていないというような理解をしました。ぜ

ひ細かいことを聞いていただいて、安全を守っ

ていただくように、よろしくお願いしたいと思

います。

次は、県の人材確保について幾つか伺いたい

と思います。最初に、人事委員会委員長への質

問でございます。

近年、県庁の技術職の採用状況について心配

しております。土木技師、農業土木技師、林務

や農業技師など、各専門職の採用に当たって応

募が少ないなどの声を伺います。

このことに関連して、国の人事院では、昨年

８月の報告の中で、専門職確保に関して、「民

間企業等との人材獲得競争が熾烈になる中で、

採用試験申込者数が減少傾向にあり、採用試験

の在り方の見直しは喫緊の課題。また、多様な

経験、専門性を有する民間人材の円滑な採用の

ため、運用面・制度面の課題の解消にスピード

感を持って取り組む必要がある」としました。

宮崎県人事委員会ではどうされていくのかお伺

いします。

大学卒業程度採○人事委員長（佐藤健司君）

用試験における技術系職種の受験者数は、近

年、減少傾向にあり、競争倍率は２倍前後で推

移しております。

このため、特に人材の確保が厳しい土木、農

業土木の２職種については、昨年度、特別枠区

分を新設し、合格発表の早期化を図るととも

に、今年度からは、技術系職種全体の受験者を

確保するため、一般行政特別枠と技術系通常枠

の試験を併願できる仕組みを導入したところで

あります。

今後とも、任命権者との連携を密にしなが

ら、社会情勢の変化に対応した試験制度の見直

しを進めるとともに、ＳＮＳの活用、対面等に

よる広報活動の一層の強化を通して、県職員と

して働く魅力をＰＲし、優秀な技術系人材の確

保に取り組んでまいります。

県庁の各所属で１人足りない○岩切達哉議員

というだけでも相当に負担がかかりますので、

ぜひ御尽力いただきたいと思います。

次いで、獣医師確保の問題であります。

畜産県宮崎を支えるため、獣医師の確保は極

めて重要と考えます。まず最初に、実情です

が、獣医師の欠員というものはいかがな状況で

しょうか、総務部長に伺います。

獣医師の採用に当○総務部長（渡辺善敬君）

たりましては、昨年度から、受験者のニーズも

踏まえ、例年より試験を１か月程度前倒しして

実施したところでありますが、採用予定者12名

に対して、最終的な採用者は５名であり、採用
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予定数を確保できていない状況であります。

12名来てほしいところに５名○岩切達哉議員

しか来てくれないということです。７名は、ど

こかで誰かが無理してカバーしている、そんな

ことだろうと思います。これは過去からも同じ

ような状況がありました。先ほど申しました、

スピード感を持って課題の解消をということだ

と思っております。

私は、獣医師の確保を専門とする人の配置、

また他県に劣らない労働条件の提示など、この

間、繰り返し主張したつもりなんですけれど

も、スピード感を持った変革をされるお気持ち

はないか、総務部長に伺います。

獣医師の確保につ○総務部長（渡辺善敬君）

きましては、これまでに、修学資金の給付をは

じめ、大学訪問等による本県獣医師の魅力ア

ピールや初任給調整手当などの処遇改善、さら

には、採用年齢の引上げや県外での試験実施等

の試験制度見直しなどに取り組んできておりま

す。

今年度は、これらの取組に加えて、ＳＮＳを

活用し、獣医師の仕事や本県の魅力をアピール

するための動画を配信するとともに、学生や獣

医師免許を取得している方からの問合せ窓口を

設置するなど、さらなる受験者の掘り起こしを

図ることとしております。

今後とも、関係部局と連携し、新たな取組や

見直しをスピード感を持って進め、必要な獣医

師の確保に最大限努めてまいります。

西都に新しい屠畜場ができる○岩切達哉議員

話を聞いております。産業として支える県の役

割として、県はしっかりと人材を確保する。ぜ

ひ取組をお願いしたいと思います。

同じく、人材確保のために、教員の問題であ

ります。

働き方改革は多くの議員が質問されましたけ

れども、重ねて伺います。

小中学校、高校では、研究指定校になること

がありますが、その現場では、授業以外に研究

レポート作成など、時間を割かざるを得ない負

担があると伺いました。実情と対応について、

教育長にお尋ねします。

研究指定制度は、○教育長（黒木淳一郎君）

本県の教育力の向上に大きな役割を果たすもの

であり、現在、文部科学省や県教育委員会によ

る研究指定校は、公立の義務教育諸学校及び県

立学校におきまして43校あります。

研究指定校では、授業等の通常業務に加え、

研究計画書や報告書の作成、公開授業の準備な

どの業務が生じます。そのため各学校では、特

定の教員に業務が偏らないよう、校長を中心と

した研究体制を設け、県教育委員会としまして

は、報告書の簡素化や指導主事による支援、加

配措置による教員の増員などを行っておりま

す。

今後とも、教員の負担増とならないよう、研

究指定校における働き方改革も踏まえ、支援体

制の工夫改善にしっかりと取り組んでまいりま

す。

同様に、教員の業務負担軽減○岩切達哉議員

という意味を含めて、給食費の公会計化が、都

城市で昨年度から、日向市で今年度からスター

トいたしました。県として、それ以外の自治体

に求めることにより、教員の業務負担軽減を図

るべきではないかと考えます。教育長の所見を

伺います。

文部科学省では、○教育長（黒木淳一郎君）

教職員の負担軽減等を目的として、令和元年度

に「学校給食費徴収・管理に関するガイドライ

ン」を作成し、学校給食費の公会計化を促進し
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ております。

県教育委員会といたしましては、同年に本ガ

イドラインを市町村に周知するとともに、公会

計化への理解が深まるよう、昨年度からは、参

集で市町村担当者会を開催し、導入の実施事例

の紹介やその効果等について情報交換も行って

きたところであり、本年度までに２市において

公会計化が導入されております。

今後とも、国や県内の動向を注視しながら、

市町村への適切な支援に努めてまいります。

担任の先生が、給食費を払う○岩切達哉議員

ことができない、払いにくい家計状況にある保

護者とお会いして、いろいろ御相談をされてお

る。そこにも時間を割かざるを得ないというよ

うな話は以前からございます。

一方で、公会計化、公の立場で集金をするこ

とによって先生方の御負担を減らしたり、また

は給食費そのものを自治体が負担するところも

増えました。ぜひそういった方向になっていく

といいなと思います。

次に、学校の課題として、ＰＴＡの問題であ

ります。

学校においてＰＴＡの存在は有意義であり、

子供らのよりよい教育環境を維持するために

も、大事な存在であると思っています。ＰＴＡ

活動がなくなれば、教職員にそのしわ寄せが来

る部分もあると思います。

地域とのつながりを感じられるＰＴＡの中

で、顔を合わせ、知り合える大人が増えれば、

子供にとっても、よいことと思っております

が、一方で、役員になりたくない、行事に参加

したくないという意見を持つ保護者もおられ、

幾つかの単位ＰＴＡでは、大幅な変化があった

とも聞きます。教育長が把握するＰＴＡの現状

についてお聞かせください。

ＰＴＡにつきまし○教育長（黒木淳一郎君）

ては、現在、県内全ての公立小中学校及び県立

学校にありまして、あわせて、県ＰＴＡ連合会

等に加入し、組織的なＰＴＡ活動を展開されて

おります。

他県においては、ＰＴＡ活動に対する負担感

等から、学校単位のＰＴＡを見直し、新たな組

織で、子供たちや教職員を支える動きもありま

す。

そのような中、本県においては、ＰＴＡの在

り方についての協議も進んでおりまして、例え

ば、保護者にＰＴＡ活動の担い手のいないとき

には、地域の方々の支援を仰いだり、行事ごと

にその都度、参加者を募るボランティア制を導

入したりする学校も見られるようになってきた

ところであります。

小・中・高校において保護者○岩切達哉議員

が関与しない、ＰＴＡの解散とかいう極論まで

含めて、重大な場面に来ているのかなと理解し

ております。

教育委員会として、これからのＰＴＡ育成の

方針をお伺いします。

保護者と教職員が○教育長（黒木淳一郎君）

協力し合ってＰＴＡ活動を進めていくことは、

子供たちの健全育成のために大切であると考え

ております。

さらに、子供の成長を地域ぐるみで支えてい

く上で、ＰＴＡは、地域と学校をつなぐ重要な

組織でもあると認識しております。

県教育委員会といたしましては、時代に合っ

たＰＴＡの在り方について情報収集に努めると

ともに、ＰＴＡ役員の方々とも協議すること

で、引き続きＰＴＡ活動が充実するよう支援し

てまいります。

人材の問題から派生してＰＴ○岩切達哉議員
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Ａのところまで来たんですけれども、次は外国

人材でございます。

外国からの労働力を受け入れる在留資格「特

定技能」の２号について、対象分野を大幅に広

げる議論が進んでいます。これは外国人人材の

日本永住に道を開き、家族を含め生活してもら

うことになります。

いよいよという感じがしますけれども、これ

からこの宮崎県の各産業分野において、人材を

確保していくための対策が必要になります。ま

さに外国の方から宮崎を選んでいただいて働い

ていただく、そのためにどのような準備をされ

ているのか、総合政策部長からの御答弁をお願

いします。

人口減少が○総合政策部長（重黒木 清君）

進む中、県内産業の維持、活性化を図るために

は、多様な人材の確保が必要であり、各分野で

の外国人材の活躍は重要であると認識しており

ます。

このような中、県では、ベトナムからの人材

確保を目的に、昨年度、ベトナム国立農業大学

と連携合意書を締結したほか、国内外の外国人

に向けて、県内で働く外国人が本県の魅力を直

接伝える動画の配信などを行っております。

また、生活面での悩み相談等を受け付ける外

国人サポートセンターの設置や日本語教育の実

施などのほか、市町村との間で協議会を設置

し、支援事例の共有などに取り組んでおりま

す。

県といたしましては、国の施策の動向を踏ま

えながら、引き続き、外国人材の確保や受入

れ、共生に必要な取組を進めてまいります。

昨年の11月議会で、井上紀代○岩切達哉議員

子議員の質問に、知事自身から「的確に対応で

きるような体制の在り方について、しっかりと

検討を進めていく」という御答弁があっている

ようでございます。これから各産業分野におい

て人材を確保するという中に、外国から来られ

る皆さんの力は本当に大事になってくると思い

ますので、ぜひ部署を定め、取組の強化をお願

いしたいと思います。

その他の質問でございますけれども、最初

に、全国ベスト10に入ったという、ひなもり

オートキャンプ場についてお伺いいたします。

これは県の努力の結果だと思います。この

オートキャンプ場を含む県のひなもり台県民ふ

れあいの森では、どのような取組をしてきた

か、これからこの評価をどう生かしていくか、

環境森林部長に伺います。

ひなもり台県○環境森林部長（殿所大明君）

民ふれあいの森は、310ヘクタールの広大な敷地

面積を有し、その豊かな自然環境を生かし、み

どりの少年団の研修会や健康づくりウオーキン

グの開催など、利用者が気軽に森林と触れ合え

る場所として、広く活用を図ってきました。

また、オートキャンプ場では、時代のニーズ

に合わせた改修を行ってきており、ワーケー

ションも想定した全域でのＷｉ－Ｆｉ環境の整

備や、小型木造キャビンの整備に加え、継続的

な森林環境教育の実施などが評価され、日本

オートキャンプ協会の星マーク認定制度で最高

評価を得たところであります。

県としましては、この評価を最大限に生かし

て、県内外に向けたさらなる情報発信の強化を

図り、利用者の増加につなげてまいります。

たくさんの星をいただいた○岩切達哉議員

と、知っている人は物すごく評価しているんで

すけれども、県下全体で評価されているように

は見えないんです。ぜひ、ひなもり台全体で、

ジオパーク全体で環境整備を図っていただきた
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いと思っております。

次に、水産試験場の火事についてであります

けれども、現場を見せていただきました。初日

の坂口議員の質問に答弁がありましたので、省

略させていただいて、農政水産部長の見解をお

伺いしたいのですけれども、老朽化の問題は、

平成27年９月議会、８年前にも髙橋透議員が取

り上げております。

この施設は、既に54年を経過した試験場であ

ります。これも坂口議員の質問に答弁があった

と思いますが、改めて、私は改築の検討を急ぐ

べきという立場なんですけれども、いま一度、

全国有数の成果を上げている宮崎県水産試験場

の環境整備について、お考えをお聞かせくださ

い。

水産試験場に○農政水産部長（久保昌広君）

つきましては、施設の老朽化に加え、担い手や

水産資源の減少、さらには世界的な水産物の需

要拡大やＩＣＴの進展など、大きく変化する情

勢において、高度化・多様化する試験研究ニー

ズに的確に対応していく必要があると考えてお

ります。

このため、今年度の当初予算において、水産

試験研究体制の機能強化に向けた事業に着手し

ているところであります。

この事業では、関連機関との連携強化による

技術開発の効率化や、漁業の現場に密着した研

究体制など、様々な観点から調査・検討するこ

ととしておりますが、３月に火災が発生してし

まったことから、再整備も含め、スピード感を

持って対応してまいります。

最後のほうで、再整備も含○岩切達哉議員

め、スピード感を持って対応してまいりたいと

いうことでございまして、十分に期待し得る答

弁だと思います。ぜひ御検討をお急ぎいただき

たいと思います。

最後に、県総合文化公園の駐車場問題につい

てお伺いいたします。

これは宮崎市以外の方からの声でございます

が、県立劇場などでイベントが開かれると駐車

場が空いていないと、遠くから来てどうしよう

もないと、そんな話です。

文化公園の駐車場が足りないという声をいた

だきますが、どのような対応をされておるの

か、総合政策部長にお願いします。

県立芸術劇○総合政策部長（重黒木 清君）

場（メディキット県民文化センター）を利用さ

れる際の駐車場につきましては、総合文化公園

の共用駐車場531台分のほか、公園の北側に

約150台分の駐車場を整備しております。

しかしながら、イベントの開催時などに駐車

場が不足するおそれがある場合には、利用され

る皆様に公共交通機関の利用をお願いするとと

もに、臨時に近隣の駐車場を確保するなどの対

策も併せて講じております。

今後とも、できる限り公共交通機関を利用し

ていただくなどの御協力をお願いするととも

に、公園の北側にある駐車場の周知の徹底や、

臨時駐車場への適切な誘導等により、県民の皆

様により円滑に御来場いただけるよう努めてま

いります。

スペース不足というお声をい○岩切達哉議員

ただきまして、現地に行きました。あそこには

バスの回転場がありまして、バス停を見ます

と、１時間に１本の発着しかないようでありま

す。結構大きなスペースをこの回転のために用

意しているんですけれども、実際に乗車するこ

とはありませんでした。

私は、公共交通を利用して会場に行っていた

だくのは、本当にそうだと思いまして、宮崎市
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内のバスは宮崎神宮行きというバスがほとんど

ですが、全てが文化公園行きになると利用も増

えるんじゃないかなという提案を過去にもしま

したけれども、却下されました。

それで、このバスの回転場を、本数も少な

い、利用も少ないという状況でございますの

で、この際、駐車場に変更すればいいのではな

いかという考えを持ったところであります。バ

スを利用される方は、その敷地の道路側に、す

ぐそこに別のバス停があります。そこを通って

綾のほうに行ったりするバスが通っておりま

す。停留所利用で支障がないようであります

が、公園を管理する県土整備部長に御答弁をお

願いします。

議員御指摘の○県土整備部長（原口耕治君）

ありました宮崎県総合文化公園内のバス回転場

につきましては、路線バスの起終点となってお

りますことから、運行上必要であるとともに、

公園内のイベント開催時などにおける貸切りバ

スの乗降の場としての役割があり、総合文化公

園の利用者にとって、利便性の高い施設である

と考えております。

しかしながら、公園利用者のさらなる利便性

向上のためには、限られたスペースを有効に活

用する必要があることから、今後、関係機関な

どと連携を図りながら、バス回転場などの公園

内敷地の効果的な活用方法について検討してま

いります。

この文化公園で、私もおとと○岩切達哉議員

い土曜日に、シートを敷いて、団体の子供たち

や大人たちと楽しい時間を１時間半ほど過ごさ

せていただきました。すばらしい施設なんで

す。ただ、駐車場が少ないということがネック

になっておりますので、ぜひ県土整備部長のほ

うで現地を確認いただいて、また関係部とも御

協議いただいて、整備をお願いしたいと思いま

す。

今日の質問の中で特に懸念しておりますの

は、プール建設用地の残地の問題であります。

県民の納得性が必要な課題だと思っております

ので、十分に御議論、御検討いただいて、最良

の結論を出してほしいと思っております。売れ

ばそれで終わりになります。僕はそのことが大

変気になるし、また、国スポを経て考えるとい

うのであれば、まだ納得性も深まるかなとも思

います。ぜひ御検討いただくように、重ねて申

し上げて質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時55分散会
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令 和 ５ 年 ６ 月 2 0 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 次 長 津 田 君 彦

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 山 本 将 之

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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議案第27号追加上程◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託でありますが、お手

元に配付のとおり、知事から議案第27号の送付

を受けましたので、本案を日程に追加し、議題

とすることに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

議案第27号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。それでは、ただいま提案いたしました

議案第27号について御説明申し上げます。

このたび、副知事、永山寛理氏より、令和５

年７月10日付で辞職したい旨の申出がありまし

たので、その後任として佐藤弘之氏を令和５年

７月11日付で副知事に選任いたしたく、地方自

治法第162条の規定により、県議会の同意を求め

るものであります。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げま

す。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○濵砂 守議長

ます。まず、二見康之議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○二見康之議員

ざいます。通告に従い一般質問をいたします。

まず初めに、福祉施策関係について伺いたい

と思います。

皆さんは「ごめんなさいね おかあさん」と

いう詩を御存じでしょうか。この詩は、1960年

生まれの重度の脳性麻痺の少年が、15歳のとき

につくったものだそうです。

彼は、知能は正常であったものの、全身が不

自由で、言葉を話すこともできない体で、この

詩に命の丈を託しました。

この詩は、彼がお母さんへの気持ちを何か月

もかけて、支援学校の先生と二人三脚でつくら

れたそうです。先生が彼を抱き、言葉を示しま

す。彼がその言葉を気に入ったらウインクで

「イエス」、違ったら舌を出して「ノー」の意

思を表示することで言葉を紡ぎました。御紹介

したいと思います。

「ごめんなさいね おかあさん」

ごめんなさいね おかあさん

ごめんなさいね おかあさん

ぼくが生まれて ごめんなさい

ぼくを背負う かあさんの

細いうなじに ぼくはいう

ぼくさえ 生まれなかったら

かあさんの しらがもなかったろうね

大きくなった このぼくを

背負って歩く 悲しさも

「かたわな子だね」とふりかえる

つめたい視線に 泣くことも

ぼくさえ 生まれなかったら

彼の誕生は、誰に謝る必要もないものであり

ます。しかし、彼にとっては、「僕が生まれて

ごめんなさい」と、当時は言わざるを得ないよ

うな世の中でありました。

そして、この詩を読んだ母親がその日の夜に

つくられたのが、次の「私の息子よ」という詩

令和５年６月20日(火)
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です。

「わたしの息子よ」

わたしの息子よ ゆるしてね

わたしのむすこよ ゆるしてね

このかあさんを ゆるしておくれ

お前が 脳性マヒと知ったとき

ああごめんなさいと 泣きました

いっぱいいっぱい 泣きました

いつまでたっても 歩けない

お前を背負って歩くとき

肩にくいこむ重さより

「歩きたかろうね」と 母心

“重くはない”と聞いている

あなたの心が せつなくて

わたしの息子よ ありがとう

ありがとう 息子よ

あなたのすがたを見守って

お母さんは 生きていく

悲しいまでの がんばりと

人をいたわるほほえみの

その笑顔で 生きている

脳性マヒの わが息子

そこに あなたがいるかぎり

息子さんの詩を読んで、お母さんが一晩でつ

くられた詩です。そして、これにはまた続きが

ございます。今度は、息子さんがこのお母さん

の詩を読んで、さらに次の詩をつくったそうで

す。

ありがとう おかあさん

ありがとう おかあさん

おかあさんが いるかぎり

ぼくは生きていくのです

脳性マヒを 生きていく

やさしさこそが 大切で

悲しさこそが 美しい

そんな 人の生き方を

教えてくれた おかあさん

おかあさん

あなたがそこに いるかぎり

この少年は、詩をつくった２か月後に15年の

短い生涯を閉じられたそうです。しかしなが

ら、この親子の美しい心は、今もなお私たちに

大切なことを教え続けてくれます。

私たちは一言で障がい者福祉という言葉を使

いますが、その中身は、精神、身体、知的など

様々な種類があり、さらにそれぞれの程度や種

類が異なります。それは一人一人が持つ特性と

いうべきものではないかなと思います。

これに対して、福祉の在り方、そしてあるべ

き姿は千差万別でありますが、社会としては、

障がい者に対し、障がい者福祉について大きな

慈悲の心を持って、それぞれに合ったきめ細や

かな心配りが必要なのだと思います。

今般上程されています補正予算の中に、高等

特別支援学校整備事業がありますが、これまで

手の届いていなかったところに対しフォローさ

れるようになることは、県民にとって大変期待

されるものであります。

先ほども申しましたように、障がい者福祉は

大変幅の広い事業であります。この事業を通じ

て、高等特別支援学校設置をはじめ、今後どの

ような福祉構想を県は持っていらっしゃるの

か、教育長に伺います。

以上、壇上からの質問とし、あとは質問者席

より行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○教育長（黒木淳一郎君）

ます。

今議会にお願いしております未来を創る！高

等特別支援学校整備事業につきましては、就労

を希望する知的障がいのある生徒を対象に、産
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業教育のカリキュラムも加えた教育を実施し、

地域での一般就労を促進する高等特別支援学校

を県内４地区に設置するものであります。

高等特別支援学校を拠点に、各地域の特別支

援学校高等部が連携して、職業教育に関する専

門的な授業や情報を共有することで、県内全て

の特別支援学校の職業教育の充実も併せて図っ

てまいります。

さらに、高校に併設することで、高校生との

より積極的な交流も可能となり、共生社会への

理解も一層深まると考えております。

今後、就労後の定着支援も一層充実させ、自

立した職業人として生きていくことができるよ

う、しっかりと支援してまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

障がい者の方々というのは、○二見康之議員

皆さんそれぞれ個性といいますか、持っている

能力、またできること、本当に様々でありま

す。それを見いだす力というのが、やはり現場

の方々、私たちにも必要なんだろうなと思いま

す。

以前、愛知のほうだったと思いますけれど

も、農福連携の視察にも行きました。あのとき

に、農業をやっている法人が障がい者には無理

だというようなことをおっしゃったんですけれ

ども、その就職をサポートする先生の方が熱心

に、一生懸命その作業の中身を研究して、うち

の子供たちはこのやり方だったらできますとい

うことを提案することができた。すると、企業

のほうもそれを理解して、障がい者の雇用につ

ながったという話もありました。

健常者と言われる私たちより、本当にすごい

能力を持っている方もたくさんいらっしゃいま

すし、そういった方々の日常生活をしっかりサ

ポートしていけるような優しい社会であってほ

しいなと願います。担当の先生方にとっては、

本当に大変な専門的知識も必要でしょうし、何

よりやっぱり尽きない情熱が必要なんだろうな

と思います。

そういったところを、教育委員会としては

しっかりと先生方のサポートもしていただい

て、また今回、高等特別支援学校をつくること

によってスキルアップを図るという話も聞いて

おりますので、それを本当にみんなで共有し

て、宮崎の福祉行政、教育の環境の向上につな

げていただきたいと思います。

次に、福祉に関連しまして、骨髄バンク事業

についてお伺いしたいと思います。

今年、みやざき骨髄バンク推進連絡会議は設

立20周年を迎えます。11月に記念事業を開催予

定としておりまして、現在、実行委員会を立ち

上げ、準備を進めております。

骨髄バンク事業は、日本骨髄バンク、日本赤

十字社、県や市が設置する保健所などの各機関

が、ドナー募集の普及啓発、血液の採血・検

査、ドナー登録手続や情報管理など、おのおの

役割を定めて協力体制を取っている事業であり

ます。

県はこれまで、骨髄ドナー登録推進のために

連絡会議の方々と様々なことに取り組んでこら

れたと思いますが、20周年ですので、これまで

の20年を振り返り、どのようなことに取り組ん

でこられたのか、福祉保健部次長に伺います。

みやざき骨○福祉保健部次長（津田君彦君）

髄バンク推進連絡会議は、骨髄バンク事業への

協力支援を目的として平成15年に設立され、以

来、ドナー登録の推進に熱心に取り組んでこら

れ、設立当初1,528人であった県内のドナー登録

者数は年々増加し、令和４年度末現在、4,942人

となっております。
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この間、県におきましても、みやざき骨髄バ

ンク推進連絡会議や日本赤十字社宮崎県支部な

どと連携し、県民への普及啓発活動、10月の骨

髄移植推進月間やスポーツキャンプに合わせた

集中的な登録会などに取り組んできたところで

あります。

それでは、県の骨髄提供推進○二見康之議員

事業について、現在の取組状況をお伺いしま

す。

骨髄移植を○福祉保健部次長（津田君彦君）

推進するためには、県民の皆様に移植について

の正しい知識や理解を深めていただくととも

に、ドナー登録者数を増やしていくことが重要

であります。

このため県では、骨髄提供推進事業として、

関係団体と連携した普及啓発活動などのこれま

での取組に加え、関係者が一堂に会する実務者

会議を設置し、連携強化を図っているほか、各

保健所において定期的に登録窓口を開設するな

ど、ドナー登録者の増加に向けた取組を行って

おります。

また、今年度から、骨髄等を提供したドナー

やその雇用主への助成を実施している市町村に

対し、県がその経費の一部を支援する事業を導

入し、ドナー登録の推進に取り組んでおりま

す。

今回、市町村に対するドナー○二見康之議員

支援事業が始まったということは、大変大きな

一歩だと感じてます。やはり仕事を休んでと

か、また学校を休んでとか、そういった皆さん

それぞれ様々な状況、環境がある中で大切な時

間を使い、自分の骨髄を提供するわけですか

ら、そういったことに対しての一つの支援、ま

た感謝の気持ちなのかなとも思います。

今の取組状況の中でも、登録窓口の開設と

か、過去の議事録を確認しましたら、平成17年

ですか、丸山議員の質問で、保健所が 宮崎―

市は宮崎市管轄だったと思うんですけど 延―

岡と都城しか受け付けていなかったのが、今で

は全保健所で受付ができるようになったという

ような、様々な取組がともに進んできているん

だなと感じたところであります。

ただ、他県の取組状況を見てみますと、例え

ば千葉県では、ドナー登録の受付窓口の設置は

もちろんのこと、献血並行型ドナー登録会の開

催、いわゆる献血車とかで行くところで、献血

とそのドナー登録を一緒にやっていくという取

組、またチャリティー事業とか、要するにド

ナー登録の説明をするだけではなくて、これを

知ってもらうようなチャリティー事業を開催

し、多くの県民の方々に理解してもらうという

ような取組です。そして、造血幹細胞移植推進

協議会というのは、今言われたようなみやざき

骨髄バンク推進連絡会議だと思いますけれど

も、ドナー休暇制度の整備、ドナー支援事業、

ドナー登録説明員の募集並びに養成講座の実施

など、骨髄バンク事業のさらなる充実に取り組

んでおられるところがございます。

ほかにも、神奈川県、岐阜県、奈良県、また

隣の大分県でも、同様に取り組んでおられるよ

うです。

本県も、ドナー登録者は以前に比べたら大分

増えたとはいえ、やはりドナー登録者の母数が

増えないことには、マッチングもなかなか進ま

ない。これは確率の問題ですから。そしてま

た、年齢が55になったときに名簿から外されて

いきます。そういったことを考えると、常に

減っていく状況で、いかに増やしていくかと

いったら、相当な取組が必要なんだろうなと思

います。
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本県もドナー登録者の拡大並びに提供しやす

い環境整備など、現状に甘んじることなく、さ

らに充実していくように努めるべきものと思い

ますが、県はどのように考えておられるのか、

県の骨髄提供推進事業の今後の在り方について

お伺いします。

県内のド○福祉保健部次長（津田君彦君）

ナー登録者数は年々増加しておりますが、今後

さらに登録者を拡大するためには、骨髄等を提

供しやすい環境整備が大変重要であると考えて

おります。

このため、今年度から導入する市町村への支

援制度を活用し、ドナーへの助成制度を検討中

の市町村に制度導入を要請していくとともに、

県内の事業所、高等教育機関等に対し、ドナー

休暇制度や公欠制度導入の働きかけを積極的に

行ってまいります。

また、県が積極的にドナー登録に関わってい

くためにも、例えば骨髄ドナー登録説明員の養

成研修の実施など、他県の効果的な取組につい

て、みやざき骨髄バンク推進連絡会議も参加す

る実務者会議の場で十分情報を共有しながら、

検討を進めてまいります。

実務者会議で、本当にいろん○二見康之議員

な意見を、また情報を共有するということは、

非常に大事なことだと思いますし、これは年に

１回ですね。２回ぐらいあってもいいんじゃな

いのかなと思います。

他県の取組というのも、今回、質問を考える

に当たって感じるのは、やはり日本骨髄バンク

がこの事業を推進していく一番の大本になるの

かもしれませんけれども、これは東京にある組

織であって、各地方には、その末端まで行くよ

うな財源といいますか、予算も余裕もないと思

います。

そういった中で、みやざき骨髄バンク連絡推

進会議のようなボランティアの方々が一生懸命

に取り組んでいらっしゃるわけなんですけれど

も、このメンバーの方々も、御自身が、もしく

は御家族が白血病になってドナーから提供いた

だいたとか、そういった方々が中心になって動

いています。それは、この骨髄バンク事業につ

いても、本当に感謝の気持ちからの恩返しとい

うようなところだと思うんです。

しかし、国のほうでも、特別何か登録者数を

何人確保しなさいとか、そういう目標値みたい

なものはないらしいんですけれども、４年

前、2019年11月当時、都道府県骨髄バンク担当

者会議というのが開かれて、そこで厚生労働省

健康局難病対策課移植医療対策推進室の室長補

佐の方が、ドナーの高齢化、ドナー都合のコー

ディネート中止、現場でのコミュニケーション

不足などの現状やその対策について、各自治体

での経験などを共有して、骨髄バンク事業がよ

り発展していくよう協力をお願いしたいと明確

に言われております。

国の厚生労働省は、医療関係を扱うわけです

が、白血病に苦しんでいらっしゃる患者さんの

方々の思いに添えるように、全国的にしっかり

これに取り組んでいきましょうと言われている

わけです。

それを受けて、日本骨髄バンクから、いろん

な事業の現状とか、例の推進連絡協議会の設置

とか、様々なお願いといいますか、協力要請が

なされています。ドナー休暇制度の推進とかも

です。

また、この中に、若年層ドナー登録の推進と

いうのもあります。やはり若い人たちにドナー

になってもらうことによって、長い期間、ド

ナー登録される、このメリットというのは非常
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に大きい。だから、そのためのいろんな取組と

いうものを考えて、進めていかなければならな

いわけなんです。

今、ボランティアの方々が、総会に行って、

予算のない中で知恵を絞りながら、効果的な啓

発・広報のやり方はどうなのかとか、一生懸命

やっていらっしゃいますが、これはボランティ

アなんです。厚労省が言われているように、こ

れからは地方それぞれのところにおいて、全国

が協力してドナー登録の数を増やしていく、増

加を目指していくということ、また、国民、県

民、市民、そういった一般の方々に、この事業

の本当の意味といいますか、意義を理解しても

らえるように、やはりここはしっかり県のほう

から積極的に働きかけていくべきなんじゃない

かなと思うところです。

そのためにも、他県の事業もありますし、ま

た宮崎ならではの思いがあふれ出てくるような

今後の取組というものを期待していきたいと思

います。

来月、三者会議があると伺っていますので、

またそこでしっかり情報共有していただいて、

いろんな個人情報の扱いとか、説明員の方が新

しくなっても協議会のほうには下りてこないと

か、そういったものもありますから、効率的に

この事業を回していけるように、しっかりと今

後、取り組んでいただきたいと思います。

では次に、高次脳機能障がい者支援について

伺います。

県議会議事録をひもといてみますと、意外

と20年以上前から高次脳機能障がいというもの

について議論されてきておるようです。

本県では、平成25年に宮崎県高次脳機能障が

い支援事業実施要項を定め、相談支援事業、普

及啓発事業及び研修事業等を行うとともに、支

援拠点機関と連携し、地域において支援を行う

病院等の支援協力医療機関を置き、地域支援

ネットワーク構築に取り組んでこられたものと

思います。

現在、多くの課題が解決されていない状況を

鑑みますと、非常に難しい問題でもあるのかな

とも感じるところでありますが、先日６月２日

に宮崎県高次脳機能障がい支援連絡会議が開催

されたと伺っております。家族会からの意見や

本県の現在の支援状況、通所教室「結（ゆ

い）」、また今後の実態把握調査についての意

見交換がなされたと伺っていますが、この関係

者との意見交換も踏まえ、今後、県はどのよう

に取り組んでいかれるのか、福祉保健部次長に

伺います。

高次脳機能○福祉保健部次長（津田君彦君）

障がいは、事故や病気等で脳に損傷を受け、記

憶や注意等の認知機能が低下する障がいで、外

見からは分かりにくく、また発症した御本人や

御家族でさえも把握や認識が困難なため、「見

えない障がい」とも言われております。

このため県では、これまで相談支援や普及啓

発に関する取組のほか、社会生活に適応するた

めの訓練を行う通所教室の開設等に取り組んで

まいりました。

これらに加え、今年度は、医療機関、家族会

等との連絡会議の場などにおける意見交換を踏

まえ、県内における支援の現状等、実態調査を

行うことにより、適切な対応につなげるための

地域支援ネットワークの構築を図ってまいりま

す。

今後とも、医療、福祉、就労等の関係機関と

連携しながら、切れ目のない充実した支援の実

現に向け、努めてまいります。

今回、実態調査にも取り組ま○二見康之議員
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れるということなんですが、そもそも高次脳機

能障がいの認定に係る診断が、専門家の方でも

非常に難しいんだなと思いますし、しかし、そ

れはやはり本県のほうで、しっかりその専門性

を高めていく取組というものをやっていかなけ

ればなりません。

高次脳機能障がいに気づかないまま退院して

しまうケースがあるということで、この実態調

査もやるわけなんですよね。だから、まずは、

その入り口のところでしっかり見落とさないよ

うにしていく取組、またその後の社会復帰につ

ながるリハビリの問題、これも医学的なリハビ

リなのか、生活のためのリハビリなのか、また

通所教室「結」のような就労・就学に関するリ

ハビリなのか、ここら辺は本当に専門的な方々

の協力がなければできない。そこのレベルアッ

プも図らなければならないと思います。

ほかにも、就学期における教育情報の不足な

ど、本当にそれぞれの分野で課題がたくさんあ

るようです。これも都市部に比べて、本県の全

体的なレベルがまだまだそこに追いついていな

いというところもあるみたいなので、これを一

気に取り戻すことはできませんが、しかし、そ

れぞれの課題について、それぞれの専門のとこ

ろで、しっかり今の時期にできることを、一つ

一つ課題をクリアしていくこと、年間で一つ

じゃなくて幾つも課題があるんだったら、どん

どん一つ一つを早く解決していけるような取組

につなげていくように、よろしくお願いしたい

と思います。

次に、エネルギー価格高騰対策関係について

伺います。

今回、一定以上の省エネ基準を満たした家電

を購入した場合、購入金額に応じてギフトカー

ドを支給する省エネ家電導入支援事業や、県内

事業者に対する省エネ設備導入支援事業、蓄電

池導入やＥＶ、Ｖ２Ｈの導入などの再エネ電力

自家消費促進事業などに取り組むと提案されて

いますが、今回の予算規模、対象件数などを考

えますと、利用できない県民が多いのではない

かと感じます。

本事業の成果指標として、電気料金削減効果

や温室効果ガス削減効果など、この成果を今後

の取組にどのようにつなげていく考えなのか、

環境森林部長に伺います。

エネルギー価○環境森林部長（殿所大明君）

格の高騰が長期化している中で、ガソリンや電

気料金に対する国の激変緩和対策は、今年９月

末に終了する見込みであり、県民生活への影響

が懸念されております。

このため、今回提案の補正予算では、エネル

ギー価格の影響を受けにくい持続的な仕組みづ

くりを推進するため、国の臨時交付金を活用

し、省エネ性能の高い家電や設備への更新等の

省エネ対策を支援することとしております。

省エネ対策は、県民や事業者の負担を軽減す

るエネルギー価格高騰対策はもとより、ＣＯ 排２

出削減によるゼロカーボン社会の実現にも必要

かつ地道な取組でありますので、今回の事業の

成果を踏まえながら、今後とも省エネの取組を

促進してまいります。

国の交付金を活用しての事業○二見康之議員

だと思うんですけれども、当初予算から取り組

んでいる、ほかの様々な施策も動員して、しっ

かり取り組んでいただきたいと思います。計画

目標を達成するための一助であると思いますの

で、期待しております。

次に、新規事業「みやざき有機農業拡大加速

化事業」について伺います。

先日、地元の農家の方からお話があり、県は
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もっと有機農業について取り組んでほしいとい

う内容でした。有機農業ができる農地を確保で

きるのであれば耕作に取り組んでいきたいと。

また、そうなると、新たに人材が必要になるの

で、指導・育成にも取り組んでいってもよいと

いうお話でした。

有機農業用の農地確保には、なかなか地理的

条件とかが合うところを見つけるのが難しいと

も感じます。有機農業に取り組んでみたいとい

う志を持った就農者の掘り起こしも大変重要な

課題であると思われますが、本県の有機農業の

拡大に向け、みやざき有機農業拡大加速化事業

においてどのように取り組んでいかれるのか、

農政水産部長に伺います。

県では、国の○農政水産部長（久保昌広君）

みどりの食料システム戦略や、Ｇ７宮崎農業大

臣会合の成果などを踏まえ、有機農業の拡大に

向け、今議会にみやざき有機農業拡大加速化事

業をお願いしているところです。

本事業により、有機ＪＡＳ転換期間中の経費

補助や技術の習得に向けた研修等への支援を行

い、有機農業に取り組む農家を後押ししてまい

ります。

また、議員御指摘のとおり、有機農業の拡大

においては、農地と人の確保が重要であります

ので、これらの取組と併せて、有機農業圃場の

集積や耕作放棄地等の活用による農地の確保、

さらには、先日開校しました綾町のオーガニッ

クスクールのように、人材を確保・育成する体

制づくりを関係機関と連携しながら進めてまい

ります。

いろんな市町村と情報共有し○二見康之議員

ながら、その推進に取り組んでいただきたいと

思います。

有機農業では、農薬や化学肥料等を使用しな

いという高いハードルがありますが、農業は土

づくりであると言われます。その一つに堆肥の

利活用というものがあると思います。

堆肥利用の効果として、土が軟らかくなり、

それにより根がよく張り生育がよく、収穫高が

よくなる。また、土壌の微生物によって、病害

虫の発生を抑えられる効果も期待されると伺っ

ていますが、本県は隣の鹿児島県と並び畜産県

であります。

ちょうど１年前の６月補正で、化学肥料の価

格高騰等により、化学肥料代替として、堆肥等

利活用促進緊急体制整備事業にも取り組んでい

らっしゃいますが、では、本県で発生する家畜

排せつ物の堆肥としての活用状況について、今

どのようになっているのかお伺いします。

県の推計で○農政水産部長（久保昌広君）

は、県内で発生する家畜排せつ物は年間402万ト

ンで、そのうち焼却処理や浄化処理などを除

く270万トンが発酵処理されることで、堆肥

が121万トン生産されています。

生産された堆肥は、農業用として、主に県内

の農地へ還元されていますが、農地を十分に確

保できない畜産農家では、堆肥の一部が滞留し

ている実態もあります。

このため、民間企業とも連携し、九州や沖

縄、東北地方など需要のある県外への流通や、

ホームセンターでの販売など、広域的な活用を

進めているところです。

県としましては、持続可能な畜産経営を確立

するため、生産基盤の強化と併せて、堆肥の活

用をさらに推進してまいります。

比較的県内でうまく堆肥が○二見康之議員

回っているんだなと思いますが、ただ、やっぱ

り滞留している現状とかがあると聞きます。

私も、堆肥問題といいますか、そこを伺うと
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きもあるんですが、これらの現状をしっかり把

握していただいて、また、数年前から国のほう

でも堆肥ペレット化について取り組んでおられ

ますし、これの広域流通です。鹿児島と宮城県

で、堆肥を持っていって稲わらを持ってくると

いう 経済コスト的には、まだ検証の段階で―

非常に難しいという話も聞いているんですが、

やはり今この国際物流の中で、物流がストップ

したときのリスク分散、そういったものを考え

ながら、これからは経済的なことも考えていか

なければならないんだなと思うところです。国

の情報等もしっかり取りながら取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、農地の保全に関して伺いますが、先日

の一般質問で、農政水産部長が「野生鳥獣被害

は農家の営農意欲の減退を招くなど、被害額と

して現れる以上に深刻な影響を与える」と答弁

されたのを伺いました。

度重なるのり面崩壊や河川増水などの自然災

害に見舞われることも、同じく営農意欲の減退

に影響を及ぼすものと思います。

この数年間、地元住民の方からの相談で、中

山間地域に度々伺い、その現状を見てきました

が、最近特に気になることが農地を取り巻く環

境なんです。のり面だったり河川があったりし

ますけれども、その周辺の土地の所有者が高齢

になったり、また相続された方が近くに住んで

いないがゆえに土地の管理ができておらず、土

砂災害や河川氾濫などの自然災害が発生し、ま

た水路が壊れたり浸水したりして収穫できない

というような案件が数多く見受けられました。

営農者自身は耕作農地をしっかり守っていく

対策を取っていても、その農地を取り巻く周辺

環境が整備されておらず、被害を被るという状

況です。

事前に対策を取りたくても、土地所有者がい

ないため勝手に手をつけることができず、大変

苦労しております。今後さらに高齢化が進むと

思われる中山間地域において、せっかく営農意

欲を持った若い就農者がいても、このような状

況では、モチベーションを維持していくことも

難しいと思います。

そこで伺いますが、この農地の周辺環境が農

地や農業用施設に悪影響を及ぼす場合の保全対

策について、どのように取り組んでいるのか、

農政水産部長に伺います。

農地や農業用○農政水産部長（久保昌広君）

施設の周辺において、山林の斜面崩落や河川の

越水などにより、営農に支障を来すような場

合、まずは、その原因となる土地の所有者自ら

が対策を講じていく必要があります。

また、土地所有者による対策が難しい場合に

は、地元関係者や市町村などの関係機関で緊急

性や必要性を勘案し、活用できる事業があるか

ないか等も含め、必要な対策について検討する

こととなります。

県としましては、引き続き関係機関と連携を

図りながら、適切に対応してまいります。

相続土地国庫帰属制度や森林○二見康之議員

経営管理制度など、また空き家対策が国交省の

ほうでされていますが、本当は永山副知事に質

問したかったんですけれども、いらっしゃいま

せんので諦めます。これは致し方ないですか

ら。こういったいろんな制度を活用して、本当

に中山間地域の方々をしっかり守っていただき

たいなと感じるところです。

次に、食品製造事業者規模拡大支援事業につ

いて伺います。

これまでも様々な加工場に数多く足を運んで

きましたが、本県はまだまだこの地元県産品を
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生かし切れていない状況だと感じておりまし

た。

ジャガイモとか大手加工会社に流れているも

の、ジビエのレトルト加工など、本県の豊かな

農畜産物を生かす加工産業を育成していく必要

性を感じておりましたので、これまでよく私も

取り上げてきたものづくり補助金ですが、これ

でも、多くの食品加工関連企業が、機械導入と

か技術開発、生産効率向上に取り組んできてお

られます。

近年の状況を見ると、ものづくり補助金の活

用もなかなか苦戦しているようです。今後の対

策も考えなければならないと思いますが、それ

は次に見送りまして、今回、県は独自予算を計

上し、受託製造の支援に取り組んでいく考えの

ようですが、この事業構築に至った背景につい

て教えていただきたいと思います。商工観光労

働部長、お願いします。

空港等○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

で販売されている土産物用菓子などが県外で製

造されていることが課題である中、県内の食品

製造事業者向けにアンケートを行ったところ、

外部へ製造委託している事業者のうち、半数以

上が県外へ委託している実態が確認されまし

た。

一方で、昨年度実施した聞き取り調査では、

今後、生産体制を拡充し、県外事業者などから

の新規受注に意欲的に取り組みたいという声が

多く聞かれたところです。

このため、県外に流出している発注を県内に

取り戻すことなどによる外貨獲得と、県内経済

の活性化を図ることを目的に、食品の受託製造

や事業拡大に積極的な県内の食品製造事業者が

行う設備等の導入を支援する本事業を構築した

ところであります。

では、限られた予算の中で最○二見康之議員

大の効果を発揮するには、事業戦略が必要だと

思いますが、本県経済の活性化にどのようにつ

なげていくのか、この事業における支援対象の

イメージや期待する効果について伺います。

まず、○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

本事業の支援対象ですが、県内の食品製造事業

者で、県産の農林水産物を原材料として積極的

に使用するなど、本県経済への波及効果が高い

中小企業を考えております。

支援内容といたしましては、大型の発注や新

たな食品製造に対応できる生産ラインの拡充な

ど、受託製造や事業拡大に必要な設備等の導入

への補助を予定しております。

また、事業効果ですが、これまで県内事業者

が県外に委託製造していた製品を県内で製造で

きる体制や、県外事業者から新たに受注できる

体制を整えることで、本県のフードビジネス関

連産業の裾野が広がることを期待しているとこ

ろであります。

では次に、美しい宮崎づくり○二見康之議員

について伺います。

この事業は、知事がこの自然豊かな本県の美

しい景観を県民一丸となって守っていこうと条

例を提案され、始まった事業だと思います。

今回、改善事業として提案されています、み

んなで取り組む「美しい宮崎づくり」推進事業

の概要について、県土整備部長に伺います。

みんなで取り○県土整備部長（原口耕治君）

組む「美しい宮崎づくり」推進事業につきまし

ては、本県の魅力ある景観を共有の財産として

守り、創り出し、活用する取組を、県民と一体

となって総合的に推進することを目的とするも

のであります。

具体的には、花の維持管理や遊歩道の清掃を

- 219 -



令和５年６月20日(火)

実施する団体への支援のほか、景観実務者を対

象とする研修会や県民向けセミナーなどを引き

続き実施するとともに、新たな取組として、小

学生から高校生の若い世代を対象とした景観学

習への支援や、地域住民、周辺企業と協働で行

う植栽活動を実施することとしております。

この事業を通して、景観の保全・創出・活用

を担う人材の育成を図り、県民や事業者と一体

となって、愛着と誇りの持てる美しい宮崎づく

りを推進してまいります。

いろんな取組を伺いましたけ○二見康之議員

れども、提唱者であります河野知事は、この美

しい宮崎づくりにどのような姿勢で臨んでい

らっしゃるのかお伺いしたいと思います。

本県は、豊かな自然や○知事（河野俊嗣君）

歴史的な趣のある町並みなど、先人たちが育ん

できた美しい景観の宝庫であります。この貴重

な財産をさらに磨き上げ、しっかりと次世代に

引き継いでいかなければならないと考えており

ます。

私は、その思いを県内全域に広めていくた

め、「美しい宮崎づくり推進条例」を制定する

とともに、地域で活動する団体への知事表彰な

どを行い、美しい宮崎づくりの実現に向けて取

り組んでまいりました。

こういう表彰式などでも必ず申し上げるんで

すが、見た目の美しさに加えて、こういう美し

いまちを保っていこうと努力される人の営み、

その情熱、それが美しく、人の心を打つとし

て、大変重要なものであろうかと考えておりま

す。岩切章太郎さんが掲げられた自然の美、人

工の美に加えて、人情の美、これにも通じるも

のがあろうかと考えております。

今年２月、「延岡花物語 このはなウォー

ク」のオープニングに参加しましたときは、

五ヶ瀬川の堤防で、桜や菜の花が今きれいに咲

いているところでありますが、その保存を積極

的に行う皆様が、そこに年間を通じてこのよう

な取組をしているんだという写真を掲示され

て、ちょっと話を聞いてくれということで、Ｎ

ＰＯ法人コノハナロード延岡市民応援隊という

ジャンパーを着ておられましたが、非常に熱心

に活動しておられるということを伺ったところ

であります。

また、岩切イズムの資産を将来にもつないで

いこうという、「こどものくに」のバラ園を保

存継承しておられる源さんをはじめとするボラ

ンティアの皆様、こういった皆さんの情熱に触

れるたび、そういう取組というものをより多く

の地域に広げていくことが重要であると、改め

て感じたところであります。

さきのＧ７宮崎農業大臣会合に参加された皆

さんからも高く評価された世界に誇れる美しい

宮崎を、将来の世代にしっかりつないでいくと

いう強い思いで、これからも私自身、現地に足

を運び、また様々な皆さんの思いというものを

しっかり受け止めながら、美しい宮崎づくりに

県民の皆様と一体となって取り組んでまいりま

す。

いろんなところに知事が顔を○二見康之議員

出していらっしゃるということは、今回聞いて

すごいなと思いましたけれども、これはできれ

ば事業の中の公務で入れて、行ったほうがいい

んじゃないかなと思います。

というのも、やっぱり知事の公務で行くとマ

スコミもついてきます。知事のプライベートま

でマスコミがついてきているとは聞いていない

ですけれども。そういったところで、いろんな

テレビ、マスコミに露出されることによって、

知事の宮崎の景観づくりについての思いという
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のが多くの方にもっと広がっていくんじゃない

かなと思うので、ぜひ今後、御検討いただきた

いと思います。

今定例会の開会日に知事は、提案理由説明の

中で、「将来に向けて希望の持てる県にしてほ

しいという県民の強い願いを受けて、肉付け予

算を編成した」とおっしゃっていましたが、こ

の県民の声を踏まえてどのように編成されたの

か、これを改めて知事に伺います。

この肉付け予算は、直○知事（河野俊嗣君）

面する様々な困難からの再生と、本県の未来創

造への第一歩を踏み出すという思いから、「宮

崎再生・創造予算」と名づけて編成いたしまし

た。

まず「宮崎再生」という柱につきましては、

物価高騰等の影響に対しまして、生活や経営が

苦しいという多くの県民の皆様や企業、団体等

からの切実な声を直接お聞きし、プレミアム付

き商品券等の発行や社会福祉施設等への光熱費

等の支援、１次産業のセーフティーネット対策

の強化などを行ってまいります。

また「未来創造」という柱に関しましては、

将来に希望を持てる県にしてほしいという県民

の皆様の期待に応えるべく、本県の強みを生か

した３つのプロジェクト、「子ども・若者」

「グリーン成長」「スポーツ観光」の３つの日

本一挑戦プロジェクトを掲げたところでありま

す。

このプロジェクトの目指す姿や取組の内容に

つきましては、できるだけ早い時期にお示しし

たいと考えておりますが、今回の補正予算で

は、その先駆けとなる事業につきまして、例え

ば障がい者の成長の機会を増やしてほしいとい

う声に応えます高等特別支援学校の整備や、Ｇ

７を契機とした官民連携の農業プロジェクト、

海外サーファーのインバウンド誘致などに取り

組むこととしております。

今回の各事業の説明資料の表○二見康之議員

題のところに、日本初とか九州初とか、そうい

うものも結構たくさん見受けられましたので、

積極的に取り組んでいこうという姿勢を感じた

んですが、初めてだからいいということではな

いと思うんです。やっぱり本県の課題を克服し

ていくための突破口をどこに持っていくのかと

いうことで、今回、知事はこの３つの柱を立て

られたんだと感じております。

20年弱、この宮崎にいらっしゃる知事ですか

ら、くまなく宮崎のいろんなところを御存じだ

と思います。知事の今回の宮崎再生において、

現在直面する物価高騰への対策というものはよ

かったなと思うんですけれども、問題は、この

次の未来創造において、まずそれを実現してい

くための、今後早期にビジョンを提示していた

だけるということなんですが、この戦略をしっ

かり構築していくことが何より重要なんだろう

と思います。

戦略は、この宮崎の課題を克服していく、日

本一を目指していくための大局的な方法や戦

略、策略、目的を達成するために大局的に事を

運ぶ方策と考えますが、そこをしっかり示して

いくことによって、次の戦術、その目的遂行の

ためのやいろんな施策がついてくるんだと思い

ます。

戦略は、最重要課題や問題点に対して立てら

れるもので、単なる目標とは異なるものです。

今回知事は、「子ども・若者」「グリーン成

長」「スポーツ観光」の３本柱を立てられまし

たが、今のままでは漠然としていて、何を解決

するのか、何をもって日本一を標榜されようと

しているのか、ちょっとイメージがつきにくい
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です。

知事も宮崎県に20年近くいらっしゃいます

が、本県の抱える重点課題はお分かりのことだ

と思います。速やかにこの３つの柱に関する課

題、問題点を明示していただき、それを解決す

るためにどのように取り組んでいくのか、基本

方針を定めて、その実現に向けた行動にまで落

とし込んで、県民に示していただきたいと思い

ます。

今回の補正予算で示された事業の幾つかは、

この戦略の一部を披露されたものだと受け止め

ております。３つの柱に関する具体的な戦略を

楽しみにしております。

あと、この３つの日本一挑戦プロジェクトの

取組についてですが、知事が明示する重要案件

でありますので、県民に、全国の人たちに、宮

崎をどう思って感じてもらいたいのか、この広

報戦略について県はどのように取り組んでいる

のか伺いたいと思います。総合政策部長に伺い

ます。

３つの日本○総合政策部長（重黒木 清君）

一挑戦プロジェクトなど、県の重点的な取組を

より効果的に推進していくためには、県民の皆

様にその目標や内容を分かりやすく伝えていく

必要があります。

このため、伝えるべきターゲットの設定や、

適切な手段・タイミングなどを考慮した戦略的

な情報発信が重要と考えております。

県ではこれまでも、様々な媒体の特性を生か

しながら、効果的な情報発信に努めてきたとこ

ろであり、ユーチューブなどのＳＮＳの積極的

な活用により、県政情報に触れる機会をこれま

で以上に増やすとともに、令和３年度からは、

外部専門家を活用し、庁内各課に対する助言や

サポートを行っているところであります。

議員の御指摘は大変重要であると考えており

ますので、今後とも工夫や改善を図りながら、

伝えたい情報がしっかりと伝わるよう、戦略的

な情報発信に積極的に取り組んでまいります。

何か都城市の取組が最近、い○二見康之議員

いのか悪いのか、ここでもちょっと注目されて

いる感があったんですけれども、やっぱり一つ

抜けていく、肉と焼酎で突き抜けていったとい

うことが大きいことだったのかなと思います。

宮崎県政もそういった一つの突破口をしっか

り見いだしていただいて、それを県民とともに

努力して頑張っていけるように、河野知事に期

待しておりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

次は、今村光雄議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） このたびの○今村光雄議員

統一地方選挙におきまして初当選させていただ

きました、都城市選挙区、公明党宮崎県議団の

今村光雄です。

県民の皆様のために、大衆とともに語り、大

衆とともに戦い、大衆の中に死んでいくとの公

明党の立党精神のまま、議員としての使命を全

うし、精進してまいる決意でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

宮崎県は、本年、置県140年の節目を迎えまし

た。このような節目のときこそ、宮崎県民歌に

あるように、遠い歴史をしのびつつ、よいもの

を受け継ぎ、未来をよりよくする、承前啓後の

精神が大切になってくるのではないでしょう

か。

初期宮崎県は、鹿児島県に併合された後、分

離独立。近代化の波に乗り、戦後復興は、県民

の喜びや希望へとつながるものでありました。
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しかし、南海地震や新燃岳の噴火、大型台風

などの自然災害をはじめ、口蹄疫や鳥インフル

エンザなど、私たちの生活を脅かす数多くの難

局に直面してまいりました。

それでもなお、県民一人一人の幸せを願い、

課題を真正面に捉えて、諦めることなく挑戦し

てきた先人の皆様のおかげで、今の宮崎があり

ます。

現在におきましても、新型コロナウイルスを

はじめとした複雑かつ多岐にわたる課題が山積

しておりますが、先人から学んだ不撓不屈の精

神と行動で必ず乗り越えていくことができると

確信しております。

中でも若者は、いつの時代においても大切な

存在であります。新しい発想、行動力、勇気な

ど、若者にしかない強さがあり、時代を動かし

ていく力があります。それは、宮崎の若者に

とっても同じことが言えます。

このたび、新たな宮崎県総合計画アクション

プランが開始されます。この総合計画アクショ

ンプランを通して、宮崎の将来のために何を残

していくのか、宮崎の若者のためどう取り組ん

でいくのか、置県140年の節目、総合計画アク

ションプランに託した若者への思いや期待を知

事にお伺いいたします。

壇上席からの質問は以上とし、以降は質問者

席からお伺いいたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

置県140年の節目に当たり、ひたすら郷土を思

い、たゆまぬ努力と不屈の精神で発展の礎を築

かれた、川越進翁をはじめとする多くの先人の

皆様の御功績に、改めて深く敬意とまた感謝を

表する次第であります。

これまでの140年間、幾多の困難を乗り越えて

きた本県は今、コロナ禍・物価高騰等の影響に

加え、デジタル化・脱炭素化への対応など、急

速な変化の中にあります。

私は、この難局、また大きな変化の時代を乗

り越え、夢や希望ある未来を実現する上では、

これまでの歴史もそうでありましたように、御

指摘のように、若者の発想や行動力こそが大き

な原動力として不可欠であると考えておりま

す。

このため、新たな総合計画におきましても、

先人が築き上げてきた本県の強みや財産を武器

として、将来を担う子供たちはもとより、地域

社会や産業を力強く支える人材が育ち、新たな

成長につながる産業が創出される宮崎づくりな

どに取り組むこととしております。

これからの若者たちが「ふるさと宮崎」の次

なる時代を切り開き、新たなステージへの牽引

役となってくれることを大いに期待し、またそ

のような環境づくりにしっかりと取り組んでま

いります。以上であります。〔降壇〕

本県にとって、大きな原動力○今村光雄議員

として若者の力は不可欠であるとの総合計画ア

クションプランに込められた、若者に対する知

事の思いや期待を感じることができました。あ

りがとうございます。

それでは、総合計画アクションプランに込め

られた知事の思いを今回の補正予算でどのよう

に措置されたのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

今回の補正予算で○総務部長（渡辺善敬君）

は、将来の夢や自立へ向かって努力し、次世代

の担い手となる若者を応援する様々な事業を予

算化しております。

例えば、高校生に対する海外留学の支援で

は、留学体験研修及び留学促進補助、合わせ
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て180人分を県単独で措置しまして、宮崎から世

界へ挑戦する意欲ある人材を育成いたします。

また、高等特別支援学校を県内４か所に設置

いたしまして、一般就労を目指す知的障がいの

ある生徒への専門的な職業教育を充実させ、就

職率の向上や地域就労の促進を図ります。この

うち、県央地区で校舎の新設と寄宿舎の再整備

を行ってまいります。

若者にもしっかりと目を向○今村光雄議員

け、若者が活躍する社会を築いていくことは、

今後も大切です。どうかこれからも宮崎の若者

に対する施策をお願いし、また私自身も同じ思

いで頑張ってまいりたいと思います。

次に、投票に関する質問をいたします。

今年４月に行われました宮崎県議会議員選挙

におきまして、投票率は40.75％と過去２番目の

低さとなりました。これまでも様々な課題に対

応しておりますが、大変厳しい状況であると危

惧しております。

政治が果たすべき役割は、国民の安全と安心

を守ること、経済成長の促進と雇用創出、教育

・医療・福祉の社会保障の充実、環境保護、国

際社会の平和と繁栄を築いていくことであり、

私たちの生活に広く直結しております。

だからこそ、政治をつかさどる政治家を選ん

でいく選挙は大事であるということを、義務教

育の段階において学ぶ機会を設けることは大変

重要であります。

海外に目を向けると、デンマークの投票率が

非常に高く、常に80％を超えており、20代で

も70％を超えております。要因の一つとし

て、14歳から17歳までの学校の生徒に対し、選

挙活動から投票までのプロセスを実際に体験す

る疑似選挙を実施していることが挙げられま

す。

日本においても、2015年より選挙権年齢が18

歳に引下げとなり、有権者の対象となる高校生

も出てきました。さらに昨年は、成人年齢の18

歳への引下げとなる民法改正も施行され、若者

の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促

すこととなりました。

18歳などの初めての選挙は、関心を持つ生徒

も多いのではないでしょうか。だからこそ、基

礎から学ぶ主権者教育は大変重要であると考え

ます。

成人年齢引下げ後の高校における主権者教育

の現状について、教育長にお伺いいたします。

これまで高校で○教育長（黒木淳一郎君）

は、公民科や総合的な探究の時間などを中心

に、選挙の仕組みや政治参加の重要性について

理解を深める教育に取り組んでまいりました。

県内の多くの高校で、選挙管理委員会や金融

機関、消費生活センターによる講話のほか、選

挙公報を用いた本番さながらの模擬投票など、

社会に参画する基礎を培うための取組を積極的

に行っております。

また、災害時の医療の在り方や、伝統文化の

継承、商店街の活性化等の地域課題について、

生徒同士で議論したり、地域の方々と対話しな

がらその解決策を見いだし、提言するなど、生

徒の当事者意識を高める学習も行っておりま

す。

今後とも引き続き、主権者教育の充実にしっ

かりと取り組んでまいります。

生徒同士の議論や提言など○今村光雄議員

は、社会や政治が身近に感じられる大変意義の

ある学習ではないかと思います。

主権者教育における成果もあり、高校在学中

は関心を持っている状況にあると思いますが、

卒業後、もしくは初めての選挙後は、投票率が
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減少傾向にあるのではないでしょうか。

高校卒業後の進路は、進学や就職など様々で

すが、大学生等に対しての取組はどのように

なっているのでしょうか。大学生等に対する投

票率向上のための取組について、選挙管理委員

長にお伺いいたします。

議員御指摘○選挙管理委員長（茂 雄二君）

のとおり、20代前半の投票率は全世代で最低と

なっており、この世代に対する啓発が重要な課

題であります。

このような中、宮崎大学におきましては、昨

年の県知事選挙の際に、初めて期日前投票所が

設置されました。県議会議員選挙前には、同大

学の入学オリエンテーションにおきまして、県

選管が出前授業を行い、選挙の制度や情報の集

め方等を説明するとともに、県外出身の学生に

は、今後の選挙に備えて、住民票を異動するよ

う啓発を行ったところです。

また、選挙時の啓発では、若者世代の投票参

加を促すため、宮崎公立大学や宮崎大学の学生

団体が、街頭啓発やメディア出演等により投票

を呼びかけたほか、本県出身の若手タレントを

活用し、ＳＮＳによる啓発を積極的に実施した

ところです。

今後とも、若者世代に対し、工夫を凝らしな

がら啓発活動に取り組んでまいります。

宮崎大学での期日前投票所の○今村光雄議員

設置などは、学校に行ったついでに足を運べる

ため、大変よい取組だと思います。

先ほど、20代前半の投票率は全世代で最低の

結果とありましたが、私も20代前半の頃は選挙

に興味が持てませんでした。興味を持てなかっ

た理由はたくさんあったと思いますが、その中

の一つとして考えられることは、政治に携わる

機会がないという点があったのではないかと思

います。

さきに挙げたデンマークにおいては、青年部

という各党の若者が所属する部署があり、活発

に政治活動をされているようです。そのような

活動に携わることで、自分たちの声が社会に反

映されていることを実感しているそうです。

日本においても、愛知県新城市の若者議会と

いう先進事例もあります。若者議会条例を制定

し、16歳から29歳までの委員やメンターなどで

構成し、全体会議や分科会でまちづくりの議論

を行い、1,000万円の予算内で若者目線の政策を

実現しております。

また、昨年６月のこども基本法の成立、本年

４月のこども家庭庁の発足など、全国的にも子

供や若者の意見を政策に反映できる仕組みづく

りが進んできております。これら背景を踏ま

え、今後も若者の政治参画へのさらなる取組を

よろしくお願いいたします。

引き続き、統一地方選関連の質問となりま

す。

統一地方選は、異動や進学、就職など、転入

や転出が多い、非常に慌ただしい時期に行われ

ます。引っ越しにより選挙権を失ったり、多忙

を理由に投票に行かないなど、投票率を下げる

原因が多くありますが、早い段階での選挙の周

知や不在者投票の周知などの取組により、少し

は低投票率の緩和が期待されるのではないで

しょうか。

４月に行われた県議会議員選挙におきまし

て、転入・転出に関する周知にどう取り組んだ

のか、選挙管理委員長にお伺いいたします。

選挙人名簿○選挙管理委員長（茂 雄二君）

は、登録日現在で３か月以上住んでいる市町村

に登録されるため、今回の県議会議員選挙の登

録日が３月30日であった中、３月、４月に県内
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で転入・転出した人は、元の住所地の市町村か

ら投票用紙を取り寄せて不在者投票を行うか、

元の市町村の投票所において投票する必要があ

りました。

県選挙管理委員会といたしましては、選挙啓

発のチラシや選挙公報の啓発面、県ホームペー

ジに、注意点としてこれらの情報を掲載したほ

か、県政番組などテレビやラジオでも周知に努

めたところであります。

また、県内での異動が多い県職員に対しまし

て、文書での通知と全庁掲示板への掲載によ

り、異動に伴う注意喚起と投票参加の呼びかけ

を行ったところであります。

統一地方選に限らずですが、○今村光雄議員

決まった時期に行われる選挙に関しては、早期

の周知徹底を引き続きお願いするとともに、統

一地方選の時期の検討ができないのか、国を挙

げての議論を期待したいと思います。

次に、高齢者や障がい者の方の投票所までの

支援に関して質問いたします。

現在、投票所から離れた地域に住んでいる有

権者の利便性向上のため、移動式や移動支援と

いった投票支援が行われております。

移動式に関しては、都城市において、ワゴン

車による移動式期日前投票所が平成30年より実

施されております。移動支援に関しては、県内

においても複数の地域で行われているところで

ありますが、バスやタクシーなども利用してい

るとのことで、具体的な取組状況はどのように

なっているでしょうか。

投票所までの移動支援について、県内での取

組状況とその内容を選挙管理委員長にお伺いい

たします。

投票所への○選挙管理委員長（茂 雄二君）

移動支援としましては、主に３種類あります。

１つ目は、路線運行しているコミュニティー

バスを投票所入場券や投票済証を提示した場合

に無料とするものでありまして、都城市、日南

市及び三股町において行われております。

２つ目は、投票所が統廃合された地域におい

て、投票所等を往復する臨時の巡回バスを走ら

せるもので、西都市で行われております。

３つ目は、高齢者や障がい者等の自宅に迎え

に来るデマンド型乗り合いタクシーについて、

投票所等への移動に使用した場合に無料とする

もので、国富町で行われております。

いずれも地域の実情に合わせて市町村が実施

しているものですが、高齢者等の投票機会の確

保は大変重要ですので、県としましても取組を

促しているところであります。

運転免許証の自主返納をする○今村光雄議員

高齢者の方も増えており、選挙に行きたくても

行けないという状況にならないよう、各市町村

への要請にさらに力を入れていってもらいたい

と思います。

次に、高齢者や障がい者の方の投票の際の支

援について質問いたします。

投票所は緊張感のある場所です。私もそうで

すが、慣れていない場所に足を踏み入れ、多く

の視線を浴びることで緊張してしまうことがあ

ると思います。高齢者や障がい者の方も同じ状

況だと思います。

また、高齢者や障がい者の方は、意思疎通が

難しい場合もあり、スムーズに投票ができない

こともあるかと思います。選挙権は一人一人に

平等に与えられた権利ですので、投票がしにく

くなるような障害は、できるだけ省いていく必

要があります。

その対応の一つとして、投票支援カードやコ

ミュニケーションボードの導入を始める市町村
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が増えてきております。これは、投票の際に手

伝ってもらいたいことをカードやボードを使っ

て係員に伝え、支援してもらうという取組にな

ります。

現在、県内においても、宮崎市や延岡市など

でも実施しております。投票の際の高齢者や障

がい者の方への支援について、選挙管理委員長

にお伺いいたします。

投票の際の○選挙管理委員長（茂 雄二君）

高齢者や障がい者への支援につきましては、昨

年５月に障がい者団体との意見交換を行いまし

て、参議院選挙前に投票の際の困り事等につい

て、市町村説明会で共有を行いました。

また、総務省では、今年１月にコミュニケー

ションボードなどの取組が記載された「投票所

での対応例」を作成しており、県でも、統一地

方選挙に向けた市町村説明会で、この資料を配

付して情報提供を行いますとともに、支援対象

者に応じたきめ細やかな対応について、改めて

依頼を行ったところであります。

今後も、高齢化が進むこと等により、投票所

における高齢者や障がい者への支援がますます

重要になってまいりますことから、投票所運営

を行う市町村とともに、丁寧な対応に努めてま

いりたいと考えております。

そのほかにも、緊張感を和ら○今村光雄議員

げるという観点から、投票所内でクラシックや

映画音楽、環境音楽などの政治色のない音楽を

流している自治体もあるそうです。お店の中に

期日前投票所があることを考えると、同じよう

な状況ではないかと思います。

もちろん不正やミスがあってはいけません

が、誰もが気軽に投票しやすいという点を重要

視して、投票所の環境整備を今後も市町村と連

携を取り合いながらさらに進めていただくよ

う、よろしくお願い申し上げます。

次に、インターネット投票の取組について質

問いたします。

現在、国は、投票しやすい環境整備の一つと

して、インターネット投票を検討しておりま

す。

スマートフォンからの情報入手が早く、かつ

移動せず手軽に投票ができるため、高齢者や障

がい者の方が投票しやすくなるだけでなく、若

者の投票率向上の一助にもなると期待できま

す。反面、デメリットや危険性の面も多く存在

することが考えられます。

インターネット投票についての現状を選挙管

理委員長にお伺いいたします。

インター○選挙管理委員長（茂 雄二君）

ネットによる投票につきましては、投票所まで

足を運ばずに投票できるため、高齢者や障がい

者にとって投票しやすく、また若者などの投票

参加も期待されるところです。

一方で、インターネット投票につきまして

は、投票立会人がいない中での投票を広く認め

ることについて、選挙の公正の確保の観点から

議論が必要であるほか、サイバー攻撃や災害等

に備えたシステムのセキュリティー対策、開票

結果の正当性の検証などの課題があります。

これらの課題も踏まえ、国におきまして、在

外選挙におけるインターネット投票について、

具体化の検討がなされているところでありま

す。

県といたしましては、都道府県選管連合会の

中で実現に向けた取組を要望しているところで

あり、今後とも国の動きを注視してまいりたい

と考えております。

海外ではインターネット投票○今村光雄議員

を実施している国もあり、これからのＩＴ技術
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のさらなる進歩を考えると、決して不可能な施

策ではないと思いますので、引き続き要望をお

願いいたします。

私も、これからも議員として政治の大切さを

訴え、より多くの方が政治参加できるよう邁進

してまいります。

次に、ＪＲ西都城駅のバリアフリー化につい

て質問いたします。

西都城駅は、都城駅に次いで２番目に利用者

が多い駅であります。しかし、エレベーターな

どは設置されておらず、改札からホームまでは

階段での移動となり、車椅子やベビーカーの利

用が厳しいものとなっております。また、トイ

レも和式トイレしかありません。

４年後に控えた国民スポーツ大会や全国障害

者スポーツ大会を前に、様々な方が利用できる

よう、交通インフラの整備が必要と考えます。

ＪＲ西都城駅のバリアフリー化について、県

としてどのように考えているのか、総合政策部

長にお伺いいたします。

ＪＲ九州で○総合政策部長（重黒木 清君）

は、国の方針にのっとり、利用者数が１日2,000

人以上などの基準を満たす駅について、順次エ

レベーターの設置などバリアフリー化を進めて

おり、対象となる県内の駅は全て整備済みと

なっております。

西都城駅につきましては、直近の利用者数が

１日800人程度であることから、基準は満たして

おりませんが、高齢者や障がいのある方を含

め、全ての利用者にとって鉄道を安全・安心に

利用できる環境整備は、非常に重要と考えてお

ります。

このため、県におきましては、宮崎県鉄道整

備促進期成同盟会を通じて、未整備駅のバリア

フリー化をＪＲ九州へ要望してきたところであ

り、引き続き地元市町の意向を踏まえながら、

利便性向上に向けた取組を推進してまいりま

す。

予算が必要となりますが、鉄○今村光雄議員

道駅総合改善事業などの国の補助制度もありま

すので、ＪＲ九州への要望を引き続きよろしく

お願いいたします。

次に、帯状疱疹のワクチン接種について質問

いたします。

コロナ禍以降、帯状疱疹の罹患者が増加傾向

となっています。50歳から発症率が高くな

り、80歳までに約３人に１人は発症すると言わ

れております。重症化するケースもあり、ワク

チン接種の公費助成を希望する声が多く聞かれ

ます。

全国を見ても、今年の５月現在において、203

の自治体にて公費助成を導入しており、県内に

おいても、都農町や木城町などにおいて導入が

進んでおります。

帯状疱疹ワクチンの公費助成について、県の

考えを福祉保健部次長にお伺いいたします。

帯状疱疹ワ○福祉保健部次長（津田君彦君）

クチンは、平成28年に帯状疱疹の予防に有効な

ワクチンとして承認されましたが、予防接種法

に基づかない任意接種となるため、原則として

接種費用は全額自己負担となります。

国においては、これまで帯状疱疹ワクチンの

定期接種化について検討を行っているところで

すが、現時点では、接種の導入年齢やその期待

される効果について、引き続き検討が必要とさ

れているところです。

帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成を行って

いる自治体もありますが、県といたしまして

は、自治体の財政力に左右されず、全国一律で

の接種が可能となる定期接種化が望ましいと考
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えており、今年５月に、国に対して速やかな定

期接種化について要望したところであります。

私の身近な方も帯状疱疹にな○今村光雄議員

り、苦しい思いを聞きました。それだけ多くの

方が罹患している状況ですので、国への要望を

はじめ、ぜひ県での取組の検討を要望いたしま

す。

次に、安心して出産できる環境整備について

質問いたします。

私は都城市に住んでいますが、小林市の方か

ら、地元に分娩できる産婦人科がないことに対

しての不安の声を聞くことがあります。

産婦人科自体は小林市立病院に設置してあり

ますが、週に１回の非常勤医師による妊婦健診

が主な診療内容となっております。緊急時はも

ちろんのこと、初めての妊婦の方は、妊娠当初

から不安が多いことは明らかであります。

ほかの地域でも同様のことが考えられるので

はないかと思いますが、県内及び県西地区の分

娩取扱い施設の状況について、福祉保健部次長

にお伺いいたします。

本年４月現○福祉保健部次長（津田君彦君）

在、県内で分娩可能な病院、診療所及び助産所

は、計28施設となっております。

また、都城北諸県及び西諸の県西地区におい

て、分娩可能な病院、診療所及び助産所は８施

設となっておりますが、令和４年１月から、西

諸地区においては分娩取扱い施設がない状況で

す。

なお、西諸地区においては、令和３年12月か

ら、西諸２市１町と消防が連携して、出産予定

日等を事前に登録し、緊急時に迅速に対応でき

るシステム「出産サポート１１９」の運用を開

始され、妊婦の不安の軽減に取り組まれている

と承知しております。

分娩できる産婦人科がない地○今村光雄議員

域においては、出産サポート１１９は非常に有

用であり、妊婦の方の大きな安心につながるよ

い取組であると思います。

西諸地区においては、分娩取扱い施設がない

状況にありますが、県内には分娩取扱い施設が

ない地域がほかにもあると思います。そのよう

な地域でのネットワーク等はどのようになって

いるのでしょうか。

安心して出産できる環境整備の取組を知事に

お伺いいたします。

県では、宮崎大学医学○知事（河野俊嗣君）

部附属病院を総合周産期母子医療センターとし

て指定しますとともに、県内の４つの周産期医

療圏ごとに、各医療圏で中核的な役割を担う県

立病院など６病院を地域周産期母子医療セン

ターとして認定しております。

このような地域のネットワークの構築により

まして、低リスクの分娩が可能となり、母子保

健の指標であります本県の周産期死亡率は、全

国的に見て低い水準を維持しております。

また、今議会には、居住する地域に分娩取扱

い施設がないこと等によります心身や経済的負

担を軽減するため、妊産婦健診に係る通院費用

を支援する妊産婦健診通院支援事業をお願いし

ております。

県としましては、引き続き市町村や関係機関

と連携し、産婦人科医師の育成・確保にも取り

組みながら、周産期医療体制の充実を図るとと

もに、安心して子供を生み育てることのできる

環境づくりに取り組んでまいります。

妊娠してから出産にかけて○今村光雄議員

は、非常に精神的に不安定な状態が続きます。

だからこそ、不安な要素を一つでも多く省いて

いくことが大切だと思いますので、今後ともよ
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ろしくお願いいたします。

次に、子育て支援について質問いたします。

昨年より開始された伴走型相談支援の取組で

すが、妊婦や子育て家庭の孤立化を防ぐことを

目的に、公明党が提案・推進してきた施策であ

ります。

妊娠期から出産・育児期まで、一貫して妊婦

や子育て家庭の相談に応じ、特に出産前後と０

歳から２歳児までの支援に焦点を当て、必要な

支援につなぐものであります。

妊婦の方や子育て家庭の伴走型相談支援の必

要性について、知事の見解をお伺いいたしま

す。

核家族や地域のつなが○知事（河野俊嗣君）

りの希薄化などによりまして、孤立感や不安感

を抱く妊婦や子育て家庭も少なくない中、伴走

型相談支援は、全ての妊婦や子育て家庭に寄り

添い、産前・産後ケアや家事支援サービスなど

の妊娠期や子育て期に必要なサービスへ結びつ

けることができる、大変重要な取組であると考

えております。

県としましては、市町村研修の実施や先進事

例の周知等に加え、昨年度から、伴走型相談支

援と出産や育児に関する経済的支援を一体とし

て実施する市町村に対して補助を実施しており

ます。

引き続き、市町村と連携しながら、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援体制の充

実を図ってまいります。

心身のストレスが続けば、虐○今村光雄議員

待等に発展するリスクがあります。どうか負担

軽減のためにも、全ての市町村において対応で

きるよう、今後も推進をお願いいたします。

次に、休日診療の対応についてですが、先

日、このようなお話をいただきました。

高熱が出たお子様を休日診療に連れて行った

ところ、インフルエンザがはやっていたせいも

あり、車の中で５時間待たされたとのこと。自

宅で待機し、診察前に連絡を取り合うなどの対

応もあったのではないかと思います。

休日診療だけでなく、夜間診療においても似

たようなケースが考えられます。ただ、夜間診

療においては、病院に行く前に家庭での対処方

法や医療機関の受診の指示などを相談できる、

子ども救急医療電話相談＃8000が活用できま

す。

子ども救急医療電話相談の利用状況につい

て、福祉保健部次長にお伺いいたします。

子ども救急○福祉保健部次長（津田君彦君）

医療電話相談は、短縮ダイヤルの＃8000に電話

すれば、小児科医または看護師が夜間の子供の

病気やけが等について、症状に応じた適切な対

処の仕方や、病院を受診するべきかの相談等に

応じるものであります。

本県では、毎日午後７時から翌朝８時まで対

応しており、令和４年度の相談件数は7,026件

で、過去３年間もほぼ同程度の相談件数となっ

ております。

相談件数が一定数とのことで○今村光雄議員

すが、利用しやすく、助かっている方も多い状

況にあると考えます。

子育て世代の全ての人に知っておいてもらう

ためにも、今後も周知のさらなる強化の検討が

必要かと考えます。

子ども救急医療電話相談の周知の取組につい

て、福祉保健部次長にお伺いいたします。

夜間の子供○福祉保健部次長（津田君彦君）

の症状急変等に対応する保護者の不安を軽減す

るとともに、小児医療機関への不要不急の受診

を抑制し、医療従事者の負担を軽減するため、
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＃8000の利用促進は大変重要であると考えてお

ります。

このため県では、ポスターやチラシ、ウエッ

トティッシュ等の広報グッズを作成し、県内の

小児科、保育園等を通じて保護者向けの啓発に

努めており、昨年度は、＃8000の利用方法を

知ってもらうための広報動画も制作したところ

であります。

本年度は、この動画を県や県小児科医会の

ホームページをはじめ、映画上映前のＣＭや屋

外ビジョンで放映する予定にしており、今後と

も、様々な媒体を活用し、周知啓発に努めてま

いります。

次に、アフターコロナにおけ○今村光雄議員

る介護福祉施設等について質問いたします。

私は20年間、社会福祉法人で勤め、介護業界

を取り巻く様々な課題にぶつかってきました。

特に近年では、新型コロナウイルスによる現場

の大変さを目の当たりにしてきました。

防護服を着て現場に入ることもあり、発熱し

たのはいつなのか、ウイルスを排出し出したの

はいつからなのか、接触した入居者の方や職員

は誰なのか等々、情報を密に毎日協議し、神経

をすり減らしながら業務に当たりました。

全職員が一丸となって施設に持ち込まないよ

うにするため、外食を控えたり、県外に行かな

いよう行動制限も行いました。夏場であっても

マスク着用にて入浴介助、職員の家族に熱発が

あったときは、感染している可能性があるた

め、数日間、自宅待機してもらうこともありま

した。

介護に携わる職員は、心が優しく、福祉の心

を持たなければ務まる仕事ではありません。し

かし、コロナ禍により心身ともに疲弊した職員

は、心もすさんでいくような気がしてなりませ

んでした。

また、入居者の方の心身の健康に与える影響

も非常に大きいものとなりました。入居者の方

は、家族にもなかなか会えず、外出の機会が極

端に減少し、施設における通常の生活をするこ

とができなくなりました。

やっと再会した家族との面会も、窓越しのた

め声が届かなかったり、久しぶりに会うため、

家族のことを忘れている方もいらっしゃいまし

た。タブレットによるオンライン面会も、テレ

ビの中の人との認識で、自分の家族であるとの

認識をされないこともありました。第７波、第

８波と収まることのない感染状況に、いつまで

続くのかという不安と諦めしかありませんでし

た。

しかし、ようやく本年５月８日以降からは、

新型コロナは５類感染症に移行しました。新型

コロナ以前の状態へ、さらにはそれ以上の経済

再生を目指し、様々な取組が開始されておりま

す。本県のこのたびの補正予算を見ても、その

ことが明らかであります。

ただ、高齢者施設においては、重症化リスク

が変わらないため、現在でも感染症対策をしな

ければならない状況であります。命を預かる業

界であるため、やむを得ないことではあります

が、５類移行になってもこの業界は変わらな

い、そういう状況を多くの方が理解していただ

くだけでも、働く職員は救われる面があるので

はないかと思っております。

新型コロナの５類移行後、なお感染対策に取

り組んでいる高齢者施設職員等に対する知事の

所感についてお伺いいたします。

新型コロナの感染が令○知事（河野俊嗣君）

和２年３月に本県で初めて確認されて以来、社

会全体がその対応を迫られ、３年以上にわた
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り、県民の皆様一丸となって感染症対策に取り

組んでいただきました。

中でも、重症化リスクの高い高齢者が多く生

活している高齢者施設におきましては、職員の

方々が自らウイルスを持ち込むことのないよ

う、また施設内で感染拡大することがないよ

う、高い緊張感を持って介護サービスを提供し

てこられました。

仕事の場面はもとより、プライベートの場面

においても、そのプレッシャーたるやいかばか

りかと、頭の下がる思いがしております。

新型コロナウイルス感染症は５類感染症に移

行しましたが、今なお高齢者施設等におきまし

て、職員や関係者の皆様が強い使命感と高い志

を持って、感染対策をはじめ、介護を必要とす

る高齢者の命と生活を守るため尽力しておられ

ることに、改めて深く敬意を表し、感謝を申し

上げます。

県としましても、入所者や御家族に寄り添

い、誇りを持って職務に励んでおられる施設職

員や関係者の皆様をしっかりと支えていけるよ

う、引き続き、高齢者施設における感染対策へ

の支援に取り組んでまいります。

知事もしっかりと認識、理解○今村光雄議員

してくださっていること、そして今後も高齢者

施設等における支援に取り組んでいただけるこ

とを心強く感じているところでございます。大

変ありがとうございます。

高齢者施設等に関しては、引き続き感染症対

策に取り組んでいかなければなりませんが、５

類に移行したことで何が変わったのか、国と県

の状況はどうなっているのでしょうか。

新型コロナの５類移行後における高齢者施設

への対応について、福祉保健部次長にお伺いい

たします。

新型コロナ○福祉保健部次長（津田君彦君）

の５類感染症への位置づけ変更に伴い、限られ

た医療機関による特別な対応から、幅広い医療

機関による通常の対応へと移行するなど、様々

な制度や仕組みが大きく変わってきておりま

す。

このような中、国は、重症化リスクの高い高

齢者が多く生活している高齢者施設への対応に

ついては、医療提供体制をはじめとする各種施

策を当面の間、継続する方針を示しておりま

す。

これを受け、本県は、施設職員を対象とした

検査のためのキットの配付のほか、陽性者発生

後のサービス継続に係るかかり増し経費への支

援、高齢者施設への往診を行う医療機関への補

助を継続することとしており、重症化リスクの

高い高齢者を守るため、引き続き高齢者施設へ

の対策に取り組んでまいります。

５類に移行し、県内の感染状○今村光雄議員

況による警報等の発令はなくなりましたが、高

齢者施設等への感染を最小限に抑えるために

も、職員を対象とした検査キット配付、かかり

増し経費の支援、高齢者施設へ往診を行う医療

機関への補助などは、今後も継続をぜひお願い

いたします。

次に、かかり増し経費について質問いたしま

す。

これまでも本県では、新型コロナ対応の費用

に対して、かかり増し経費による支援を行って

おります。このかかり増し経費は本来、新型コ

ロナがなければ発生しない費用に対して助成す

るものであります。

感染対策に取り組まなければならない以上、

５類移行後も必要な助成であり、引き続き助成

することになっておりますが、５類移行後にお
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いて、新型コロナ感染者が発生した高齢者施設

に対するかかり増し経費支援の内容を福祉保健

部次長にお伺いいたします。

新型コロナ○福祉保健部次長（津田君彦君）

ウイルス感染症の陽性者が発生した高齢者施設

に対しましては、これまで職員の感染等に伴う

介護人材の確保のための人件費や、感染対策の

ための衛生用品の購入費用のほか、病床逼迫等

により、やむを得ず施設内療養を行った場合な

どに生じるかかり増し経費に対する補助を行っ

てきたところであります。

重症化リスクの高い高齢者が多く生活する高

齢者施設におきましては、５類移行後において

もこれまでと同様の負担が生じますことから、

当面、陽性者が発生した場合のかかり増し経費

の支援を継続することとしております。

コロナ禍の初期の頃の話にな○今村光雄議員

りますが、マスクが不足していたときは、高額

であっても大量に購入する必要がありました。

また、消毒液やプラスチック手袋なども品不足

となり、高額購入をしておりました。

かかり増し経費の助成は、高齢者施設等に

とっては大変助かっている現状にありますの

で、多くの事業所に行き渡るよう、今後もよろ

しくお願いいたします。

次に、かかり増し経費の上限額について質問

いたします。

高齢者施設等においては、感染者数の多さや

長期間にわたっての感染確認もあるため、かか

り増し経費の上限額を上回る場合があります。

かかり増し経費が補助上限額を上回った場

合、補助額の引上げができないのか、福祉保健

部次長にお伺いいたします。

かかり増し○福祉保健部次長（津田君彦君）

経費に対する補助につきましては、特別養護老

人ホーム、訪問介護、デイサービスなどの介護

サービスごとに国が補助上限額を設定している

ところであります。

原則として、補助上限額の範囲内で補助を

行っておりますが、集団感染の発生等により、

かかり増し経費の申請額が上限額を超える場合

につきましては、県が国に個別協議を行い、承

認された場合は、上限額を超える額についても

補助を行っているところであります。

クラスター発生時に限らず、○今村光雄議員

感染者が１人であっても感染力が強いため、広

がらせないためのゾーニング等の対応が必要と

なり、感染対策の経費は必要となります。物価

高や水道光熱費も高騰しており、経費を圧迫し

ている状況は、高齢者施設等も同じでありま

す。

今後も、上限額を超えた場合においても承認

をいただくことができるよう、国との協議をよ

ろしくお願いいたします。

続きまして、介護業界における人材不足につ

いて質問いたします。

介護人材の不足に対して、処遇改善をはじめ

とし、ＩＣＴや介護ロボットによる支援など

様々な施策を取っておりますが、少子化の流れ

もあり、いまだ厳しい現状にあります。

介護人材の確保は重要な課題であると認識し

ていますが、県の取組について、福祉保健部次

長にお伺いいたします。

今後、介護○福祉保健部次長（津田君彦君）

サービス需要のさらなる増加が見込まれる中

で、介護サービスの基盤となる介護人材を確保

することは、重要課題の一つであると考えてお

ります。

このため県では、「新規就労の促進」「労働

環境・処遇の改善」「資質の向上」の３つの視
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点から、様々な対策を講じているところであり

ます。

具体的には、「新規就労の促進」として、テ

レビやＳＮＳなどを活用した介護の魅力発信

や、離職した介護福祉士の再就業を目的とした

研修の実施など、「労働環境・処遇の改善」と

して、職員の負担軽減や業務効率化を図るた

め、ＩＣＴや介護ロボットの導入支援など、

「資質の向上」として、介護技術や医療的ケア

に関する研修の実施などに取り組んでおりま

す。

処遇改善に関しては、昨年よ○今村光雄議員

り介護職員等ベースアップ等支援加算が新設さ

れておりますが、県内においては、７割を超え

る事業所が取得していると伺いました。

介護に携わる業種は、介護職だけでなく様々

な業種で成り立っており、この加算はそれらの

業種も対象となってきますので、ぜひ各事業所

への取得の促進もお願いいたします。

また、離職した介護福祉士、いわゆる潜在介

護福祉士に関してですが、令和２年度の社会福

祉振興・試験センターの就労状況調査による

と、介護福祉士の約２割が潜在介護福祉士との

結果が出ております。介護福祉士の８割が女性

との調査結果もあるため、出産や子育てが原因

で離職している可能性もあります。

潜在介護福祉士に対しての再就業のための研

修は、そのような有資格者に対しても有用であ

りますので、広く周知していただき、推進をよ

ろしくお願いいたします。

最後の質問になりますが、これからを担う介

護人材の育成も大切です。介護職の魅力は、一

生懸命やった分、相手に感謝されることが挙げ

られます。高校生等がボランティアに来て、直

接高齢者の方と接する機会があり、双方ともに

大変に喜ばれる場面を見ております。また、会

話や触れ合いの中で、介護する側が元気をもら

うことも魅力の一つだと思います。

そのような取組の中で、若い世代が介護に対

して興味・関心を持ってもらうことが、後継の

人材につながっていくと思います。

将来の介護人材の確保に向けた若年層に対す

るＰＲについて、県の取組を福祉保健部次長に

お伺いいたします。

若い世代に○福祉保健部次長（津田君彦君）

介護分野を就職先として選択していただくため

には、介護の仕事について、小中学生など早い

段階から興味・関心を持ってもらうことが重要

であると考えております。

このため県では、これまでパンフレットや動

画を作成し、県内の中学生などに介護の魅力を

伝えるとともに、福祉系高校と連携して、高校

生が中学生に対して、介護ロボット体験などを

通じて介護の魅力を発信する交流事業を実施し

ております。

今年度は、交流事業の対象を小学生まで拡大

することとしており、介護の仕事を将来の職業

の一つとして捉えていただけるよう、引き続

き、若い世代に対して、介護の魅力発信や理解

促進に取り組んでまいります。

高齢者の皆様のおかげで今の○今村光雄議員

自分がある、そして介護の仕事は誰にでもでき

る仕事ではないという意識の醸成は、自分の仕

事に対する誇りにつながると思います。そのよ

うな面も含め、魅力ある介護のＰＲをよろしく

お願いいたします。

人材不足の課題は、介護業界だけではなく、

どの業界におきましても喫緊の課題でありま

す。その中でも、高齢者福祉をはじめ、保育園

や障がい者施設などの福祉施設においては、社
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会的援助が必要なため、人材の確保や定着によ

り一層の力を入れていかなければならないと考

えます。

そして、今現在におきましても、入居者の方

も御家族も、そして職員も、本来あるべき業務

の姿ではないため、苦労を強いられていること

を再度御理解いただき、私の質問を終わらせて

いただきます。

以上になります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、松本哲也議員。

〔登壇〕（拍手） 皆様、こん○松本哲也議員

にちは。私は今回、４月の選挙におきまして、

県民の皆様の負託を受け、延岡市選挙区におき

まして初当選させていただきました、県民連合

立憲、立憲民主党の松本哲也でございます。

今定例会最後の登壇となりました。延岡市議

会では静かに登壇しておりましたので、県議会

での拍手を受けての登壇に実は違和感がありま

したが、こうやって皆様方から拍手をいただい

て登壇すると、これもいいなと思いながら、そ

の皆さん方からいただくエールを受けて、これ

からしっかりと質問させていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、延岡市北川町在住の県議会議員を56年

ぶりに県議会へという熱い思いを受けまして、

県政に、長年にわたる地域の皆さん方の思い、

声を届けたいと挑戦させていただきました。そ

して今、ここに立たせていただいております。

この延岡市は、平成18年２月の旧北方町、そ

して旧北浦町、平成19年３月の旧北川町の市町

合併後の県議会議員選挙の際、旧東臼杵郡選挙

区の県議会議員として長年御尽力されました松

井繁夫先生の御勇退以後、県北で三北と言われ

るこの地域で県議会議員が不在、そして新たな

延岡市選挙区で16年間不在ということになりま

した。

今年2023年は、置県140年に当たります。その

少し前の明治14年３月から、16年に宮崎県が再

配置される直前の４月まで、鹿児島県会議員と

して長友小三氏が在籍されています。

長友氏はその後、町村制が施行された明治22

年６月に、北川村の初代村長として就任され

て、１期４年間を務められた方であります。

長友氏が宮崎県の分県再置にどのような役割

を果たされたか詳細は不明なんですけれども、

川越進翁とともに分県運動に参画され、現在の

宮崎県誕生に御尽力されたであろうと信じてお

ります。

私自身、旧北川町、合併後の延岡市職員、そ

して２期８年を市議会議員として、歴史や伝統

文化をはじめ地域の課題など、様々な意見やお

話をお聞きし、活動してまいりました。大切な

お一人お一人の思い、その声を、これから与え

ていただきました４年間、この議場で届けさせ

ていただきたいと思います。

そのことにより、県民の皆様が安心して宮崎

県に住める、宮崎県に住んでよかったと実感し

ていただけるように取り組み、次世代にすばら

しい宮崎県を渡すために邁進してまいります。

ぜひ知事をはじめ県当局の皆様には、県民の

皆様が将来に向けて希望の持てる御答弁をお願
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いいたします。

それでは、通告順に従いまして一般質問を行

います。

初めに、平成の合併についてのお尋ねをいた

します。

冒頭に触れましたが、延岡市は、１市３町の

市町合併を経て今日に至っております。本県

は、市町村合併を経て、９市35町村から９市17

町村の26市町村となり、現在に至っておりま

す。全国においては、自治体数が半減しており

ます。

河野知事は、2005年、平成17年４月に総務部

長、その後、副知事に就任、平成23年１月から

現職の知事として４期目を迎えられました。

知事が本県において活躍されているこの間、

本県ではまさに平成の市町村合併が進み、現在

の宮崎県となっております。

知事は、さきの選挙に加え、これまで県内各

地において、その現状に触れ、多くの県民の皆

様の声をお聞きし、感じてこられたことが多く

あるものと推察いたします。

そこでお伺いいたします。これまでの県内に

おける平成の市町村合併について、知事として

どのように評価されているのかお伺いいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わり、以後は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

市町村合併は、それぞれの時代状況を背景と

して、様々な状況を背景として行われてきたも

のでありますが、平成の市町村合併は、人口減

少や少子高齢化等を背景に、充実した行政サー

ビスを安定的に継続できる体制の強化を図るた

めに、それぞれの地域で進められてきたもので

あります。

合併した団体では、行財政基盤の強化によ

り、効率的で効果的な取組が行われ、道路や下

水道などの社会資本の整備が進み、危機管理や

地域医療対策をはじめ、地域課題に対応するた

めの専門組織が設置されるなど、住民の福祉に

資する成果がもたらされたものと認識しており

ます。

一方で、住民の声として、「職員と地域住民

とのつながりが弱くなった」とか「周辺部の活

力が失われた」、そのような様々な御意見、御

指摘も伺っているところであります。

各市町村においては、こうした住民の声を受

け止め、地域が一体となって将来像や今後の在

り方を展望しつつ、行政運営を行う姿勢、その

取組が求められているものと考えております。

以上であります。〔降壇〕

当時を振り返りますと、西尾○松本哲也議員

私案が出され、合併を選択するのか自立を選択

するのか、各自治体においても議論がなされた

と認識をしております。私は、今後も基礎自治

体をしっかりと支援していただきたいと、その

ことを強く願っております。

特に、過疎地域や合併した、いわゆるみなし

過疎地域などへの財政支援などについては、こ

れまで以上の財政支援を構築していただくな

ど、周辺部の振興はこれまで以上に強力に図っ

ていただくことを求めたいと思います。

しかし、近年は、頻発・激甚化する自然災害

などの発生において、近隣の市町村との応援協

定を交わし、対策を講じている自治体も多く存

在しており、そのことが大切な取組であること

は私自身も理解はしております。

そこで、次に、広域化・圏域化についてお尋

ねいたします。
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人口減少の深刻化、高齢者人口がピークを迎

える2040年頃を見据え、隣接する自治体が連携

する「圏域化」の構想が浮上し、数年がたちま

した。

市町村合併の検証・総括もない中に、さらな

る合併とは言い難いので、広域的な連携を進め

る圏域化なのではないかと私は感じています。

県内においても、消防通信指令の広域化の協

議や、水道広域化推進プランの策定といった具

体的な計画、検討が行われているようです。

そこで知事にお伺いいたします。このような

広域化・圏域化の動きについて、県としての取

組はどのようになっているのかお尋ねいたしま

す。

市町村は様々な行財政○知事（河野俊嗣君）

課題に直面し、厳しさが増す中で、国の第32次

地方制度調査会の答申では、地方公共団体がイ

ンフラの老朽化や人材不足に直面しながら行政

サービスを維持するため、地域の実情に応じた

広域連携が有効と示されているところでありま

す。

県としましても、限られた予算や人員の中

で、県民の様々なニーズに対応していくため、

県や市町村があらゆる分野で広域的に連携する

ことや、市町村同士が自主的に連携協約等を結

び、協働して取り組んでいくことが重要である

と考えております。

このため、市町村広域連携推進セミナーの開

催によります意識の醸成や、水道や医療など将

来にわたり安定的かつ効果的に提供していく必

要がある事業における共同処理の支援など、市

町村間の連携強化を支える取組を進めておりま

す。

引き続き、地域住民が必要とするサービスが

将来にわたって提供できるよう、市町村の声を

十分に伺いながら、行財政運営の支援をしてま

いります。

それでは、具体的に県水道広○松本哲也議員

域化推進プランについてお尋ねいたします。

人口減少の影響や節水型家電製品の普及に加

え、水道管の老朽化など、自治体における水道

事業の経営は年々厳しくなっていることが予想

されます。

しかし、水道事業をはじめ、地方公営企業は

独立採算制が基本でありますので、今回県が策

定したプランは市町村にどのような影響を与え

るのか、また今後、下水道事業や病院事業はど

のようになるのか、私にとっては、自治体との

協議・検討の内容など、非常に関心の高いもの

があります。

そこでお伺いいたします。今回策定しました

宮崎県水道広域化推進プランの内容と県の役割

について、福祉保健部次長にお伺いいたしま

す。

市町村等が○福祉保健部次長（津田君彦君）

担う水道事業の経営環境は、人口減少に伴う収

益性低下や、施設老朽化等の更新需要の増大に

伴い、厳しさを増す状況にあります。

宮崎県水道広域化推進プランは、これらの状

況に対応するため、中長期的な視点から、経営

基盤の強化を目的として、県が今年３月に策定

したものです。

プランの中で、県は、広域的な視点から、市

町村の区域を超えて事務の広域処理を行う場合

の効果をシミュレーションし、その上で、保守

点検業務など効果が高い取組を提案しておりま

す。

市町村等は、このプランを参考に、経営基盤

強化に向けて主体的に検討を行うこととなって

おります。
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県といたしましては、今後、水道事業の持続

的運営が図られるよう、定期的な会議の開催や

広域連携事例の情報提供など、市町村の意向も

十分踏まえた上で必要な支援を行ってまいりま

す。

どうぞよろしくお願いいたし○松本哲也議員

ます。

次に、地方分権についてお尋ねいたします。

地方分権一括法の施行により、国と地方の関

係は対等・協力となり、国は、地方の自主性を

高めるために制度改正を行うなど、様々な推進

に取り組んできました。

しかし、現状は、各種交付金などにおいて、

その使途をはじめ、主導権を握っていると思っ

ております。地方交付税においては、トップラ

ンナー方式を用いる点や「地方交付税措置をし

ていく」と、このようなことで、その関与は顕

著であると言えます。

私は、どちらかといえば、逆に中央集権が進

んだのではないかとさえ感じています。まして

や道州制の議論はどこに行ったのか、30年もた

ちますと、国と地方の関係も見直しがされるの

ではないかと危惧します。

しかし、今年は置県140年。10年後、50年後の

宮崎県を描き、夢を語らなければならないと思

います。そのことで次の世代に宮崎県を引き継

がなければならないと感じているからです。

そこでお伺いいたします。これまで進めてこ

られた地方分権改革の推進について、知事の所

感をお伺いいたします。

地方分権改革は、地方○知事（河野俊嗣君）

が自らの創意工夫により問題を解決し、より魅

力ある地域づくりを行うための基盤となるもの

であります。

これまで、国から地方への税源移譲や義務づ

け・枠づけの見直し等によりまして、地方分権

の取組は一歩一歩着実に進展してまいりまし

た。

しかしながら、こうした見直しが進められて

いるものの、地方が主体的に行うべき計画策定

を補助金交付の要件とする実質的な義務化や、

制度運用に当たっての「従うべき基準」など、

依然として地方に対する国の過剰な関与が課題

となっております。

人口減少が本格化する中、我が国の持続的な

発展のためには、これまで積み上げてきた地方

分権の取組、その歩みというものをさらに進め

ることが重要であると考えております。

県としましては、国と地方の役割の見直しや

明確化を図り、地方の実情に合った地域づくり

を実施できるよう、「国と地方の協議の場」の

充実や計画策定等の見直し、立法プロセスへの

参画など、全国知事会とも連携して、引き続き

地方分権改革の推進に取り組んでまいります。

ぜひ河野知事におかれまして○松本哲也議員

は、全国知事会において、そのリーダーとなっ

て、御発言でも引っ張って推進していただきた

いとお願いしたいと思います。

それでは次に、今議会におきまして、これま

で多くの議員の皆様が様々な角度からお尋ねに

なられましたＧ７宮崎農業大臣会合です。

この会合が開催されたことで、このことを今

後どのように県政に取り入れていくのか、どの

ように県民に還元されていくのかが重要である

と感じています。

そこでお伺いいたします。Ｇ７宮崎農業大臣

会合が開催された経験を踏まえて、本県の強み

を生かした県政運営をどのように図っていくの

か、知事にお伺いいたします。

今回の会合は、このＧ○知事（河野俊嗣君）
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７クラスでは、23年ぶりに開催された会合とな

りました。

本県の強みである食や農業、優れたＭＩＣＥ

環境などの魅力を最大限世界に向けて発信する

機会となり、各国大臣や関係者からも、本県の

食材やおもてなしに対する高い評価の声をいた

だいたところであります。

また、会合の共同声明文書では、循環型農業

の推進にも言及されたところでありまして、持

続可能な農業を目指す本県にとりまして、心強

い後押しをいただいたものと考えております。

加えて、県内高校生によります各国大臣への

提言や学生ボランティアの活躍など、グローバ

ルな視点を持った人材育成の場にもなったもの

と考えております。これらの成果は貴重な財産

であると考えております。

置県140年であります今年は、このＧ７の会合

に加えまして、ＷＢＣやラグビー日本代表の合

宿、県人会世界大会など、本県が世界とつなが

る機会の多い、そのような年であります。

引き続き、本県の強みや財産をさらに磨き上

げ、世界に発信しますとともに、世界に通用す

るグローバル人材の育成や、新たな価値の創造

に努め、未来へつないでいくことを強く意識し

ながら、今後の県政運営に当たってまいりま

す。

ぜひともよろしくお願いした○松本哲也議員

いと思います。

それでは、先ほど知事の答弁にもありました

が、宮崎県人会世界大会についてお尋ねいたし

ます。

先ほどから今年が置県140年であることに触れ

ていますが、非常によい事業であると私は感じ

ています。

私の住む延岡市北川町から、それも私の近所

から、昭和44年にブラジルに移住された方がい

らっしゃいまして、北川村報に近況を知らせる

手紙が数回掲載されておりました。

ブラジル到着後に、長い船旅であったこと

や、ブラジルの気候や果樹中心の営農で桃が主

力であること、リンゴの試験栽培が成功したこ

となどが書かれてありました。

昭和59年、当時の北川町長がブラジル訪問の

際に、ブラジル移住の方々が切望されていた、

盆踊りなどで使う太鼓をお土産に持っていかれ

たということが書いてありました。それまでは

ドラム缶を代用されていたということでした。

県内の各自治体においても様々な交流などが

行われてきたのではないでしょうか。これは国

内においても同様です。

今回、この事業により、多くの本県出身者、

ゆかりのある方が帰省され、交流することで、

本大会の成功を願うところです。

しかし、開催まで半年となった今、県内の市

町村における独自の取組なども関心がありま

す。このような機会に、ふるさとの自治体にお

ける交流などを促し、盛り上げるべきと思いま

す。

そこでお伺いいたします。今回の宮崎県人会

世界大会の開催における市町村と連携した取組

はどのようになっているのでしょうか。その取

組について、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

宮崎県○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

人会世界大会は、国内外の県人会の方々が一堂

に会し、ふるさと宮崎を中心としたネットワー

クの構築を目的としており、議員御指摘のよう

に、それぞれの出身地やゆかりのある地域をよ

り身近に感じていただくことが大変重要と考え

ております。
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このため大会では、記念式典や歓迎レセプ

ションに加え、市町村ごとにブースを設け、特

産品のＰＲ等を行うとともに、県内各地を訪問

するツアーを予定しており、各市町村と意見交

換等を行いながら準備を進めているところであ

ります。

県といたしましては、引き続き市町村と緊密

に連携し、参加される県人会の方々に大会テー

マの「つながろうひなたで、つなげよう世界

へ」を実感していただける大会になりますよ

う、しっかりと取り組んでまいります。

ぜひよろしくお願いいたしま○松本哲也議員

す。私も楽しみにしております。

次に移ります。選挙についてお伺いいたしま

す。

今回の統一地方選挙は、全国的に投票率が過

去最低を更新しております。あまりよい更新で

はないことは、私が申すまでもありません。

あまりにも低い投票率となってしまいます

と、県民の負託を受けたと言いつつも、その選

挙そのものがどうなのかと、その正当性を考え

てしまいます。とはいえ、我が国のように自由

な選挙ができることをありがたく思っていま

す。

また、最近の選挙では、期日前投票は定着し

てきたようですし、ショッピングモールなどで

投票ができるなど様々な工夫が行われ、投票率

の向上に努めていただいております。

しかし、投票所までの距離が遠く、自動車運

転免許の返納や公共交通の利便性など、現実的

に、投票に行きたい、行かなければいけないと

思っても、その移動手段に苦慮されている方も

多くなっているようです。

そこでお伺いいたします。今回の県議会議員

選挙における投票率について、選挙管理委員長

の所感をお伺いいたします。

今回の県議○選挙管理委員長（茂 雄二君）

会議員選挙の投票率は40.75％と、前回の39.76

％を0.99ポイント上回りました。

最近の国政選挙や県知事選挙の投票率が回復

傾向であった中、その勢いに乗れるよう選挙啓

発に努めてまいりましたが、結果として約６割

の選挙人が棄権しましたことは、厳しい結果で

あると受け止めております。

県選管といたしましては、引き続き県議会の

出前授業の取組などとも連携しながら、多くの

選挙人が県政や県議会の活動に関心を持ち、投

票参加されるよう、主に若者世代を対象とした

啓発活動や、教育委員会と連携した主権者教育

に取り組んでまいります。

今回の県議会議員選挙で○松本哲也議員

は0.99ポイント上回ったということでございま

すが、委員長が答弁されたように、関心を持っ

ていただくため、今後は私たち議員も、県議会

を身近に感じていただけるように、検討や取組

を進める必要性を感じています。

有権者からは、移動投票所を望む声や、投票

記載台に掲示された候補者の氏名がポスター掲

示の順番と違っていることから、「写真と名前

があるといい」であるとか、「紙の選挙公報で

なく、ＳＮＳで候補者の統一された情報提供が

あれば」と、具体的な提案もお聞きいたしまし

た。

これは、近年の選挙カーによる運動で、病院

などの施設や学校はもちろん、住宅街などでの

配慮や時間帯など、これまでの選挙活動を工夫

しなければいけない提案であったと感じており

ます。

そこで、午前中の今村議員の質問と重なる部

分もあるかと思いますが、重要なことと考えま
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して、私の考えた予定どおりの質問をさせてい

ただきたいと思いますけれども、このような声

があるわけです。

この声を踏まえていただき、投票率向上に向

けてどのように取り組むのか。冒頭に少し触れ

ましたけれども、高齢者の方など移動手段がな

い方々への移動支援なども必要と考えます。あ

わせて、インターネットによる候補者の情報提

供などにつきまして、選挙管理委員長にお伺い

いたします。

投票所等へ○選挙管理委員長（茂 雄二君）

の移動支援や、都城市で取り組まれている山間

部での移動式期日前投票所の設置につきまして

は、今後も高齢化が進む中で、投票機会の確保

のため、大変重要な取組であります。

このため県では、国政選挙や県の選挙におけ

る必要経費を負担しますとともに、市町村向け

の説明会や研修等におきまして、先進事例を紹

介しながら導入に向けた検討を促しておりま

す。

また、選挙人が携帯端末等で気軽に候補者の

情報を得られることも、投票率の向上のために

は重要であります。

このため、出前授業等におきまして、選挙の

情報入手手段として、ＳＮＳなどインターネッ

トを利用した候補者の選挙運動を紹介しており

ますほか、選挙公報につきましても、県のホー

ムページに掲載し、周知に努めているところで

あります。

ぜひお願いいたします。○松本哲也議員

では、選挙についてもう一点、ＬＧＢＴＱ、

性的少数者の方に対する配慮です。

女性であることを自認する男性の方が、御自

身の思うとおりの服装をされて投票に行かれた

ところ、戸籍は男であることから、投票用紙を

渡す担当者の方から、「御本人ですか」と戸惑

いながらも確認を受けたそうです。「もう投票

に行きたくなる気持ちにはなりません」とおっ

しゃっていました。このことは病院などでも確

認されるために、度々苦痛を感じているとのこ

とでした。

何か工夫が必要ではないかと思います。尋ね

た担当者の方も、ミスは許されないと思い、善

意で一生懸命に聞かれたと思いますが、今後も

このような事象は起こり得ると予想されます。

投票所におけるＬＧＢＴＱなど性的少数者に

対する配慮という点につきまして、選挙管理委

員長にお伺いいたします。

投票所で投○選挙管理委員長（茂 雄二君）

票する際には、まず受付におきまして、選挙人

名簿に登録されているかどうか確認を行いま

す。選挙人名簿には、選挙人の住所、性別、生

年月日を記載しなければならず、受付では、こ

れらの項目に対して本人確認を行うこととなり

ます。

また、投票者数につきましては、男女別で把

握し、報告するよう総務省から求められており

まして、投票用紙の交付の際に、係員が性別の

記録を行っております。

これらの事務におきまして、従事者が性別確

認を行うこととなりますが、その際、選挙人に

性別をただしたり、ほかの従事者への引継ぎの

際に、周囲に聞こえる声で話したりすることの

ないよう、市町村説明会の場で注意を促してお

ります。

引き続き、誰もが気持ちよく投票できる環境

づくりに努めてまいります。

これを本当に分ける必要があ○松本哲也議員

るのかなというところは、まだ疑問があります

けれども、ぜひとも委員長がおっしゃったよう
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に、その環境づくりのために、当事者団体の

方々との協議・検討、そういったものをしてい

ただくことを私のほうからはお願いしたいと思

います。

それでは、次に移らせていただきます。マダ

ニ対策についてお尋ねいたします。

マダニを媒介とした感染症、重症熱性血小板

減少症候群（ＳＦＴＳ）については、過去に県

議会において質問されていることは認識いたし

ております。県内市町村におきましても、警戒

を促す広報などにより、注意喚起を行っていた

だいております。

私の知人から「マダニにかまれて、知り合い

が亡くなった」、また別の方からは「奇跡的に

回復したが、家族は覚悟するように伝えられて

いた」、ほかにも「病院に診察に行ったとこ

ろ、熱が出なくて入院はしなかったが、熱が出

た場合は即入院と言われて予約をしていた。し

かし、その間に１か月近く痛みや倦怠感があっ

た」など、聞けば聞くほど早急な感染予防対策

の必要性を感じたところです。

そのような中、ＳＦＴＳに関して研究が進ん

でいることをお聞きし、大きな期待を持ったと

ころです。

そこでお尋ねいたします。ＳＦＴＳ（重症熱

性血小板減少症候群）に関する県内の研究体制

等感染予防に係る県の取組について、福祉保健

部次長にお伺いいたします。

本県におけ○福祉保健部次長（津田君彦君）

るＳＦＴＳの発生状況は、統計を取り始めた平

成25年から累計で103件であり、全国１位となっ

ております。

ＳＦＴＳに関しては、宮崎大学において医学

と獣医学が連携して、早期診断や予後改善に向

けての研究に取り組んでおり、県の衛生環境研

究所も検査の技術的中核機関として参画してお

ります。

治療法が確立されていないＳＦＴＳ対策で

は、マダニにかまれないことが最も重要となり

ます。

このため、県としましては、マダニの活動が

活発になる春から秋の時期に合わせて、県ホー

ムページ等を通じて広く注意喚起を行ってお

り、引き続き、市町村、医療機関とも連携して

周知・啓発を行ってまいります。

ぜひ県としても、この対策に○松本哲也議員

御尽力いただきたいと思います。

次に移ります。防災・減災についてお尋ねい

たします。

昨年の台風第14号被害については、その復旧

に御尽力いただいておりますことに感謝を申し

上げます。今後もさらなる早期の復旧に努めて

いただきますようお願いいたします。

一たび台風や大雨が発生いたしますと、河川

全域に多くの流木などをはじめとした災害ゴミ

が漂着しています。

特に下流域や海岸は漂着物が滞留することも

あるのでしょうか、毎回、相当量の流木などの

漂着物を目の当たりにいたします。片づけが終

わらないうちに次の台風が発生することも度々

起こり、漁業関係者を悩ませ、地域住民の方は

いつまでも心が晴れない日々を送られていま

す。

さらに、これからは海水浴シーズンを控え、

水質が幾らよくても、観光客からしますと、楽

しみも半減するのではないでしょうか。

そこでまず、延岡地区の河川や海岸における

流木などの漂着物への対応について、県土整備

部長にお伺いいたします。

昨年の台風○県土整備部長（原口耕治君）
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第14号により、県内各地の河川や海岸におい

て、林地残材を含む多くの流木等が漂着してお

り、延岡地区におきましても、祝子川や方財海

岸、延岡港東海海岸などで確認されておりま

す。

このため、河川においては、流木が点在して

漂着していることから、樋門やポンプ場などで

河川管理に支障が生じている箇所を優先し、順

次撤去を進めております。

また、海岸においては、約１万立方メートル

に及ぶ流木等が漂着したことから、資源の有効

利用と処分費の縮減を図るため、公募により流

木を無償提供する取組を行っており、バイオマ

ス発電等にも利用されております。

今後とも、国、県、市町で構成される流木等

処理に係る会議などを通じて関係機関と連携

し、河川、海岸の適切な管理に努めてまいりま

す。

それでは、今答弁にもありま○松本哲也議員

したが、山林伐採後の跡地に残された林地残

材、このようなものが影響しているのかと感じ

ておる方もいます。伐採後の再造林に向けての

地ごしらえなど、必要な対応は取るとしまして

も、適切な流出防止対策が必要であると考えま

す。

そこで、林地残材の流出防止対策については

どのように取り組んでおられるのでしょうか、

環境森林部長にお伺いいたします。

県では、適正○環境森林部長（殿所大明君）

な伐採を推進し、林地残材等の流出を防止する

ため、林地残材の置き場所の選定や適切な置き

方、壊れにくい作業道を造る方法など、伐採事

業者が遵守すべき事項をまとめたガイドライン

を作成し、市町村を通じた周知や伐採パトロー

ルなどでの指導を行っております。

また、林地残材は再造林の支障になるととも

に、災害時に河川等へ流出するおそれがあるた

め、木質バイオマス資源として有効活用する事

業にも取り組んでおります。

さらに、渓流内に堆積した流木の撤去等を行

う事業も実施しており、今後とも引き続き、林

地残材の流出防止対策にしっかりと取り組んで

まいります。

どうぞよろしくお願いいたし○松本哲也議員

ます。

次に、私が地域住民として、また市議会議員

として取り組んできました、一級河川、北川の

管理についてお伺いいたします。

このことになりますと、流域治水対策の一言

では済まされない数々の改善や要望などがあり

ます。

今回は、大分県企業局が管理しています大分

県佐伯市宇目町に所在する北川ダムについてで

す。

北川ダムは、昭和37年８月に洪水調整と発電

を目的に建設されました。国土交通省が進める

流域治水プロジェクトでは、気候変動の影響に

よる水害の激甚化・頻発化などを踏まえ、堤防

やダムの建設などの対策を加速させ、流域の関

係者が水害対策を行うという考えです。私の住

む北川流域の地域住民を悩ます霞堤の保全など

があります。

この課題が悩ましいのは、北川の源流は大分

県となり、北川ダムが存在しています。県境を

挟み、下流域の河川管理者は宮崎県となります

ので、様々な点において、宮崎、大分両県での

協議・検討が必要であるということです。

今後の気候変動による異常気象が想像に難く

ない現状からしますと、これまでの基準による

防災対策は見直しも必要になると考えていま
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す。

そこでお伺いいたします。北川ダムの管理に

ついて、大分県とどのように連携をされている

のでしょうか、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

北川につきま○県土整備部長（原口耕治君）

しては、平成９年の台風第19号により、延岡市

において甚大な被害を受けたことから、河川や

ダムに関する諸問題を検討することを目的とし

て、国、大分県、宮崎県、延岡市、地域の代表

者及び学識経験者で構成する「北川流域防災会

議」が設けられております。

この会議での意見や要望を踏まえ、大分県で

は、北川ダムの事前放流にいち早く取り組み、

本県では、河川監視カメラや水位計の設置によ

る洪水情報の充実に取り組むなどの洪水対策を

推進してきたところであります。

今後とも、北川ダムの管理を含む地域の課題

に対しまして、住民の皆様の御意見を伺いなが

ら、引き続き大分県とも連携し、官民一体と

なって取り組んでまいります。

防災・減災の最後の質問、延○松本哲也議員

岡市の長浜・方財海岸の浸食問題です。

先日、現地を調査いたしました。その後に

は、国会において質問もされているようです。

私は、方財海岸においての袋詰め玉石の効果

や、延岡新港においては防波堤延長の今後の進

捗効果など、私以外の地域住民の方々の関心も

高いことから、県としてできること、取り組ん

でいることをしっかり検証していかなければな

らないと考えています。

そこで、長浜・方財海岸の保全における取組

状況につきまして、県土整備部長にお伺いいた

します。

長浜・方財海○県土整備部長（原口耕治君）

岸につきましては、これまで五ヶ瀬川河口の導

流堤において、袋詰め玉石によるかさ上げを実

施しており、施工箇所周辺に砂の堆積が確認さ

れることから、一定の効果があると考えており

ます。

また、延岡新港のしゅんせつ土砂を用いた大

瀬川河口周辺の養浜を引き続き行いながら、今

年度は新たに国が掘削する五ヶ瀬川の堆積土砂

を長浜海岸の浜崖の箇所に活用してまいりま

す。

さらに、海岸から延岡新港へ流れ込む砂を抑

制するため、今年度も引き続き、防砂堤工事を

進めることとしております。

今後とも、海岸一帯の砂の移動に関する解析

を行うためモニタリングを継続し、地元の皆様

や専門家の意見を伺うとともに、関係機関と連

携しながら、砂浜の保全に取り組んでまいりま

す。

あの袋詰め玉石の下のシート○松本哲也議員

なども、効果が非常に高いのではないかと思い

ましたが、今後も、先ほどの流域治水や海岸浸

食などをはじめ、推移を見守りながら議論を重

ねさせていただきたいと思います。

次に移ります。所有者不明の土地についての

お尋ねであります。

東日本大震災の復興の妨げになった理由の一

つに、持ち主が誰なのか、どこに住んでいるの

か分からないといった、所有者不明の土地が

あったと言われています。このことは、何も被

災地に限ったことではなく、公共事業等におい

ても壁になっているのではないでしょうか。

公共事業を積極的に継続して実施するために

は、用地の取得が最重要であると認識していま

す。

そこでお伺いいたします。県が実施します公
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共事業におきまして、所有者不明の土地が存在

した場合、その取得手続はどのようになってい

るのでしょうか、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

道路や河川な○県土整備部長（原口耕治君）

どの公共事業におきましては、相続登記がなさ

れていないことなどにより、多くの時間と労力

を費やしても所有者の氏名や所在が分からない

土地、いわゆる所有者不明土地を取得しなけれ

ばならない場合があります。

県では、このような場合、裁判所が選任した

財産管理人から不在者の土地を取得する制度

や、市町村長の認可を受けた自治会などの地縁

団体から地域の共有地を取得する制度及び土地

収用制度などを活用して、用地取得に努めてお

ります。

また、所有者不明土地の利用を円滑化するた

め、国において新たな制度が整備されてきてお

りますので、このような制度も活用しながら、

引き続き公共事業用地の取得に努めてまいりま

す。

御苦労も多いかと思います○松本哲也議員

が、ぜひとも取得については御尽力賜りたいと

思います。

具体的に森林の境界明確化についてお尋ねし

たいと思います。

このたび、本県の木材産出額が初めて全国で

１位となりました。新型コロナウイルスの影響

による世界的な木材市況の混乱によって、杉材

の価格が大幅に値上がりしたことが原因とはい

え、喜ばしいことだと感じています。今後は再

造林が伐採とセットで推進されなければならな

いと私は考えています。

しかし、高齢化が進む中、森林所有者の方々

は山林の管理が年々大変になり、境界が不明確

な山林も増えているのではないでしょうか。そ

のことにより、誤伐や盗伐、これは絶対にあっ

てはならないと思います。

そこでお伺いいたします。市町村と森林組合

が実施しています森林の境界明確化対策を、県

として積極的に推進すべきだと考えます。市町

村間の情報交換など、県内全体で取り組む指導

が県としても必要ではないでしょうか。森林の

境界明確化について、県内の取組状況はどのよ

うになっているのでしょうか、環境森林部長に

お伺いいたします。

境界が不明な○環境森林部長（殿所大明君）

森林は、効率的かつ適正な森林施業の妨げに

なっており、相続の発生等に伴い、今後さらに

増える可能性があることから、早急に境界明確

化を進める必要があると認識しております。

このため県では、所有者の確認や現地立会

い、測量など、森林組合が行う境界明確化の取

組を支援しているところです。

また、一部の市町村では、森林環境譲与税を

活用し、航空レーザ計測で得られた詳細な地形

図等を基に現地立会いを不要とするなど、効率

的な境界明確化に取り組んでおり、こうした取

組を他の市町村に広げていくことも重要と考え

ています。

県としましては、引き続き市町村や森林組合

等と連携して、境界明確化の取組を推進してま

いります。

ぜひとも県の御指導をお願い○松本哲也議員

したいと思います。

次に移ります。ヤングケアラーについてお尋

ねいたします。

ヤングケアラーの支援につきましては、昨今

の国や地方自治体の取組などからしましても、

その必要性、重要性は誰もが認識されているこ
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とと思います。また、18歳から30代までの若者

ケアラーは、進学や就職においても思うように

ならず、大変苦慮されているようです。

日本ケアラー連盟によると、2020年３月、埼

玉県が日本で初めてとなるケアラーを支援する

埼玉県ケアラー支援条例を制定したとありま

す。日本には、介護をする側、ケアをする人の

生活や人生を支援する法律はないので、法制定

に先んじて条例を制定されたようです。その

後、全国の市町村においても、同様の条例が制

定されています。

そこでお伺いいたします。全国ではケアラー

支援条例でありますが、ヤングケアラー支援に

関する条例の必要性について、県はどのように

考えているのでしょうか、福祉保健部次長にお

伺いいたします。

ヤングケア○福祉保健部次長（津田君彦君）

ラー支援に関する条例につきましては、令和２

年３月に埼玉県が全国で初めて制定し、都道府

県では、現在、１道５県において制定されてお

ります。

ヤングケアラーの背景には、高齢者や障がい

者の介護のほか、貧困、ひとり親世帯、孤立化

など、多岐にわたる問題が絡んでいると言われ

ており、本県におきましては、今年度から、県

や市、教育委員会、介護支援専門員協会等の民

間団体などで構成する検討委員会において、支

援体制の在り方について検討を始めておりま

す。

国においても、法制化の必要性について議論

されていると聞いておりますので、その動きも

注視してまいりたいと考えております。

ぜひ県としても、積極的にま○松本哲也議員

た御検討いただきたいとお願いしたいと思いま

す。

そこで、昨年、県が実施しましたヤングケア

ラー実態調査についてお伺いしたいと思いま

す。

調査結果を分析した報告書が示され、本年の

２月定例会において質問もされているようです

が、実態を把握したわけですから、一刻も早い

支援が必要であると思い、お尋ねするもので

す。

ヤングケアラーのアンケート結果を受けて、

今後どのような支援を行う考えなのでしょう

か、福祉保健部次長にお伺いいたします。

昨年度実施○福祉保健部次長（津田君彦君）

したアンケート調査により、本県にもヤングケ

アラーと思われる子供が一定数確認され、その

実態もある程度把握したところです。

この問題につきましては、子供や家族、周囲

の大人がヤングケアラーについて理解すること

が重要でありますことから、県では、「子ども

・若者総合相談センターわかば」にコーディ

ネーターを配置し、本人からの相談に直接応じ

るとともに、研修や講演会等を開催し、社会的

認知度向上に向けた普及啓発に取り組んでおり

ます。

また、検討委員会を定期的に開催すること

で、関係者同士の連携を深め、ヤングケアラー

を早期に発見し、適切な支援機関につなげる体

制を構築してまいりたいと考えております。

御答弁にありましたけれど○松本哲也議員

も、本人からの相談、ここが一番難しいところ

ではないかと私は感じております。

ぜひとも丁寧に、また早急にこの問題に取り

組んでいただきたいということをお願いしてお

きたいと思います。

次に移ります。不登校対策についてお尋ねい

たします。
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今年３月、中央教育審議会は、今年度から５

か年間の教育振興基本計画を答申いたしまし

た。誰一人取り残されない学びの保障に向けた

不登校対策「ＣＯＣＯＬＯプラン」において

は、不登校により学びにアクセスできない子供

たちをゼロにすることを目指すとあります。

その中で私は、不登校特例校の設置促進、将

来的に300校設置を目指すことや、１人１台端末

の活用、チーム学校での支援などに特に目を引

かれました。

そこで、まずは不登校特例校についてお伺い

いたします。

現在、全国においては、21校が設置されてい

ると伺っております。この設置を将来的に300校

と目標設定しています。今議会に提案されてい

ます補正予算では、高等特別支援学校の県内設

置が４校とあります。では、この不登校特例校

は、今後どのようになるのだろうかと、いずれ

にいたしましても、誰一人取り残されないよう

に、早めの対策が必要であると考えます。

そこで教育長に、不登校特例校の設置に向け

た県内の状況につきましてお伺いいたします。

国は、昨年度末に○教育長（黒木淳一郎君）

不登校対策を取りまとめて「誰一人取り残され

ない学びの保障に向けた不登校対策」を通知

し、子供の実態に応じた教育課程を柔軟に編成

できる不登校特例校を対策の一つとして位置づ

けております。

県教育委員会といたしましては、不登校特例

校の設置につきまして、調査研究に取り組むと

ともに、現在、複数の市町村と意見交換を行っ

ているところであります。

今後も積極的に相談・支援を行うなど、不登

校特例校の設置に向けた取組を進めてまいりま

す。

現在、複数の市町村と意見交○松本哲也議員

換ということでございますので、ぜひこの特例

校につきましても、バランスの取れた取組とい

うことも、私が申すまでもないと思いますが、

念頭に置かれながら取組をされていくことをお

願いしておきたいと思います。

もう一点お尋ねいたします。ＣＯＣＯＬＯプ

ランには、「心の小さなＳＯＳを見逃さず、

「チーム学校」で支援する」とあります。特

に、不登校になる前の早期発見・支援や保護者

の支援について取り組むことになっています。

１人１台端末を活用した健康観察にも取り組

まれるようです。私としましては、不登校対策

として、学習におけるＩＣＴ活用が気になると

ころであります。

そこで、教育長にお尋ねいたします。不登校

対策として、ＩＣＴを活用した学習活動につい

てお伺いいたします。

本県の義務教育段○教育長（黒木淳一郎君）

階においては、不登校の児童生徒が自らのペー

スで、実際の授業の時間に、オンラインでその

様子を視聴したりしております。

また、自宅から朝の会等に画面を通して参加

したりすることを可能としている学校もありま

す。

なお、指導要録上の出席扱いとするために

は、保護者と学校との十分な連携や、定期的・

継続的な対面指導の実施など、国から幾つかの

要件が示されており、市町村や各学校へ通知し

たところであります。

県教育委員会といたしましては、今後も市町

村教育委員会と連携しながら、ＩＣＴを用いた

不登校支援が適切に行われるよう、要件の周知

や好事例の紹介に取り組んでまいります。

教育長の御答弁でもありまし○松本哲也議員
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たように、出席扱いとか、このあたりは本当に

デリケートなところに関わってくるのかなと私

は感じております。ぜひとも不登校対応とし

て、直接的にＩＣＴ活用も含めながら御尽力い

ただきたいと思います。

そこで、今度は、特別支援学級をめぐる文部

科学省通知についてお伺いいたします。

2022年４月に文部科学省は、「特別支援学級

に在籍している児童生徒が、原則として週の授

業時数の半分以上を交流及び共同学習として、

通常の学級で受けている場合には、学びの場の

変更を検討すべき」という通知を行いました。

これを受けて、報道では、31の都道府県教育

委員会の中で、本県をはじめ３つの県は、2023

年からの実施を求めて、原則、目安どおりの運

用を求めていると伺っております。

この通知に対しまして文部科学省は、通常の

学級へ在籍を変更することが目的としています

が、報道によりますと、授業数は制限するよう

市町村教育委員会に要請したとあり、障がい者

団体や保護者の方からは逆行しているとの声が

あります。このことは学校現場などに混乱を与

えるのではないかと危惧するところです。

そこでお伺いいたします。このような文部科

学省からの通知は、明確に保護者や市町村教育

委員会、学校現場と共有されなければならない

と考えます。特別支援学級及び通級による指導

の適切な運用に係る通知の趣旨を踏まえた県の

取組について、教育長にお伺いいたします。

特別支援学級に在○教育長（黒木淳一郎君）

籍する児童生徒につきましては、障がいの状況

等に応じて柔軟に在籍を変更できることとなっ

ており、本通知は、この変更の検討を促すもの

であります。

通常の学級への変更によって、障がいによる

困難さの改善を図る別室での指導、いわゆる

「通級による指導」が今度は必要となってまい

ります。

県教育委員会では、市町村教育委員会に本通

知の趣旨を説明し、正しい理解の周知を図った

ところであります。併せまして、学びを支える

通級による指導充実事業により、高等学校を含

めた「通級による指導」の拡充にも取り組んで

おります。

今後とも、本通知の理解促進と、一人一人の

教育的ニーズに応じた指導の充実に取り組んで

まいります。

ぜひ保護者の方に混乱や不安○松本哲也議員

を払拭していただいて、児童生徒一人一人に適

した教育に努めていただきますようにお願いし

ておきます。

私の最後の質問になりますが、社会教育士の

育成についてお尋ねいたします。

社会教育法第９条の２の規定に、都道府県及

び市町村教育委員会に社会教育主事を置くとあ

ります。社会教育主事は発令が必要ですが、

2020年に制度が変更され、新たに「社会教育士」

という文部科学省が認定する称号ができまし

た。

社会教育主事は教育色が強いところがありま

したが、社会教育士となると地域社会の課題に

向き合うことが期待され、防災や福祉、まちづ

くりなどのように、多岐にわたる分野に関与で

きます。地方公共団体からＮＰＯ、企業、地域

やボランティア活動などで活躍が期待されま

す。

12年前、文部科学省の補助事業であった学校

支援地域本部事業では、東日本大震災で避難所

となった学校などにおいて、コーディネーター

の活躍、活動が大きな評価を受けました。地域
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とのつながり、学校や家庭の連携にコーディ

ネーターの存在が大きな役割を果たし、避難所

において、自治組織の立ち上げなどが順調に進

んだことによるものです。まさにこの役割が、

防災分野で活躍する社会教育士です。健康づく

りに関わる事例も全国にはあります。

新型コロナウイルス感染症が国内で確認され

て３年、様々な活動や行動が自粛制限されてき

ました。これまでの３年間で、私たちの日常生

活における地域社会の希薄化は急激に進み、深

刻な状況と捉えるべきだと感じています。

加えて、デジタル化の取組の激変とも言える

発展によりまして、社会環境が大きく変化しま

した。この３年間を取り戻すためには、地域に

おけるリーダー的な存在、私が願う社会教育士

がコロナ後の地域社会・コミュニティーの再生

のために必要であり、そのために育成に取り組

む必要があると感じています。

そこでお伺いいたします。これからの地域コ

ミュニティーの再生を支える社会教育士の育成

について、県の考えを教育長にお伺いいたしま

す。

社会教育士は、地○教育長（黒木淳一郎君）

域コミュニティーにおいて、今後、大切な役割

を担っていくと認識しております。

現在、地域における人間関係の希薄化が懸念

される中、社会教育士など社会教育の専門性を

持つ方々が、公民館や学校などにおいて、人と

人をつなぎ、住民同士の活動を支援するコー

ディネーターとして活躍することがますます期

待されます。

県教育委員会といたしましては、毎年職員を

講習に派遣し、計画的に社会教育士の育成に向

けた支援を行うとともに、今後さらに、社会教

育士の活用についての好事例を研修会やＳＮＳ

等で県民に周知することで、地域コミュニ

ティーの再生を支える人材育成と活用に取り組

んでまいります。

県や市町村の職員、また退職○松本哲也議員

者の方々の中には、社会教育主事の資格を持た

れている方が多いと思っております。その方々

は地域づくりに造詣が深い方です。ぜひ連携を

図っていただきたいと思います。

地域のことをいろいろ考えて質問をつくらせ

ていただきましたけれども、今こうして全ての

質問を終えさせていただきますと、改めて、今

回の皆様方の御答弁で、私が今後取り組むべき

課題も見えてきたかと思っております。今後

も、まちづくり、地域づくりは人づくりであ

る、このことを私は考えておりますので、全力

で取り組んでまいりますことを申し上げまし

て、今回の一般質問を終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○濵砂 守議長

た。

次に、今回提案されました議○濵砂 守議長

案第１号から第26号まで及び報告第１号、第２

号の各号議案を一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第22号から第25号まで採決◎

まず、公安委員会委員、人事○濵砂 守議長

委員会委員及び収用委員会委員の任命、または

選任の同意についての議案第22号から第25号ま

での各号議案について、お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第22号から第25号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第21号まで及び第26号、◎

報告第１号、第２号並びに請願委員会

付託

次に、議案第１号から第21号○濵砂 守議長

まで及び第26号、報告第１号、第２号の各号議

案並びに新規請願は、お手元に配付の付託表の

とおり、それぞれ関係の委員会に付託いたしま

す。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日21日から27日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、28日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時55分散会
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令 和 ５ 年 ６ 月 2 8 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 下 沖 篤 史 新 生 会

（ ）２番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）３番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）４番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）５番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）６番 工 藤 隆 久 同

（ ）７番 川 添 博 宮崎県議会自由民主党

（ ）８番 荒 神 稔 同

（ ）９番 福 田 新 一 同

（ ）10番 本 田 利 弘 同

（ ）11番 山 内 同いっとく

（ ）12番 山 口 俊 樹 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 内 田 理 佐 み や ざ き 未 来 の 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 島 津 久 友

警 察 本 部 長 山 本 将 之

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第21号まで及び第26

号、報告第１号、第２号の各号議案、並びに請

願第１号を一括議題といたします。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、山下寿委員

長。

〔登壇〕 御報告いたします。○山下 寿議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、令和５年度宮崎県一般会計補正予算

（第２号）についてであります。

今回の補正は、骨格予算とした当初予算を

ベースに、知事の政策提案等を踏まえ、宮崎の

再生を早期に実現し、未来創造への第一歩を踏

み出す、いわゆる肉付け予算として編成された

ものであり、補正額は279億6,500万円余の増額

となっております。この結果、補正後の一般会

計の予算は、口蹄疫対策転貸債等償還金1,200億

円を計上した平成27年度を除いて、当初予算

ベースで過去最大規模の6,838億2,400万円余で

あり、前年度の当初予算と比較して、423億

4,700万円余、6.6％の増となっております。

なお、財政関係２基金からの繰入れは、当初

予算と合わせて309億100万円余であり、この結

果、６月補正後における基金残高は257億円程度

となる見込みであります。

また、臨時財政対策債を除いた実質的な県債

残高は、前年度と比較して1.8％増の5,345億円

程度となる見込みであります。

次に、総合政策部の補正予算であります。

今回の補正は、一般会計で41億7,100万円余の

増額であり、特別会計を合わせた補正後の予算

額は308億6,600万円余となります。

このうち、新規事業「「物流の2024年問題」

に向けた物流効率化対策事業」についてであり

ます。

この事業は、トラックドライバー等の時間外

労働の上限規制が来年４月から施行されること

に伴い、輸送能力が不足することが懸念されて

いる「物流2024年問題」が目前となる中、長距

離物流網の安定的な維持のため、モーダルシフ

トの推進などに取り組むものであります。

このことについて委員より、「この事業は、

本県と都市部を結ぶ長距離物流網の維持が主眼

となっているが、県内における宅配事業者への

影響についてはどのように捉えているのか」と

質疑があり、当局より、「宅配便という小口の

近距離運行については、長距離運行と比較する

と、長時間の時間外労働の割合も低い状況にあ

るため、影響は少ないと考えている」との答弁

がありました。

これに対して委員より、「県内の宅配事業者

からは、人手不足によるドライバーの長時間労

働等、深刻な問題を抱えていると伺っており、

いわゆる「置き配ボックス」の設置を求める声

もある。個人住宅における置き配ボックス設置

の義務づけや設置にかかる費用の補助など、宅

配事業サービスの維持につながる方策について

も、今後の検討課題としていただきたい」との

令和５年６月28日(水)
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要望がありました。

次に、新規事業「自治体ＤＸサポート強化事

業」についてであります。

この事業は、国が令和７年度までに標準化・

共通化を求めている、住民基本台帳等の基幹系

情報システムについて、市町村がシステムを調

達する際の支援等を行うことで、自治体ＤＸの

推進を図るものであります。

このことについて委員より、「基幹系情報シ

ステムの全国一律化に際して、ガバメントクラ

ウドの活用も検討されているようだが、情報漏

えい等のセキュリティー対策も含め、どのよう

に推進していくのか」との質疑があり、当局よ

り、「国レベルで取り組んでいく大きな流れの

中で、セキュリティー対策についても最高レベ

ルの仕様に合わせていくことになると考えてい

る。国と連携を図りながら、直接説明を受ける

機会を設けるなど、後れを取らぬよう取り組ん

でいきたい」と答弁がありました。

これに対して委員より、「システムの一律化

に際してミスや事故が重なると、行政に対する

信頼が失われてしまうことを懸念している。国

の主導で取り組んだことが、かえって裏目に出

ないよう、住民の不安をしっかりと国に伝えな

がら、より安全性の高いシステムになるよう取

り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

次に、議案第10号「工事請負契約の締結につ

いて」であります。

この工事は、平成５年に開館した宮崎県立芸

術劇場のコンサートホール、演劇ホール、イベ

ントホールの計３か所の舞台機構を改修するも

ので、契約金額は11億5,500万円であります。

この改修工事の契約方法について当局より、

「今回改修する舞台機構設備は、劇場建設時の

施工業者が設計・開発した独自の制御プログラ

ムの下で各設備が最適に動作することが前提と

なっており、設計図書などでは確認し切れない

施工業者独自のノウハウが凝縮したものである

ため、改修工事を実施できるのは建設時の施工

業者しかいないことから、随意契約を行うこと

とした」との説明がありました。

当委員会といたしましては、巨額の改修費用

を要する今回の改修工事が随意契約となること

について、県民に丁寧な説明をするとともに、

県民の財産である当劇場が、今後ますます県内

の文化・地域振興に寄与するよう、利用促進に

向けしっかりと取り組んでいただくよう要望し

ます。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、重松○濵砂 守議長

幸次郎委員長。

〔登壇〕 御報告いたしま○重松幸次郎議員

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、福祉保健部の補正予算についてであ

ります。

今回の補正は23億4,600万円余の増額であり、
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一般会計と特別会計を合わせた補正後の予算額

は2,670億1,300万円余となります。

このうち、新規事業「「家事・育児」シェア

推進事業」についてであります。

この事業は、男性の育児休業取得促進のため

のセミナー等を開催することにより、子育ての

機運を醸成し、男性の家事・育児参加の促進を

図るものであります。

このことについて委員より、「男性の育児休

業取得率を成果指標としているが、男性の育児

休業取得と、男性の家事・育児への参加促進の

どちらが事業の目的なのか」との質疑があり、

当局より、「男性が家事・育児に積極的に参加

していただくことが目的であり、男性の積極的

な家事・育児参加が、第２子以降の出生率向上

につながるというデータもあることから、男性

にも家事・育児に積極的に参加していただける

よう、セミナーやイベント等で支援していきた

い」との答弁がありました。

次に、新規事業「未来につなげる少子化対策

調査事業」についてであります。

この事業は、合計特殊出生率が1.8を超えるこ

とを目指して、外部有識者を交えた研究会の開

催や市町村ごとの少子化要因の見える化を図る

ことで、本県の現状分析や今後の対策を検討

し、少子化対策の再構築を図るものでありま

す。

このことについて委員より、「成果指標とし

て、合計特殊出生率だけではなく、出生数につ

いても明記すべきではないか」との意見があり

ました。

これに対して当局より、「出生数を指標とす

るのは、これだけ産まないといけないという話

になりかねず、難しい議論となる可能性がある

と思われる」との答弁がありました。

次に、新規事業「理容・美容・クリーニング

利用促進緊急支援事業」についてであります。

この事業は、物価高騰の影響を受ける県民を

支援するため、生活に密接に関係し、必要不可

欠な生活衛生営業者を利用した際に、二次元

コード決済のポイント還元を行うことにより、

家計負担の軽減を図るものであります。

このことについて委員より、決済方法を電子

決済に限定した理由について質疑があり、当局

より、「緊急的に支援を行うために、短い準備

期間で事業を進めることができる電子決済を採

用した」との答弁がありました。

これに対して委員より、「電子決済への対応

が難しい事業者や利用者からも理解を得られる

よう、適切な対応をお願いしたい」との意見が

ありました。

次に、コロナ禍における子どもの貧困緊急実

態調査結果についてであります。

これは、新型コロナの長期化が生活困窮世帯

の子供に与える影響が懸念されるため、実態調

査を実施することで、生活状況やニーズを把握

するとともに、その結果を関係機関等と共有

し、きめ細かな施策の運用を図るものでありま

す。

このことについて委員より、「学習支援や相

談窓口等の各種支援制度の利用による変化の状

況について、「友達が増えた」や「生活の中で

楽しみなことが増えた」といった回答もある一

方、約４割の方が「特に変化がなかった」と回

答しているため、その原因を分析し、関係機関

等と共有して、今後に生かしていただきたい」

との意見がありました。

次に、宮崎県再犯防止推進計画の改定につい

てであります。

この計画は、犯罪をした者等が、社会の構成
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員として円滑に社会復帰できるようにすること

で、県民の犯罪被害防止と安心・安全な社会の

実現を図ることを目的とするものであります。

このことについて委員より、「就労と住居の

確保、そして県民の理解を得られるかというこ

とが重要であり、再犯率の減少につなげるため

にも、関係機関と情報共有や理解促進を図って

いただきたい」と意見がありました。

次に、議案第26号「損害賠償額の決定につい

て」であります。

これは、県立日南病院において、令和３年１

月に発生した医療上の事故に係る和解が成立し

たことに伴い、損害賠償額を決定するものであ

ります。

このことについて委員より、再発防止策につ

いて質疑があり、当局より、「内科及び循環器

内科において、共同のカンファレンスを実施す

ることで、患者の状況等を共有する仕組みをつ

くり、再発防止に取り組んでいる」との答弁が

ありました。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○濵砂 守議長

佐藤雅洋委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○佐藤雅洋議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外８件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で34億300万円余の増

額であり、この結果、特別会計を合わせた補正

後の予算額は667億100万円余となります。

このうち、新規事業「「世界の活力とりこ

み」強化推進事業」についてであります。

この事業は、北米等の新たな市場や経済成長

著しいアジア地域からの外貨の獲得等により、

世界の活力を取り込み、経済交流のさらなる強

化を図ることを目的に、北米等で事業展開して

いる本県にゆかりのある企業と連携したフェア

等の開催、県内各種団体と現地キーパーソンと

の意見交換、知事によるトップセールス等を行

うものであります。

このことについて委員より、「この事業が、

その後の定期的な輸出や輸出量の増加につなが

るよう、戦略的に進めるのか」との質疑があ

り、当局より、「３年間の事業を通じて調査・

分析を行い、実績を踏まえながら今後の成果に

つなげていきたい」との答弁がありました。

次に、「みやざき産業振興戦略の変更につい

て」であります。

このことについて委員より、「主な施策に、

感染症や災害リスクへの対応力の強化が追加さ

れているが、コロナ禍では融資等により、実際

に経営破綻した企業は少ないものの、本県は経

営破綻が懸念される企業の割合が全国ワースト

レベルとなっている。こうした企業を増やさな

いための支援をどのように行っていくのか」と

の質疑があり、当局より、「金融支援と併せ

て、新分野への展開や経営の健全化の支援にも

しっかり取り組んでまいりたい」との答弁があ
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りました。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で126億7,200万円余

の増額であり、この結果、特別会計を合わせた

補正後の予算額は836億8,200万円余となりま

す。

このうち、「みんなで取り組む「美しい宮崎

づくり」推進事業」についてであります。

これは、景観形成に取り組む人材の育成や活

動への支援等を通じ、県民が一体となって取り

組む「美しい宮崎づくり」を総合的に推進する

ものであります。

このことについて委員より、「小・中・高校

生を対象とする景観学習によって、具体的にど

のように意識向上を図るのか」との質疑があ

り、当局より、「本県が豊かな自然や歴史的に

趣のある町並みといったポテンシャルの高い景

観を有していることや、国道220号で岩切章太郎

氏が進めた取組の歴史などを学習することを通

じて、児童生徒の景観への意識を高めてもらい

たいと考えている」との答弁がありました。

次に、「損害賠償額を定めたことについて」

であります。

これは、倒木事故などによる損害賠償額を定

めたことについて、報告がなされたものであり

ます。

このことについて委員より、「県有の隣地か

ら道路側に伸びてきた樹木と車両が衝突した場

合、県にも過失があるのか」との質疑があり、

当局より、「車両が通行する道路空間まで樹木

が伸びていた場合は、道路利用者の安全な通行

の確保という観点から県にも過失があると考え

ている。そのため、道路管理者として、日頃の

パトロールに加え、県民からも情報提供をいた

だきながら、危険と判断した段階で樹木の事前

伐採を行っている」と答弁がありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○濵砂 守議長

会、安田厚生委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○安田厚生議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件及び新規請願１件の計４件で

あります。慎重に審査いたしました結果、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、環境森林部の補正予算についてであ

ります。

今回の補正は、一般会計で５億4,400万円余の

増額であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は223億3,400万円余と

なります。

このうち、新規事業「林業用ドローン操縦者

技能証明取得支援事業」についてであります。

これは、ドローン操縦者技能証明の取得に係

る経費を支援し、再造林に必要な調査やコンテ

ナ苗等の運搬へのドローンの活用を推進するも

のであります。

このことについて委員より、「飛行条件に

よっては、技能証明が不要となる場合があり、

無資格でドローンを運用する事業体が増加する

懸念があることから、技能証明の取得を推進
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し、安全の確保を図るべきではないか」との質

疑があり、当局より、「法令上は技能証明が不

要となる場合もあるが、死亡事故が発生してい

る状況もあるため、技能証明の取得に向け、制

度を普及させる方策についても検討してまいり

たい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、ドローンの操縦

には専門的な知識が必要とされることから、技

能証明を取得した上でのドローンの活用につい

て啓発いただくよう要望いたします。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で21億8,200万円余の

増額であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は432億500万円余とな

ります。

このうち、新規事業「第13回全国和牛能力共

進会保留対策事業」についてであります。

これは、第13回全国和牛能力共進会における

好成績を目指し、出品候補牛の掘り起こしを行

うとともに、より多くの候補牛の中から優れた

牛を選抜するため、優良雌子牛の保留対策を支

援することにより、優良な全共候補牛を確保す

るものであります。

このことについて委員より、「全国和牛能力

共進会で日本一になることは、畜産業界だけで

なく宮崎県全体の活力につながると考えてい

る。生産者や関係団体としっかりと連携を図

り、５連覇を目指す意気込みで取り組んでいた

だきたい」との要望があり、当局より、「今

後、事業実施に当たっては、チーム宮崎とし

て、生産者や関係団体と一丸となってしっかり

と対応してまいりたい」との答弁がありまし

た。

次に、改善事業「被覆資材等価格高騰対策緊

急支援事業」についてであります。

これは、国際情勢等の影響により、価格が高

騰している被覆ビニール等の農業用資材につい

て、価格上昇分の一部を支援し、農業者の負担

軽減を図るものであります。

このことについて委員より、「農家の方か

ら、事務手続がかなり煩雑で、補助金の請求か

ら支払いまで時間がかかったと伺っているが、

改善は図られているのか」との質疑があり、当

局より、「申請事務を簡素化するとともに、資

材販売業者への周知を丁寧に行うことで、農家

の方へ迅速に補助金が支給できるよう努力して

まいりたい」との答弁がありました。

次に、「森林整備を一層推進するため、森林

の多い地域への森林環境譲与税の配分を高める

よう譲与基準の見直しを求める意見書」につい

てであります。

これは、当委員会に付託を受けました新規請

願第１号に基づくものであります。

森林整備を着実に実施していくための財源と

して、令和元年度に森林環境譲与税が創設され

ましたが、多くの森林を抱える本県において、

森林整備等の取組を今後本格化させていくため

には、今の譲与基準のままでは森林整備の費用

に不足が見込まれ、さらなる財源が必要となっ

ていることから、譲与基準を見直していただく

よう強く要望するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

- 259 -



令和５年６月28日(水)

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○濵砂 守議長

会、山内佳菜子委員長。

〔登壇〕 御報告いたしま○山内佳菜子議員

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案第５号及び第９号については賛成

多数により、その他の議案については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、企業局の一ツ瀬川県民スポーツレク

リエーション施設の次期指定管理候補者の選定

についてであります。

このことについて委員より、「昨年度は台風

第14号の影響による冠水もあり、赤字のようだ

が、施設の収支状況を踏まえ、経営方針の在り

方は検討されているのか」との質疑があり、当

局より、「３年前に検討会を開催し、３年に１

回程度、冠水のおそれがあることを想定した上

で事業の継続は可能と判断しているが、昨今の

自然災害は想定とは異なるため、課題意識を

持っている」との答弁がありました。

次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で２億1,700万円余の

増額であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は1,100億7,700万円余

となります。

このうち、新規事業「未来を創る！高等特別

支援学校整備事業」についてであります。

この事業は、県内初となる高等特別支援学校

を設置し、知的障がいの程度に応じた職業教育

を充実することにより、就職率の向上を図ると

ともに地域就労の促進及び共生社会の実現を目

指すものであります。

このことについて当局より、「特別支援学校

の高等部との違いは、卒業後に一般就労を希望

する生徒を受け入れ、カリキュラムに農業、福

祉といった教科を組み入れるなど、職業教育に

力を入れる点にある」との説明があり、委員よ

り、「学びたい生徒に対して適切な支援や教育

が受けられるような体制づくりをしっかりと進

めていただきたい」との要望がありました。

次に、新規事業「世界と繋がろう！高校生海

外留学支援事業」についてであります。

このことについて委員より、「海外との交流

のきっかけづくりとして評価できるが、自己負

担があるのか」との質疑があり、当局より、

「10万円以内の自己負担をお願いすることにな

る」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、長期的ビジョン

を持ってグローバルな人材を育てていくことは

重要であることから、留学を希望する子供たち

が家庭の事情等により留学を断念することがな

いよう、また、留学の経験が本県での就職や活

躍につながるよう、本事業にとどまらず、対策

をさらに充実していただくことを要望します。

次に、公安委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で300万円余の増額で

あり、新規事業「ドローン活用強化事業」の実

施に伴うものであります。

この結果、一般会計の補正後の予算額は277

億7,400万円余となります。
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次に、「警察関係使用料及び手数料徴収条例

の一部を改正する条例」についてであります。

これは、道路交通法の改正に伴い、特定小型

原動機付自転車、いわゆる電動キックボードが

新たな車両区分として定義され、３年以内に２

回以上、一定の危険行為をした者が受講する運

転者講習に係る手数料を追加するものでありま

す。

このことに関連して委員より、「16歳以上で

あれば免許なく運転できるとのことだが、誰で

も自由に購入できるのか。事故を未然に防ぐに

は、運転前の講習等が必要ではないのか」との

質疑があり、当局より、「販売店のガイドライ

ンにより、販売時に年齢確認を行うこととな

る。また、法により、販売店は交通安全教育に

努めなければならないとされている」との答弁

がありました。

これに対して別の委員より、「時速20キロ

メートルを超えるものもあると思うが、安全と

言えるのか」との質疑があり、当局より、「特

定小型原動機付自転車の保安基準は、最高速度

時速20キロメートル以下であり、適合するもの

は、国土交通省の性能等確認制度により、目立

つ場所にシールを貼ることとなっている」との

答弁がありました。

さらに別の委員より、「運転に関する取締り

はどうするのか」との質疑があり、当局より、

「交通ルールの周知や交通指導取締りを行って

いく」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、危険行為や重大

な事故が起こることがないよう、交通ルールの

周知や指導を徹底していただくよう要望しま

す。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○濵砂 守議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○濵砂 守議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

今議会に提案されました、議案第１号、第５

号、第７号から第９号まで、第15号及び第21号

について、反対の立場から討論を行います。

まず、議案第１号「令和５年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号）」についてです。

今補正予算は、当初予算の肉付け予算とし

て279億7,000万円が計上されました。子育て支

援など少子化対策、物価高騰対策支援、技能検

定実技試験受検手数料助成など、当然必要な予

算が組まれております。

しかし、問題なのは、依然としてマイナポイ

ント取得促進事業に予算が組まれ、マイナン

バーカードの普及や活用の促進を図っているこ

とです。今、大問題の保険証の廃止とマイナ

カードへの一体化ですが、それにとどまらず、

マイナカードにひもづけられたビッグデータを

企業や政府が活用する問題も問わなければなり
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ません。まさに人権問題のマイナンバーカード

であり、認められません。

次に、第５号、第９号については、道路交通

法の一部改正による県条例の改正です。併せて

討論いたします。

電動キックボードについて、現行法では原動

機付自転車として規制し、運転には免許が必

要、ヘルメット着用義務があり、原則、車道し

か通行はできません。

しかし、本改正は、一定速度（６キロ）以下

であれば、免許なしでの運転と自転車道や歩道

での走行を可能とし、ヘルメット着用も努力義

務にするとしています。このような規制緩和を

行うことは、道路交通の安全対策を後退させる

ものです。

また、人または物を無人で配送する遠隔操作

型小型車の交通方法について、事前届出制など

での許可制度が創設され、原則、歩道または路

側帯を走行し、歩行者の通行を妨げるときは歩

行者に道を譲るなどとしています。

しかし、行政による安全基準の審査の仕組み

はなく、無人で遠隔操作での走行のため、対人

事故をはじめとした交通トラブルへの対処や歩

行者の安全性が担保されるのか、電動キック

ボードについても同様に事故の発生が懸念され

ます。大事なことは、事故をいかに未然に防ぐ

かです。本来求められるのは、規制緩和ではな

く、規制の強化だと思います。

次に、第７号及び第８号についても関連しま

すので、併せて討論いたします。

同議案は、認定こども園、幼保連携型認定こ

ども園の認定基準に関する条例の一部改正で

す。

保育施設における不適切な保育や、園児の心

身に有害な影響を与える行為の禁止規定を設け

ますが、それは当然のことです。また、インク

ルーシブ保育も重要です。

しかし、問題は、園児の数に応じて配置しな

ければならない保育士の資格を有する保育士や

保育教諭について、当分の間、１人に限って看

護師をもって代えることができるとしているこ

とです。

子供の健康や安全性を担保する上での看護師

配置の必要性はあっても、看護師が保育士や保

育教諭に代われるものではありません。その

分、保育士等への過度な負担、ひいては保育の

質の低下につながりかねません。また、当分の

間がいつまで続くのかも、また、その理由も明

確でなく、問題だと思います。本来、保育士等

の配置基準そのものが過酷な状況であることの

抜本的な改善こそ図るべきだと思います。

第15号「宮崎県総合計画の変更について」及

び第21号「みやざき行財政改革プランの変更に

ついて」も併せて討論いたします。

今回提案の「総合計画アクションプラン」

は、昨年９月定例会で示された、20年後を展望

するとした新たな長期ビジョンに基づくもので

す。この計画には、「宮崎県まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を位置づけ、「デジタル田園

都市構想」をも踏まえるとしています。しか

し、この創生総合戦略は２期目に入っています

が、果たしてその成果はどうでしょうか。

国が掲げた合計特殊出生率の回復も、東京圏

への一極集中の是正も成果は上がりませんでし

た。しかし、「地方創生」の成果を生かし、

バージョンアップさせるとする「デジタル田園

都市構想」ですが、人口減少、気候危機、医療

や介護、子育て、教育、人権、エネルギー、農

林漁業、デジタル化に伴う個人情報問題や人件

費削減問題など、宮崎県も抱えるこうした課題
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をどう解決するのか、先行きは見通せません。

例えば、本プランに示された「子どもを生み

育てやすい県づくり」について言えば、掲げら

れた個々の対策は重要ですが、少子化の根本的

な原因を深くつかみ、抜本的な対策なしには解

決はできません。

また、「安心して住み続けられる持続可能な

地域づくり」についても、デジタル技術の積極

的利用が位置づけられていますが、そもそも

「デジタル田園都市構想」は、これまで主とし

て、行政が進めてきた医療、福祉、教育、防災

などの公的サービス部門でデジタル化を進め、

民間企業の収益活動に委ねることで、そのシス

テムを利用できる人とできない人との新たな差

別や格差をつくることにもなりかねない問題が

危惧されるものです。

また、行財政改革プランに位置づけている公

共施設整備に民間企業の資金とノウハウを活用

するＰＰＰ／ＰＦＩの導入も、マイナンバー

カードの活用促進も、多くの問題を抱えていま

す。

長期ビジョンもアクションプランも、何より

重要なことは、「全ての県民の生存権」を守る

ことが大前提です。福祉の増進に努める地方自

治体の責務として、行財政を担うプランにする

ことこそ重要です。

以上を述べまして、反対討論といたします。

〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第26号採決◎

これより採決に入ります。○濵砂 守議長

まず、議案第26号についてお諮りいたしま

す。

〔県民連合立憲所属議員退席・退場〕

本案に対する委員長の審査結○濵砂 守議長

果報告は可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○濵砂 守議長

員長の報告のとおり可決されました。

〔県民連合立憲所属議員入場・着席〕

議案第１号、第５号、第７号から第９号◎

まで、第15号及び第21号採決

次に、議案第１号、第５号、○濵砂 守議長

第７号から第９号まで、第15号及び第21号の各

号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、各号議案○濵砂 守議長

は委員長の報告のとおり可決されました。

議案第２号から第４号まで、第６号、第◎

10号から第14号まで及び第16号から第20

号まで並びに報告第１号、第２号採決

次に、議案第２号から第４号○濵砂 守議長

まで、第６号、第10号から第14号まで及び第16

号から第20号まで並びに報告第１号、第２号の

各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決または承認であります。委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は、委員長の報告のとおり可決ま
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たは承認されました。

請願第１号採決◎

次に、請願第１号についてお○濵砂 守議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、本請願は、委員長の報告のとおり採択する

ことに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申出がありますので、

これを議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申出のとおり決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

次に、さきに提案のありまし○濵砂 守議長

た、副知事の選任の同意についての議案第27号

を議題といたします。

質疑の通告はありません。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

討 論◎

これより討論に入ります。○濵砂 守議長

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 議案第27号「副知○前屋敷恵美議員

事の選任の同意について」、反対の立場から簡

潔に討論を行います。

同議案は、副知事、永山寛理氏の辞職に伴

い、後任として、佐藤弘之氏の選任について議

会の同意を求めるものです。もとより、佐藤弘

之氏に関しまして、御本人の人格や見識を何ら

問うものではありません。

しかし、我が党は、副知事２人制導入の当初

から、中央人事の副知事制に賛成できない理由

を明確にして反対してまいりました。改めて詳

しく述べることはいたしませんが、今回提案の

副知事人事についても、その立場から同意でき

ないとするものです。

以上、討論といたします。〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第27号採決◎

これより採決に入ります。○濵砂 守議長

議案第27号についてお諮りいたします。

本案に同意することに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は同○濵砂 守議長

意することに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎
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次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和５年６月28日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 議会運営委員長 野﨑 幸士

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

畜産の経営安定及び飼料自給率の向上に関

する意見書

議員発議案第２号

持続可能な水田農業の確立と食料の安全保

障に関する意見書

議員発議案第３号

特別支援教育のさらなる拡充を求める意見

書

議員発議案第４号

地方財政の充実・強化を求める意見書

令和５年６月28日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 安田 厚生環境農林水産常任委員長

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

森林整備を一層推進するため、森林の多い

地域への森林環境譲与税の配分を高めるよ

う譲与基準の見直しを求める意見書

議員発議案第１号から第５号まで◎

追加上程、採決

ただいま朗読いたしました議○濵砂 守議長

員発議案第１号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第５号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第５号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○濵砂 守議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま
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せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

以上で、本定例会の議事は全て終了いたしま

した。

副知事退任挨拶◎

ここで、７月10日をもって退○濵砂 守議長

任されます永山副知事より御挨拶をいただきま

す。

永山副知事、御登壇願います。

〔登壇〕 退任に当た○副知事（永山寛理君）

りまして、一言御挨拶申し上げます。

まずは、このような機会を与えてくださいま

した県議会の皆様に厚く御礼申し上げます。ま

た、在職中、公私にわたり御指導を賜りました

こと、深く感謝申し上げます。

この３年間、あっという間だったという思い

と、濃密な時間を共有させていただいたという

思いが交錯しております。高速道路の整備促

進、国道503号の事業化などのインフラ整備、ス

ポーツランドみやざきの推進、そして全共４連

覇、厳しい局面としましては、コロナ対策や台

風第14号の被害などがございました。これらの

様々な場面において、県議会の皆様のお導きの

下、オール宮崎体制で乗り越えられたことは、

本県が全国に誇るすばらしい結束力があったと

感じております。

また、これも本県が世界に誇るすばらしい自

然、豊かな食、神話、神楽等の歴史文化、そし

てそれらを育む温かい県民性に何度も触れ、ま

た私自身、全国に向けて発信してきたところで

ございます。

今般、体は東京に行きますが、心はここ、私

の新たなふるさと宮崎に置いてまいります。こ

れからどこに行きましょうとも、宮崎の熱烈応

援団として、宮崎の発展のためにお役に立たせ

ていただくことをお誓い申し上げますととも

に、皆様方の御健勝、御発展を祈念いたしまし

て、粗辞でございますが、御挨拶とさせていた

だきます。本当にありがとうございました。

（拍手）〔降壇〕

丁重な御挨拶をいただき、誠○濵砂 守議長

にありがとうございました。

永山副知事におかれましては、令和２年７月

に就任以来、県勢の発展と諸課題の解決に大変

な御尽力をいただきました。その御功績に対し

まして、心から敬意と感謝を申し上げます。

今後とも、本県のさらなる発展に御協力並び

に御指導を賜りますようお願い申し上げまし

て、御礼の言葉といたします。誠にありがとう

ございました。

閉 会◎

これをもちまして、令和５年○濵砂 守議長

６月定例会を閉会いたします。

午前10時54分閉会
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資 料
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令和５年６月定例会日程
２０日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
議席の一部変更
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

６． ９ 金 本会議
会期決定
議長の報告
議案上程
知事提案理由説明

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日
休 会

一般質問通告締切 12:00１２ 月
（ 議 案 調 査 ）

１３ 火

１４ 水

一 般 質 問１５ 木 本会議

請願締切 16:00１６ 金

１７ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１８ 日

議員発議案締切 17:00
１９ 月 一 般 質 問

（会派提出）

本会議 議会運営委員会 9:30一 般 質 問
議 案 に 対 す る 質 疑

２０ 火
討 論 、採決 （人 事案件 ）
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託

２１ 水

常 任 委 員 会
２２ 木

議員発議案締切 17:00
２３ 金

（会派提出を除く）

休 会２４ 土
（ 閉 庁 日 ）

２５ 日

議会運営委員会２６ 月 特 別 委 員 会
（特別委員会終了後）

２７ 火 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決２８ 水 本会議
閉会
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２１５－１０９２

令和５年６月９日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和５年６月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第 1号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）

議案第 2号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例

議案第 3号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 4号 宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例

議案第 5号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 6号 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

議案第 7号 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例の一部を改正する条例

議案第 8号 宮崎県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例

議案第 9号 宮崎県高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第10号 工事請負契約の締結について

議案第11号 工事請負契約の締結について

議案第12号 工事請負契約の変更について

議案第13号 工事請負契約の変更について

議案第14号 工事請負契約の変更について

議案第15号 宮崎県総合計画の変更について

議案第16号 宮崎県中山間地域振興計画の変更について

議案第17号 宮崎県観光振興計画の変更について

議案第18号 宮崎県教育振興基本計画の変更について

議案第19号 みやざきグローバルプランの変更について

議案第20号 みやざき産業振興戦略の変更について

議案第21号 みやざき行財政改革プランの変更について

議案第22号 公安委員会委員の任命の同意について
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議案第23号 人事委員会委員の選任の同意について

議案第24号 収用委員会委員の任命の同意について

議案第25号 収用委員会委員の任命の同意について

議案第26号 損害賠償額の決定について

報告第 1号 専決処分の承認を求めることについて

報告第 2号 専決処分の承認を求めることについて

（文書取扱 財政課）
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２１５－１１１１

令和５年６月２０日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和５年６月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第27号 副知事の選任の同意について

（文書取扱 財政課）
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令和５年６月定例会

一 般 質 問 時 間 割
６月１４日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １０：００～１１：００

２ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 安田 厚生 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 西村 賢 １４：００～１５：００

６月１５日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 緑 風 会 黒岩 保雄 １０：００～１１：００

６ 自 由 民 主 党 川添 博 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 福田 新一 １３：００～１４：００

８ 自 由 民 主 党 山内いっとく １４：００～１５：００

６月１６日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 新 生 会 下沖 篤史 １０：００～１１：００

１０ 公 明 党 工藤 隆久 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 山口 俊樹 １３：００～１４：００

６月１９日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１２ 親 和 会 脇谷のりこ １０：００～１１：００

１３ 自 由 民 主 党 佐藤 雅洋 １１：００～１２：００ 休憩

１４ 県 民 連 合 立 憲 岩切 達哉 １３：００～１４：００

６月２０日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１５ 自 由 民 主 党 二見 康之 １０：００～１１：００

１６ 公 明 党 今村 光雄 １１：００～１２：００ 休憩

１７ 県 民 連 合 立 憲 松本 哲也 １３：００～１４：００
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

令和５年６月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

るため

調査を要す
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

るため

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運営に
円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会
関する調査

運営を図る

ため
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 令和５年度宮崎県一般会計補正予算（第２号） ６月28日・ 可 決

〃 第２号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 〃第４号

〃 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃第５号

る条例

〃 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 〃第６号

改正する条例

〃 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例の一部 〃第７号

を改正する条例

〃 宮崎県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基 〃第８号

準に関する条例の一部を改正する条例

〃 宮崎県高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進 〃第９号

に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

〃 工事請負契約の締結について 〃第10号

〃 工事請負契約の締結について 〃第11号

〃 工事請負契約の変更について 〃第12号

〃 工事請負契約の変更について 〃第13号

〃 工事請負契約の変更について 〃第14号

〃 宮崎県総合計画の変更について 〃第15号

〃 宮崎県中山間地域振興計画の変更について 〃第16号

〃 宮崎県観光振興計画の変更について 〃第17号

〃 宮崎県教育振興基本計画の変更について 〃第18号

〃 みやざきグローバルプランの変更について 〃第19号

〃 みやざき産業振興戦略の変更について 〃第20号

〃 みやざき行財政改革プランの変更について 〃第21号

〃 公安委員会委員の任命の同意について ６月20日・ 同 意第22号

〃 人事委員会委員の選任の同意について 〃第23号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第24号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第25号

- 279 -



知事提出議案第26号 損害賠償額の決定について ６月28日・ 可 決

〃 副知事の選任の同意について ６月28日・ 同 意第27号

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月28日・ 承 認

〃 専決処分の承認を求めることについて 〃第２号

議員発議案 第１号 畜産の経営安定及び飼料自給率の向上に関する意見書 ６月28日・ 可 決

〃 持続可能な水田農業の確立と食料の安全保障に関す 〃第２号

る意見書

〃 特別支援教育のさらなる拡充を求める意見書 〃第３号

〃 地方財政の充実・強化を求める意見書 〃第４号

〃 森林整備を一層推進するため、森林の多い地域への 〃第５号

森林環境譲与税の配分を高めるよう譲与基準の見直

しを求める意見書
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議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号
畜産の経営安定及び飼料自給率の向上に関する意見書

ロシアによるウクライナ侵略に伴う穀物相場の高騰に加え、昨今の円安の影響
で、配合飼料価格は未曾有の高値水準が続いており、畜産業全体が非常に厳しい
経営環境に直面している。
特に、近年、規模拡大等で施設・設備投資を進めた生産者においては、事態は

さらに深刻で、厳しい経営の中で融資償還等の負担が重なり、今後の飼料価格の
動向次第では、経営継続が危ぶまれるほどの影響を受けており、引き続き、万全
の対策を講じていく必要がある。
なお、「食料・農業・農村基本計画」において、国は2030年の飼料自給率を34％

まで引き上げる目標を掲げているが、直近10年間の状況を見ても25％前後での低
調な推移に止まり、依然として輸入依存度は高い状況にある。
一方で、主食用米の需要は一貫して減少傾向にあり、水田の有効活用の観点か

らも、耕畜連携による飼料用米等の増産を加速化させ、飼料用穀物の国産化への
転換を早急に進める必要がある。
よって、国においては、持続的な畜産の実現に向け、畜産の経営安定及び飼料

自給率の向上が進展するよう、早急に下記の措置を講ずることを強く要望する。

記

１ 飼料価格高騰により畜産経営が圧迫されている状況を踏まえ、引き続き、影
響緩和に向けた万全の支援を行うこと。

２ 再生産価格を踏まえた適正な畜産物価格への転嫁が図られるよう、国民や流
通業界等への理解醸成を促すとともに、その実現に向けた仕組みづくりを早急
に進めること。

３ 海外に依存しない持続可能な畜産の実現を目指し、耕畜連携を一層促進する
など、水田を含めた地域における自給飼料生産の増産に向けた支援を強化する
こと。

４ 水田活用の直接支払交付金など、自給飼料生産への転換に向けた継続した予
算確保を行うこと。

５ 自給飼料生産コストの低減に向け、担い手への農地集積や農地の大区画化に
係る施策の充実強化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和５年６月２８日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿
参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿
内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿
農 林 水 産 大 臣 野 村 哲 郎 殿
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
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議員発議案第２号
持続可能な水田農業の確立と食料の安全保障に関する意見書

世界の食料安全保障は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、気象変動
の深刻な影響、武力紛争、エネルギー・食料及び肥料価格の高騰、世界的な人口
増に伴う食料危機への懸念など、複合的な要因やリスクによって脅かされている。
一方、我が国の食料自給率は、令和３年度で38％（カロリーベース）と「食料

・農業・農村基本計画」に掲げる目標45％にほど遠い状況にある。
このような中、米などの穀物をはじめ、野菜や飼料作物等を生産し、我が国の

食料の安定供給を支える水田農業の果たす役割はますます重要となっている。
しかしながら、昨今のロシアのウクライナ侵略や円安の影響により、燃油・肥

料・資材価格が高騰しており、地域の水田農業を担ってきた農業者や集落営農組
織の経営が逼迫している。
加えて、国内経済が物価上昇基調の中、生産現場においては、生産・流通に要

したコストを、農産物価格に転嫁できない状況にあり、農業経営の継続が危ぶま
れている。
また、４月に本県で開催されたＧ７宮崎農業大臣会合においても、食料安全保

障をテーマに議論がなされ、農業の生産性向上と持続可能性の両立を目指す行動
宣言「宮崎アクション」が採択されたところである。
よって、国においては、今般の「食料・農業・農村基本法」の見直しに向けた

議論を踏まえながら、持続可能な水田農業の確立に向けて、地域の特長を生かし
た多様な水田の活用と担い手の経営安定が図られるよう、下記の措置を講じるこ
とを強く要望する。

記

１ 食料や家畜飼料の国内生産を拡大するため、水田利用の汎用化、農地の集積
・集約化や大区画化、農作業の分業化や農作業受託の仕組みづくり等の効率的
な生産活動に資する施策を充実・強化すること。

２ 水田活用の直接支払交付金の予算を十分に確保するとともに、効率的な農業
生産や農地の集約・保全など、水田農業へ大きく貢献する集落営農組織に対し
て、経営安定に必要な施策を講じること。

３ 再生産価格を踏まえた適正な農産物価格への転嫁が図られるよう、国民や流
通業界等への理解醸成を促すとともに、その実現に向けた仕組みづくりを早急
に進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和５年６月２８日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿
参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿
内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿
農 林 水 産 大 臣 野 村 哲 郎 殿
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
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議員発議案第５号

森林整備を一層推進するため、森林の多い地域への森林環境譲与税の

配分を高めるよう譲与基準の見直しを求める意見書

森林は国土の７割を占め、地球温暖化防止や国土保全、水源涵養等の公益的機能

を有しており、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。さらに、近年は、2050年

カーボンニュートラルの実現に向けて、森林の役割に対する期待が高まっている。

このような中、令和元年度に間伐などの森林整備を着実に実施していくための財

源として、森林環境譲与税が創設された。

現在、地方公共団体では、森林経営管理制度等に基づき、管理が行き届いていな

い森林の整備のため、森林所有者への意向調査等に取り組んでいるが、所有者不明

や境界未確定森林の存在、担い手の不足等により、想定以上のコストがかかってい

る。

また、近年多発する大型台風や豪雨によって起こる土砂崩れや洪水、浸水といっ

た下流部にも被害が及ぶ災害から国民を守るためには、様々な課題に対応した森林

管理を進めていくことが必須となっている。

多くの森林を抱える本県において、このような山間部における様々な課題に早急

に対応し、森林整備や人材育成・担い手確保といった取組を今後本格化させていく

には、今の譲与基準のままでは費用に不足が見込まれ、さらなる財源が必要となっ

ている。

よって、国においては、森林の多い地域への森林環境譲与税の配分を高めるよう

譲与基準の見直しを行うことを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和５年６月２８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿

参 議 院 議 長 尾 辻 秀 久 殿

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿

総 務 大 臣 松 本 剛 明 殿

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿

農 林 水 産 大 臣 野 村 哲 郎 殿

内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
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議 員 派 遣

令和５年６月２８日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 全国都道府県議会議長会創立100周年記念式典

(１) 目 的 各都道府県議会間の連絡を保ち、地方自治の発展を図ること

を目的として創立された全国都道府県議会議長会の創立１００

周年記念式典に出席し、各都道府県議会の連携を深め、活力あ

る地方議会の実現に寄与する。

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 令和５年７月１８日（火）

(４) 派遣議員 丸山 裕次郎 中野 一則
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議 員 派 遣

令和５年６月２８日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 全国都道府県議会議長会新任議員研修会

(１) 目 的 新任議員が地方議会の基礎的な制度と運営について学ぶとと

もに、地方行財政を取り巻く諸課題など議員の職務遂行に必要

な共通知識を深める。

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 令和５年８月８日（火）

(４) 派遣議員 福田 新一 本田 利弘 山内 いっとく

山口 俊樹 今村 光雄 工藤 隆久

松本 哲也 永山 敏郎 黒岩 保雄

齊藤 了介 下沖 篤史
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請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 － － －

商 工 建 設 － － －

環境 農林水産 １ － １

文教 警察企業 － － －

計 １ － １
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新 規 請 願

環境農林水産常任委員会

請 願 番 号 請願第１号 受理年月日 令和５年６月１４日

「森林整備を一層推進するため、森林の多い地域への森林環境譲

与税の配分を高めるよう譲与基準の見直しを求める意見書」の提

出を求める請願

（要旨）

森林整備を一層推進するために必要な森林環境譲与税の譲与基

準の見直しを求める意見書を国に提出することを求める請願

（理由）

我々、県森連、県木連、県素連は、地球温暖化防止や国土保全、

水源涵養等森林の有する多面的機能の発揮に向け、日々森林整備

請願の件名 等に取り組んでいる。近年は、2050年カーボンニュートラルの実

現に向けて、森林の役割に対する期待が高まるほか、局地的豪雨

による山地災害の多発等により、森林整備の必要性も増している。

このような中、令和元年からは、森林経営管理制度の開始とと

もに、森林環境譲与税が導入され、市町村主体となった手入れ不

足の私有林人工林の意向調査や整備等が順次進められてきたとこ

ろであり、今後さらに間伐等の森林整備を本格的に進めていくこ

とが必要となっている。

また、森林環境譲与税により森林整備を進めることは、山の木

材供給力を高め、その結果として木材利用を推進することとなり、

地域産業の発展に大きく寄与するところである。

我々は、森林資源の循環利用に向けそれぞれの役割を果たすと

ともに、森林環境譲与税を活用した地域の森林整備に全力を挙げ

て取り組む決意である。

ついては、地方自治法第９９条の規定に基づき、国に対し「森

林整備を一層推進するため、森林の多い地域への森林環境譲与税

の配分を高めるよう譲与基準の見直しを求める意見書」を提出さ

れるよう要望する。

紹 介 議 員 佐藤 雅洋 荒神 稔 工藤 隆久 山内 佳菜子
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の一部変更

会議録署名議員指名（山内いっとく議員、前屋敷恵美議員）

議会運営委員長審査結果報告

６月９日 金 本 会 議 会期決定

議長の報告（人口減少・地域活性化対策特別委員会委員の

辞任許可）

議案第１号～第26号、報告第１号及び第２号上程

知事提案理由説明

（閉庁日）
６月10日 土

休 会
６月11日 日

（議案調査）
６月12日 月

６月13日 火

一般質問（坂口博美議員、前屋敷恵美議員、安田厚生議員
６月14日 水

西村 賢議員）

本 会 議 一般質問（黒岩保雄議員、川添 博議員、福田新一議員、
６月15日 木

山内いっとく議員）

６月16日 金 一般質問（下沖篤史議員、工藤隆久議員、山口俊樹議員）

休 会 （閉庁日）
６月17日 土

６月18日 日

６月19日 月 一般質問（脇谷のりこ議員、佐藤雅洋議員、岩切達哉議員）

議案第27号追加上程

知事提案理由説明
本 会 議

６月20日 火 一般質問（二見康之議員、今村光雄議員、松本哲也議員）

採決（議案第22号～第25号）（同意）

議案・請願委員会付託

６月21日 水

６月22日 木 常任委員会

休 会
６月23日 金

（閉庁日）
６月24日 土

６月25日 日

６月26日 月 特別委員会
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

６月27日 火 休 会 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第１号、第５号、第７号～第９号、第15号、第21

号に反対)（前屋敷恵美議員）

採決（議案第26号）（可決）

採決（議案第１号、第５号、第７号～第９号、第15号、第21

号）（可決）

採決（議案第２号～第４号、第６号、第10号～第14号、第16

号～第20号、報告第１号、第２号）（可決または承認）

６月28日 水 本 会 議 採決（請願第１号）（採択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申出のとおり決定）

討論（議案第27号に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第27号）（同意）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第５号追加上程、採決（可決）

議員派遣の件

副知事退任挨拶

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 濵 砂 守

宮 崎 県 議 会 副 議 長 日 高 博 之

いっとく宮 崎 県 議 会 議 員 山 内

前屋敷 恵 美宮 崎 県 議 会 議 員





署 名

宮 崎 県 議 会 議 長

宮 崎 県 議 会 副 議 長

宮 崎 県 議 会 議 員

宮 崎 県 議 会 議 員


